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地 域 振 興 部 長 浦   真 樹 君

文化観光国際部長 中 﨑 謙 司 君

県民生活環境部長 宮 﨑 浩 善 君

福 祉 保 健 部 長 中 田 勝 己 君

こども政策局長 園 田 俊 輔 君

産 業 労 働 部 長 廣 田 義 美 君

水 産 部 長 斎 藤   晃 君

農 林 部 長 綾 香 直 芳 君

土 木 部 長 奥 田 秀 樹 君

会 計 管 理 者 吉 野 ゆき子 君

交 通 局 長 太 田 彰 幸 君
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地域振興部政策監 村 山 弘 司 君

文化観光国際部政策監 前 川 謙 介 君

産業労働部政策監 貞 方   学 君

教育委員会教育長 池 松 誠 二 君

選挙管理委員会委員長 葺 本 昭 晴 君

代 表 監 査 委 員 濵 本 磨毅穂 君

人事委員会委員 中牟田 真 一 君

公安委員会委員 山 中 勝 義 君

警 察 本 部 長 迫 田 裕 治 君

監 査 事 務 局 長 下 田 芳 之 君

人事委員会事務局長

(労働委員会事務局長併任) 
大 﨑 義 郎 君

教 育 次 長 林 田 和 喜 君

財 政 課 長 早稲田 智 仁 君

秘 書 課 長 石 田 智 久 君

選挙管理委員会書記長 大 塚 英 樹 君

警察本部総務課長 川 本 浩 二 君

議会事務局職員出席者 

局 長 松 尾 誠 司 君

次長兼総務課長 柴 田 昌 造 君

議 事 課 長 川 原 孝 行 君

政 務 調 査 課 長 太 田 勝 也 君

議 事 課 長 補 佐 永 田 貴 紀 君

議 事 課 係 長 梶 谷   利 君

議事課主任主事 天 雨 千代子 君

― 午前１０時 ０分 開会 ― 

〇議長(瀬川光之君） ただいまから、令和2年6

月定例会を開会いたします。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 まず、議席の一部変更を行います。 

 議席の一部変更につきましては、お手元の議

席表のとおり決定いたします。 

 次に、知事並びに警察本部長より、新任の幹

部職員を紹介いたしたい旨、それぞれ申し出が

あっておりますので、これを受けることにいた

します－知事。 

〇知事(中村法道君） さきの令和2年2月定例県

議会におきまして、ご同意をいただき、任命い

たしました特別職をご紹介いたします。 

 監査委員 砺山和仁君でございます。（拍手） 

次に、令和2年4月1日付で発令いたしました

幹部職員をご紹介いたします。 

県民生活環境部長 宮﨑浩善君。（拍手）会計

管理者 吉野ゆき子君。（拍手）理事兼県北振興

局長 木山勝己君。（拍手）企画部政策監 吉田

慎一君。（拍手）企画部政策監兼産業労働部政

策監 三上建治君。（拍手）地域振興部次長 坂

野花菜子君。（拍手）地域振興部参事監兼土木

部参事監 村上真祥君。（拍手）文化観光国際部

次長 伊達良弘君。（拍手）県民生活環境部次長 

田中紀久美君。（拍手）県民生活環境部次長 重

野 哲君。（拍手）産業労働部参事監 森田孝明

君。（拍手）水産部次長 川口和宏君。（拍手）

農林部次長 吉田弘毅君。（拍手）同じく農林部

次長 渋谷隆秀君。（拍手） 

 以上でございます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 警察本部長。 

〇警察本部長(迫田裕治君） 令和2年3月23日付

の人事異動で着任しました警察本部の幹部職員

をご紹介いたします。 

 生活安全部長 福山康博君。（拍手）地域部長

佐々靖弘君。（拍手）刑事部長 池田秀明君。

（拍手）交通部長 森﨑辰則君。（拍手）首席監

察官 北村秀明君。（拍手） 

 以上でございます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 次に、会期の決定をいた
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します。 

 本定例会の会期は、本日より7月3日までの22

日間とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は、22日間と決定されました。 

 次に、会議録署名議員の指名をいたします。 

本定例会の会議録署名議員につきましては、

大久保潔重議員及び山下博史議員を指名いたし

ます。 

この際、ご報告いたします。 

去る5月22日、中村和弥議員から、一身上の

都合により、議員を辞職したい旨の申し出があ

り、地方自治法第126条の規定により、同日付

をもって、これを許可いたしました。 

次に、中村和弥議員の辞職に伴い欠員が生じ

ました議会運営委員会の委員に、中島●義議員

を5月28日付で選任いたしました。 

また、中島●義議員から、同日付で、人口減

少・雇用対策特別委員会委員の辞任の申し出が

ありましたので、これを許可いたしました。 

次に、知事より、出資法人の経営状況説明書

等が、さきに配付いたしましたとおり提出され

ておりますので、ご報告いたします。 

 次に、知事より、第96号議案乃至第107号議

案及び報告第3号乃至報告第20号の送付があり

ましたので、これを一括上程いたします。 

 ただいま上程いたしました議案について、知

事の説明を求めます－知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 本日、ここに、

令和2年6月定例県議会を招集いたしましたとこ

ろ、議員の皆様には、ご健勝にてご出席を賜り、

厚く御礼を申し上げます。 

 開会に当たり、当面する諸課題について所信

を申し述べますとともに、前定例会以降、今日

までの県政の重要事項について、ご報告を申し

上げたいと存じます。 

－新型コロナウイルス感染症の発生状況及び医

療体制－ 

 新型コロナウイルス感染症について、本県で

は、4月17日に17人目の感染者が確認されて以

来、新たな感染は発生していないところであり

ます。 

 これまで、県民の皆様には外出自粛にご協力

いただくとともに、事業者の方々には休業要請

等にご対応いただくなど、感染防止に向けて、

ご理解とご協力を賜り、心から感謝申し上げま

す。 

 また、医療関係者の方々におかれては、感染

症にかかる検査体制の構築や入院病床の確保、

感染者の治療など、多大なるご尽力をいただき、

厚くお礼を申し上げます。 

 一方、長崎市の三菱重工業長崎造船所香焼工

場に停泊中のクルーズ船「コスタ・アトランチ

カ号」の船内で発生した大規模クラスターにつ

いては、国の指導のもと、長崎市や長崎大学等

と連携しながら、医療の提供や乗組員の健康管

理、帰国支援に取り組んできたところでありま

す。 

 県としては、市中への感染拡大や県内の医療

体制への影響をできるだけ回避するため、ク

ルーズ船に隣接する岸壁周辺にコンテナを活用

した診療所を設け、24時間体制で乗組員の診

断・診察活動を実施いたしました。 

 また、乗組員の帰国については、5月3日以降、

経過観察期間を経過した方々から順次下船を開

始し、5月31日までに、495名の方々が下船、

126名の方々がクルーズ船とともに出港された

ところであります。 

 無事出港の運びとなりましたことは、ひとえ
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に関係各機関のお力添えの賜物であり、厚生労

働省、国土交通省、外務省、防衛省など中央省

庁の皆様並びに国立感染症研究所など関係研究

機関、長崎大学、陸上自衛隊、県内外の災害派

遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、ＮＰＯ法人、ＮＧ

Ｏ法人、さらには長崎県医師会、長崎県薬剤師

会、交通機関など、全ての関係皆様方に、改め

て心からお礼を申し上げます。 

 なお、入院中の方の治療や帰国等についても、

引き続き、支援に努めてまいります。 

 県内の医療提供体制については、長崎大学病

院など4病院を重症者の受入病院に指定すると

ともに、中等症の患者の受入病院として感染症

指定医療機関や公立・公的医療機関等を医療圏

ごとに指定するなどの調整を行っており、現在、

新型コロナウイルス感染症患者の受入病床とし

て307床を確保しているところであります。 

 さらに、新型コロナウイルス感染症にかかる

検査体制を強化するため、長崎大学病院におい

て新たにＰＣＲ検査機器を導入し、自動処理技

術の開発を進めることにより、本県の一日当た

りの検査件数を約1,600件まで拡充してまいり

ます。 

 なお、これまでに多くの皆様から、医療用マ

スク等の寄附をお寄せいただいており、県民を

代表して厚くお礼を申し上げます。 

 今後とも、長崎大学や県医師会等の関係機関

と緊密に連携しながら、感染症の予防・拡大防

止のため、県内の地域医療体制の整備に力を注

いでまいります。 

－国の緊急事態宣言にかかる本県の対応－ 

 本県では、去る4月16日、国の「緊急事態宣

言」の対象地域が全国に拡大されたことを受け、

県民の皆様に対し、4月17日からの外出自粛や

離島地域への訪問自粛をお願いするとともに、

4月25日からは、事業者の方々に対し、休業等

の要請を行いました。 

 その後、5月4日の国の基本的対処方針を受け、

5月6日をもって、遊興施設を除き休業等の要請

を終了するとともに、県立学校の教育活動や県

有施設の使用を順次再開することといたしまし

た。 

 また、5月14日には、本県が緊急事態宣言の

対象地域から解除されたことを受け、同日、本

県の医療や経済の専門家からなる有識者会議を

設置し、専門的見地からのご意見をいただくと

ともに、翌15日をもって、全ての施設にかかる

休業要請を終了することといたしました。 

 そして、5月21日には近畿3府県で、また25日

には全国全ての地域で緊急事態宣言が解除され

たことから、県民の皆様に対して「新しい生活

様式」を実践していただいたうえで、6月1日か

らは県境を越える移動自粛を解除すること等を

お知らせしたところであり、徐々に経済活動の

再開の段階に入ってきたものと考えております。 

 しかしながら、新型コロナウイルス感染症に

有効なワクチン等の開発には、一定の期間を要

する見込みであることから、県民の皆様には

「新しい生活様式」の実践をさらに徹底いただ

くとともに、事業者の方々には業種ごとの感染

拡大予防ガイドラインに沿った対策に取り組ん

でいただき、感染予防・拡大防止と社会経済活

動の両立を図ってまいりたいと存じます。 

－新型コロナウイルス感染症による本県への影

響と経済対策－ 

 我が国の景気は、新型コロナウイルス感染症

の拡大の影響により急速な悪化が続いており、

本県の景気についても、個人消費が大幅に減少

するなど大変厳しい状況にあるものと認識して

おります。 
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 とりわけ、観光客が大きく減少した観光関連

産業をはじめ、消費の減速による農林水産品等

の価格低迷、中小・小規模事業者の資金繰りや

雇用不安など、各分野で大きな影響が生じてい

るところであります。 

 こうした中、県としては、全国の緊急事態宣

言の解除状況を踏まえ、感染症の予防・拡大防

止と社会経済活動の回復・拡大との両立を図る

ため、県民の皆様の「新しい生活様式」の実践

と、事業者の方々によるガイドラインへの対応

を推進しながら、段階的な経済対策を積極的に

講じていくことが重要であると考えております。 

 そのため、まずは、さきの臨時県議会で議決

いただいた補正予算については、その効果をで

きるだけ早く発現させ、本県経済を回復基調に

転ずることができるよう、直ちに事業に着手の

うえ、速やかな執行に努めてまいります。 

 また、5月25日には全国全ての地域で緊急事

態宣言が解除され、6月19日以降は、県境を越

える観光事業も順次再開される見込みであるこ

とから、観光客の誘客促進をはじめ県外市場ま

で視野に入れた産業施策を積極的に推進するな

ど、切れ目ない経済対策を講じてまいります。 

 その際、経済対策の効果を一時的なものに終

わらせることなく、本県の構造的な課題解決や

県勢浮揚につながるような施策効果の高い事業

構築に努めるとともに、県と県内の市町、関係

団体等との連携を一層強化し、相乗的な効果を

発揮できるよう力を注いでまいります。 

 こうした基本的な考え方のもと、5月28日付

で専決処分を行った補正予算及び本議会に提案

している補正予算においては、国の「新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」等

の財源を引き続き最大限に活用しながら、経済

対策予算を編成しております。 

 県としては、国の第2次補正予算を踏まえつ

つ、さらなる地域経済の活性化や雇用の確保等

を目指し、必要な施策を適宜、構築することに

より、県内経済の回復・拡大に全力で取り組ん

でまいりたいと考えております。 

 それでは、経済対策の主な取組について、

「感染症の予防・拡大防止と県民生活の安全・

安心確保対策」、「県内の経済活動の回復・拡大

対策」、「『新しい生活様式』の実践及び業種ご

とのガイドラインへの対応のための環境整備対

策」の3つの柱に沿って、ご説明いたします。 

（感染症の予防・拡大防止と県民生活の安全・

安心確保対策） 

 県民の皆様に、これからも長崎で暮らし続け

ていただくためには、新型コロナウイルス感染

症の予防・拡大防止をはじめ、医療・福祉の充

実に努め、安全・安心な長崎県づくりに力を注

いでいく必要があります。 

 そのため、県では、引き続き感染症患者の受

入病床を確保するほか、一般医療機関や歯科診

療所等で不足するマスクを購入のうえ、計画的

に配布するとともに、長崎大学病院内の新たな

ＰＣＲ検査機器の導入・整備に対する支援を行

い、本県の検査・医療体制の充実・強化を図っ

てまいります。 

 また、感染症の拡大は、県民の暮らしにも大

きな影響を与えていることから、収入が減少し

ている世帯に対する生活福祉資金貸付について、

資金需要の高まりを踏まえ、貸付原資を増額す

るとともに、住居を失うおそれが生じている世

帯に対しては、国の経済対策で拡充された住居

確保給付金による支援を実施し、生活に困窮さ

れている方々のセーフティネットを強化してま

いります。 

 さらに、離職を余儀なくされた方や家計収入
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の減少など経済状況が悪化した県内在住の大学

生等の雇用機会を確保・創出するほか、アルバ

イト先の休業等により影響が生じている留学生

に対しては、県内観光地の体験活動と情報発信

を通した支援を行ってまいります。 

 このほか、梅雨時期の豪雨災害等に備え、市

町の避難所における感染症予防対策のチェック

リストを作成・通知し、避難所の追加開設や避

難所での世帯間の一定間隔の確保、消毒や換気

の励行などを要請するとともに、必要な資機材

の備蓄を進めることとしております。 

 併せて、去る5月26日、避難生活において、

特に配慮や支援が必要な方々のため、長崎県旅

館ホテル生活衛生同業組合との間で、災害時に

おける宿泊施設等の提供に関する協定を締結し

たところであります。 

 今後とも、県民生活の安全・安心の確保に向

けて、医療体制や防災対策等の充実・強化に力

を注いでまいります。 

（県内の経済活動の回復・拡大対策） 

 県内経済の活力を取り戻すためには、新型コ

ロナウイルス感染症の影響で縮小・減退してい

る県内の経済活動をできるだけ早く回復、拡大

させることが重要であります。 

 そのため、まずは、大きな影響を受けている

観光分野において、6月1日から県民を対象とし

た「ふるさと再発見の旅～宿泊施設応援キャン

ペーン～」を開始したほか、6月19日からは、

佐賀県との相互誘客のための情報発信や全国か

らの誘客対策に取り組むなど、段階的に誘客対

象を拡大しつつ、8月前後にも予定される国の

大型観光キャンペーンにつなぐこととし、切れ

目のない観光振興施策の推進に努めてまいりま

す。 

 併せて、県内宿泊事業者等が実施する雇用確

保と受入体制強化に対する支援枠を拡大したほ

か、県産品の消費拡大に向けたオンライン物産

展の開催や、インターネットを通した前売り食

事券の発行等による需要喚起に力を注いでいる

ところであります。 

 陶磁器をはじめ、地域を代表する特産品等に

ついては、テレビショッピング等を活用した販

路の拡大や、生産者団体等が実施する産地情報

の発信、新たな輸出に対応するための貯蔵施設

の整備等を支援してまいります。 

 また、農業分野においては、外国人材の確保

が困難となっていることから、農業大学校の学

生を研修の一環として産地に派遣するほか、人

材確保に向けた情報発信に取り組んでまいりま

す。 

 さらに、国境離島地域においても、観光産業

を中心に各分野で甚大な影響が生じていること

から、国の補正予算で創設された施策を最大限

に活用し、これまで有人国境離島法に基づく支

援策により雇用拡大を図ってきた事業者が、支

援期間満了後も雇用を継続することができるよ

う、新たな支援措置を講じるとともに、滞在型

観光の振興に向けた施策をさらに強化すること

としております。 

（「新しい生活様式」の実践及び業種ごとのガ

イドラインへの対応のための環境整備対策） 

 新型コロナウイルス感染症は、第2波、第3波

の到来も予想されているところであり、根本的

な予防法が確立されるまでは、感染防止を最優

先に、これと向きあって、県民の皆様には「新

しい生活様式」の実践を、事業者の皆様には業

種ごとのガイドラインへの対応をお願いし、日

常生活や事業活動の中に定着させていくことが

重要であると考えております。 

 そのため、県内の中小企業・小規模事業者が
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ガイドラインに沿って、非接触式体温計や消毒

液等の購入、飛沫防止パーテーションの設置等、

感染防止対策を進める際に所要の支援措置を講

じるとともに、製造事業者が行う手洗い場や自

動ドアの設置、Ｗｅｂを活用した情報発信など

を支援し、円滑な事業活動を促進してまいりま

す。 

 また、人と人との接触を回避するための非接

触サービスやテイクアウト、デリバリ―など新

しい事業形態への転換のほか、インターネット

通販に取り組む事業者への支援を強化すること

としております。 

 一方、都市部企業においては、リモートワー

クやワーケーションの流れが加速しており、地

方に向けた人や企業の移動が拡大する可能性も

指摘されていることから、サテライトオフィス

等の誘致に向けて、受入環境の整備や関連情報

の発信に努め、本県の「関係人口」の創出・拡

大を目指してまいります。 

 なお、本県へのＵＩターン者については、

「ながさき移住サポートセンター」を中心に積

極的な相談・支援活動を推進した結果、令和元

年度の県外からの移住者数は過去最高となる

1,479人となりました。今年度は、安全・安心

な地方の暮らしや仕事の魅力を伝え、さらなる

移住者数の増加に向けて、市町や関係団体と一

体となって取り組んでまいります。 

 このほか、国における「ＧＩＧＡスクール構

想」の加速化を受けて、県立中学校や特別支援

学校の小中学校では1人1台のパソコン整備を前

倒しして進めることとし、児童・生徒の学習環

境の充実を促進してまいりたいと考えておりま

す。 

 それでは、次に、新型コロナウイルス感染症

対策以外の主な施策や懸案事項などについて、

ご報告を申し上げます。 

（九州新幹線西九州ルートの整備促進） 

 九州新幹線西九州ルートについては、昨年12

月の国土交通大臣と佐賀県知事との会談を受け、

新鳥栖～武雄温泉間の整備にかかる協議のあり

方の調整が続けられておりましたが、去る6月5

日、国土交通省と佐賀県との間で確認作業の場

が持たれ、協議開始とされたところであります。 

 県としては、諸課題について、精力的な協議

の積み重ねにより、議論が進展していくことを

期待するものであり、今後とも、その状況を注

視するとともに、西九州ルートの関係者の一員

として、必要な際には、しっかりと考えを述べ

るなど、議論が前進するよう対応し、全線フル

規格による整備の実現を目指してまいります。 

（新たな総合計画の策定） 

新たな総合計画については、本県の最重要課

題である人口減少をはじめ、2040年頃にかけて

見込まれる様々な課題や、新型コロナウイルス

感染症の影響による社会の大きな変化を念頭に

置きながら、現総合計画の進捗状況や課題等を

踏まえつつ、おおむね10年先の本県の将来像を

見据え、今般、5年間の政策の方向性を示す計

画素案骨子を策定したところであります。 

素案骨子においては、「人・産業・地域を結

び、新たな時代を生き抜く力強い長崎県づくり」

を基本理念とし、「人材を育て、未来を切り拓

く」、「産業を育て、しごとを生み出す」、「希望

のあるまちを創り、明日へつなぐ」の3つの柱

のもと、10の基本戦略と47の施策を掲げており

ます。 

また、県内の様々なプロジェクトを総合的に

取りまとめ、県内外に幅広くお示しすることで、

企業誘致など民間投資の呼び込みにつなげるこ

となどを目的に、「長崎県の近未来像～ながさ
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きレボリューション4.0～」を作成したところ

であり、次期総合計画に、その要素を盛り込む

こととしております。 

こうした県内各地域における本県の未来を変

える大型プロジェクトが動き出すことを踏まえ、

県民の皆様が夢や希望を持てる将来像を発信す

るとともに、昨年度策定した「第2期長崎県ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」と政策体系の

共通化を図ることで両者を一体的に推進するこ

ととしております。 

さらに、Society5.0の実現、ＳＤＧｓの理念

の反映、新型コロナウイルス感染症の影響を踏

まえた施策など、新たな方向性を盛り込むほか、

政策横断プロジェクトとして、健康長寿やス

マート社会の実現、人材確保・定着、災害から

命を守る施策等を検討してまいりたいと考えて

おります。 

今後、県議会のご意見を十分にお聞きしなが

ら検討を重ね、県民の皆様のご意見も踏まえつ

つ、今年度中の計画策定を目指してまいります。 

（若者の県内就職促進） 

 今春卒業の高校生の県内就職率については、

キャリアサポートスタッフによる就職支援等に

積極的に取り組んだ結果、速報値において、前

年比4.5ポイントの増となる65.6％となり、「第

1期長崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略」

における目標値の65.0％を上回る見込みであり

ます。 

 一方、大学生の県内就職率は、都市部企業の

採用意欲の高まりなどにより、前年を下回る

37.8％となり、厳しい状況が続いております。 

 こうした中、来年4月採用にかかる動向につ

いては、新型コロナウイルス感染症の拡大の影

響等により、企業の採用活動や学生の就職活動

が大きく制限されている状況であります。 

 そのため、高校生については、「Ｎなび」に

掲載している県内企業の動画等の活用を促進す

るとともに、引き続き、キャリアサポートス

タッフによるきめ細かな就職支援を行ってまい

ります。 

 また、大学生については、県のテレビ会議シ

ステムを活用したオンライン企業説明会の開催

等の対策を講じており、今後もオンラインによ

る企業と学生との交流の場を常時確保できるよ

う、システム環境を強化することとしておりま

す。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により雇用

情勢が厳しさを増している中、県内企業がこれ

まで以上に県内就職促進に取り組んでいただく

ことが重要であることから、県としても、良質

な雇用の場の確保や県内就職に対する意識の醸

成、県内企業の採用力の強化などに全力を注い

でまいります。 

（企業誘致の推進） 

 去る3月23日、東京都に本社を置くトランス

コスモス株式会社が、県内3カ所目の拠点とな

るＢＰＯセンターを長崎市へ新設することを決

定され、5月25日に立地協定を締結いたしまし

た。新たな拠点では、5年間で180人を雇用して、

企業から受託した総務事務や人事・経理などの

バックオフィス業務を行うこととされておりま

す。 

 また、京都府に本社を置き、医療用分析装置

等の製造・開発を行うアークレイ株式会社が、

長崎市に子会社となるアークレイ長崎開発セン

ター株式会社を設立され、5月20日に立地協定

を締結いたしました。同社は、3年間で30人を

雇用して、糖尿病検査機器等の開発を行うこと

とされております。 

 さらに、東京都に本社を置く新日本無線株式
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会社が、佐世保市への立地を決定され、5月27

日に立地協定を締結いたしました。同社は、車

載向けの半導体集積回路等を製造されており、

5年間で23人を雇用して、基板設計やソフト

ウェア開発を行うこととされております。 

 このほか、本年2月に長崎市への立地が決定

しておりました、株式会社ゼンリンと3月25日

に立地協定を締結したところであります。 

 今後とも、新型コロナウイルス感染症の影響

による状況の変化を十分に踏まえながら、雇用

の拡大と地域経済の活性化につながるよう地元

自治体等と連携のうえ、企業誘致の推進に努め

てまいります。 

（交通基盤の整備） 

 去る3月31日、本年度の国土交通省関係予算

の発表において、道路関係では、西九州自動車

道の松浦佐々道路に昨年度内示額を大きく上回

る80億円が配分されるとともに、島原道路の有

明瑞穂バイパスが新規事業化されたほか、東彼

杵道路については計画段階評価に着手されるこ

ととなりました。また、港湾関係では、長崎港

松が枝岸壁2バース化が新規事業化されました。 

 本県選出国会議員の皆様をはじめ、県議会並

びに地元経済界や地元自治体の方々のご支援と

ご尽力に対して、心から感謝申し上げます。 

 さらに、国道34号の新日見トンネルについて

も、今年度、4車線化の完成が予定されており、

交通混雑の緩和及び交通安全の確保につながる

ものと期待しているところであります。 

 今後とも、地域の活性化や県民生活の基盤と

なる交通ネットワークの整備の推進に努めてま

いります。 

（文化・スポーツの振興） 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、県

美術展覧会をはじめとした文化イベントのほか、

県高等学校総合体育大会や全国高等学校野球選

手権長崎大会等の各種スポーツ大会の中止が相

次いでいることについては、大変残念に思って

おります。 

 こうした中、高校生がこれまでの部活動の成

果を披露する場として、文化部ではインター

ネット上での全国高等学校総合文化祭の開催が

予定されるとともに、運動部においても競技ご

とに代替となる県大会が計画、実施されている

ことから、参加される皆様には、培ってきた力

と技、鍛え上げてきた精神力を存分に発揮して

いただきたいと考えております。 

 今年10月に開催される鹿児島国体については、

開催可否が6月中に決定される予定となってお

り、県としては、本県選手が「ふるさと長崎」

の代表として活躍できるよう、引き続き、競技

団体や関係機関と連携し、さらなる競技力の向

上を目指してまいります。 

 また、東京2020オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会の開催が1年延期され、それに伴い、

オリンピック聖火リレーの延期も決定されてお

りますが、県としては、国の動向等も踏まえつ

つ、関係市町や競技団体等との連携を図りなが

ら、しっかりと準備を進めてまいります。 

 なお、Ｖ・ファーレン長崎が所属するサッ

カーＪ２リーグは、2月23日の開幕戦以降、試

合ができない状況が続いておりましたが、6月

27日に無観客試合で再開される見込みとなって

おり、Ｊ１昇格へ向けて再スタートするチーム

を、県民一体となって力強く応援してまいりた

いと考えております。 

 次に、議案関係について、ご説明いたします。 

まず、補正予算でありますが、今回は、新型

コロナウイルス感染症対策に要する経費、その

他緊急を要する経費について編成いたしました。 
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一般会計8億6,243万3,000円の増額、特別会

計1億7,832万5,000円の増額補正をしておりま

す。 

また、報告第19号「令和2年度長崎県一般会

計補正予算（第3号）は、新型コロナウイルス

感染症対策について、特に緊急を要することか

ら、地方自治法第179条の規定に基づき、去る5

月28日付で知事専決処分を行ったものであり、

一般会計159億2,870万3,000円の増額補正をい

たしました。 

この結果、現計予算と合算した本年度の一般

会計の歳入歳出予算額は、7,670億7,406万

9,000円となり、前年同期の予算に比べ、559億

3,747万2,000円の増となっております。 

次に、予算以外の議案のうち主なものについ

て、ご説明いたします。 

第100号議案「一般職員の特殊勤務手当に関

する条例及び警察職員の特殊勤務手当に関する

条例の一部を改正する条例」は、国において人

事院規則の特例が定められ、新型コロナウイル

ス感染症にかかる緊急措置の業務に従事した際

に、防疫等作業手当を新たに特例として支給す

ることとされたことを踏まえ、所要の改正をし

ようとするものであります。 

第103号議案「長崎県税条例及び長崎県産業

廃棄物税条例の一部を改正する条例」は、新型

コロナウイルス感染症緊急経済対策における税

制上の措置への対応及び都市再生緊急整備地域

にかかる課税の特例措置の新設など、所要の改

正をしようとするものであります。 

第106号議案「長崎県病院企業団の共同処理

する事務の変更及び規約の変更に関する協議に

ついて」は、長崎県病院企業団規約の一部を変

更することについて、関係市町と協議をしよう

とするものであります。 

その他の案件については、説明を省略させて

いただきますので、ご了承を賜りたいと存じま

す。 

以上をもちまして、本日提出いたしました議

案の説明を終わります。 

 何とぞ、慎重にご審議のうえ、適正なるご決

定を賜りますよう、お願い申し上げます。 

〇議長(瀬川光之君） 本日の会議は、これにて

終了いたします。 

 明日から6月17日までは、議案調査等のため

本会議は休会、6月18日は、定刻より本会議を

開きます。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

― 午前１０時３８分 散会 ― 
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２２番 宅 島 寿 一 君

２３番 松 本 洋 介 君

２４番 ご う まなみ 君

２５番 山 本 啓 介 君

２６番 前 田 哲 也 君

２７番 山 本 由 夫 君

２８番 吉 村   洋 君

２９番 大久保 潔 重 君

３０番 中 島 浩 介 君

 欠     番 

３２番 山 田 博 司 君

３３番 堀 江 ひとみ 君

３４番 山 田 朋 子 君

３５番 西 川 克 己 君

３６番 外 間 雅 広 君

３７番 瀬 川 光 之 君

３８番 坂 本 智 徳 君

３９番 浅 田 ますみ 君

４０番 徳 永 達 也 君

４２番 溝 口 芙美雄 君

４３番 中 山   功 君

４４番 小 林 克 敏 君

４５番 田 中 愛 国 君

４６番 八 江 利 春 君

欠 席 議 員（１名） 

４１番 中 島 ● 義 君

説明のため出席した者 

知 事 中 村 法 道 君

副 知 事 上 田 裕 司 君

副 知 事 平 田   研 君

統 轄 監 平 田 修 三 君

危 機 管 理 監 荒 木   秀 君

総 務 部 長 大 田   圭 君

企 画 部 長 柿 本 敏 晶 君

地 域 振 興 部 長 浦   真 樹 君

文化観光国際部長 中 﨑 謙 司 君

県民生活環境部長 宮 﨑 浩 善 君

福 祉 保 健 部 長 中 田 勝 己 君

こども政策局長 園 田 俊 輔 君

産 業 労 働 部 長 廣 田 義 美 君

水 産 部 長 斎 藤   晃 君

農 林 部 長 綾 香 直 芳 君

土 木 部 長 奥 田 秀 樹 君

会 計 管 理 者 吉 野 ゆき子 君

交 通 局 長 太 田 彰 幸 君
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地域振興部政策監 村 山 弘 司 君

文化観光国際部政策監 前 川 謙 介 君

産業労働部政策監 貞 方   学 君

教育委員会教育長 池 松 誠 二 君

選挙管理委員会委員長 葺 本 昭 晴 君

代 表 監 査 委 員 濵 本 磨毅穂 君

人事委員会委員会委員長 水 上 正 博 君

公安委員会委員会委員長 片 岡 瑠美子 君

警 察 本 部 長 迫 田 裕 治 君

監 査 事 務 局 長 下 田 芳 之 君

人事委員会事務局長

(労働委員会事務局長併任) 
大 﨑 義 郎 君

教 育 次 長 林 田 和 喜 君

財 政 課 長 早稲田 智 仁 君

秘 書 課 長 石 田 智 久 君

選挙管理委員会書記長 大 塚 英 樹 君

警察本部総務課長 川 本 浩 二 君

議会事務局職員出席者 

局 長 松 尾 誠 司 君

次長兼総務課長 柴 田 昌 造 君

議 事 課 長 川 原 孝 行 君

政 務 調 査 課 長 太 田 勝 也 君

議 事 課 長 補 佐 永 田 貴 紀 君

議 事 課 係 長 梶 谷   利 君

議事課主任主事 天 雨 千代子 君

― 午前１０時 ０分 開議 ― 

〇議長(瀬川光之君） ただいまから、本日の会

議を開きます。 

 これより、一般質問を行います。 

 徳永議員─40番。 

〇４０番(徳永達也君）（拍手）〔登壇〕 皆さん、

おはようございます。 

 自由民主党・県民会議、雲仙市選出の徳永達

也でございます。 

 まず、質問に入ります前に、このたびの新型

コロナウイルス感染症により、お亡くなりにな

られた方々に謹んでお悔やみを申し上げます。 

 また、罹患された方々及びそのご家族、関係

者の皆様、感染拡大により日常生活に影響を受

けられている全ての皆様に衷心よりお見舞いを

申し上げます。 

 また、新型コロナウイルス感染症が拡大する

中、医療の最前線で新型コロナウイルス感染症

に立ち向かう医師や看護師をはじめとする医療

従事者の皆様には、敬意を表しますとともに、

改めて心から深く感謝を申し上げます。 

 本県では、4月18日以降、新型コロナウイル

ス感染症の新規感染患者の発生は見られており

ませんが、全国的には、東京都をはじめ、複数

名の新規感染患者の発生が続いております。こ

のため、「キープゼロ」が続く本県といたしま

しても、予断を許すことができない状況と認識

をしております。 

 感染流行が小康状態である今だからこそ、第

2波、第3波に備えた水際対策の徹底や医療体制

の構築等が求められますとともに、県民が一丸

となって新たな生活様式の定着を進めていくな

ど、引き続き、気を引き締めて感染予防対策に

取り組んでいくことが、ますます重要になると

考えております。 

 それでは、通告に従い、質問に入ります。 

 1、新型コロナウイルス感染症について。 

 （1）コロナの影響と今後の対策について。 

 本県における新型コロナウイルス感染者数は

17名で、4月17日に発生して以降、新たな感染

者は発生しておりません。これはひとえに県民

の皆様並びに事業者の皆様が、日頃から感染症

防止対策を講じられるとともに、外出自粛や休
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業要請などにご協力をいただいたおかげである

と考えております。 

 しかしながら、一方で、全国的な新型コロナ

ウイルス感染症の拡大に伴い、あらゆる業種で

県内の経済活動の停滞など、大きな影響が生じ

ているところです。 

 日本銀行長崎支店が6月10日に発表した「長

崎県の金融経済概況」によれば、「本県の景気

は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響から

厳しい状況が続いている」とされております。

観光関連が低迷しているほか、個人消費が大幅

に減少しており、生産も弱含んでいる中で、雇

用、所得環境は弱い動きとなっている状況です。 

 特に、本県の基幹産業である観光業について

は、1月から3月の県内主要宿泊施設の宿泊者数

は、対前年同期比27％の減少、平成19年の調査

開始以来、最大の減少率となり、4月について

は、速報値でありますが、82％の減少と、さら

に厳しい状況となっております。 

 新型コロナウイルス感染症の影響は、国内外

からの観光客の減少という形であらわれ、その

後、影響は、幅広い業種に及んでいると懸念を

しております。 

 そこでまず、観光業への影響と、その対応に

ついてお尋ねをするとともに、飲食業、小売業

といったサービス産業への影響と、その対応に

ついてもお尋ねをいたします。 

 次に、農林水産業について、お尋ねをいたし

ます。 

 まず、農業についてですが、新型コロナウイ

ルス感染症の影響で、インバウンド需要の減退

やイベント等の中止、飲食店の休業などにより、

消費が大幅に落ち込み、和牛枝肉や花卉の価格

が大幅に下落をし、生産者の皆さんが今後の経

営継続に大きな不安を抱えているのではないか

と危惧をしております。 

 加えて、県では、農業における労働力不足を

解消するため、「株式会社エヌ」を設立し、特

定技能外国人材の受入れを進めておられますが、

これについても新型コロナウイルスの世界的な

感染拡大の影響で外国人材の受入れができない

状況であり、生産者の皆さんは不安に感じてい

るのではないかと思います。 

 そこで、本県農林業に対して具体的にどのよ

うな影響が生じているのか。また、県として、

それらの影響を踏まえて、消費の落ち込み、労

働力不足を含めた生産者の皆さんの経営継続に

向けて、どのように対応しようとしているのか、

お尋ねをいたします。 

 水産業につきましても、「緊急事態宣言」に

よる外出自粛や飲食店休業要請などの影響を受

け、水産物の外食向けの需要が大幅に低下した

ため、関東、関西方面の消費地市場においては、

荷動きが鈍くなり、高級魚を中心に魚価が大き

く下落したと聞いております。 

 先月の緊急事態宣言の全面解除により、飲食

店の営業は再開されており、また、様々なキャ

ンペーンによる観光客の回復により、水産物の

需要は次第に回復していくと思われますが、以

前の水準に戻るまでには相当の時間が必要では

ないかと考えているところです。 

 2か月に及ぶ緊急事態宣言の発出による外出

自粛や飲食店の営業自粛に伴う外食消費の低迷

により、漁業者の皆様は、大変なご苦労をされ

ていると思いますが、具体的にどのような影響

を生じているのか、お尋ねをいたします。 

 また、漁業者の方々は、一日も早い魚価の回

復を望んでおり、スピード感をもって対策を講

ずる必要があると思いますが、県として水産物

の消費拡大対策をどのように講じていくのか、
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お尋ねをいたします。 

 言うまでもなく、本県は、離島・半島地域が

多く、交通事業者は、人口減少や少子・高齢化

に伴う利用者数の減少などにより、厳しい経営

状況にありますが、今回の新型コロナウイルス

感染症の影響により、前年度と比較しても、運

送収入が大きく落ち込んでいる状況であります。 

 地域住民や観光客等の移動手段とする重要な

役割を担っている公共交通機関は、新型コロナ

ウイルス感染症の影響で人の流れがほとんどな

い中においても、簡単に運行を止めることはで

きません。 

 また、安全・安心に運行するためには、車両

や船舶などの維持管理や修繕等への対応も必要

不可欠であることから、このまま収入が増えな

い状況が続くことは、各事業者の存続が危ぶま

れるところであります。 

 先般、国土交通省では、今回の2次補正予算

において、地域公共交通事業者に対し、十分な

感染拡大防止対策を講じることができるよう、

新たな補助金を創設しましたが、事業者がその

補助金を活用しても限界があるのではないかと

思われます。 

 県として、このように厳しい経営状況にある

交通事業者の事業継続に向けて、どのように対

処しようと考えているのか、お尋ねをいたしま

す。 

 これまで述べたとおり、新型コロナウイルス

感染症拡大を受けて幅広い業種に影響が出てお

り、多くの事業者は売上げが減少して資金繰り

に困っているところであります。 

 報道によると、今年4月の全国の負債額1,000

万円以上の倒産件数は、前年と比べて15％増加、

負債総額は35％、増加しており、とりわけ本県

においては、倒産件数が前年比2倍、負債総額

は5.5倍となるなど、県内の景気は全国と比べ

ても厳しさを増していると考えられます。 

 この先、新型コロナウイルス感染症の影響が

長期化すれば、企業の倒産がさらに増加するお

それがあるものと大変懸念しているところであ

ります。 

 県内の事業者数の99.9％、従業者数の91.8％

を占める中小企業は、雇用の担い手、多様な技

術、技能の担い手として地域の経済、社会の中

で重要な役割を果たしていただいているため、

中小企業の倒産の増加は、地域の貴重な雇用の

場や、技術、技能の創出をもたらし、地域の経

済、社会の維持に多大な影響を与えてしまいま

す。 

 このように、県内経済を維持していくために

は、中小企業の事業の継続を支えていく必要が

あります。資金繰りに困っている中小企業の皆

様が円滑な融資を受けられるよう、県では、こ

れまでどのような施策を講じてきたのか。また、

今後、引き続き、どのような施策を講じていく

のか、お尋ねをいたします。 

 また、今回の新型コロナウイルス感染症の全

国的な感染拡大と、それに伴う緊急事態宣言等

の措置に伴い、県内では、個人消費をはじめ、

様々な企業活動に影響が生じ、県内経済は大き

な影響を受けました。 

 本年5月の金融経済概況でも、観光関連が低

迷しているほか、個人消費は大幅に減少し、生

産は弱含んでおります。雇用・所得環境を見る

と、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響か

ら弱い動きが見られはじめていることとなって

おります。 

 こうした県内経済の停滞は、結果として、法

人、個人県民税などの税収にも影響を及ぼし、

県財政における収入も減少するのではないかと
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憂慮しております。 

 県として、財政に与える影響をどのように考

えているのか、お尋ねいたします。 

 （2）コロナの影響を踏まえた高校生、大学

生の就職対策について。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、高

校や大学が一時休校により、また、大学生にお

いては、合同企業説明会が軒並み中止になるな

ど、企業にとっての採用活動や、高校生、大学

生の就職活動に相当な影響が生じているところ

であります。 

 大学生の就職活動においては、新型コロナウ

イルス感染症防止の観点からウェブ面接を導入

し、学生の獲得を目指す企業が増加していると

ころであり、報道によれば大学生の就職活動に

おける内定率は、4月1日時点では34.7％で、前

年同期を8.3ポイント上回っていたものの、6月

1日時点では64％で、前年同期比7.1ポイントの

減少となるなど、コロナの影響により、採用ス

ケジュールが後ろ倒しになっている状況であり

ます。 

 コロナ禍においても、若者の県内定着は、本

県の重要課題であることに変わりはなく、現在、

苦境に立たされている県内企業の支援の意味に

おいても、高校生、大学生の県内就職による企

業の活性化が求められております。 

 そこで、これらのコロナの影響を踏まえ、高

校生、大学生の就職活動に関して、これまでの

取組と、今後、どのような支援を行っていくの

か、お尋ねをいたします。 

 （3）教育面への影響と対策について。 

 国の「ＧＩＧＡスクール構想」において、学

校の校内通信ネットワーク及び小中学生の一人

一台端末整備が進められていると聞いておりま

す。 

 国の調査によれば、新型コロナウイルス感染

症による学校の臨時休業の際に、全国の公立学

校においてオンライン指導を通じた家庭学習が

実施できた学校は、約5％しかなかったとのこ

とです。 

 今後の新型コロナウイルス感染拡大に備え、

子どもたちの学びを支えるためには、本県にお

いても早急な整備が必要と考えます。 

 しかしながら、当初、2023年度までに導入予

定となっていた計画が、新型コロナウイルス感

染症の影響により、今年度までに導入するよう

前倒しになっており、全国でこれまでにないほ

どの大規模な調達が行われるうえ、世界的な供

給の不安定化もあり、機器を整備することは大

変難しいものとなると思われますが、本県にお

けるＧＩＧＡスクール導入がどのようになって

いるのか、その進捗状況をお尋ねをいたします。 

 また、本県においては、4月以降、学校の臨

時休業や分散登校の措置が取られ、授業日が欠

けた日数は、小中学校及び県立学校で最大15日

となると伺っております。 

 このことにより生じた学習の遅れが懸念され

るところでありますが、夏休みの短縮による授

業日の設定や学校行事の見直し等を行って授業

時間を確保することで遅れを取り戻せると聞い

ております。 

 しかし、新型コロナウイルス感染拡大につい

ては、第2波、第3波がくることも予想されてお

り、再度の学校休業となることが考えられます。

学校が休業となり、学校に登校しての授業がで

きなくなった場合、どのように児童生徒の学習

機会の確保を考えているのか、お尋ねをいたし

ます。 

 さらに、3月から続く学校の臨時休業の長期

化に伴って、子どもたちの学習面のみならず、
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生活の変化や心に与えた影響についても懸念さ

れるところであります。学校再開に当たり、

様々な悩みや不安が生まれることが十分考えら

れることから、児童生徒の心のケア等の対応に

ついてもお尋ねをいたします。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、企

業の業績が悪化し、採用計画にも影響を与え、

昨年度までと比べ、今年度の高校生の就職状況

が厳しくなることが想定されるところです。 

 就職を希望する生徒や、その保護者の不安は

大きいと考えられますが、現時点で高校では求

人の情報をどのように把握して、どのような進

路指導を行っているのか、お尋ねをいたします。 

 （4）クルーズ船の集団感染への対応につい

て。 

 三菱重工業長崎造船香焼工場の岸壁に停泊し

ていたクルーズ船「コスタ・アトランチカ号」

において、149名の集団感染が発生しましたが、

入院を必要とする感染者が30名以上になれば、

医療体制は限界に達していたと思われます。 

 県民への感染の広がりも懸念されたところで

ありますが、県と長崎市が国の支援を受け、長

崎大学や自衛隊、民間医療支援団体などの協力

を得ながら迅速な対応をとったことで、県民へ

の感染拡大はなく、入院された方が11名、その

うち重症者は1名にとどまるなど、医療崩壊の

危機を回避できたと考えております。 

 特に、感染症の分野に強い長崎大学の全面協

力のもと、「ＬＡＭＰ法」による全乗組員623名

の検体検査が早期に完了できたことや、アプリ

で乗組員の日々の健康状況を把握できる体制が

とれたことも大きかったのではないかと感じて

いるところであります。 

 今回のクルーズ船の集団感染の一連の対応に

ついて、課題を検証して教訓にしなければなら

ないと思いますが、医療体制について、どのよ

うに総括をしているのか。また、今後、一地域

に集中して重症者が出た場合の対策については、

どのように考えているのか、お尋ねをいたしま

す。 

 また、県は、基幹産業である造船業の活性化

を図るため、クルーズ船修繕事業を三菱と連携

して進めてきており、インバウンド対策の柱の

一つであるクルーズ船の誘致についても積極的

に取り組んでおり、昨年は国内4位の寄港実績

となっているところであります。 

 そのような中、今回、不運にも長崎港内に係

留しているクルーズ船でコロナウイルスの感染

者が発生し、県が進めてきた取組にも大きな影

響が出る可能性もありましたが、市民、県民の

感染者も出ず、乗組員の死亡者も出さず、無事

にクルーズ船を送り出したことは、県として大

きな成果と思われます。 

 クルーズ船社をはじめ、世界的にも多大な評

価と併せ、大きな信頼を勝ち取ったものと考え

ております。 

 今回の件を踏まえ、今後のクルーズ船の受入

れ及び修繕事業の取組について、どのように考

えているのか、お尋ねをいたします。 

 （5）コロナとともに生きていく今後の社会

について。 

 先月25日、全国に発出されていた「緊急事態

宣言」が解除されました。本県では、幸いにも

クラスターの発生もなく、17名と比較的少ない

感染者数で収まっており、これは感染拡大防止

に向けた県や市町の迅速な対応と県民の皆様が

外出自粛等に取り組んでこられた成果であると

感じているところであります。 

 そして、これからは段階的に社会経済の活動

レベルが引き上げられていくこととなり、密
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閉・密集・密接の「3密」回避などによって感

染拡大を予防しながら、社会経済活動を両立さ

せていく「新しい生活様式」の定着が求められ

ているところであります。 

 そのような中、今回のコロナウイルスの感染

拡大を契機に、都市部の企業を中心にリモート

ワークが普及し、働き方やライフスタイルが場

所にとらわれないものへと変わろうとする動き

があり、密である都市部から疎である地方への

回帰意識の高まりが見られるところであります。 

 今年度は、次期総合計画の策定の年でもあり、

この機会を好機に捉え、人や企業を呼び込む施

策を計画的に盛り込んでいくことが必要と思い

ますが、県の考えをお尋ねをいたします。 

 以上で、壇上からの質問を終了し、対面演壇

席から再質問をさせていだたきます。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 徳永議員のご質

問にお答えいたします。 

 まず、クルーズ船内での集団感染への対応に

ついて、医療体制について、どのように総括し

ているのか。また、今後、一つの地域に集中し

て重症者が出た場合の対策について、どのよう

に考えているのかとのお尋ねでございます。 

 今回のクルーズ船内における集団感染につい

て、県ではクルーズ船停泊地のそばに臨時の診

療所を設置し、自衛隊や災害派遣医療チーム

「ＤＭＡＴ」等の医師、看護師の協力を得て、

24時間体制で医療サービス等を提供することと

し、県内の医療体制への影響は最小限に抑える

ことができたのではないかと考えております。 

 その主な要因としては、今回、乗船者が乗組

員のみであり、比較的年齢層が若く、重症化の

リスクが小さかったこと、「ダイヤモンド・プ

リンセス号」を経験した感染症の専門家の指導

によって、船内での個室管理を徹底し、感染拡

大を防止できたこと、長崎大学が民間企業と連

携して開発した「健康管理アプリ」の活用によ

り、船員の健康状態を詳細に把握できたこと等

があり、その結果として、陽性の入院者6名の

うち重傷者は1名にとどまったものと考えてお

ります。 

 なお、本年2月に発生いたしました「ダイヤ

モンド・プリンセス号」の事例においては、乗

組員だけではなく、高齢者も含めた客員も乗船

しており、多数の入院が必要な方々については、

近隣の自治体の医療機関で受け入れたものと承

知をいたしております。 

 そうした一方で、今回は全国的にも感染症が

蔓延し、広域的な受入れ調整は大変難しい状況

であり、また、一つの自治体だけで多数の重症

患者を受け入れることは、現実的には極めて困

難であったと考えているところであります。 

 県といたしましては、国全体として、あらか

じめ想定しておくべき課題であると考えており、

今回の検証結果も踏まえて、国に対して、受け

入れる際のルールづくり等をお願いしてまいり

たいと考えております。 

 次に、クルーズ船の受入れと修繕事業への取

組についてのお尋ねでございます。 

 クルーズ船については、一旦、感染症が発生

すると大規模なクラスターが形成されることが、

「ダイヤモンド・プリンセス号」や「コスタ・

アトランチカ号」の例で明らかになってきたと

ころであります。 

 このため、まずはクルーズ船社において、乗

員・乗客の徹底した安全管理対策を講じていた

だくことが必要不可欠であると考えており、感

染拡大のおそれがある段階でのクルーズ船受入

れに当たっては、検疫部門等と連携し、船内の
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健康状況を事前に把握したうえで、入港の可否

について判断するような仕組みの構築が必要に

なってくるのではないかと考えております。 

 クルーズ船修繕事業につきましては、三菱重

工業株式会社において、今後、検討されると

伺っておりますが、地域経済の活性化にもつな

がってまいりますことから、県としても引き続

き連携してまいりたいと考えております。 

 次に、コロナウイルス感染症が発生するとい

う、こうした機会を好機と捉え、人や企業を呼

び込む施策を次期総合計画に盛り込んでいくこ

とが必要ではないかとのお尋ねでございます。 

 今回の新型コロナウイルスの感染拡大を契機

として、企業のＢＣＰ対策への意識の高まり、

働き方や都会での暮らしに対する意識変化など

が見られ、都市部から地方に向けた人の流れが

拡大する可能性が指摘されており、こうした変

化に積極的に対応していくことが重要であると

考えております。 

 そのため、先日開催した「緊急スクラムミー

ティング」におきましても、今後、都市部から

企業や人を呼び込むために必要なリモートワー

ク等の受入環境の整備や、その基盤となる高速

通信網の整備等について、県と市町が連携して

取り組んでいくことを確認したところでありま

す。 

 具体的には、4月に補正予算で措置いたしま

したリモートワークに関する相談員の配置や

ポータルサイトの構築に加え、市町が実施する

ハード、ソフト両面での受入体制の整備への支

援のほか、新たな都市部の移住希望者層に向け

た地方での暮らしの魅力を伝えるプロモーショ

ンの実施などを検討しております。 

 今後も、コロナと共存する社会の動きに合わ

せ、市町とも連携しつつ、必要な事業について

は補正予算対応を行うなど、迅速かつ柔軟な対

応を図りながら、新たなチャンスとして移住、

定住等を促進し、地域の活性化につなげてまい

りたいと考えております。 

 また、現在、策定を進めております次期総合

計画におきましても、お示ししている素案骨子

に、こうした方向性を盛り込んだところであり、

今後、さらに施策の具体化を図ってまいりたい

と考えているところであります。 

 そのほかのお尋ねにつきましては、関係部局

長からお答えをさせていただきます。 

〇議長(瀬川光之君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君） 観光業への

影響と、その対応についてのお尋ねでございま

すが、観光業への影響につきましては、今年1

月から4月の4カ月間の延べ宿泊者数の減少率か

ら推計いたしますと、約280億円の経済損失に

なると見込んでおります。 

 県におきましては、事業者の雇用を守り、収

束後の速やかな回復と反転攻勢を見据えた環境

整備を推進するため、宿泊事業者等が実施する

受入れ体制強化のための取組や、宿泊施設が取

り組む宿泊者が衛生的で快適に過ごせる体制整

備について支援しているところでございます。 

 また、6月1日からは、県民の県内宿泊を促進

する「ふるさと再発見の旅」を実施し、6月19

日からは全国向けの「“ながさき癒し旅”ウェ

ルカムキャンペーン」も開始することとしてお

ります。 

 さらに、8月頃には、国の「ＧｏＴｏキャン

ペーン」も実施される予定であり、引き続き、

市町や観光関係事業者と連携し、観光需要の回

復、拡大を図ってまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 私から、2点答
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弁いたします。 

 飲食業、小売業といったサービス産業への新

型コロナウイルス感染症拡大の影響と県の対応

についてのお尋ねですが、飲食業については、

観光客の減少に加え、県民の外食機会も減って

いることから、売上高が大きく落ち込み、中に

は前年比9割減の事業者もあります。 

 また、小売業については、人混みを避ける傾

向から、商店街の来訪者が減り、多くの店舗の

売上げが減少するなど、サービス産業全般にお

いて極めて深刻な状況が続いております。 

 このため、4月補正予算において、飲食業や

小売業等の営業継続や再起に向けた様々な取組

等に対し補助することとしており、「3密」防止

のための店内レイアウトの改修や空気清浄機の

導入、テイクアウトの開始など、250件を超え

る応募があったところでございます。 

 また、今後、対面販売から通信販売へと消費

者の買物のスタイルも変化することが予想され

ることから、小売業等のネット通販への進出を

促し、販売チャンネルの多様化による売上げ回

復を支援する取組を進めてまいります。 

 加えて、飲食業等の再起に向けては、新しい

生活様式のガイドラインの実践が極めて重要で

あることから、5月専決補正予算において実践

のための取組を支援することといたしておりま

す。 

 今後とも、商工団体や市町との連携を強化し

ながら、新型コロナウイルス感染症の影響を受

けた事業者に対する支援を行ってまいりたいと

考えております。 

 次に、これまでの資金繰り支援策と今後の取

組についてのお尋ねでありますが、3月2日に、

県制度資金の「緊急資金繰り支援資金」を発動

し、その後、融資限度額の引上げや償還期間の

延長を行ったほか、資金需要に応じて融資枠を

拡大しており、現在の融資枠は700億円となっ

ております。 

 また、5月1日からは、国の新たな保証制度を

活用し、融資額3,000万円を上限に、当初、3年

間の実質無利子化を実施しており、信用保証協

会による保証承諾実績は、6月12日時点で3,120

件、約475億6,000万円となっております。 

 併せて、中小企業診断士や税理士による相談

対応や書類作成支援など、事業者の支援を行っ

ております。 

 さらに、影響の長期化が懸念されますことか

ら、融資枠のさらなる拡大や実質無利子融資の

上限額の引上げなど、今後とも、経済情勢や資

金需要の動向を注視しながら、適時適切に必要

な対策を講じてまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 農林部長。 

〇農林部長(綾香直芳君） 本県農林業に対して、

具体的にどのような影響が生じているのか。ま

た、県として生産者の経営継続に向けて、どの

ように対応しようとしているのかとのお尋ねで

すが、本県農林業への影響は、議員ご指摘のと

おり、特に、和牛と花卉への影響が大きく、4

月から5月の市場価格を昨年と比較すると、Ａ4

等級の和牛枝肉価格は、1キロ当たり1,920円と

24％の下落、輪ぎくの価格は1本当たり46円と

22％下落しております。 

 また、特定技能外国人材の受入れにつきまし

ても、株式会社エヌを通じて、現在、カンボジ

ア国から15名が就労しておりますが、3月以降

に予定していた19名の入国が遅れ、その派遣時

期が見通せない状況となっております。 

 このような状況の中、県といたしましては、

農業団体や市町と連携し、影響を受けた生産者

の皆様が資金繰り対策をはじめ、持続化給付金
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など国の制度を活用できるよう、相談対応等の

支援を行っているところです。 

 また、国の補正予算や地方創生臨時交付金を

活用し、経営体質強化に取り組む肥育農家への

支援とともに、公共施設での花卉の装飾、学校

給食への県産牛肉の提供など、生産者の経営対

策や消費拡大対策にも着手しております。 

 今後、県といたしましては、離職を余儀なく

された方々を農業分野に呼び込む取組や、「高

収益作物次期作支援交付金」などの支援施策を

積極的に活用することで、生産者の皆様が安心

して経営継続できるよう、農業団体や市町と一

体となって支援してまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 水産部長。 

〇水産部長(斉藤 晃君） 漁業者にはどのよう

な影響が生じているのか、県として水産物の消

費拡大対策はどのように講じていくのかとのお

尋ねでございますが、水産業への影響は、外食

需要の減退により、高級魚の価格が前年より5

割から2割程度低下し、漁業種類によっては出

漁見合わせを余儀なくされるとともに、特に、

養殖魚については、輸出の停滞等により在庫と

して滞留するなど、漁業経営に大きな影響を及

ぼす状況となっております。 

 そのため、県では、県水産物の消費拡大と流

通促進を図るため、水産物の学校給食への提供、

ネット販売等への支援など、水産物の消費拡大

対策を積極的に詰めているところでございます。 

 学校給食の提供予定の養殖ブリやマダイにつ

いて、5月から各学校への協力依頼と需要調査

を実施し、県漁連において、切り身に加工して

準備を進め、今月下旬から長与町や新上五島町、

西海市などにおいて提供されることとなってお

り、随時、県内小中学校への供給を拡大してま

いります。 

 また、在庫等の滞留や価格低下が生じている

品目のネット販売に係る全国送料無償化や新商

品開発のほか、過剰供給となっている魚種の調

整保管を行う経費などへの支援を行うこととし

ております。 

 これらの取組に加え、影響を受けた漁業者が

国の補正予算等を活用し、販路拡大や経営継続

に向けて取り組めるよう、市町や水産関係団体

と一体となって進めてまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 地域振興部長。 

〇地域振興部長(浦 真樹君） 厳しい経営状況

にある交通事業者の事業継続に向けて、どのよ

うに対処しようと考えているのかとのお尋ねで

ありますが、新型コロナウイルス感染症の影響

により、本年3月頃から5月にかけて、公共交通

機関の利用者数は著しく減少し、それに伴い、

交通事業者は大幅な減収が生じていると認識を

しております。 

 また、現在の状況につきまして、主な交通事

業者に確認をいたしましたところ、「通学や通

勤なの日常生活での利用者数は徐々に回復傾向

にある一方、観光客については、依然として厳

しい状況が続いている」と伺っております。 

 これまで県におきましては、中小企業者向け

の「緊急資金繰り支援資金」の発動、感染防止

対策のための必要機器の貸付け、県有施設の係

船料などの納付猶予等の支援策を講じてきたほ

か、今月から県内宿泊旅行に対する助成事業を

実施しており、公共交通機関の利用拡大にもつ

ながることを期待しているところであります。 

 さらに、国の2次補正予算における施策等も

踏まえ、県民生活を支える各公共交通事業者が

十分な感染防止策を講じながら、今後も事業を

継続できるよう、具体の支援策について準備を

進めているところでございます。 
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〇議長(瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長(大田 圭君） 感染症拡大に伴う県

財政への影響について、どのように考えている

のかというお尋ねでございます。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大によりまし

て、我が国の景気は急速に悪化しておりまして、

本県の景気につきましても、個人消費が大幅に

減少するなど、大変厳しい状況が続いておりま

す。 

 こうしたことから、今年度におきましては、

個人住民税や法人関係税をはじめ、地方消費税

ですとか、地方譲与税等の減少が懸念されるな

ど、財政面への影響が生じてくるものと認識し

ております。 

 そのため、県といたしましては、コロナの予

防・拡大防止と地域経済の回復・拡大との両立

を図りながら、段階的な経済対策を推進してい

くことが重要と考えております。 

 感染防止対策を講じつつ、国の地方創生臨時

交付金等を有効に活用しながら、観光振興、県

産農水産物の消費拡大、インターネットを活用

した需要喚起等の対策を積極的に推進いたしま

して、本県経済の回復に力を注いでいるところ

でございます。 

 また、国に対しましては、税収減に対応する

ための減収補塡制度の拡充など、地方公共団体

における緊急的な措置につきまして、全国知事

会等とも連携しながら強く要請してまいりたい

と考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部政策監。 

〇産業労働部政策監(貞方 学君） コロナの影

響を踏まえた高校生、大学生の就職活動に関す

るこれまでの取組と今後の支援についてのお尋

ねでございます。 

 まず、高校生につきましては、一斉休校等の

影響で企業情報の収集に支障が生じていたこと

から、生徒に対し、企業紹介の動画や地元で働

く若者の声などを一覧にしたガイドブックを作

成、配布する一方、企業に対し、求人数の確保

を要請するとともに、自社の魅力が伝わる求人

票の作り方を解説した動画を作成、配信したと

ころであります。 

 今後は、これらに加え、キャリアサポートス

タッフによるきめ細かな支援等を実施すること

で、県内就職を促進してまいります。 

 次に、大学生につきましては、年度当初から

Ｗｅｂを活用したオンライン企業説明会を導入

し、多くの企業、学生に参加いただいたところ

であり、さらに、7月からは、学生と企業がオ

ンラインで対話する個別面段会についても実施

することといたしております。 

 今後は、全国的に採用スケジュールの遅延が

予想されることから、県内企業の新卒採用計画

に対する人員不足の状況を把握し、「Ｎなび」

に加え、大手就職サイトを活用した情報発信を

検討するなど、できるだけ多くの学生を県内就

職に導くことができるよう力を注いでまいりま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 新型コロナ

ウイルス感染に係る教育面への影響、対応につ

いて、私から、4点お答えいたします。 

 まず、ＧＩＧＡスクール導入の進捗状況につ

いてでありますが、国の「ＧＩＧＡスクール構

想」の目的は、高速通信ネットワーク及び小中

学生の一人一台端末等のＩＣＴ環境を一体的に

整備することにより、学校における学習活動の

一層の充実を図るものであります。 

 まず、高速通信ネットワークについては、必

要な全ての公立小・中・高等学校及び特別支援
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学校で、今年度中に整備が完了する見込みであ

ります。 

 次に、端末につきましては、県立中学校及び

特別支援学校小・中学部の約2,000台について、

今年度中に調達が完了する見込みです。 

 市町立小中学校では、国の補助により前倒し

で導入する約8万8,000台について、今年度中に

調達できるよう、市町において事務が進められ

ているところであります。 

 また、国の地方財政措置を活用する端末整備

についても、市町の年次計画のもと、適宜進め

られる予定です。 

 なお、国におきましては、需要見込みについ

て、随時、情報をメーカーと共有し、自治体に

確実に端末を提供できるよう働きかけていると

聞いております。 

 次に、今後、学校が休業となった場合の学習

機会の確保についてのお尋ねですが、今後、臨

時休業となった場合には、小中学校においては、

前回休業時の経験を活かして、教科書を使って

自分で学習に取り組むことのできる課題を計画

的に課すとともに、分散による登校日の設定、

家庭訪問や電話連絡などによる支援を行いなが

ら、学習機会の確保を図っていくことが必要で

あると考えております。 

 また、ＩＣＴを活用した学習支援についても、

家庭のパソコンやスマートフォン等の活用をお

願いしたり、学校の端末を貸し出したりするな

ど、可能な取組から着手するよう、市町教育委

員会に働きかけてまいります。 

 高校におきましては、基本的に生徒の実態に

応じて作成した課題プリントを活用することで、

学習機会の確保及び学習保障を行ってまいりま

す。 

 さらに、学習効果を上げるためにテレビ会議

システム等を活用して、オンライン上で生徒の

学習支援ができるよう準備を進めているところ

です。具体的には、生徒の端末の有無や家庭の

通信環境等、各学校の実情に合わせて学習動画

や課題の配信、ビデオ通話を活用した個人の質

問への回答やグループでの学習活動等を行って

まいります。 

 次に、学校再開に当たって、児童生徒の心の

ケアについてのお尋ねですが、学校における長

期休校明けのこの時期は、学習をはじめ、学校

生活への不安が生まれ、心の揺れが大きくなる

ことが懸念されます。 

 そのため、学校再開後の早い段階で面談等を

実施し、児童生徒の悩みや健康状態の把握に努

めるよう、学校等へ通知をしております。 

 また、スクールカウンセラーやスクールソー

シャルワーカーによる支援につきましても、4

月に予算増額補正によって、希望する全ての学

校へ追加配置し、教職員と一体となった組織的

な対応の強化を進めているところであります。 

 最後に、現時点での高校における就職指導に

ついてのお尋ねですが、「緊急事態宣言」の発

出により、例年、年度当初に行っている高校か

らの企業訪問が実施できなかったことに加え、

企業側も学校を訪問することができなかったた

め、校内において、オンラインでの企業説明会

を開催したり、企業が作成したビデオを視聴さ

せるなど、できることを工夫しながら生徒に情

報を提供し、進路について考える機会を作って

まいりました。また、学校では、例年以上に個

人面談の回数を増やすなど、生徒の不安の払拭

にも努めてきたところです。 

 5月下旬からは、まず、県内に限って企業訪

問や企業による学校訪問を開始し、進路指導担

当教員やキャリアサポートスタッフ等が今年度
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の採用計画等の情報収集を行っております。 

 さらに、6月11日に厚生労働省から、今年度

の高校生の採用選考開始を9月16日から1カ月遅

らせるとの発表がありましたので、生徒たちに

は企業見学会などを通して臨時休業等で十分で

きなかった企業研究を行わせたり、選考に向け

た手厚い面接指導を行うなど、進路実現に努め

てまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 徳永議員―40番。 

〇４０番(徳永達也君） 今回、コロナウイルス

について、ご質問しましたけれども、時間が少

しありますので、再質問させていただきたいと

思います。 

 まず、1問目ですけれども、新型コロナウイ

ルスの感染症対策として、国は、過去に例のな

い第1次、第2次補正予算を編成しておりますが、

中小・小規模事業者について、主な国の支援策、

県の事業について、どのようなものがあるのか、

お尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 第1次、第2次、

2回にわたる国の補正予算におきましては、総

額で57兆円を超える予算措置が行われておりま

す。 

 そのうち、中小・小規模事業者の支援につい

ての主な事業でございますけれども、まず、事

業者の資金繰り支援としての日本政策金融公庫

や民間金融機関による実質無利子化の融資、ま

た、特に、大きな影響を受けている事業者の事

業継続に向けた支援としての持続化給付金の創

設、このほか中小企業の事業再開を支援するた

めの生産性革命推進事業費の補助率の引上げな

どが行われているところでございます。 

 また、県におきましても、国の経済対策と連

動する形で4回にわたる補正予算を編成いたし

まして、産業労働部関係におきまして、総額約

317億円の予算措置を行っております。 

 その主なものといたしましては、資金繰り支

援についての予算、このほか県の休業等の要請

に対する事業者への協力金の支給、また、新し

い生活様式実践のためのガイドラインに沿った

事業者の取組を支援すること、そのほか中小製

造業者の衛生環境の向上等の環境整備への支援、

そのようなものを主に行っております。 

〇議長(瀬川光之君） 徳永議員―40番。 

〇４０番(徳永達也君） 説明ありがとうござい

ました。 

 その支援策の中の一つである持続化給付金の

状況について、お尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 国の持続化給付

金の状況についてのお尋ねでございますけれど

も、国からは、6月11日現在、全国で199万件以

上の申請を受け付け、そのうち約149万件、1兆

9,000億円が支払われていると伺っております。

しかしながら、県ごとの集計はなされていない

ことから、本県事業者の給付状況については、

確認できておりません。 

〇議長(瀬川光之君） 徳永議員―40番。 

〇４０番(徳永達也君） 確認できてないと、国

の事業ですから、その辺はなかなか確認できな

いということは、一定理解します。 

 ただ、国の持続化給付金については、事業者

の電子申請が前提となっておるということで、

この電子申請が非常に困難だということで、事

業者の方がなかなか申請ができないとなってお

りますけれども、このような事業者に対して、

どのような対策をとられているのか、お尋ねい

たします。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部長。 
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〇産業労働部長(廣田義美君） 国におきまして

は、持続化給付金の申請をサポートするため、

県内8か所に電子申請のサポート会場を設置さ

れております。設置されてない会場におきまし

ては、国がキャラバン隊を派遣し、申請のサ

ポートをされているということで承っておりま

す。 

 また、県におきましては、国や県の支援制度

を活用することをサポートするため、事業継続

緊急サポート事業を立ち上げまして、中小企業

診断士や税理士による申請書類の作成支援など

を行っているところでございます。 

 さらに、申請サポート体制をさらに強化する

ため、事業者の身近な相談機関である商工会、

商工会議所に相談員を新たに配置することを検

討しているところでございます。 

〇議長(瀬川光之君） 徳永議員―40番。 

〇４０番(徳永達也君） ありがとうございまし

た。しっかりとサポートしていただきたいと

思っております。 

 次に、国の雇用調整助成金ですけれども、本

県事業者への給付金について、これも質問させ

ていただきたいと思います。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 長崎労働局によ

りますと、雇用調整助成金については、6月12

日現在で、県内事業者からの計画件数が1,910

件、申請件数が1,289件となっており、このう

ち623件、約4億1,300万円が支給されていると

承っております。 

〇議長(瀬川光之君） 徳永議員─40番。 

〇４０番(徳永達也君） 次に、国の支援策の一

つである特別定額給付金についての申請及び給

付状況について、お尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 地域振興部長。 

〇地域振興部長(浦 真樹君） 特別定額給付金

につきまして、本県における申請状況は、現時

点で把握できておりませんけれども、給付状況

につきましては、6月12日時点で約38万世帯、

60％の給付率となっております。 

 市町別では、長崎市が31.6％、佐世保市が

23.5％で、その他の市町におきましては、概ね

90％を超える給付率となっております。 

 長崎市、佐世保市の両市におきましては、給

付世帯の対象世帯数が多いこと、それから、シ

ステム構築や申請書等の印刷準備に時間を要し

たこと、そして、申請書が短期間に集中して到

達したこと等によりまして、他市町に比べて給

付に時間を要している状況にあるとお聞きして

おります。 

 しかしながら、着実に作業は進捗しておりま

して、既に申請されているものにつきましては、

7月上旬頃までには振込処理が概ね完了すると

いうふうにお聞きしているところでございます。 

〇議長(瀬川光之君） 徳永議員―40番。 

〇４０番(徳永達也君） 長崎市、佐世保市が遅

れているということですので、早く給付ができ

るように働きかけをしていただきたいと思って

おります。 

 次に、中小企業等への資金繰り支援の状況に

ついてですが、まず、資金繰り支援の状況をお

尋ねいたします。 

 次に、融資の際、各機関の支店を訪れて決算

書のコピーを提出して売上げ減などを示す必要

があるなど、我が国は他国と比べて硬直的で手

続が煩雑であり、なかなか融資が決まらない状

況であると聞いておりますが、そのような事業

に対し、支援ができないのか、お尋ねいたしま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部長。 
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〇産業労働部長(廣田義美君） 県の資金繰り支

援につきましては、先ほどご答弁したとおり、

6月12日現在で3,120件、約475億6,000万円の保

証調達実績となっております。 

 また、資金需要に応じて融資枠を段階的に拡

大しており、現在の融資枠は700億円となって

おりますが、引き続き、状況を見極めながら、

融資枠のさらなる拡大を含め、適切に対応して

まいりたいと考えております。 

 次に、融資の手続についてでございますけれ

ども、融資の決定に当たりましては、金融機関

の債権保全も必要であることから、一定の書類

の提出を求められております。そのようなこと

もございますので、ご理解をいただきたいと

思っております。 

 県におきましても、先ほどご答弁しましたよ

うに、税理士や中小企業診断士など専門家によ

るサポート体制を設けるなど、引き続き、事業

者をしっかりと支援してまいりたいと考えてお

ります。 

〇議長(瀬川光之君） 徳永議員―40番。 

〇４０番(徳永達也君） 次に、観光についてで

すけれども、6月1日から県民による県内宿泊を

促進する「“ふるさと再発見の旅”キャンペー

ン」を開始されましたが、予想を上回る利用が

あり、6月16日に予約を終了されたと聞いてお

りますが、今後の追加補正の予定はあるのかど

うか、お尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君） 「ふるさと

再発見の旅」の予算の追加補正につきましては、

非常に好評を博しておりますので、現在、集計

中の利用状況を踏まえまして、予算化に向けて

準備を進めているところでございます。 

〇議長(瀬川光之君） 徳永議員─40番。 

〇４０番(徳永達也君） もう一つ、明日からは

じまる全国からの誘客キャンペーン、そしてま

た、8月からはじまる国の「ＧｏＴｏキャンペー

ン」では、他県との顧客獲得競争が予想されま

す。以前も復興割引等については、本県への宿

泊者が少なかったのではないかという関係者か

らの話を聞いておりますけれども、県として今

回どのような対策をとられるのか、お尋ねいた

します。 

〇議長(瀬川光之君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君） 明日から開

始します全国キャンペーンでございます。「な

がさき癒し旅」と銘打っておりますけれども、

ぜひ外出自粛等でストレスを抱えている皆さん

に、本県の豊かな自然、文化でぜひ癒していた

だく、そういうふうな旅にしていただきたいと

思っております。 

 なお、感染症予防対策を徹底するため、キャ

ンペーンに参加する宿泊施設につきましては、

新型コロナウイルスのガイドラインを遵守する

ことを要件としております。 

 引き続き、国の「ＧｏＴｏキャンペーン」の期

間中にも様々な媒体を活用した積極的な誘客プ

ロモーションの実施を検討しており、全国から

の誘客促進につなげてまいりたいと考えており

ます。 

〇議長(瀬川光之君） 徳永議員―40番。 

〇４０番(徳永達也君） そこはしっかりと取り

組んでいただきたいと、やはり今回、私が質問

したように、観光業、そしてまた飲食業等が一

番大変な状況に置かれておりますので、ひとつ

よろしくお願いしたいと思っております。 

 次に、教育面への影響についてですけれども、

県内の高校では、第2波、第3波による再度の休

校の際に、スマートフォン等の生徒それぞれの
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端末を活用してオンライン上での学習支援を行

うための準備をしていると聞きますが、端末を

所有していない生徒もおります。 

 一方、小中学校では、国の「ＧＩＧＡスクー

ル｣構想の加速化により、パソコンが一人一台

整備されると先ほど答弁がありました。 

 ＩＣＴを活用した学習を進めるためには、今

後、高校生に対しても、小中学生と同じように

一人一台のパソコンを所持させるべきではない

かと考えますが、教育委員会教育長にその見解

をお伺いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） これから高

校に入学する生徒たちは、小中学校時代にパソ

コン等を活用して学習してくることになります。 

 また、令和4年度から高校に導入される新し

い学習指導要領において、情報活用能力が学習

の基盤として必要な資質能力であると位置づけ

られていることなどから、高校においても、一

人一台の端末が必要であるというふうに考えて

おります。 

 そのため、端末の種類や導入時期、また、整

備の仕方や活用方法など、他県を参考にし、論

点を整理しながら検討してまいりたいと考えて

おります。 

 また、全国都道府県教育長協議会から国に対

して、高校生への一人一台端末の整備に必要な

財源支援を求める要望もしておりますので、国

の動向も注視してまいりたいと考えているとこ

ろです。 

〇議長(瀬川光之君） 徳永議員―40番。 

〇４０番(徳永達也君） 県立高校の場合は、予

算的な問題も、国からはそういうものもないも

のですから、大変あれなんですけれども、しか

し、他県では高校生にも一台のパソコンを提供

するというような県もあると聞いております。 

 その辺を踏まえれば、長崎県についても、小

中学生はよくても、予算の問題で、国の問題で、

高校生がだめだというのは非常に不合理がある

ものですから、その辺、今後どう考えられます

か。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 先ほど申し

上げたとおり、いわゆるＩＣＴを活用した学習

というのが、今後、必要になってきますし、ま

た、パソコン等は、学習を深めるための必須ア

イテムだというふうに考えておりますので、先

ほど申し上げたとおり、公費で全てパソコンを

整備するのか、それとも個人のスマホ等を活用

しながら教育を進めていくのかという手法がい

ろいろありますので、財源の問題も含めて効率

的な学習ができるようなシステムがどういうも

のなのかということについては、そう時間を置

かずに結論を出すように検討を進めていきたい

と考えているところです。 

〇議長(瀬川光之君） 徳永議員―40番。 

〇４０番(徳永達也君） 教育委員会教育長、そ

こはしっかりと対策を講じていただきたいと

思っております。 

 次に、コロナとともに生きていく今後の社会

についてですけれども、今後、アフターコロナ、

ウィズコロナということで、今までの社会とは

違った世界になっていくのではないかと言われ

ております。都市にいなくても地方で働くこと

ができるような社会に今からなるのではないか

なと思っております。 

 そういう意味においても、本県の特異性とい

うものをしっかり出していただいて、今後、そ

ういった企業、そしてまた、本県の良さを出し

て誘致をするべきではないかと思いますけれど
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も、そのことについて、知事、先ほども答弁が

ありましたけれども、さらなる本県のＰＲ、そ

してまた、去年も移住者が1,700名ということ

で、過去最多になっておりますけれども、こう

いった状況の中で、さらなる知事のお考えとい

うものをお聞きしたいとそう思っております。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） ご指摘のように、今回は

コロナ感染症が拡大したことに伴いまして、ビ

ジネスモデルや働き方というものが大きく変

わっていく可能性があり、特に、都市部から地

方に向けた人や企業の流れが拡大していくので

はないかと、こう言われているところでありま

す。 

 私どもも、地域の活性化を図るうえでは、そ

うした流れをチャンスとして活かしていくよう

な努力が求められているものと考えているとこ

ろであります。 

 これまでも研究開発拠点でありますとか、設

計部門などの誘致、立地に力を注いできたとこ

ろでありますが、やはり頭脳産業の立地には、

非常に豊かな自然、そしてまた、人との関係も

非常に恵まれた状況にあるわけでありますので、

まずはそういった部門の継続的な誘致活動を集

中的に展開していく、将来的には製造分野まで

併せて誘致に努めてまいりたいと考えていると

ころであります。 

〇議長(瀬川光之君） これより、しばらく休憩

いたします。 

 会議は、11時15分から再開いたします。 

― 午前１１時 １分 休憩 ― 

― 午前１１時１５分 再開 ― 

〇議長(瀬川光之君） 会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 前田議員―26番。 

〇２６番(前田哲也君）（拍手）〔登壇〕 自由民

主党、長崎市選挙区の前田哲也でございます。 

 質問に当たり、今般のコロナウイルスにより

お亡くなりになられました方に心からお悔やみ

申し上げ、療養中の皆様方にもお見舞い申し上

げます。 

 また、先日のクルーズ船での感染者対応につ

いて、一人目の感染者発生から約40日間、知事、

副知事、福祉保健部長を筆頭に、行政当局はも

ちろん、医師会や長崎大学、感染者指定病院を

はじめ、すべての関係者の不眠不休の活動、国

からの指導・支援、自衛隊をはじめ多くの方の

ご尽力のおかげで、県民への感染拡大を防ぐこ

とができました。県民の一人としても、心から

お礼申し上げます。 

 質問通告に沿って、質問をさせていただきま

す。 

 1、コロナ感染による本県への影響と現況に

ついて。 

 （1）県の財政・事業への影響。 

 今般のコロナ感染防止のための長期にわたる

活動の制限や自粛により、県民の生活への影響

は甚大であり、特に、経済活動の受けたダメー

ジは深刻であります。 

 日銀長崎支店の県内金融経済概況によると、

3月には、「足もとでは新型コロナウイルス感染

症の影響が見られている」とされていましたが、

4月には、「下押し圧力が強い状態にある」とさ

れ、さらに5月には、「厳しさを増している」と、

2カ月連続で判断が引き下げられており、直近

の6月10日の発表においても、「厳しい状況が続

いている」と判断が捉えおかれています。 

 また、公共財団法人九州経済調査協会による

と、九州の2020年度域内総生産実質成長率を前
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年度比マイナス5.7％、2.8兆円の減少と予測さ

れており、2008年から2009年にかけてのリーマ

ンショックを上回る落ち込みで、新型コロナ感

染拡大を受け、経済活動に著しい影響が出たこ

とにより、2019年度発表した当初見通し、プラ

ス0.9％より6.6％下方修正されています。 

 この報道に接した折には、コロナ前の景気に

回復するのは再来年になるのではないかとの解

説者の話もあっておりました。 

 そこで、まず、コロナによる影響被害をこう

むった状況について、お尋ねしますが、さきの

徳永議員の質疑の中で、財政並びに各業種ごと

の県内への影響については、既に質疑があって

おりますので、私の方からは、2月定例会で令

和2年度の予算を可決し、年度末から新年度に

変わり、新たなスタートを切る時期での一連の

動きにより、県事業への影響も少なからずあっ

ていると思われますので、県事業への影響につ

いて、お尋ねします。 

 （2）補正予算の執行状況。 

 県では、感染拡大防止と、可及的に困窮する

足もとの支援のため、これまで4度の補正予算、

計406億5,800万円の補正予算を編成しています。

内容についての質疑は、後ほど行いますが、お

おむね、その速やかな対応は評価できるもので

あります。 

 そこで、本壇では、その補正予算の執行状況

について、お尋ねします。 

 （3）今後の補正予算での対応。 

 今月12日、国の2次補正予算が成立しました。

一般会計の歳出総額は、補正予算で過去最大の

31兆9,114億円と、国の不退転の決意を感じる

予算が組まれております。 

 そこで、これまで自民党県連として要望して

きた内容の中で、次の4点について、国の支援

制度、並びに本県独自の交付金での活用でどの

ような対応を考えているのか、お尋ねします。 

 ①今回の感染症対策において最前線で頑張っ

ていただいている医療従事者の方などに対し、

一人最大20万円の慰労金が盛り込まれています。

本県においてもいち早く対応することが大切で

ありますが、県内ではどの程度の人数、所要額

が見込まれるのか、予算面の対応をお尋ねいた

します。 

 ②国では、国立・私立大学への支援を補正予

算に盛り込まれていますが、県においては、県

立大学や専門学校に対する学生への支援につい

て、どのように対応される考えがあるのか、お

尋ねします。 

 ③感染症の第2波、第3波に備えるためには、

感染症の拡大防止にかかる対策強化が必要にな

りますが、クルーズ船における検診で大きな役

割を果たしたＣＴ検診車の導入を検討されては

と思います。 

 今回、自衛隊が貸与したＣＴ検診車の効果は

実証されているため、本県に導入することによ

り、健康診断のみならず感染症の拡大を防ぐ有

効な手段になり得ると思いますが、県の考えを

お尋ねいたします。 

 ④さきの質問にもありましたが、交通事業者

におかれては、地域の足として、緊急事態宣言

下においても休むことなく事業を継続されてき

ましたが、その結果、厳しい経営環境に立たさ

れていると思います。 

 内閣府の臨時交付金活用事例集にもあるよう

に、社会経済活動に不可欠な交通事業者に対し

ては行政としての支援が必要と思いますが、県

の見解をお尋ねいたします。 

 2、ウィズコロナ、アフターコロナへの取り

組みについて。 
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 （1）課題認識と第2波への対応。 

 去る5月14日に、本県においても緊急事態宣

言が解除され、また、知事、福祉保健部長が陣

頭指揮を執られたクルーズ船も、無事5月31日

に長崎港を出港した中で、本県も次のフェーズ

に突入した感があります。 

 そこで、一区切りを迎えた中で、これまでを

振り返り、全般的に第2波の対応も視野に入れ

た課題認識について、お尋ねいたします。 

 （2）これからの県政運営について。 

 今般のコロナによる実体験を踏まえ認識され

るところは、「日常生活や経済活動すべてがコ

ロナ前には戻らない」ということだろうと思い

ます。そのような認識に立った時に、知事にお

けるこれからの県政運営というものについて、

どのような考えや持つべき視点をお持ちなのか、

ご所見をお伺いいたします。 

 （3）今年度の事業執行と来年度予算編成。 

 そのような将来的な取組とは別に、直近の懸

案として、今年度の事業執行は計画どおり実行

できるのか、また、各業界からは、コロナ関連

での莫大な財政支出がなされる中で、来年度予

算にそのしわ寄せがあるのではないかとの不安

の声が聞こえております。 

 そこで、来年度の予算編成についても、その

認識について、お尋ねします。 

 3、地方創生への取り組みと課題について。 

 （1）人口減少対策について。 

 この数カ月、コロナ感染防止対策で、庁内の

あらゆる部署、時間もマンパワーもその多くを

割かれ、また、移動の制限により、県下を見て

回る現場の声や市町の行政職員と直接話すよう

な機会がほぼ持ててなかったのではないかと推

察されますが、フェーズが変わる中で、少しず

つ日常の業務に戻さねばなりません。 

 そこで、お尋ねします。 

 本県の最大の課題である人口減少について、

その現況と今年度の取り組みの特徴について、

お尋ねします。 

 （2）重点事業の進捗と今後の取り組み（新

幹線・駅周辺整備、ＩＲ、旧県庁舎跡地）。 

 本県の重点事業について、コロナの影響で理

事者と議論を交わす時間がなかなかとれない状

態でありましたが、確実に前に進めていかなけ

ればならぬ案件ですので、以下、質問をいたし

ます。 

 新幹線・長崎駅周辺整備については、国土交

通省と佐賀県の協議について、両者間で協議前

の調整が行われるとともに、先日、国土交通省

が佐賀県に新たな提案をしていると承知してお

ります。九州新幹線西九州ルートの新鳥栖―武

雄温泉間の整備について、現在の状況及び今後

の県の対応について。 

 また、駅周辺整備については、事業が順調に

推移している土地区画整理事業とは別に、現在

検討がなされている長崎市中心部の交通結節検

討の進捗状況について、お尋ねします。 

 ＩＲについては、コロナの影響で、他候補地

の動きを踏まえてタイムスケジュールに変更が

ないのか、また、コロナ後を見据えた時に、感

染症対策を実施方針に追記するべきではないか

と考えますが、いかがでしょうか。 

 県庁舎跡地については、コロナによるタイム

スケジュールに変更がないのか、また、年内ど

のような動きになるのか、端的にご答弁を願い

ます。 

 4、県民所得向上・雇用維持対策について。 

 （1）第一次産業の所得向上に向けた基盤整

備。 

 時代は変わっても、様々な意味において、第
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一次産業を守り続けていくことは大事であると

認識しています。若い人たちが農業・水産業を

力強く引っ張っていってくれることを期待して

います。 

 そこで、県民所得向上の視点で第一次産業を

見た時に、戦略的な各種施策の展開もさること

ながら、ハード面での計画的な基盤整備もしっ

かりと取り組んでいかなければなりません。 

 具体に言えば、農業で言えば土地改良整備事

業であり、水産で言えば漁港漁場の整備が頭に

浮かびますが、代表的な事例として、ここ直近

での両事業の事業推移と成果、また、今後の事

業見込みについて、お尋ねします。 

 （2）経済再生のための今後の施策展開と取

り組み手法の検討。 

 中小企業支援について、お尋ねします。 

 今般のコロナ対策では、十分な支援策が次々

に打ち出されており、まずは、その支援制度を

最大限活用することが求められます。ただし、

今後、第2波がきた時に同じような支援ができ

るかというと、そこには限りがあり、すべての

企業に万遍なく支援というよりも、先々は頑

張っているところに支援するとならざるを得な

いのかもしれないと考えますが、どのような認

識を持っているのか、お尋ねします。 

 次に、コロナ後、どの企業も資金繰りについ

て不安が増大しています。銀行関係者と意見交

換する中では、「コロナの最初の段階から聞き

取りをしているが、当初は借入れの要望は多く

なかったが、月が重なるにつれ、要望が増えて

きている。今は十分に対応できているが、今後、

第2波、第3波となった時に、さらに借入れとい

うものは厳しいものがあるのではないか」とい

うことでした。 

 私は、第2波がきて、経済活動に制限が課さ

れたら、もちろんですが、そうでなくても、こ

のまま景気が上向かず、ウィズコロナの「新し

い生活様式」を実行していくとなれば、半年、

1年後には、残念ながら企業存続ができない事

業者が多く出てくるのではないかと危惧してお

り、行政に常々最悪のケースを予測し動く姿勢

があるのであれば、企業の倒産や雇い止め等に

より職を失った方々の雇用の受け皿を今から準

備していくことが大事だと思います。 

 一例を挙げれば、雇用の場を農業で準備する

ためのスキームづくりを行うべきではないかと

考えます。 

 また、事業承継のマッチング事業の拡大や、

資金供給源である金融機関と連携し、単なる融

資の側面支援にとどまらぬ支援スキームの検討

等を今から行っていくことも肝要であると考え

ます。ご所見をお尋ねします。 

 5、教育行政・医療福祉行政の充実について。 

 （1）教育のＩＣＴ化と外部人材の活用。 

 教育行政の充実については、今回はオンライ

ン教育に絞り、質疑をいたします。 

 コロナによる学校の休校での子どもたちの学

習機会の確保は、大きな課題となりました。幸

い本県の小中学生の学習の遅れは15日程度であ

り、休校中はプリント等での自宅学習により、

また、夏休みの短縮により十分取り戻せると聞

いていますが、休校期間中に多くの保護者の方

から聞かれた話は、「家庭での学習に不安があ

る。他県のようにオンラインでの学習はできな

いか」という内容でした。 

 教育の現場におけるＩＣＴ化の推進が課題と

なる中で、いつ休校しても、児童生徒がオンラ

インなどの遠隔授業を受けられる環境を整備す

ることは、既に必然ではないかと考えます。さ

きの休校期間中にも、他県の実施事例をもとに、
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教育委員会に対して、本県での実施を検討でき

ないか求めましたが、当時のやりとりからは、

不要な理由、できない理由を並べるばかりで、

授業への積極的な肯定は、率直なところ、感じ

ることはできませんでした。 

 この際、オンライン教育に対する認識と今後

の取り組みについて、答弁を求めます。 

 （2）高齢社会を見据えた先駆的な医療福祉

行政への取り組み。 

 本県は、全国に先駆けて高齢化が進んでおり、

全国では2040年が高齢者のピークを迎える中、

本県は、それより15年早い2025年がピークを迎

えます。 

 そのようなことからすれば、本県こそ高齢社

会に対応した医療福祉行政への取り組みをどこ

よりも加速させねばならず、ハンディをメリッ

トに変えるという考えに立てば、全国の未来が

本県にあるとすれば、その先駆的な取組が全国

モデルになるという考え方もできるのではない

かと思います。 

 つまり、守りの医療福祉ではなく、攻めの医

療福祉に挑戦するとの心構えに立てば、前向き

なモチベーションを持って、思い切った施策が

打てるのではないかと思うところです。高齢社

会を見据えた先駆的な医療福祉行政にどう取り

組むのか、お尋ねします。 

 以上、本壇からの質問とし、答弁を受けた後、

対面演壇席より再質問を行わせていただきます。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 前田議員のご質

問にお答えいたします。 

 まず、国の第2次補正予算に盛り込まれた医

療・介護の現場で頑張っておられる皆様方への

慰労金の支給、大学生や専門学校生への支援、

ＣＴ検診車の導入、交通事業者への支援につい

て、どのように考えているのかとのお尋ねでご

ざいます。 

 医療機関や介護施設等に従事される皆様への

慰労金については、県内において約12万8,000

人の方々を対象に、総額81億円を見込んでいる

ところであります。今般、国の補正予算が成立

したことを受け、県といたしましても、早期に

関係皆様方にお届けできるよう、予算化に向け

た準備を迅速に進めているところであります。 

 一方、経済的に困窮している大学生等への支

援といたしましては、国の支援対象とならない

県立大学及び専修学校における授業料の減免の

拡充を検討してまいりたいと考えております。 

 また、感染症の予防・拡大防止を図るために

は、ＣＴ検診車は有効な手段でありますことか

ら、県としても健康事業団にＣＴ検診車を備え、

平時には結核や肺がん等の健康診断に活用する

とともに、感染症発生時には、その対策のため

の医療設備として活用するなど、導入を検討し

てまいりたいと考えております。 

 さらに、新型コロナウイルス感染拡大期にお

いても、県民生活の足として運行を続けてきて

いただいた交通事業者については、バスやタク

シー、地域鉄道、航路等の各分野において、感

染防止対策を講じつつ、持続的な運行ができる

よう、支援策の検討を進めているところであり

ます。 

 県といたしましては、今後とも国の補正予算

を最大限に活用しながら、感染症の予防・拡大

防止や事業者の事業継続支援等に全力を注いで

まいりたいと考えております。 

 次に、ウィズコロナ、アフターコロナにおけ

る県政運営について、どのように考えているの

かとのお尋ねであります。 

 新型コロナウイルス感染症は、県民の生活や
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働き方、企業活動などに大きな変化をもたらし

ており、今後もこうした変化を新たな日常と捉

え、感染防止や医療提供体制の整備に努めなが

ら、社会経済活動との両立を図ることを基本に、

県政運営を積極的に推進していく必要があるも

のと考えております。 

 具体的には、感染防止のための人々の接触機

会が制限される中で、ＩＣＴなどの先端技術を

積極的に活用しながら、福祉や医療などの県民

生活を支えるサービスの維持を図ってまいりま

すとともに、産業経済活動においても、新しい

社会に対応した新産業、新サービスの創出や生

産性の向上などの取組を積極的に推進してまい

りたいと考えております。 

 併せて、今後の社会経済活動の変化に対応し

てまいりますためには、ＡＩ・ＩoＴなどの新

たな技術を積極的に活用することが大変重要で

あり、長崎県版Society5.0の取組を一層加速さ

せてまいりますとともに、そのための基盤整備

等にも、市町と一体となって取り組んでまいり

たいと考えております。 

 次に、ＩＲについて、今後のタイムスケ

ジュールに変更がないのかとのお尋ねでありま

す。 

 ＩＲ誘致については、国の基本方針が検討中

の段階であり、いまだ決定、公表されていない

状況でありますが、去る5月13日の記者会見に

おいて、菅官房長官は、「現時点では、基本的

なスケジュールを変更する予定はない」と発言

されたところであり、今月9日の衆議院予算委

員会においても同様の答弁をされたところであ

ります。 

 県といたしましては、全国3カ所を上限とす

る区域認定の獲得に向け、この夏にも事業者の

公募・選定に着手したうえで、おおむね冬頃に

は事業者を決定することを想定しつつ、しっか

りと準備を進めてまいりたいと考えております。 

 他方、ＩＲ事業者におかれては、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、海外のＩＲ施設

が長期間にわたり休業を余儀なくされるなど、

大変厳しい環境にありますことから、大阪府・

市、あるいは横浜市など他の候補地においては、

スケジュールの見直しが行われたところであり

ます。 

 本県における事業者公募の時期については、

事業者の直近の状況等を十分踏まえたうえで、

適切なタイミングでしっかりと判断してまいり

たいと考えているところであります。 

 そのほかのお尋ねにつきましては、関係部局

長からお答えをさせていただきます。 

〇議長(瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長(大田 圭君） 前田議員からのご指

摘につきまして、私から、3点お答えをいたし

ます。 

 まずは、県財政、あるいは事業への影響とい

うことにつきまして、全体的な考え方という形

でお答えができるかと存じます。 

 県財政におきましては、先ほどもご答弁申し

上げましたけれども、歳入面におきましては、

県税収入等の減少ということがございますし、

歳出面におきましても、やはり一部事業の延期

等の影響が見込まれているという状況でござい

ます。 

 例えば、国の出入国制限措置によりまして、

国際定期航空路線の誘致活動ですとか、あるい

は国際交流など海外向けの事業、こちらについ

ては積極的な展開ができない状況ということで

ございますし、国内におきましても、移住相談

会をはじめまして、各種のイベントの開催延期

等、当初予算の編成時に想定していた事業の進
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捗が図れないというものがございます。 

 県といたしましては、こうした環境変化を十

分に見極めながら、事業の効果的な手法への変

更など、適切に対処してまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、コロナの影響で、仮に消化できない事

業をどうするのかということでございます。 

 新型コロナウイルス感染拡大に伴いまして、

例えば東京オリンピック・パラリンピックにか

かる事前キャンプ等の経費ですとか、各種大

会・イベント関連経費といったことにつきまし

ては、こういった一部事業につきましては、執

行に影響が生じているという状況でございます。 

 今後、当初予算編成時とは異なる形式での実

施を要するものにつきましては、その予算の内

容を組み替えるとともに、実施が困難な事業に

つきましては、予算の減額措置といったことも

対応を図る必要があると考えております。 

 一方で、経済活動の回復・拡大を目指すため

には、影響が少ない、例えば公共事業等の事業

といったことにつきましては、段階的な経済対

策とあわせまして、早期な執行ということに努

めてまいりたいというふうに考えております。 

 次に、今年度ほど交付金等がこない中におき

まして、来年度の予算編成方針をどのように考

えるのかといったご指摘でございます。 

 県におきましては、地方創生臨時交付金をは

じめといたしまして、国の有利な財源を最大限

活用しながら、緊急的な対策に加えまして、来

年度以降も効果が持続できるような施策の構築

を図っているという状況でございます。 

 来年度の予算編成につきましては、まだ状況

が見通せないという状況ではございますけれど

も、こういった事業の状況も踏まえまして、優

先度や緊急度を考慮のうえ、施策の一層の重点

化・集中化を図るなど、必要な財源の確保に努

めてまいりたいと考えております。 

 また、国に対しましても、コロナの予防・防

止対策の国費による財源措置ということともに、

地方税財源の充実・強化を図るよう、全国知事

会等とも連携しながら、強く要請してまいりた

いと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部長。 

○産業労働部長(廣田義美君） 補正予算の執行

状況についてのお尋ねでありますけれども、私

からは、産業労働部関係の主な事業の執行状況

について、お答えいたしたいと思います。 

 まず、「緊急資金繰り支援資金」につきまし

ては、融資枠を現在700億円まで拡大しており、

6月12日現在の保証承諾実績は3,120件、475億

5,581万円となっております。 

 また、休業要請協力金につきましては、6月

15日現在で7,130件の申請があっており、既に

1,885件、5億6,550万円を支給しており、来週

末までには、累計で約5,000件、15億円を支給

できる見込みとなっております。 

 さらに、飲食業や小売業等の営業継続や再起

に向けた「3密」防止の取組等に対して補助す

る非接触サービス対応普及支援事業につきまし

ては、6月5日まで募集を行ったところ、253件

の申請があっており、現在、審査を行っている

ところでございます。 

 次に、中小企業支援について、頑張れるとこ

ろに支援せざるを得ないと考えるが、行政とし

て、どのように考えているのかということのお

尋ねでございますが、中小・小規模事業者に対

する支援等につきましては、事業継続に向けて、

国の臨時交付金等を最大限に活用し、商工団体

や市町等と連携をしながら支援を行っておりま

す。 
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 事業者の主体的な取組に対しましては、これ

までも新たな成長分野の獲得に向けた企業間連

携の取組、地域の産業活性化に取り組む小規模

事業者に対する支援を行ってまいりました。 

 今後、これらに加えまして、アフターコロナ

を見据え、サービス業の新たな販売手法への転

換に対する支援のほか、製造業者のサプライ

チェーン強靱化に対する支援などにより、県内

企業の積極的な事業展開を促進するとともに、

引き続き、県内企業の回復状況を注視しながら、

段階的な経済対策を積極的に講じてまいりたい

と考えております。 

 次に、事業承継の支援充実のためのマッチン

グ事業の拡大や金融機関との連携が必要ではな

いかとのお尋ねでございますけれども、事業承

継につきましては、国の制度を活用し、県、金

融機関、商工団体等が連携をしながら、支援

ニーズの掘り起こしや相談対応、廃業予定者と

創業希望者とのマッチング等を行っております。 

 新型コロナウイルス感染症により、急激に経

営環境が悪化したことから、後継者が決まって

いない事業者等においては、早期の廃業を考え

る方が増加するものと思われます。 

 このため、金融機関をはじめ関係機関との連

携を強化し、事業者に寄り添った相談支援を充

実させることで、円滑な事業承継につなげてま

いりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君） コロナ関係

補正予算、文化観光国際部の主な事業の執行状

況でございます。 

 まず、観光地受入体制ステップアップ事業の

応募状況につきましては、予算額9億3,700万円

に対しまして、6月15日時点で183件、約8億

6,900万円の申し込みという状況でございます。 

 それから、県産品消費拡大事業のうち、長崎

よかもんキャンペーン事業につきましては、販

売目標額約2億3,000万円に対し、6月14日時点

では、約4,000万円という状況でございます。 

 また、長崎よかみせキャンペーン事業につき

ましては、前売り食事券の売上目標額3億円に

対して、6月14日時点では約430万円という状況

でございます。 

 最後に、「ふるさと再発見の旅」でございま

す。 

 これは4万泊を予定しておりましたけれども、

先ほど答弁しましたとおり、県民の方から想定

以上の多くの申し込みがございまして、現在、

利用状況を集計しておりますけれども、これに

つきましては、県の追加補正をぜひお願いした

いと思っております。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） ウィズコロナ、

アフターコロナへの取り組みにつきまして、新

型コロナウイルスに対し、県はどのような課題

があると認識しているか、また、第2波に備え、

どのような対応をしているのかとのお尋ねでご

ざいます。 

 今後、第2波の到来が予想される中で重要な

のは、いかにクラスター化を防ぐか、また、医

療体制のさらなる充実が課題と考えております。 

 そのため、早期に感染者を探知してクラス

ター化を防ぐために、さらなるＰＣＲ検査キッ

トの配備や院内感染の防止のための設備導入の

支援等を検討しております。 

 また、医療体制につきましては、受入病床や

休止病床に対する補塡のほか、人工呼吸器等の

高度な医療機器の導入支援等も検討しておりま

す。 

 今後も、長崎大学や県医師会等の関係機関と
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緊密に連携しながら、県内の検査体制及び医療

体制の整備に努めてまいります。 

 また、教育行政・医療福祉行政の充実につき

まして、高齢社会を見据えた先駆的な医療・福

祉行政にどう取り組むのかとのお尋ねでござい

ます。 

 本県は、全国より早く高齢化が進行している

状況の中で、今後の地域医療提供体制を整備・

維持するためには、ＩＣＴのさらなる活用が必

要と考えております。 

 これまでは基金事業を活用して、全国に先駆

けて「あじさいネット」を構築し、離島での救

急医療の画像診断支援を導入いたしました。 

 また、介護分野におきましては、生産性向上

や職員の負担軽減のために、介護ロボット、Ｉ

ＣＴの普及促進に努めてきました。 

 今後は、離島でも専門医療を可能とする５Ｇ

を活用した遠隔診療モデルの実現に向けて、長

崎大学とも検討を進めるなど、先駆的な事業に

積極的に取り組んでまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 企画部長。 

〇企画部長(柿本敏晶君） 2点、お答えをいた

します。 

 人口減少対策の今年度の取組、現在の状況は

どのようになっているのかとのお尋ねでござい

ます。 

 第2期総合戦略の初年度に当たる今年度は、

新型コロナウイルス感染症により、企業の採用

活動や学生の就職活動が制限され、移住相談会

や婚活イベントが中止を余儀なくされる中、オ

ンラインによるセミナーの開催やＷｅｂ会議シ

ステムを活用した個別面談の実施など、感染症

対策と人口減少対策の両立を図るための柔軟な

事業実施に努めております。 

 また、感染拡大が落ち着きつつある中、高校

生や大学生の意識変化を捉えた就職相談対応の

充実や県内企業の採用力強化に向けた人材活躍

支援センターにおける支援体制の強化、ＵＩ

ターン別のターゲットに応じた情報発信体制の

強化など、新たな施策の展開に努めております。 

 加えて、都市部から地方への人の流れの加速

が予測されますので、都市部の企業のサテライ

トオフィスの誘致やリモートワーク、ワーケー

ションに取り組む企業や人材の誘致、受入体制

の整備など、さらなる人口減少対策の強化に向

け、積極的に取り組みを進めてまいります。 

 次に、ＩＲについて、コロナ後を見据えた時、

感染症対策を実施方針に追記すべきではないか

とのお尋ねでございます。 

 ＩＲは、国内外から多くの観光客が訪れる施

設であり、感染症についても、万全の対策を講

じることが重要であります。 

 現在、国において検討されている基本方針に

感染症対策が盛り込まれると伺っており、県と

いたしましても、本年4月に公表した「実施方

針案」において、ＩＲ事業者に対し感染症対策

を求めることを明記しております。 

 九州・長崎ＩＲにおける感染症対策の具体的

な内容については、県の医療計画や新型インフ

ルエンザ等対策行動計画などに基づき、関係者

とも協議を行っているところであり、基本方針

も踏まえつつ、事業者の公募・選定段階や区域

整備計画策定の中でも、さらに検討を深めてま

いりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 地域振興部長。 

〇地域振興部長(浦 真樹君） 私から、2点お

答えをいたします。 

 まず、九州新幹線西九州ルートの現状と今後

の県の対応についてのお尋ねでございますが、

新鳥栖―武雄温泉間の整備につきましては、昨
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年12月の国土交通大臣と佐賀県知事との会談以

降、協議に入るための事務的な調整が続いてお

りましたが、去る6月5日の両者の確認作業の場

におきまして、佐賀県からの提案により協議が

開始されることとなったところであります。 

 しかしながら、佐賀県は、「これまでの経緯

を踏まえ、時間をかけて議論すべき」との考え

を示される一方、国土交通省は、「九州や西日

本全体の課題であると捉え、精力的に議論を積

み重ねて速やかに結論を得たい」との姿勢を示

されており、両者の考え方には平行線となって

いる点も見られます。 

 また、一昨日、国土交通省から佐賀県に対し

まして、5つの整備方式のすべてに対応できる

環境影響評価の手続の実施について提案がなさ

れております。 

 国土交通省におかれましては、本提案は、腰

を据えて「幅広い協議」を行うことが可能とな

る案とされておりまして、県といたしましては、

こうした提案も含めて、今後、協議が積み重ね

られ、議論が進展していくことを期待いたしま

すとともに、必要な際には、西九州ルートの関

係者として、しっかりと対応し、フル規格によ

る整備の実現を目指してまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、新型コロナウイルスの感染拡大による

県庁舎跡地活用の検討スケジュールへの影響と

今年度の取組についてのお尋ねでありますが、

今年度予定しております埋蔵文化財調査につき

ましては、先月、計画どおり、旧県庁南側付近

の調査に着手いたしますとともに、今後、さら

に旧県庁西側付近を含め調査を実施することと

しております。 

 一方、基本構想の策定につきましては、専門

家へのヒアリング等に一部遅れが生じておりま

して、委託期間の延長も含め、適切に対処した

いと考えております。 

 こうした中、今年度の検討作業におきまして

は、「広場」や「交流・おもてなしの空間」に

加え、新たに機能を付加できるかにつきまして

も、「この地が歴史的にも多様な交流による新

たな価値を創造する場所であった」とする専門

家のご意見なども参考にしながら、議論を深め、

今後の埋蔵文化財調査の結果も踏まえつつ、県

議会をはじめ関係者の皆様に広くご意見を伺い、

効果的な活用策の整理を進めてまいりたいと考

えております。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） 長崎駅周辺整備にお

ける交通結節検討の進捗状況はいかがかとのお

尋ねですが、昨年度、国土交通省や交通事業者

等の参画も得て、「長崎市中心部の交通結節等

検討会議」を立ち上げ、対策の検討を進めてお

ります。 

 当初は、長崎駅周辺施設の利用者アンケート

を行ったうえで検討会議を開催して対策案を絞

り込み、3月末に基本計画を策定する予定でし

たが、新型コロナウイルスの影響により、これ

らの実施を延期しておりました。 

 今後、感染対策を講じながら、アンケート調

査を実施し、早ければ7月中に第3回の検討会議

を開き、交通結節の強化に関する基本的な方向

性や実施すべき対応策を取りまとめたいと考え

ております。 

〇議長(瀬川光之君） 水産部長。 

〇水産部長(斎藤 晃君） 漁港漁場事業につい

ての予算推移の状況、または、今後の事業見込

みについてのお尋ねでございますが、本県にお

ける漁港漁場整備予算は、近年減少傾向となっ

ており、直近5カ年間では、平成28年度の148億
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円に対し、令和2年度は137億円の約93％となっ

ているところでございます。 

 現在、水産業の成長産業化に向けた拠点漁港

の高度衛生管理対策や養殖生産機能の強化、ま

た、近年の海水温上昇に伴い悪化する漁場環境

の改善など早急に進めているところでございま

す。 

 これらの整備を計画的に実施していくために、

今後とも必要額の確保に向けて、あらゆる機会

を通じまして、国へ強く要望してまいりたいと

思っております。 

〇議長(瀬川光之君） 農林部長。 

〇農林部長(綾香直芳君） 私の方から、2点お

答えさせていただきます。 

 まず、農業農村整備事業の直近5カ年の事業

推移と成果、今後の事業見込みについてのお尋

ねですが、国の直近5カ年の当初予算額は、補

正を加えた平成28年度の実質予算4,810億円か

ら、令和2年度は1.4倍の6,515億円へと増加し

ております。 

 事業の成果としては、規模拡大や生産性の向

上により、農業所得が増加しております。 

 県としては、こうした効果を広げるために、

今後5年間で新たに24地区の整備に取り組む計

画であり、そのためには、特に、当初予算での

十分な予算確保が重要なことから、県議会をは

じめ関係団体、市町等と一体となってしっかり

と国へ要望してまいります。 

 次に、働く場を失った方々の雇用の場を農業

で準備すべきではないかとのお尋ねですが、他

産業で離職を余儀なくされた方々を受入れ、本

県の農業を支える人材として活躍いただくこと

は大変重要なことから、人手不足に悩む農家と

マッチングさせるために、求人サイトによる情

報発信などに取り組み、農業分野へ呼び込んで

いくことといたしております。 

 引き続き、ＪＡや生産現場と連携しながら、

農業分野が働く場を失った方々の雇用の受け皿

となるよう、積極的に検討してまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） オンライン

教育に対する認識と今後の取り組みについてで

すが、オンライン教育は、学習の可能性を広げ

るうえで有効であります。特に、臨時休業等に

は、家庭とつながることで、生活状況の把握や

家庭学習の支援などの活用が期待できると考え

ております。 

 一方、長時間の学習への集中など指導上の課

題がありますし、また、家庭の通信環境が必要

であるということであります。現在、各市町で

は、ネットワーク環境の調査に着手しておりま

す。 

 今後、その結果も踏まえて、県教育委員会で

は、これらの可能性や課題を踏まえたうえで、

オンライン教育を含めＩＣＴ教育を県全体で推

進するために、大学や民間等の助言や協力を得

ながら、新たに協議会を立ち上げて市町を支援

していきたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 前田議員―26番。 

〇２６番(前田哲也君） ご答弁ありがとうござ

いました。特に、最後の教育委員会教育長は、

本当に時間がない中で、ありがとうございまし

た。順次、再質問をさせていただきます。 

 まず、補正予算の執行状況についてですが、

私の方が感じている意見を述べて所見を問おう

と思っておりましたが、要望にかえさせていた

だきたいと思っております。 

 るる進捗状況の報告がある中で、まず、資金

繰りについてですが、700億円の融資枠の中で、

今後、第2次補正も含めて、また大幅に融資枠
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が膨らむと思うんですが、現状でいくと475億

円ということで、資金繰りが本当に困っている

事業所に対して十分対応できているのかという

ことは、私も非常に知りたいところなんですが、

なかなか金融機関は、個人情報のことでもあり、

十分把握することはできないと思いますが、全

体の数字だけではなくて、どういった状況の中

で十分な資金繰りができているかということに

ついては、今後も連携を深めながら精査をして

いただきたいことを要望しておきます。 

 それと、産業労働部と文化観光国際部の方で、

今報告を受けたんですが、皆さんご承知のとお

り、今般、コロナの対策ということで、急なこ

とということは理解しながらも、私からすれば、

見込みとか精査がなかなかできないまま予算化

をしているんじゃないのかなという気がいたし

ておりまして、事実、観光ステップアップにつ

いては、4億8,000万円だったものが、1週間程

度でいっぱいになってしまって、4億5,000万円

の追加の補正を出したということ。 

 それから、県産品消費拡大も思った以上に、

順調以上な人気で、これももしかすると、今後、

追加のお願いをしなければいけない。 

 非接触サービスも、1億円に対して、今現在1

億円は、最大50万円でしたから200社だという

ことでしたが、先ほどの報告では253件、もち

ろん、満額の1社50万円ということじゃないで

しょうから。ただ、聞くと、事業を知らなかっ

たという企業の方が結構いらっしゃいまして、

こういうのがあったら、自分たちも申請した

かったんだということを多く聞いております。 

 そういうことを考えた時に、予算化の正確性

もですけれども、事業の周知とか、先ほどから

答弁もあっている申請の処理ですね、このス

ピード化については、今後まだまだ検証しなが

ら改善が必要ではないかということを思ってお

ります。 

 それと、もう一点だけ言えば、第2次補正、

知事の方からも、先ほど自民党が要望した点、

主な4点について、ご答弁いただきましたが、

今後、2次補正がはっきりしてくる中で、地方

創生臨時交付金を使った活用というものが提出

されると思うんですが、今現在、見させていた

だく中で、担当部署の内閣地方創生推進室の方

から活用事例集というのをいただいておりまし

て、これを読み込むと、あらゆる部署、あらゆ

る分野で、今回のコロナ、この交付金を使った

事例というものがたくさんあります。今までや

りたかったけれども、財源が厳しくてなかなか

できなかったなというような部分も含めて、本

当に、今般は多種に使えるようになっています

ので、その意味においては、コロナということ

も含めてありますけれども、知恵の出しどころ

だと思うので、各部署においてしっかりとした

事業構築というものをして、ご提案いただきた

いということを要望しておきたいと思います。 

 1次で1兆円の中から62億円が本県につきまし

て、46億円上程していると聞いております。そ

れで、今日現在で、多分、2次補正の中の本県

分の臨時交付金の額がわかるのかなと思ったん

ですが、まだはっきりわからないということで、

ただ、想像するに、1回目が62億円、そうする

と、今度は130億円から140億円ぐらいとした時

に、合計したところで200億円近くの地方創生

臨時交付金があり、その中で、今般、これから

出されるような、先ほど知事が言ったようなこ

とも含めて、国の部分を除くと、多分、地方創

生交付金の今充当している額というのは、70億

円から75億円ぐらいになると思います。 

 そうすると、残り、家賃の補助等が出てくる
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にしても、かなりな額、地方が独自に使えると

いう交付金の財源が出てきますので、このこと

に対して、議会も含めていろんな知恵を出した

いと思いますので、ぜひ9月の補正、12月の補

正に向けて、よりよい、本当に県民のニーズに

応えるような施策を構築していただきたいこと

を要望しておきます。 

 併せて、休業要請協力金の状況が出ました。

ちょっとパーセントが出なかったので計算しき

れないんですが、まだまだ申請したところに対

して100％、当然協力金が出せてない状況であ

ろうと思います。4月25日から5月6日の休業協

力の要請に対するこの協力金ですから、おおむ

ねもう一月半たっています。ただ、申込み自体

が明日までですから、まだ時間的なことはある

し、来月にはというお話もありましたが、やは

り速やかに出していただくようにお願いをした

いのと、徳永議員の質問の中で、特別定額給付

金が、給付金60％、長崎・佐世保においては少

し遅れているということで、遅れている理由も

述べられておりましたが、こういうことを考え

た時、特に、個人の部分に対してなんですが、

全国的に特定定額給付金の申請事務に混乱が生

じる中で、支給についても自治体によって、先

ほど述べられたように、遅延が発生しています。 

 こういうことを考えた時に、国でも問題解決

に向け、議論、取組がなされていますが、今後、

マイナンバーカードの普及は、迅速な支給の意

味からも、また、マイナンバーカードを使った

様々な施策、事業の実施ということから考えて

も、本県においても、国の政策の方針どおり、

市町が策定済みの交付円滑化計画の実行につい

て、県として積極的な支援をすべきと思います

が、今後、マイナンバーカードの普及について、

県としてどのように支援を考えているのかとい

うことと、併せて、国の通知によると、令和元

年度中に地方公務員のカードの一斉取得が勧奨

という形で通知されておりますが、県職員、知

事部局だけで結構ですので、今現在のマイナン

バーカードの取得状況について、ご答弁いただ

きたいと思います。 

〇議長(瀬川光之君） 地域振興部長。 

〇地域振興部長(浦 真樹君） まず、マイナン

バーカードの交付率を申し上げますと、6月1日

現在で全国が16.8％、ちなみに本県が18.1％と

なっております。 

 県といたしましては、交付率向上に向けまし

て、これまでも県内市町の中で、交付率が高い

団体の先進的な取組事例などにつきまして、県

内市町での情報の共有を図るといったことをし

てきておりますが、今後とも、引き続き、マイ

ナンバーカード交付円滑化計画に基づく市町の

取組に関しまして、必要な助言を行う等しっか

りと支援をしてまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長(大田 圭君） 知事部局の職員のマ

イナンバーカードの取得状況について、ご答弁

申し上げます。 

 本年3月末時点におけます知事部局の県職員

の交付申請率は36.3％でありまして、取得率に

つきましては32.5％という状況でございます。 

 これまでも職員に対しまして、マイナンバー

カードの取得の勧奨ということを行ってきてお

りますけれども、今後とも、職員の早期取得に

向けまして、職員全体に周知を改めて行うなど、

積極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 前田議員―26番。 

〇２６番(前田哲也君） 国においては、9月に

消費の活性化策として、マイナポイント制度を
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はじめるということと、来年3月から健康保険

証にも利用できる。それと、先進的な自治体の

中では、選挙の投票受け付け、期日前投票、避

難所の入所・退所の受け付けと、もしくは、高

齢者のタクシー運賃割引等にもマイナンバー

カードを活用している。新潟県においては、周

辺自治体でシステムの共同化を行いながらコス

トを削減しているというような事例もあります。 

 そういうことも含めて、今現在、欧米の番号

制度と比べたら、税と社会保障が有機的に結び

ついていませんから、今言ったような低い所有

率だと思いますけれども、これから、そうやっ

て付加価値をつけていくと考えた時に、ぜひ推

進に向けて、各市町にご支援をしていただきた

いというのが一つと、今、総務部長の方から、

知事部局が32.5％というお話がありましたが、

100％を目指して頑張ってくださいというよう

な通知ですので、ぜひ、個々の職員の任意の取

組とはいえ、今申し上げましたように、取得に

向けて全庁的に取り組んでいただきたいという

ことを申し上げておきたいと思います。 

 実は、教育部局や警察部局に対しても、この

点を聞きたかったんですが、この点だけ聞くの

も少しいやらしいので、事前に聞いておりまし

たので、教育部局が、全国平均21.4％に対して、

長崎県の教育委員会は29.2％、それから警察が、

全国平均の取得が58％に対して、取得率が

87.9％というふうに、警察部局においては非常

に高い取得をいただいています。 

 そういうことも含めまして、今後も取得に向

けて、まず、自ら取り組んでいただきたいとい

うことを要望し、もし、できれば、知事部局に

おいては、年内に100％を目指すような目標設

定等もしていただきたいと思っています。 

 次に、ウィズコロナ、アフターコロナの取り

組みで、私がこの質問の中で一番お聞きした

かった、これからの県政運営について、このコ

ロナ禍を受けて、どのような変化があるのかと

いうこと、どのような認識があるのかというこ

とは、知事の方からも先ほどご答弁をいただき

ました。そうした中で、ご答弁があった内容に

ついては、私も同様な考えを持っておりますし、

このことについて、速やかに4日に緊急スクラ

ムミーティングを開いたことも評価をさせてい

ただきます。 

 ただ、私自身が思っている、これからの県政

運営について、とても大事だと思われることは、

やはり様々なニーズがある中で、それをいち早

く捉えて、価値ある政策を発信するためには、

行政だけではなくて、民間の発想や技術や知見

を融合させた行政運営が必要であろうと思って

います。公がすべてを決めて発注するような古

い関係性というものは、今後、コロナ後は、特

に望めないし、でき得ることならば、今も民間

と連携が取れているということでしょうけれど

も、まさしく民間とフラットな、パートナーと

いう立ち位置に立って、これから行政運営を進

めていただきたいことを要望しておきたいと思

います。 

 そういうことを各部やっているというような

やりとりもさせていただいておりますが、ただ、

残念ながら、仮にそういう官民協業というもの

をこれからの次期総合計画の取組の手法として

きちんと取り上げた場合には、それに乗じて、

じゃ、人材のマネジメントをどうするのか、専

門性やコミュニケーション能力をどう高めてい

くのかということや、組織の運営はどう変えて

いくのか、先ほどあったようなＩＣＴの環境整

備や、もしかすると人事や財務や契約制度の見

直しも必要になってくると思っています。 
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 そういうことを考えながら、ぜひ官民協業と

いうことを一つの大きな取組の柱としてご検討

いただきたい。また、そうしてもらうことを願

いながら、要望にかえさせてもらいます。 

 官民協業から生まれるもの、成果というもの

は、いわずもがですが、新しい解決策がこれか

ら、コロナ後について、はじめて接するような

課題について新しい解決策が提案できるんじゃ

ないかということと、民間を活用することで、

適切な役割分担により効果的な予算執行ときめ

細やかな課題解決ができるんじゃないかという

ことを考えており、そして、ひいては、県民が

参画するという意識の醸成が図られると思いま

す。 

 知事から、答弁の中で「ニューノーマル」と

いう言葉が出てきました。「ニューノーマル」

という言葉、私ははじめて聞いたものですから、

ひもといてみると、どういうことかというと、

その言葉自体の解説ではありませんが、当然と

考えられた認識や社会全体の価値観が革命的、

劇的に変化する、「パラダイムシフト」と言う

そうですが、これからそういった世の中になっ

ていくとするならば、やはりその変化を感じる

こと、答弁の中では、「生活者、事業者の視点

に立った」というような表現がなされておりま

したが、変化を感じることができるために、そ

れは行政だけではなくて、官民挙げてその変化

をつかんで、これから取り組んでいくというこ

とが大切だと思っていますので、その点も要望

とさせていただきたいと思います。 

 人口減少について、質問をさせていただきま

す。 

 人口減少には取り組んできてもらっています。

これまでの「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

の5カ年が済み、そして、新たに6カ年の第2次

の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に取り

組む中で人口減少に取り組んできていると思い

ますが、しかし、残念ながら、人口減少には歯

止めがかかっておりません。また、県内の出生

数が初の1万人を割ったということが、今日の

新聞記事にありました。そして、人口も、直近

ではありませんが、やはり人口が減少する中で、

特に、私の選挙区である長崎市においては、3

月末の本当に直近の人口として40万9,556人と、

ついに41万人を割りました。移住が292人とい

う成果を出しておりますが、人口減少の歯止め

には、プラス効果は微々たるものであって、来

年度には、もしかすると長崎市自体が40万人を

切るようなことになるのかもしれません。 

 そういうことを考えた時に、「人口減少対策

チーム」をつくって、各市町の課題認識をしな

がら取り組んでいることは理解しているんです

けれども、やはりそこで効果が出ていないとな

るならば、次の取組に進むためには、課題解決

の手法や施策展開に工夫が必要ではないかとい

うふうに私は考えております。このことは何度

も質問してきた中で、私が提案したのは、課題

が見えるんであったら、各市町と県が協定を結

んで、その協定の中で、本当に力を入れるべき

部分については、全県下一律の支援ではなくて、

市町ごとでメリハリのある補助の制度であった

り、支援制度があっていいんじゃないかという

ことを申しておりますが、私の提案がすべてで

はありませんが、何かやり方や手法を変えない

と、また、これからの6年間というもので成果

が出るかということについては、私は非常に心

配をしております。 

 今言ったようなことを含めまして、今後、特

に、ダム機能が求められている長崎市・佐世保

市も改善に向かわない中で、県として、この課
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題解決の手法や施策展開をどう考えているのか

について、再質問させていただきたいと思いま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 企画部長。 

〇企画部長(柿本敏晶君） 人口減少対策につい

ては、市町共通の課題ではありますけれども、

その要因とか背景につきましては、非常に多岐

にわたっておりまして、それぞれの市町ごとに、

それに応じた対策というのが大事だというふう

に思っております。 

 そういったことで、県としても、この「人口

減少支援チーム」を用いまして、市町とコミュ

ニケーションを取りながら、現在、それぞれの

市町の人口減少の要因がどこにあるのか、他の

地域とどう異なるのかというところをしっかり

と検証して共有するということを基本にしなが

ら、その中で、それぞれの市町の課題というも

のを個別に県も一緒になって検討すると、そし

て、それに対する対策をまた講じていくという

ことを基本にやっております。 

 例えば一般的な人口減少対策ということだけ

ではなくて、それぞれの地域で雇用拡充事業で

ありますとか、さらには、企業誘致、産業振興

施策等々をやっておりますので、そういったこ

とと移住対策でありますとか、そういったもの

をしっかり組み合わせてやっていく、そういっ

たところを県としても市町と一緒に議論をしな

がら進めているところでございます。 

 ご指摘がありました長崎市についても、現在、

情報サービス系の企業が相次いで立地をしてお

りますので、そういった点も踏まえながら、こ

ういった雇用の場の創出と連携した移住施策、

県内就職対策を講じることを議論してまいって

おります。 

 そういった中で、今年度、移住相談窓口にお

いて、誘致企業を含めた市内企業への就職を支

援する取組でありますとか、県外へのシティプ

ロモーション、さらには、福岡県等でのＵター

ン就職促進、そういった取組を進めてきている

ところでございます。 

 この「人口減少支援対策チーム」につきまし

ては、こういった観点を持ちながら、それぞれ

の市町独自の人口減少対策というものを支援し

ていくということで、それぞれの市町に合った、

いろんな支援のあり方ということも念頭に置き

ながら、対応を図ってまいりたいと考えており

ます。 

〇議長(瀬川光之君） 前田議員―26番。 

〇２６番(前田哲也君） 所管の委員会に所属し

ておりますので、改めて委員会の中で議論を深

めさせていただきたいと思います。答弁、あり

がとうございました。 

 新幹線について、ご答弁がありました。 

様々な経緯があった中で、この間、3月15日、

自民党佐賀県議団が山口知事に協議入りを要請

し、国土交通省から求められている幅広い協議

に早急に応じるように要請をされております。

ここが大きなターニングポイントとなって、佐

賀県が協議に入ったものと、私は認識しており、

佐賀県議団の動きについて、大変感謝をしてい

るところであります。 

 また、直近では、佐賀県フル規格促進議員の

会が、フル規格だけではなくて、長崎本線等の

在来線の経営存続の充実や、佐賀―長崎の農水

産物輸送のための物流の充実についても要望を

していただいております。そういうことも含め

まして、そして、先ほど答弁がありましたが、

こういうことを踏まえた時に、本県としては、

協議を静観する中で、求められたことに対して

誠意を持って、これからも迅速に対応していた
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だくことを強く要望しておきたいと思います。 

 併せて、私は、この新幹線だけの問題ではな

くて、やはり西九州は一体となって発展するこ

とが今後望ましいと思う中で、観光やいろんな

産業、いろんな分野において、佐賀県との連携

を深めていただきたいということをこれまで要

望しておりましたので、今回も、コロナ後も含

めて、観光などは、特に、すぐ取りかかれるよ

うなテーマだと思っておりますので、ぜひ佐賀

と長崎が一緒になって発展していくんだという

ような路線というか、担当部署同士での佐賀県

との連携というものも深めていただきたい、西

九州経済圏を深めるということに対して、ご尽

力いただくことを要望しておきます。 

 駅前の計画については、7月に確定するとい

うことですので、私自身は、バスとの計画は望

ましいと思いますが、こういうコロナの時期で

ありますので、ぜひ、今の計画に一つの視点と

して、コロナ後のまちづくりということを視野

に入れる中で、今後、都市計画を実行してみて

はどうかと、具体的には、パークネットの開設

等も含めた都市計画をされてはどうかというこ

とを要望しておきます。 

 県庁舎跡地についてもご答弁がありました。 

 各界各層との意見交換並びにあらゆる可能性

の検討姿勢の取組を了といたします。大学と共

同して、この地域を若者や多様性が集う「知の

拠点」として整備する考えがあるということも

聞き及んでおります。ぜひ実現に向け、前向き

な取組を期待します。 

 一つだけ、ご提案をさせていただきたいと思

いますが、跡地整備は、これからまだまだ時間

がかかりますが、この地の歴史的な重要性とこ

れからも長崎発展のシンボリック的な場所にな

るという意味において、地元からも要望が出て

おります、「大型時計」のモニュメントを設置

してはどうかということを思っております。 

 1601年に建設された「岬の教会」は、大きな

時計がついたやぐらから、3つの鐘で時刻を知

らせていたという歴史もありますので、そうい

う意味においてモニュメント、シンボル的なも

のとして時計を設置することを検討してはどう

かと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長(瀬川光之君） 地域振興部長。 

〇地域振興部長(浦 真樹君） これまで地元の

方からも、旧県庁舎に設置されておりました時

計塔がなくなったことから、今後の跡地整備に

おいて、新たな時計の設置を望むという声も承

知をしております。 

 今回、議員からご提案のありました大型時計

の設置につきましては、その設置の有無も含め

まして、今後、関係者の皆様などから広く意見

を伺ってまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 前田議員―26番。 

〇２６番(前田哲也君） 以上をもちまして、質

問を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） 午前中の会議は、これに

てとどめ、しばらく休憩いたします。 

 午後は、1時30分から再開いたします。 

― 午後 零時１６分 休憩 ― 

― 午後 １時３０分 再開 ― 

〇議長(瀬川光之君） 会議を再開いたします。 

 午前中に引き続き、一般質問を行います。 

 山口経正議員―15番。 

〇１５番(山口経正君）（拍手）〔登壇〕 皆さん、

こんにちは。 

 自由民主党・県民会議の山口経正でございま

す。 
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 このたびの新型コロナウイルス感染拡大は、

全世界に広がり、最新の情報では806万人が感

染し、そのうち死者は44万人を超えております。

日本では1万7,628人が感染し、931人が亡くな

られました。 

 突如として降りかかったこの災難で命を落と

された方や、感染で心身ともに苦しめられた

方々に、私からも心からご冥福とお見舞いを申

し上げる次第であります。 

 このコロナ禍によりまして世界経済はずたず

たにされ、リーマンショックをはるかに超える

危機に直面しており、日本も感染拡大防止と国

民生活の維持、経済の持続、立て直しのため、

ＧＤＰの40％に及ぶ対策を矢継ぎ早に実施中で

あります。 

 早期に効果が発現して、新型コロナウイルス

感染の完全収束と、以前の平穏で安全な社会が

戻ってくることを願って、質問に入ります。 

 1、地域を支える人材育成について。 

 今回の新型コロナウイルスは、生活様式や働

き方を大きく変えてしまう大きな改革をもたら

しました。 

 これまでテレワークやリモートワーク、オン

ライン手続など徐々に社会に進展しておりまし

たけれども、非対面で仕事や手続ができるデジ

タル化社会に一気に移行する転機となりました。 

 （1）新型コロナウイルス禍後を見据えた情

報系人材の育成について。 

 くしくも次期総合計画素案骨子が今議会で概

要説明されますが、まさに行政におけるデジタ

ル化推進やテレワーク、テレビ会議の導入促進

など施策が列挙されております。 

 また、社会の経済活動においても働き方を変

えなければならず、東京一極集中のリスクを回

避するため、地方に軸足を移すといった考え方

も企業には芽生えはじめております。 

 インターネット販売やオンライン展示会・相

談会など、「新しい生活様式」を取り入れた商

習慣が加速するとも言われます。 

 こうした変化には情報通信の環境がしっかり

と整備されなければならず、アプリやソフト

ウェア等のシステム開発やセキュリティの強化

が求められることになるのではないでしょうか。 

 これまで長崎県が他に先駆けて進めてきた情

報系人材の育成には大きな追い風となり、情報

系企業の集積地となり得る可能性を感じますが、

人口減少や若者の県外流出といった大きな課題

を抱える中にあって、情報系人材育成・確保は

一つの活路として、今後大いに推進していくべ

きだと考えますが、知事の見解をお尋ねいたし

ます。 

 （2）産業人材育成と若者の県内定着につい

て。 

 産業人材育成基金は、県内企業への就職を促

進し産業を担う人材育成及び確保に資すること

を目的に、平成28年度から設立されております。 

 原資は、県の拠出金と民間からの寄附金を

もって充当されており、県内企業と県外企業の

協力をお願いする形になっておりますが、それ

ぞれ税制上の優遇措置が違っていますので、後

で触れる企業版ふるさと納税とリンクして、複

雑な仕組みであります。 

 そこで、まず、この基金の積立状況と奨学金

アシスト事業の認定状況について、お尋ねをい

たします。 

 協力いただいた企業には、産業人材の育成に

深いご理解をいただいたとして、県が感謝状贈

呈やＰＲ等を行うことによって企業イメージの

アップにつながり、地域貢献しているとの社員

の誇りにもなっております。 
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 そのうえで、このＰＲ等が、企業側の人材獲

得の観点から、もっと充実できないものか、お

考えをお伺いいたします。 

 そして、アシストの対象業種を、平成30年度

に情報サービス業を加えて拡大したと聞き及ん

でおりますが、その経緯等についても併せてお

伺いいたします。 

 （3）制度改正後の企業版ふるさと納税につ

いて。 

 企業版ふるさと納税は、正式には「地方創生

応援税制」と称され、「まち・ひと・しごと総

合戦略」の中に位置づけられています。 

 平成30年度総額34億円、長崎県は全国24社か

ら2,730万円の寄附額となっており、3項目ある

メニューの中で、「地域の未来を担い支える若

者の人材育成プロジェクト」に大半が集中して

いて、企業の人材育成に対する期待の高さを感

じることができます。 

 国は、この税制の活用促進のため、今国会で

税額控除を増額し、減税措置を9割にする改正

案を上程して成立したところであります。この

ことによって企業メリットが高まり関心が広が

ると期待されますが、財政状況が厳しい中に

あって貴重な財源でありますので、県の活用推

進に向けた周知とアピールの方法はどうするの

か、お尋ねいたします。 

 また、この人材育成プロジェクトの中に「県

立大学の充実のため」との記述もあり、300万

円ほどが企業の意向として充てられたことを聞

き及びましたが、これまでも述べてきたとおり、

今後は情報人材育成が重要であることから、そ

の拠点としての県立大学への寄附金の活用をど

のように進めていくのか、お伺いいたします。 

 分割質問方式でありますので、残余の質問は

対面演壇席より行います。 

 時間配分もありますので、簡明なご答弁をお

願いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 山口経正議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 情報系人材の育成確保が大事であるが、どの

ように推進していくのかとのお尋ねでございま

す。 

 ＡＩ・ＩｏＴなどの情報関連産業分野について

は、今後の県内経済を支える成長産業と位置づ

けており、その実現に向けて、新たなサービス

や技術の開発を担う情報系専門人材の育成、確

保が重要であると認識をいたしております。 

 そのため、長崎県次世代情報産業クラスター

協議会において、県内企業の技術者向けに、Ａ

Ｉ等の先端技術の習得やシステムインテグレー

ターを育成する講座を開設しております。 

 また、県立大学においては、平成28年4月に

全国初の「情報セキュリティ学科」を設置し、

実践力のある人材育成に取り組んでおり、令和

元年度卒業生は、県内企業や県に誘致したＩＣ

Ｔ関連企業に5割を超える学生が就職している

ところであります。 

 さらに令和3年度から入学定員を倍増し、令

和5年度の供用開始を目途として「情報セキュ

リティ産学共同研究センター」、仮称でありま

すが、この整備を進めているところであり、情

報系人材の育成をさらに強化していくこととい

たしております。 

 県といたしましては、新型コロナウイルス感

染症の影響による社会経済環境の変化も契機と

して、情報関連産業が本県の基幹産業へと大き

く発展できるよう、県内大学と情報関連企業と

の共同研究の促進や誘致企業と県内企業との

マッチング機会の創出など、産学官連携による
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取組に、より一層力を注いでまいりたいと考え

ております。 

 そのほかのお尋ねにつきましては、関係部局

長からお答えをさせていただきます。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部政策監。 

〇産業労働部政策監(貞方 学君） 私からは、

3点お答えをさせていただきます。 

 まず、産業人材育成基金の積立て状況と奨学

金返済アシスト事業の認定状況はどうかとのお

尋ねでございますが、産業人材育成基金につき

ましては、県内外の企業や個人の皆様方からの

寄附金と一般財源を合わせて積立てを行ってお

り、制度を創設した平成28年度からの累計で約

3億1,000万円の積立額となっております。 

 また、支援候補者につきましては、平成28年

度から平成30年度までの3年間、各年度55名ず

つ認定を行っており、これまでに165名を認定

いたしております。 

 次に、寄附企業に対して、企業側の人材獲得

の観点から、企業のＰＲ等をもっと充実できな

いかとのお尋ねでございますが、奨学金返済ア

シスト事業に対し、ご寄附をいただいた企業に

対しては、現在、寄附金額に応じて、知事から

の感謝状の贈呈や県が主催する合同企業面談会

等への優先参加、県のホームページへの企業名

の記載などの特典を設けているところです。 

 今後は、寄附企業の人材獲得支援に向け、寄

附企業に限定した学生との交流会の開催や支援

候補者の希望職種に応じた寄附企業の紹介など、

さらなるＰＲの強化を図ってまいりたいと考え

ております。 

 次に、奨学金返済アシスト事業の対象業種拡

大の経緯等はどうかとのお尋ねでございますが、

対象業種につきましては、平成28年度に製造業、

建設業、観光関連産業及び県と立地協定を結ん

だ保険業等を対象として制度を創設いたしまし

た。 

 その後、新たな基幹産業の創出に向けたロー

ドマップの策定に合わせ、情報系人材の集積を

促進する観点から、平成30年度には情報サービ

ス業を、さらに令和元年度にはインターネット

付随サービス業等を追加したところでございま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 企画部長。 

〇企画部長(柿本敏晶君） 企業版ふるさと納税

の周知、アピールの方法についてのお尋ねでご

ざいます。 

 企業版ふるさと納税については、令和2年度

税制改正において、大幅な見直しが行われてお

ります。 

 具体的には、税額控除の割合が現行の最大3

割から2倍の最大6割に引き上げられたことで、

税の軽減効果が現行の約6割から最大約9割に

なったほか、寄附金が適用できる事業対象の拡

大、認定手続の簡素化が行われ、適用期限も令

和6年度まで延長されるなど、地方への資金の

流れが高まることが期待できる改正内容となっ

ております。 

 これを受けまして、これまで寄附をしていた

だいていた企業をはじめ、本県に工場や事業所

がある企業等約300社に制度改正のご案内を送

付したところであり、多くのお問い合わせをい

ただいております。 

 さらに、今後は新型コロナウイルスが各業種

に与えている影響を見極めつつ、新たに関係を

築きつつある誘致企業等も含めて個別にアプ

ローチをしながら、新規開拓にも努めたいと考

えております。 

 本県の厳しい財政状況を踏まえると、長崎県

のことを応援していただける企業などの協力を
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得ることは極めて重要と考えておりますので、

長崎県ゆかりの交流会や長崎県出身経営者の会

等の機会も、これまで同様しっかり活用しなが

ら、引き続きＰＲに努めてまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長(大田 圭君） いわゆる企業版ふる

さと納税について、情報人材育成の拠点である

県立大学の充実にはどのように活用しているの

かというお尋ねをいただきました。 

 県立大学におきましては、情報関連産業と連

携し、企業が持つ最先端の技術を用いた共同研

究による県内産業の振興、あるいは企業ラボ入

居を契機とした企業誘致の推進、また、実社会

で即戦力となる高度人材の育成といったことを

目的といたしまして、先ほどの知事答弁にもご

ざいますけれども、令和4年度までに「情報セ

キュリティ産学共同研究センター」、こちらは

仮称でございますけれども、を整備することと

いたしております。 

 当センターにおきましては、実際に行われて

いるサイバー攻撃の防御など実践的な教育の実

施に加えまして、企業と最先端の共同研究を行

うために最新の設備の導入が必要というふうに

考えておりますので、地方創生推進交付金とか、

あるいは、ご紹介いただきました「企業版ふる

さと納税」をはじめとしまして、多くの財源を

こちらに活用していきたいというふうに考えて

おります。 

〇議長(瀬川光之君） 山口経正議員―15番。 

〇１５番(山口経正君） ただいま、一とおりご

答弁がありましたので、2～3、確認を含めて再

質問をさせていただきます。 

 県では、先ほど述べましたけれども、産業人

材育成基金が、県内企業の就職を促進して産業

を担う人材育成、確保のために、目的として設

立されておりますので、この中で平成28年から

始まった奨学金アシスト事業は、徐々に効果が

発現するところではないかと思いますけれども、

これまで合計で申請者は239名でありまして、

認定されたのは165名であったとのことです。

認定されなかった74名の方々も、県内就職を希

望している学生さんだと受け取ってもよろしい

のか、お尋ねをいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部政策監。 

〇産業労働部政策監(貞方 学君） アシスト事

業につきましては、本県に就職を希望する学生

を対象として、その中から地域産業を担うリー

ダーを育成するという観点で、学生一人当たり

最大150万円という大きな金額を支援するもの

でございます。 

 毎年度、申請者の成績証明書を点数化し偏差

値を算出して上位55名を認定してきており、結

果として、認定されない申請者が、本県認証を

希望する学生の中からも出ているものというふ

うに認識をしております。 

〇議長(瀬川光之君） 山口経正議員―15番。 

〇１５番(山口経正君） その未認定者も県内就

職を希望しているということでありますので、

後のフォローをしっかりとやっていただければ

と思います。 

 それから、制度設計の基本的なところであり

ますけれども、基金造成は県の拠出金と寄附金

であります。寄附金は年間目標が2,000万円だ

そうでありますけれども、もし寄附金が伸びな

い場合は、県の拠出金を増やす考えなのか、あ

るいは認定者数の年間55名の枠を変更するのか、

そのお考えをお聞きいたします。 

〇議長(瀬川光之君） しばらく休憩いたします。 

― 午後 １時４９分 休憩 ― 
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― 午後 １時５０分 再開 ― 

〇議長(瀬川光之君） 会議を再開いたします。 

 産業労働部政策監。 

〇産業労働部政策監(貞方 学君） アシスト事

業に対する寄附金につきましては、年間2,000

万円を目標として寄附をいただいておりますけ

れども、目標達成に向け、まずは企業に対する

丁寧な趣旨説明や企業側の特典の見直し、こう

いったできる限りのことをやりまして、寄附に

ご協力いただけるよう全力を注いでまいりたい

と考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 山口経正議員―15番。 

〇１５番(山口経正君） 寄附金頼りということ

でありますので、寄附金をしっかりいただくよ

うなことを今からやって、そしてまた認定者数

枠が増やせれば、未認定者をもっと拾いあげて、

県内就職をもっと、若者定着という形に結びつ

けるわけですから、そこのところをしっかりと

お願いしたいと思います。 

 産業人材育成基金の寄附額の内訳を見ると、

県内企業から企業版ふるさと納税としていただ

く額と、県内企業からの額と、これまでの累計

では7,000万円超で、ほぼ同額であります。 

 県内企業は、純粋に地域貢献との思いを強く

お持ちではないかと思いますが、企業版ふるさ

と納税と比べると企業メリットが低いことにな

ります。 

 県が行うＰＲ等の中に県内企業向けの特典は

考えられないのか、お伺いをいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部政策監。 

〇産業労働部政策監(貞方 学君） アシスト事

業に対する企業からの寄附金につきましては、

県内企業、県外企業を問わず、本県の地域産業

を担うリーダーを育成するという趣旨にご賛同

いただき、ご寄附をいただいております。いず

れも貴重な寄附金でありますことから、先ほど

答弁いたしましたように、企業ＰＲ等の見直し

を行う、そういった際に、双方にメリットがあ

るような形での見直しをしてまいりたいと考え

ております。 

〇議長(瀬川光之君） 山口経正議員―15番。 

〇１５番(山口経正君） これは特典と言えるの

かわかりませんけれども、教育庁の高校教育課

が行う産業エキスパートセミナー事業がありま

す。産業界の変化に対応できる人材の育成と産

業教育の振興、充実を図る目的で、企業、研究

機関等から講師を招く事業でありますが、先ほ

どの県内寄附企業を講師選定リストに提示して、

県内企業の頑張りと地元就職の良さをアピール

していただく機会もあっていいのではないかと

思います。若者の県内定着のため、横串の通っ

た取組として、ご検討いただくように要望いた

しておきます。 

 それから、次期総合計画では、新しい時代に

対応した力強い産業を育てる取組の中で、県立

大学の「情報セキュリティ産学共同研究セン

ター」を活用した産業振興を目指すわけであり

ます。情報セキュリティ高度人材の育成を企業

に強くアピールして、企業版ふるさと納税に関

心を持っていただくよう働きかけていく必要が

あると思いますが、いかがですか。 

〇議長(瀬川光之君） 企画部長。 

〇企画部長(柿本敏晶君） 今年度、企業にご寄

附を検討していただく際に対象事業をお示しし

ております「長崎県の地方創生プロジェクト」

について、改定を行っております。 

 今後、Society5.0社会の実現が加速すると考

えられますことから、近年、情報関連企業の本

県 へ の 立 地 が 進 ん で き た こ と か ら 、

「Society5.0へ向けた次世代人材創造プロジェ
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クト」を新たに掲げまして、情報セキュリティ

産学共同研究センターの整備などの寄附をお願

いすることといたしております。 

 情報セキュリティ人材の育成につきましては、

情報関連企業をはじめ、さまざまな企業に訴求

力があると考えられますので、新型コロナウイ

ルスが各業種に与えている影響を見極めつつ、

寄附の確保に向けて、しっかりと働きかけを

行ってまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 山口経正議員―15番。 

〇１５番(山口経正君） 先ほどの停止で、

ちょっと時間配分が狂いましたので、もう一つ

質問を準備しておりましたが、申し訳ありませ

んが、割愛させていただきます。 

 これから情報系人材は、社会のデジタル化推

進によって、さまざまな分野で必要とされるこ

とが予想されます。先鞭を切った県の取組が洗

練され、なお一層注目を集める長崎県となるよ

う願って、次の質問にまいります。 

 2、農林業の振興について。 

 これまで本県の農業生産額は、基盤整備の進

捗も相まって順調な増加傾向をたどってきまし

た。 

 しかし、今回のコロナ禍によりまして影響が

及び、厳しい状況に陥った方々も多数いらっ

しゃいます。一刻も早く支援の手が届き、次期

作に向けて、生産意欲が減退することなく営農

が継続できますことをご祈念申し上げます。 

 （1）スマート農業の推進について。 

 農業において、今や大きな課題は、農業者の

高齢化とともに担い手不足、労働力の不足、耕

作放棄地の増加であります。 

 近年、安全な食物への嗜好や儲かる農業経営

への転換で、徐々に農業が見直されつつありま

すが、総体的には衰退傾向に歯止めをかけると

ころまでは至っていない現状であります。 

 そこで注目を浴びているのが、ロボット技術

やＩＣＴを活用して、農業の超省力化や高品質

生産を目指すスマート農業であります。地域の

農業を守り、後継者に夢を持って就農してもら

うためにも、スマート農業の導入推進が必要で

あると考えますが、作目ごとの導入の現状と支

援策及び導入可能性について、お伺いいたしま

す。 

 それから、導入に当たっては、初期投資やラ

ンニングコストが気になるところでありまして、

低コスト化による導入事例がありましたら、お

知らせ願いたいと思います。 

 また、環境制御可能な施設園芸に導入事例が

多いかと思いますが、農地の基盤整備が進んだ

地区ほど、ハウス団地や品目別に産地化が進ん

でいます。スマート農業の効率的導入のために

も、農地の基盤整備は重要であると思いますの

で、スマート農業を進めるうえでの農地の基盤

整備の取組について、県の考え方をお尋ねいた

します。 

 （2）農作物の品種育成について。 

 農業の現場では「品種に勝る技術はなし」と

いう言葉がよく使われます。稲作では、統制米

から自由販売の解禁以降、品種ごとのブランド

販売が主流になったことと、地球温暖化による

不稔米が問題となり、品種改良が一気に進みま

した。 

 野菜では、消費者の好みや消費形態の変化に

応じて品種改良がなされ、農家の作型に適した

品種も次々に育成されてきました。 

 一年一作の果樹では、市場流通の際、ロット

を要求されることから、時期別にどのような品

種をつくるか、販売戦略のかぎを握ってきてい

ます。 
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 ましてや、他産地よりすぐれたオンリーワン

の品種を持つことは、農家手取りに直接影響し

てくるのであります。 

 こうした背景の中、米、麦、大豆など主要農

産物種子法が廃止され、過去の議会においても

一般質問がなされ、県の対応について、お尋ね

がありました。 

 今国会においては、種苗法改正が審議される

予定でありましたが、取り下げられるなど最近

話題となっております。 

 まず、これらの法律の目的などを、県として

どのように捉えているのか、お尋ねをいたしま

す。 

 そして種苗法では、品種登録によって育成者

の権利を守るようになっております。県では、

農家の所得向上や農産物の差別化、ブランド力

向上のため、オリジナル品種の開発、普及に努

めていますが、どのような品目で品種育成に取

り組まれているのか、お尋ねをいたします。 

 また、品種育成には、長い時間と多様な遺伝

子資源としての母本の数が必要であります。県

だけで取り組むよりも、国やその他関係機関と

連携して優良な品種を早く育成することや、育

種に取り組む農家が保有する遺伝資源を集める

ことで、品種育成が効率的に図られる場合もあ

ると考えますが、県の見解をお尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 農林部長。 

〇農林部長(綾香直芳君） 私の方から、6点ご

回答させていただきたいと思います。 

 まず、作物ごとのスマート農業の導入の現状

と支援策及び今後の導入可能性についてのお尋

ねですが、本県のスマート農業の現状につきま

しては、環境制御技術がいちご、花きなどで約

70ヘクタール導入され、いちごでは単収が27％

増加した優良事例も見られております。 

 また、肉用牛では、大規模経営体を中心に牛

群監視システムが10経営体で導入されており、

分娩間隔が県平均の395日から50日短縮される

優良事例も出ております。 

 併せて、県では、さらなるスマート農業の推

進を図るため、市町、ＪＡ、民間企業、大学な

どと連携し、みかんでのＡＩ・ロボットを活用

した選果機や、ブロッコリーでの生育出荷予測

システムのほか、スマート田植え機、ラジコン

草刈り機等の実証に取り組んでおります。 

 これらの技術導入に際しましては、国の産地

生産基盤パワーアップ事業や強い農業・担い手

づくり総合支援交付金、県のチャレンジ園芸

1,000億推進事業などの活用が可能となってお

ります。 

 今後、実証事業の成果を踏まえ、農業者、指

導者向けの研修会などを通じて、スマート農業

の導入を積極的に推進し、農業所得の向上を図

ることで、地域に後継者が残り、農業が活性化

するよう取り組んでまいります。 

 次に、低コスト化につながるスマート農業の

導入事例についてのお尋ねですが、水稲でのド

ローン防除の事例では、機器を共同利用するこ

とで作業時間が約10分の1に、農薬費が約2分の

1となるため、防除にかかるコストは約2分の1

まで削減されるという実証結果が出ております。 

 また、施設園芸の環境制御技術において、県

と県内企業が共同で「長崎県低コスト型統合環

境制御装置」を開発いたしまして、今年度から

県下5か所のいちごハウスで現地実証を行うこ

ととしております。 

 今後は、こうした優良事例を各地に普及させ

ていくことで、さらなるコスト削減を図ってま

いります。 

 次に、スマート農業を進めるうえで、農地の
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基盤整備が重要ではないかとのお尋ねですが、

議員ご指摘のとおり、ドローンなどのスマート

農業の導入を促進するためには、農地の大区画

化等の基盤整備は不可欠なものと考えておりま

す。 

 例えば、実証を行ったドローンの防除作業で

は、基盤整備済農地は、未整備農地と比べまし

て作業時間が3割削減されるなど、基盤整備の

効果が確認されているところであります。 

 今後、さらにスマート農業を推進していくた

め、農地の基盤整備の推進と必要な予算の確保

にしっかりと取り組んでまいります。 

 次に、廃止された主要農作物種子法と種苗法

の目的などについて、県としてどのように捉え

ているかとのお尋ねですが、廃止された主要農

作物種子法については、米、麦、大豆の優良な

種子の生産及び普及を促進することを目的とし

て、県が行う奨励品種の決定、原種、原原種の

生産等について定められておりました。 

 県では、法の廃止を受け、平成30年3月に

「長崎県主要農作物種子制度基本要綱」を制定

いたしまして、県の責務との認識のもと、引き

続き、米、麦、大豆の優良な種子の生産供給体

制を維持しているところであります。 

 一方、種苗法については、品種の育成の振興

と種苗の流通の適正化を図り、農林水産業の発

展に寄与することを目的として、新品種の保護

のための品種登録に関する制度や、指定種苗の

表示に関する規制等について定められておりま

す。 

 県では、重点品目の野菜や果樹、花きなどの

オリジナル品種の開発に取り組んでいるところ

であり、新品種の保護による農家所得の向上に

必要な法律であるというふうに考えております。 

 次に、県ではどのような品種育成に取り組ん

でいるのかとのお尋ねですが、県では、ばれい

しょ、びわ、温州みかんなどの重点品目につい

て、生産者や実需者、消費者が希望する高品質

で収量が多く、病気に強い、本県オリジナル品

種の開発、育成に取り組んでおります。 

 具体的には、良食味で大玉びわの「なつたよ

り」、病害虫に強いばれいしょの「さんじゅう

丸」など、品質面や栽培面での長所を備えた品

種が登録され、これまで普及を図ることにより、

現在、県内において、びわの「なつたより」が

91ヘクタール、ばれいしょの「さんじゅう丸」

が244ヘクタール栽培されております。 

 今後も、本県オリジナル品種の育成、普及、

ブランド化を図ることで生産者の所得向上につ

なげてまいります。 

 次に、国や関係機関、農家との連携による品

種育成についてのお尋ねですが、議員ご指摘の

とおり、品種育成には長い時間と多様な遺伝資

源を要することから、本県では、国などの研究

機関と共同研究に取り組み、各機関が保有する

遺伝資源を活用して、これまでに麦やカーネー

ションの新品種を短期間で効率的に開発、育成

したところであります。 

 また、生産者が栽培している品種の突然変異

である枝変わりの活用も有効な方法であり、本

県では、主要品種であるみかんにおいて、原口

早生やさせぼ温州等の優良品種が育成され、単

価日本一の実現など産地の活性化に寄与してい

るところであります。 

 このため、今後、若手みかん農家で構成する

「かんきつ担い手ネットワーク」を中心に、品

種登録に至るまでの優良系統の探索方法や発見

事例などの研修会を開催し、生産者の意識を高

めることで生産者と連携した品種開発に取り組

むこととしております。 
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 県といたしましては、今後とも、国などの研

究機関や生産者との連携による効率的な育種、

品種育成を進めてまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 山口経正議員―15番。 

〇１５番(山口経正君） スマート農業につきま

して、もう2～3点、再質問をさせていただきま

す。 

 徳島県上勝町の女性や高齢者による葉っぱピ

ジネスが、日本各地で高齢化や過疎化が問題と

なる中で話題となりました。販売情報や受注・

発注情報など、パソコンやタブレット端末、ス

マートフォンを駆使して、今も年商2億6,000万

円を上げ、地域活性化の源となっております。

これも、いわばスマート農業の成功例かもしれ

ません。 

 それに、若い農業者の中には、パソコンやタ

ブレット端末は、農具の一つだと考える人もい

ます。そのように作付データの集積や圃場管理

にいかに活用するか、考える時代になってきて

おります。 

 このスマート農業の導入に当たっても、こう

したデータが活用されてきます。先進技術にば

かり目がいきがちでありますが、産地単位、集

落単位、農家単位でのデータ集積という基礎の

部分に、県としてどう取り組むのか、お考えを

お聞かせ願います。 

〇議長(瀬川光之君） 農林部長。 

〇農林部長(綾香直芳君） 県といたしましても、

スマート農業の推進には、データの集積が重要

と考えております。 

 昨年度からみかん、今年度からブロッコリー

の栽培圃場において、農業者やＪＡ、民間企業

などと連携し、集積したデータをもとにＩｏＴ技

術を駆使した生育出荷予測や病害虫の被害軽減

などのシステムづくりを行っているところであ

ります。 

 今後、他の品目においても生産履歴や収量、

品質に関するデータの収集、集積を進めながら、

ＡＩなどを活用したスマート農業の導入を図っ

てまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 山口経正議員―15番。 

〇１５番(山口経正君） このスマート農業には、

データの集積というのが非常に大事であります

ので、引き続き、しっかりと取り組んでいただ

ければというふうに思います。 

 スマート農業の導入には、ある程度の規模、

面積が必要でありますが、導入事例が増えてく

ると、その費用対効果のラインが示されると考

えております。もちろん普及が進むと、このラ

インは下がってくる傾向にあるようですけれど

も、県として、普及段階に入るところには導入

指針を示す必要があると考えますが、いかがで

しょうか。 

〇議長(瀬川光之君） 農林部長。 

〇農林部長(綾香直芳君） 県では、今年度中に

「長崎県スマート農業推進方針」を策定するこ

ととしており、その中で、今後5年間で重点的

に取り組む推進方策や人材育成、推進体制、主

な品目の経営モデルなどを示すことで、関係機

関とともに、生産現場へスマート農業技術の導

入を推進してまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 山口経正議員―15番。 

〇１５番(山口経正君） スマート農業は、先進

技術の導入のみでなく、データ集積による栽培

技術の進化や伝承、それから販売戦略強化によ

る所得向上など、応用の範囲が広がってまいり

ます。農林部長も現場を回って、その点はよく

ご承知だと思いますけれども、この点も考慮し

て、県におかれても推進していただきますよう、

よろしくお願いいたします。 
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 次に、農作物の品種・育成についてでありま

すけれども、時間配分の関係もありまして要望

にとどめます。 

 新品種の育成は、既存の品種との色や形と

いった形質、食味や糖度といった品質などの違

いや、何世代か増殖を繰り返しても特性が安定

していることなど見極めたうえで優位性が認め

られれば、品種登録の手続に入るという流れで

はなかったかと思います。 

 ただし、果樹は、一年一作であるため、他の

農作物に比べて登録までに時間が長くかかるこ

とから、産地からは、もっと早く登録ができな

いものかとの声が多く聞かれております。 

 種苗法というルールに沿って進めなければな

りませんけれども、先ほどの農林部長の答弁に

ありましたとおり、県も品種育成に力を入れて

一定の成果が出ていることも承知いたしており

ますが、速やかな新品種の育成、登録によって

オンリーワンの品種の増産で有利販売が可能と

なり、農家の所得向上につながることを願って

おります。 

 そして、国内の消費ニーズや販売環境は絶え

ず変化していくものであり、産地間競争も絶え

ることはありません。そのことが、世界に類を

見ない高品質の農産物を生み出す原動力の一つ

となっております。 

 育成者、県によって県単位の品種育成が主流

である現状を鑑みると、県において品種育成は

なお一層力を入れていただきますことと、有望

品種が一日でも早く県内に普及できますよう要

望して、この質問を終えたいと思います。 

 3、道路行政について。 

 この道路の問題に関しては、一般質問のたび

ごとにお尋ねをいたしておりますが、住民の皆

さんの関心事であり、生活道路として影響を受

ける方々が多いとの認識をもって、今回も質問

項目として取り上げさせていただきましたので、

よろしくお願いいたします。 

 （1）国道206号・207号の混雑緩和対策につ

いて。 

 地域高規格道路、西彼杵道路については、国

道206号の慢性的な交通渋滞緩和のため、時津

工区として平成26年度、事業化がなされ、当初

計画より2年遅れで完成が予定されております。 

 その進捗状況と、国道への接続として流入が

予想される井手園交差点の改良工事についても

併せてお尋ねをいたします。 

 また、井手園交差点に接続する川平有料道路

は、供用開始になれば、どのくらいの交通量が

予測されるのか、お伺いいたします。 

 （2）長崎南北幹線道路について。 

 長崎南北幹線道路は、長崎市北部を国道206

号と並行して走るため、その混雑緩和に資する

ことと、一体整備が望ましいことから、西彼杵

道路促進期成会の要望に後から加えられた経緯

がありますが、昨年9月にルート選定委員会を

設置し、今年3月30日、提言書がまとめられた

ところであります。 

 そこで、このルートの検討状況と整備の方法

について、お尋ねいたします。 

 また、起点は、長崎市茂里町、終点を西彼杵

道路の（仮称）時津インターチェンジとしてあ

りますが、西彼杵道路との接続はどのように考

えているのか、お伺いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） 西彼杵道路時津工区

と井手園交差点改良工事の進捗はどうかとのお

尋ねですが、西彼杵道路の時津工区につきまし

ては、これまでに（仮称）久留里トンネル約

1.7キロメートルの本体工事が完成し、現在、
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トンネル前後の橋梁部等の改良工事を実施して

おり、令和4年度の供用に向け整備を進めてま

いります。 

 時津工区の供用に伴い約1万3,000台が西彼杵

道路に転換することから、国道206号の左底交

差点や、時津交差点を含む日並から井手園交差

点間の渋滞が緩和されると考えております。 

 また、時津工区と関連する井手園交差点の整

備については、右折帯設置等の改良工事を実施

しており、令和3年度の完成を予定しておりま

す。 

 次に、時津工区供用開始に伴う川平有料道路

の交通量予測はどうかとのお尋ねですが、時津

工区の供用開始に伴う川平有料道路の交通量に

ついては、有料道路の利用形態が変わらず、現

在の約1万7,000台とほぼ変わらないと推計して

おります。 

 次に、長崎南北幹線道路のルートの検討状況

と、この道路の役割や機能はどうかとのお尋ね

ですが、長崎南北幹線道路の未整備区間のうち

長崎市茂里町から時津町までにつきましては、

昨年9月以降、有識者や関係者等によるルート

選定委員会で議論を重ね、今年3月に委員会か

らの提言をいただきました。 

 提言には、市街地の西側を通過するルート帯

が最適であることや、起終点のほかに滑石地区

にインターチェンジを設けることなどが盛り込

まれており、それらを踏まえ、現在、詳細な技

術的考察を行いながら、都市計画決定に向けた

計画案の検討を進めているところです。 

 この区間は、自動車の通行機能を重視した自

動車専用道路として計画を進めており、時津町

や長崎市北部地域と長崎市中心部とを往来する

交通の多くが国道から転換すると見込まれるた

め、国道の混雑が緩和され、利用者の利便性も

大きく向上するものと考えております。 

 次に、長崎南北幹線道路と西彼杵道路はどの

ような接続になるのかとのお尋ねですが、長崎

南北幹線道路は、時津町野田郷において、西彼

杵道路と直結させる計画であり、一体の道路と

して通行することが可能となります。 

 これにより、長崎地域と佐世保地域、西海地

域との移動時間が大幅に短縮され、産業や観光

の振興に大きく寄与するものと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 山口経正議員―15番。 

〇１５番(山口経正君） 国道206号、207号の混

雑緩和対策でありますけれども、平成29年2月

定例会において、私は、国道206号の混雑緩和

対策には赤迫電停から岩屋橋交差点間のボトル

ネック状態解消が必要だとお尋ねをいたしまし

た。 

 その際、答弁では、「まずは住吉・岩屋橋交

差点間において、混雑解消のため車線幅員の確

保等の検討を行う予定である」とのお答えであ

りましたけれども、その後、具体的な検討が進

んでいるのか、お尋ねをしたいと思います。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） 国道206号、住吉交

差点から岩屋橋交差点までの車線幅員確保の検

討を行ったところ、クロガネモチなどの植樹帯

の撤去に加え、歩道幅員の削減が必要とわかり

ました。 

 平成17年の交通センサスによると、長崎振興

局前の歩行者類の交通量は、12時間当たり

2,933名と長崎市内でも有数であります。 

 車道幅員と併せて歩道幅員を確保するために

は、歩道部外側の用地買収が必要となり、周辺

への影響が甚大であるため、車道幅員の確保は

困難であると考えております。 

 この区間の抜本的な交通混雑緩和のためには、
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長崎南北幹線道路の整備が不可欠であります。

このことにより、長崎市北部地域と長崎市中心

部とを往来する交通の多くは国道から転換する

と見込まれ、利用者の利便性も大きく向上する

ものと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 山口経正議員―15番。 

〇１５番(山口経正君） ちょっとしつこいよう

ですけれども、もう一度確認いたします。 

 このボトルネック状態は、ひとつも変わらな

いということですね。どうですか。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） 当面の間は、どうし

ても今の状況が続くかというふうに考えており

ますけれども、南北幹線道路の完成をもって、

抜本的にそのあたりは解消するものというふう

に考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 山口経正議員―15番。 

〇１５番(山口経正君） ボトルネック状態にあ

るということで、ここの混雑が、ひいては時津

方面、あるいは長与方面に混雑がずっと続いて

いくわけです。長崎南北幹線道路が完成すれば、

自動車専用道路と一般道路の上下分離ができて、

そういうことができるでしょうけれども、それ

までの間は我慢しなさいということになるわけ

ですね。 

 生活道路、あるいは大事な産業道路でありま

すので、ここで混雑が少しでも解消できないと

いうことであれば、非常な影響が出てくるわけ

です。 

 長崎市北部地区と時津、長与を含めると26万

人以上が、そこで生活し暮らしておられます。

そういった影響の大きさというものも考えて、

その交通混雑緩和のために幅員が確保できなけ

れば、ほかの対策でもしっかりとやっていただ

きたいというふうに思っております。 

 それから、川平有料道路の交通量は、現状と

変わらない予測であると答弁がありましたけれ

ども、私は、時津交差点の混雑が井手園交差点

に先送りされただけのことであり、そしてまた

速達効果で流入車両が増加すること、それから、

付加車線は増えるが本線の混雑解消が進まない

ことなど、前提条件が違うのではないかと思い

ます。 

 そうすれば、川平有料道路に向かう直進車両

は増えてくるのではないかと思いますけれども、

いかがでございましょうか。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） 先ほどもお答えいた

しましたけれども、川平有料道路の交通量につ

いては、現状とほぼ変わらないと考えておりま

す。時津工区の供用に伴い、接続する臨港道路

や国道206号の交通の流れが変わることから、

完成後の状況を十分確認することとしたいと思

います。 

〇議長(瀬川光之君） 山口経正議員―15番。 

〇１５番(山口経正君） ですから、前提条件が

違うと言っているでしょう。予測として、利用

形態が変わらないから全然変わらないだろうと

いうことでありますけれども、混雑すれば直進

するのが増えるというのが人情であります、す

いた方に行くというのがですね。そういったこ

とも勘案していただければ、この予測というの

はもうちょっと違ってくるのかなというふうに

思います。 

 これも以前に質問したところでありますけれ

ども、川平有料道路の長与－時津間の双方向化

の要望がありますけれども、どうですかという

ところでお尋ねいたしました。現状では、長与

ランプの改良等は無理だとのお答えでありまし

た。 
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 令和4年、西彼杵道路時津工区完成で、当時

と状況は変わったのでありまして、分散型の交

通体系を図らなければ交通混雑緩和は図れない

という点からも再考をお願いしたいと思います。 

 また、順調にいけば、あと7年で川平有料道

路の償還は終わり無料化されてきます。その時

は、一般道路として道路維持・補修は県の負担

となります。 

 ここで再投資を図って、そして自動車専用道

路として、維持・補修費も含めて受益者負担の

原則にのっとり徴収させていただくという考え

も一つの案ではないかと思いますが、お考えを

お尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） 国道206号の長崎市

内北部の交通混雑の解消対策としては、西彼杵

道路と直結する長崎南北幹線道路の整備を計画

しているところであるとお答えしたところでは

ありますけれども、現時点において、長与イン

ターのフルインター化については、少し状況を

見てというふうなことと考えております。 

 一方、川平有料道路につきましては、今後の

社会情勢の変化や沿線周辺地域の状況も見極め

つつ、当該有料道路の管理運営のあり方につい

て、検討を進めていきたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 山口経正議員―15番。 

〇１５番(山口経正君） この川平有料道路は、

トンネル区間が長いんです。その維持・補修費

には相当な費用が必要だというふうに見込まれ

ますけれども、知事、ここで、政治判断の時も

くるのではないかと思うんです。無料化するの

か、それとも何らかの再投資を図って、そして

維持費を皆さんに受益者負担としていただくの

か、そういう時がくるかと思いますけれども、

知事のお考えをお聞かせいただきたい。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） これは市内の高速交通体

系を確保するうえでは、南北幹線道路の整備の

方向性、そういった中でこの川平道路がどう

いった役割を担っていくのか、動向を十分見極

めて判断をしていかなければならないと考えて

いるところであります。 

 これを無料化することになると、相当の財源

がまた別途必要になってくるわけでありますの

で、そういったこと等も含めて、しかるべき段

階で判断していかなければいけないと考えてい

るところであります。 

〇議長(瀬川光之君） 山口経正議員―15番。 

〇１５番(山口経正君） あと7年ですね。今ま

で答弁で、償還が終われば無料化だと言われて

きました。 

 しかし、長崎バイパスにしても、償還が終

わって、再投資して、今でも料金徴収が行われ

ております。あの時もやっぱり、住民としては

無料化になるだろうという大きな期待をもって

おりましたけれども、交通事情等が変化したと

いうことで、ああいうことになりました。 

 そういうことも踏まえると、ここで前振り的

にいろんな議論をしておいて、そして住民の皆

さん、あるいは受益者の皆さんに、そういう考

え方もあるということを告げるのも一つの提案

じゃないかというふうに思います。ご検討をい

ただきますように、よろしくお願いします。 

 それから、長崎南北幹線道路についてであり

ますけれども、前回、同僚議員の一般質問でも

あったように、この道路は10年の期間と400億

円の予算を必要とする道路であります。トンネ

ルが多いルートでは、地質、地下水等の地下環

境によりましては、まだまだ期間と費用を要す

ることが予想されます。 
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 滑石地区にインターチェンジが予定されてい

ますが、利便性を考えるとフルインターチェン

ジであってほしいわけでありますが、いかがで

ございましょうか。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） 議員ご提案のとおり、

南北両方向にアクセスできるフル形式のイン

ターチェンジとする方が利便性は高いというふ

うに考えますけれども、周辺には建物が多く、

地形的な制約条件もありますので、将来の交通

需要や費用対効果などを総合的に考慮しながら

検討してまいりたいと思います。 

〇議長(瀬川光之君） 山口経正議員―15番。 

〇１５番(山口経正君） ぜひ、フルインター

チェンジの方向で検討をいただきたいと思うん

です。 

 川平有料道路で女の都インター、長与イン

ター、ここがフルではないということで、双方

向化が今でも要望があっております。そういっ

たことを教訓として、やっぱりフルで整備をお

願いしたいと思います。 

 自動車専用道路として長崎南北幹線道路が完

成いたしますと、一般道との上下分離の役割を

果たし、周辺の交通混雑の緩和対策となるとい

うことでありますので、早期完成に向けて努力

を願いたいと思います。 

 同時に、西彼杵道路の整備促進は、長崎－佐

世保間を1時間圏内へとの悲願でありまして、

観光県長崎として最重点課題の一つであること

を訴えて、私の質問を終わります。 

 ありがとうございました。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） これより、しばらく休憩

いたします。 

 会議は、2時45分から再開いたします。 

― 午後 ２時３０分 休憩 ― 

─ 午後 ２時４５分 再開 ─ 

〇副議長(西川克己君） 会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 堤議員―6番。 

〇６番(堤 典子君）（拍手）〔登壇〕 皆様、こ

んにちは。 

 改革21、社会民主党の堤典子でございます。 

 初当選以来、2回目の一般質問の機会をいた

だきました。本日の一般質問も4人目というこ

とで、お疲れのところ、大変恐縮です。 

 また、本日は、お忙しい中、そしてお足元の

悪い中、傍聴においでいただいた皆さん、あり

がとうございました。心から感謝申し上げます。 

 はじめに、去る6月5日に、県議会議員を5期

20年務められた吉村庄二前県議がお亡くなりに

なりました。 

 私は、昨年4月に、吉村県議からバトンを受

け継いで県議選に初挑戦し、議席をいただくこ

とができました。吉村前県議も大変喜んでくだ

さったのですが、それからわずか1年余りで旅

立っていかれました。 

 初当選後、ゆっくりお話をする機会もなく、

いろいろご指導を賜りたいこともたくさんあっ

たのですが、それはかないませんでした。長年

の議員活動の激務を担ってこられたものの重さ

が、少しずつ命を削っていったものと思います。 

 返す返すも残念でなりませんが、この前県議

の遺志を引き継ぎ、全ての人が人として生き、

安心して暮らしていける社会、持続可能な県政

の実現に貢献できるよう、精進してまいりたい

と思います。 

 前県議には、空の高いところから、「堤、頑

張れ」と、ずっと見守っていただきたいと思っ

ています。 
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 謹んでご冥福をお祈りいたします。 

 それでは、通告に従い、一問一答形式で質問

をさせていただきます。 

 ところどころ、前段の登壇者のご質問と重な

るところもありますが、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 1、新型コロナ感染拡大防止の取組みについ

て。 

 （1）新型コロナウイルス感染症の雇用に与

える影響と対応。 

 「ＣＯＶＩＤ１９」と命名された未知の新型

ウイルスが猛威を振るって感染が世界中に拡大

し、日本国内では、現時点で1万7,637人の方が

感染し、1万6,505人の方が退院され、952人の

方がお亡くなりになったと報道されています。

県内では、17人の方の感染が確認され、お一人

が亡くなりました。 

 ワクチンも特効薬も開発されていない中、お

亡くなりになった方々のご冥福を心からお祈り

するとともに、新たに感染が判明した方、療養

生活を続けていらっしゃる方々にお見舞いを申

し上げ、一日も早い回復を願っております。 

 県内での感染は、4月17日を最後に2か月以上、

報告されていません。また、長崎港に修理のた

めに停泊していた外国船籍のクルーズ船の船内

で集団感染が発生した際には、県内の検査、医

療体制、市中感染などが大変危惧されましたが、

厚生労働省の災害時派遣医療チーム「ＤＭＡＴ」

や自衛隊にも派遣を要請し、乗組員全員の速や

かな検査が長崎大学において行われました。ま

た、県内3か所でドライブスルー方式によるＰ

ＣＲ検査を行う体制も整えられました。 

 この間、感染症の発生を予防し、感染症の患

者に対して必要な医療を行い、地域の医療体制

を守ってこられた県当局、医療関係者、多くの

県民の皆様のご努力に心から敬意を表し、深く

感謝申し上げるものです。 

 新型コロナの感染拡大によって、4月16日に

「緊急事態宣言」が全国に拡大し、本県では、

改めて17日に外出自粛要請を行い、22日から小

中高が臨時休校となりました。4月25日から5月

6日までの期間については、改正特措法に基づ

く事業者等に対して、県の休業要請、また、営

業時間短縮要請が行われました。 

 感染の拡大を防ぐために「3密」を避け、不

要不急の外出を控えることが広がり、地域の行

事やイベントが軒並み中止、延期となり、施設

の休館、様々な事業所の休業や営業時間の短縮、

県をまたいだ移動の自粛が言われ、県外からの

流入が抑えられて、一定、感染を抑えることが

できました。 

 しかし、繁華街から人の流れが途絶え、観光

業や公共交通機関、店舗の売上げは大きく減少

し、広い分野にわたって地域経済は大変なダ

メージを受けています。 

 その後、「緊急事態宣言」が解除され、感染

拡大防止のための「新しい生活様式」に配慮し

た経済活動の再開が図られ、日常を少しずつ取

り戻しつつありますが、収入が大きく減少した

り、事業者には従業員の賃金の支払いや固定費

の負担が重くのしかかり、苦しんでいる人たち

が多くいて、非常に危惧するところです。 

 そうした中、労働者の収入が減少するだけで

はなく、職を失うということは、地域にとって

も大きな問題です。その現状をしっかりつかん

だうえで、今後の対策に活かしていくべきであ

ると考えますが、新型コロナの影響による本県

の解雇の現状はどのようになっているのか、お

伺いします。 

 以後の質問は、対面演壇席にて行います。 



令和２年長崎県議会・６月定例会（６月１８日） 

 ― 62 ―

〇副議長(西川克己君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 長崎労働局から

の情報によりますと、新型コロナウイルスの影

響により、県内で解雇または解雇予定となって

いる方は、6月12日現在で58事業所、466人と

なっております。 

 業種別では、人数が多い順に、製造業が163

人、宿泊・飲食サービス業が101人、卸小売業

が67人となっており、市町別では、長崎市が

132人、諫早市が105人、島原市が52人となって

おります。 

 また、雇用保険の資格喪失届出数のうち、事

業主都合による離職者数は、今年4月で1,282人

となっており、前年同月の853人を429人上回っ

ている状況にあります。 

〇副議長(西川克己君） 堤議員―6番。 

〇６番(堤 典子君） 3月末の時点では、解雇

は3社、51人と伺っておりました。5月、6月と

数字が一気に膨れあがっている状況かと思いま

す。 

 国においては、雇用調整助成金に特例措置を

設けるなど、業績悪化を受けた企業の雇用の維

持に向けた施策が打ち出され、その後も2次補

正で拡充、直接補償がされることになりました

が、今回の影響は、2008年9月のリーマン

ショックの比ではないと言われ、全国的にも新

型コロナの影響によると思われる企業の倒産や

解雇、派遣社員の雇い止めが報じられています。 

 トータルの数字はもちろんですが、今、ご答

弁がありました事業所の数、業種、それから地

域や、わかれば年齢層など、様々な情報をでき

るだけ把握して対策に活かしていただきたいと

思います。 

 解雇された労働者に対しての緊急的な雇用の

受け皿づくりについてはどうなっているのか、

県としての対応をお伺いします。 

〇副議長(西川克己君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 今後、解雇がさ

らに増加すると見込まれることから、県といた

しましては、新型コロナウイルスの影響により

離職を余儀なくされた失業者を対象に、緊急的

な雇用の受け皿づくりを図る緊急雇用創出事業

を実施しており、250人の雇用創出を目指すと

ともに、現在、事業の拡充も検討しているとこ

ろでございます。 

 また、市町に対しても、6月4日に開催した

「スクラムミーティング」におきまして、各地

域の雇用創出を図る事業の検討を働きかけると

ともに、6月8日には長崎労働局と産業労働部等

による「新型コロナウイルス感染症緊急雇用対

策会議」を立ち上げ、緊密な連携の下、県内雇

用情勢の共有と必要な対策を講じていくことを

確認したところでございます。 

 今後の雇用情勢に注視しながら、必要な対策

を適時適切に実施してまいりたいと考えている

ところでございます。 

〇副議長(西川克己君） 堤議員―6番。 

〇６番(堤 典子君） 次の仕事に就くまでの間、

少しでも収入が得られるよう、解雇された方の

受け皿となる施策を今後も検討していただきた

いと思います。 

 （2）防止対策や支援制度等の周知について。 

 ①定例会見や記者会見時の手話通訳者の配置

について、県の基本的考えはどうか。 

 新型コロナ感染症に関する情報は、感染拡大

防止など命に関わるものや、休業要請や各種助

成金など、県民にとって重要な情報であると考

えます。 

 このような重要な情報については、知事の記

者会見などを通じて発信されることも多くあり
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ますが、聴覚障害者にとっては理解が難しいた

め、手話通訳者を配置し、手話による情報提供

が重要であると考えます。 

 今は、マスクをつけることで口元が見えない

ため、伝わりにくい状況もあるようではありま

すけれども、最近の知事の記者会見においては、

手話通訳者が配置されているようですが、その

設置状況と今後の設置についての県の基本的な

考え方をお伺いしたいと思います。 

〇副議長(西川克己君） 総務部長。 

〇総務部長(大田 圭君） お答えいたします。 

 知事の記者会見における手話通訳者の配置に

ついては、聴覚に障害のある方に対する新型コ

ロナウイルス感染症に関する情報提供の配慮の

観点によりまして、4月24日の知事臨時会見か

ら行っているものでございます。 

 手話通訳者の配置につきましては、「長崎県

ろうあ協会」にご協力をいただいておりまして、

今申し上げた4月24日以降につきましては、臨

時・定例を問わず、知事の記者会見時には、全

て配置をしているという状況でございます。 

 知事が行っております記者会見の内容につき

ましては、広く県民の皆様へ周知する必要があ

るということでありますので、今後とも、「長

崎県ろうあ協会」のご協力をいただきながら、

引き続き配置をしてまいりたいと考えておりま

す。 

〇副議長(西川克己君） 堤議員―6番。 

〇６番(堤 典子君） 当事者の立場に立つとい

う姿勢で、今後とも、引き続き、手話通訳者の

配置に取り組んでいかれることを要望します。 

 ②情報格差の是正、わかりやすい情報提供に

向けて、どのように取り組んでいくのか。 

 障害の種類によって情報を受け取る手段も

違ってきます。普段から健常者と障害者との情

報量には大きな開きがあります。事前に準備で

きる場合は、会見の中継画面に文字を出して、

文字による伝達も行っていただきたいと思いま

す。 

 私は、新型コロナウイルス感染症が拡大する

中で、様々に影響を受けている中小企業や個人

事業主の皆さんの状況をお聞きし、相談を受け

たり、国、県、市町の緊急支援施策などについ

て情報を提供してきました。商工会などに加入

している事業者の皆さんには、必要な情報の提

供、申請の支援がされていますが、そうでない

人の中には、自分がどんな支援が受けられるの

か、知らないままの事業者もいました。ホーム

ページにおいて、必要な情報になかなかたどり

つけず、ダウンロードできなかったという話も

聞いています。逆に、日頃からインターネット

を通して自ら情報を取得し、給付金や補助金の

申請をする人もいました。 

 つまり、情報量の格差は大きく、特に、高齢

の方の中には必要な書類を準備したり、電子申

請に抵抗があったりして申請を諦める方もあっ

たようです。 

 どのような立場の人にもわかりやすく情報を

提供し、必要な助成金などをしっかり受給でき

るような仕組みにしていくことが非常に重要で

あると考えます。 

 県として、どのように取り組み、改善してい

かれるのか、お聞きします。 

〇副議長(西川克己君） 総務部長。 

〇総務部長(大田 圭君） お答えいたします。 

 新型コロナウイルの感染症に係る情報提供全

般につきまして、お答え申し上げます。 

 ご指摘いただきましたとおり、様々な立場の

皆様がいらっしゃいますので、そういった方々

に周知ができるよう、テレビ、ラジオ、新聞、
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ホームページ等の様々な媒体を活用しながら

行っている状況にございます。 

 特に、重要な情報につきましては、知事が会

見を通じて、県民の皆様に直接お伝えするとい

うことにしておりまして、その内容につきまし

て、速やかに新聞広告等でもお知らせをすると

いった形で迅速な情報発信に努めている状況で

ございます。 

 また、コロナに関する情報を総合的に発信す

るホームページにつきましても、いろいろご指

摘もいただいているところでございますので、

ホームページのトップページの変更ですとか、

あるいは各種支援制度の集約ですとかカテゴ

リー化、こういったことに取り組んでおりまし

て、少しでもわかりやすく皆様にタイムリーな

情報をお届けできるよう、心がけて取り組んで

いる状況でございます。 

 今後とも、支援制度を所管する所属と連携し

ながら、多くの県民の皆様にわかりやすい情報

を発信できるよう工夫してまいりたいというふ

うに存じます。 

〇副議長(西川克己君） 堤議員―6番。 

〇６番(堤 典子君） わかりやすい画面設定な

ど工夫をしていただいて、本当に必要な情報、

重要な情報を一人でも多くの県民の方に届けて

いただくよう、よろしくお願いします。 

 ③資金繰り支援等の申請手続きにおけるサ

ポート体制の充実について。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて売

上げが減少した中小企業の経営者は、資金繰り

に苦慮しています。様々な支援制度があります

けれども、慣れない申請手続に困っている事業

者が多いと聞いています。 

 融資を受けることで事業を持ち直し、雇用を

守って、何とかコロナ危機を乗り切ろうとする

事業者に対して、一刻も早く資金が手元に届く

よう、相談に乗り、サポート体制を充実すべき

と考えます。 

 午前中の質問にもありましたが、改めて県の

考えをお伺いしたいと思います。 

〇副議長(西川克己君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 国や県、市町が

様々な支援制度を設けておりますが、内容がわ

かりにくく、また、申請書類等が複雑であるな

ど、活用しづらいとの指摘がなされているとこ

ろでございます。 

 そのため、県では、事業者の相談に応じるた

め、県、市町、商工団体、金融機関など、関係

機関に相談窓口を設けているところであります

けれども、県では、相談体制を強化するため、

税理士会や中小企業診断士協会に委託を行い、

適切な制度の活用の助言や書類作成等の支援を

行っているところでございます。 

 今後とも、中小・小規模事業者に寄り添った

支援を行うことにより、事業継続が図られるよ

う、しっかりと取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

〇副議長(西川克己君） 堤議員―6番。 

〇６番(堤 典子君） 事業者の皆さんの今後の

利用状況を見ながら、引き続き、支援をしてい

ただきたいと思います。 

 （3）若い世代への支援について。 

 ①大学生、大学院生、専門学校生などへの支

援策について。 

 今回の感染症拡大は、社会的に弱い立場の

方々に深刻な影響を及ぼしています。県内の大

学生、大学院生、専門学校生についても、アル

バイト収入を失うなどして経済的に困窮し、学

業の継続が困難になっている状況があると認識

しています。 
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 国も、学びの継続のための学生支援緊急給付

金、そして、学生に10万円ないし20万円、現金

を支給しようとしていますが、対象者は限定さ

れます。これだけでは十分ではないと思います。

2割の学生が退学を検討しているとの報道もあ

りました。 

 県においては、経済的に困窮している学生の

支援について、どのようにお考えか、お尋ねし

ます。 

〇副議長(西川克己君） 総務部長。 

〇総務部長(大田 圭君） お答えいたします。 

 新型コロナウイルス感染症の影響によりまし

て、経済的に困窮している学生の方々に対する

国等の支援について、ご紹介をいたしたいと思

います。 

 まず、年収が約380万円未満の家計が急変し

た世帯の学生に対しましては、高等教育の修学

支援新制度による授業料減免ですとか、あるい

は給付型の奨学金の支援対象に追加されたとい

う状況がございます。 

 また、アルバイト収入が大幅に減少した学生

に対しましては、先ほどご紹介いただきました

とおり、学生支援緊急給付金といたしましての

現金の給付ですとか、あるいは第2種の奨学金

の無利子化のための利子補給といったことにも

取り組まれている状況でございます。 

 さらに、国の2次補正でございますけれども、

家計が急変した世帯の学生に対しまして、国立

大学ですとか私立大学等が独自に行う授業料の

減免につきまして、2次補正の中で支援が拡充

されているという状況でございます。 

 県内の学生等におきましては、こうした制度

を活用しながら、それぞれの実情に応じて学生

を支援されている状況と承知をしております。 

 県といたしましても、国等の対象支援となら

ない県立大学ですとか、あるいは私立の専修学

校、こういったところの授業料減免につきまし

て、独自の支援を現在検討しているという状況

にございますし、あるいは直接的な支援といた

しましては、緊急雇用といたしまして、県内の

大学生等を会計年度任用職員として県で雇用す

るといった取組も実施しております。 

 今後も、学生ですとか、あるいは大学等の声

に耳を傾けながら必要な支援を行ってまいりた

いと存じます。 

〇副議長(西川克己君） 堤議員―6番。 

〇６番(堤 典子君） 県立大学や私立の専修学

校などの学生さん、今、届いていないところに

対する支援に向けて、ぜひともしっかり取り組

んでいただきますよう、強く要望したいと思い

ます。 

 ②外国人留学生に対する支援策について。 

 県内の大学や専門学校に海外からの留学生も

多く在学しているわけですが、飲食店のアルバ

イトなどがなくなって本当に困窮している状況

があるかと思います。 

 県として、外国人留学生に対する支援をお聞

きします。 

〇副議長(西川克己君） 文化観光国際部政策監。 

〇文化観光国際部政策監(前川謙介君） 議員ご

指摘のとおり、新型コロナウイルス感染症拡大

によりまして、県内の外国人留学生につきまし

て、母国からの仕送りが遅れたり、宿泊施設や

飲食店といった業種におけるアルバイト収入が

減少するなどの影響が出ているとお聞きしてお

ります。 

 こうした外国人留学生につきましても、国、

県や大学等から日本人学生と同様の支援を受け

られることとなっておりますが、これに加えま

して、県では、長崎留学生支援センターや県内
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大学等の留学生担当部署とも協議をいたしまし

て、留学生支援を目的とする県内観光地を巡る

体験ツアーを実施することといたしております。 

 具体的には、インバウンドへの取組を進める

地域や観光施設を留学生の皆さんに訪問いただ

き、現地での体験内容等に対し、外国人の視点

での助言、あるいは各自のＳＮＳでの情報発信

を行っていただくことで、県から一定の謝礼を

お支払いするという形で支援を行うものでござ

います。 

 今後とも、長崎留学生支援センター、県内大

学や専門学校等の関係機関、市町と連携しなが

ら、留学生が生活しやすい環境づくりに取り組

んでまいりたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 堤議員―6番。 

〇６番(堤 典子君） ユニークな取組だと思い

ますが、この取組を通して支援につながってい

くということで、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 （4）教育現場の取組みについて。 

 ①感染防止の取組みについて。 

 県内では、2か月、感染者は発生していませ

んが、明日、19日から都道府県をまたぐ移動の

自粛が全国で緩和されるなど、社会経済活動の

段階的引上げが進められていけば、新たな感染

者の発生も考えられます。 

 学校は、本来、密が避けられない環境です。

感染症予防のためにマスクや消毒薬などを十分

備えておく必要があると思いますが、どういう

対策を取られるのか、お聞きします。 

〇副議長(西川克己君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 学校での感

染症対策として、備蓄用のマスクを全ての公立

学校に対し、配布いたしました。 

 また、県立学校におきましては、国の学校保

健特別対策事業費補助金を活用して、非接触型

の体温計をはじめ、消毒液や石けん等の保健衛

生用品について、予算措置をしたところであり

ます。 

 なお、同補助金については、各市町も対象と

なることから、それぞれの状況に応じた衛生環

境が整えられるものと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 堤議員─6番。 

〇６番(堤 典子君） 必要なものが不足するこ

とのないよう、よろしくお願いします。 

 それから、学校現場には、感染症対策と同時

に、今後、暑さ対策、熱中症への対策も行うこ

とが求められます。大変悩ましいところですが、

ウイルスに感染するより、まず熱中症で命の危

険にさらされるおそれがあります。 

 子どもたちの命と健康を守り、学校を安全な

場所にするためにどういう対策を講じていかれ

るのか、お尋ねします。 

〇副議長(西川克己君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 熱中症予防

につきましては、小まめに水分補給をすること

や、空調設備を活用して室内の温度を適切に管

理することなど、これまでの対策を徹底するこ

とが重要であると考えております。 

 そのような中、新型コロナウイルス感染拡大

防止対策としてのマスクの着用については、気

候の状況等により熱中症などの健康被害が発生

する可能性が高い場合、児童生徒間の距離を十

分に保ったうえで、マスクを外す対応をするよ

う、通知をいたしました。 

〇副議長(西川克己君） 堤議員―6番。 

〇６番(堤 典子君） 私たち大人も、今、マス

クをつけていて大変息苦しく、外すとほっとす

るような状況です。活動的なことをしなくても

こんな状況ですから、本当に子どもたちは大変
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だと思います。健康管理をよろしくお願いいた

します。 

 県内の公立学校は、徐々に通常の教育活動を

再開しました。秋以降は、これまで延期されて

いた様々な学校行事が行われることが予想され

ます。 

 その際、体育大会、運動会、文化祭など、保

護者や地域住民の方の来校もあります。また、

修学旅行など泊を伴う団体活動も実施されるか

と思います。 

 学校行事の中で「3密」を避けるためにどの

ように対策していかれるのか、お尋ねします。 

〇副議長(西川克己君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 現在、各学

校では、「3密」を避けるなどの感染症対策に万

全を期しているところですが、今後、実施され

る学校行事についても、様々な工夫が検討され

ております。 

 例えば、運動会等の実施に当たっては、児童

生徒同士の接触の少ない種目でプログラムを構

成したり、学年ごとに分散して練習したりする

などの対策が考えられます。 

 そのうえで、保護者や地域住民など、学校外

の方々の来校に関しては、学校の規模にもより

ますが、実態に応じて一部制限を行うことも検

討されております。 

 また、修学旅行につきましても、宿泊施設の

部屋割りを見直したり、分散して食事や見学を

行ったりするなどの対策に努めながら実施する

こととしております。 

 例年どおりの学校行事の実施は難しい状況に

ありますが、児童生徒の成長のためには柔軟に

対応しながら、可能な限り感染リスクの低減を

図り、教育活動を充実させていくことが肝要で

あると考えております。 

〇副議長(西川克己君） 堤議員―6番。 

〇６番(堤 典子君） これまでとは違った行事

の形になるかもしれませんが、様々に工夫をし

て、よろしくお願いします。 

 ②学習の遅れを取り戻すための取組みについ

て。 

 先ほどの質問にもありましたけれども、夏休

みに授業日を設定して夏休みが短縮されると聞

いていますが、もともと夏休みは気温が高くて

学習に適さない時期であり、本来は学校を離れ

て日常ではできない様々な体験をしたり、自由

研究に取り組んだりする時期です。 

 性急に学習の遅れを取り戻そうとするのでは

なく、子どもたちの心身に無理のないよう、学

校生活の中でできるだけ授業を詰め込まず、ゆ

とりを持たせるべきであると考えますが、いか

がでしょうか。 

〇副議長(西川克己君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 議員ご指摘

のとおり、児童生徒にとって夏休みは意義深い

ものであり、夏休みだからこそ、できる体験や、

様々な人々との触れ合い等があろうかと考えま

す。 

 しかしながら、本来であれば学び終えている

はずの内容を指導したり、学習内容を十分に定

着させたりすることは優先すべきことであり、

夏期休業中の一定の授業日設定は、やむを得な

いことと考えております。 

 県教育委員会といたしましては、夏期休業中

に授業を実施する場合は、児童生徒や教職員の

負担が過重とならないよう、引き続き、市町教

育委員会を通して、各学校に指導してまいりた

いと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 堤議員―6番。 

〇６番(堤 典子君） 学校は、ついつい欲張っ
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ていろんなものを詰め込みがちになると思うの

で、くれぐれも無理のないようによろしくお願

いします。 

 それから、夏休み、夏期休業中は、例年、教

員研修などがたくさん計画されて、研修、講習、

会議、作業などが組まれるものですが、ここに

授業も入り、大変過密になります。教職員の負

担も増大すると思われますが、その点について

はいかがでしょうか。 

〇副議長(西川克己君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 県教育委員

会は、例年、夏期休業中に開催している教員研

修については、一部を中止または延期といたし

ました。また、実施する研修については、Ｗｅ

ｂを活用したり、規模を縮小するなどの配慮を

いたしております。 

 なお、各市町教育委員会においても、県教育

委員会と同様の対応を取るとの報告を受けてお

ります。 

 また、夏期休業中の学校閉庁期間については、

例年どおり設定し、教員が心身のリフレッシュ

を図れるよう努めてまいりたいと考えておりま

す。 

〇副議長(西川克己君） 堤議員―6番。 

〇６番(堤 典子君） 大胆に削減できるところ

は、しっかりやって、秋以降、充実した活動が

できるようにお願いします。 

 ③教育環境の整備について。 

 子どもたちの学ぶ権利を保証するためには、

コロナ後を見据えて「3密」を避けるうえから

も少人数学級を実現させることが必要と思いま

す。 

 また、子どもの豊かな学びや教職員の働き方

改革の実現のためにも、新たな教職員定数改善

計画の策定や義務教育費国庫負担制度の堅持が

不可欠であると考えます。 

 今回は、コロナ対策に万全を期していただく

ため、県議会への請願の提出を見送り、各自治

体首長への要請のみにとどめたと聞いています。 

 少人数学級の実現、教職員定数改善計画の策

定、義務教育費国庫負担制度の堅持について、

国に働きかけていただきたいと思いますが、見

解をお聞きします。 

〇副議長(西川克己君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 児童・生徒

の学びの保障や教職員の働き方改革の実現のた

めには、教職員の定数の改善や義務教育費国庫

負担制度等による確実な財源保障は非常に重要

なものであると考えております。 

 これまで政府施策要望をはじめ、様々な機会

で国への要望を行っておりますが、学校が抱え

る複雑かつ多様な教育課題に対応するためには

必要不可欠な要素でありますので、今後も引き

続き、機会を捉えて国に働きかけてまいりたい

と考えております。 

〇副議長(西川克己君） 堤議員―6番。 

〇６番(堤 典子君） よろしくお願いします。 

 2、選挙のバリアフリー、ユニバーサルデザ

インについて。 

 ①投票所のバリアフリーについて。 

 県内において、高齢者や障害を持つ有権者が

利用しにくい投票所があるとお聞きしています。 

 投票所のバリアフリー対策について、県内の

状況と県選管の対応について、お尋ねします。 

〇副議長(西川克己君） 選挙管理委員会委員長。 

〇選挙管理委員会委員長(葺本昭晴君） 昨年、

執行されました参議院議員選挙におきましては、

県内861投票所のうち、入り口に段差のある投

票所が393か所ありましたが、152か所にスロー

プが設置され、そのほかの241か所においては、
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人的介助等により、歩行が不自由な方々への便

宜が図られております。 

 また、バリアフリー対策として、車椅子や車

椅子用の投票記載台等の備品が各投票所の実情

に応じて設置されているところです。 

 投票に関する事務の実施主体は、市町選挙管

理委員会でありますが、県選挙管理委員会とし

ましては、投票所の設置・運営に当たって、障

害者への配慮を十分行うよう、市町選挙管理委

員会に適宜助言しているところです。 

〇副議長(西川克己君） 堤議員―6番。 

〇６番(堤 典子君） スロープなども勾配が急

であったりとか、いろいろまだまだあるようで

すけれども、引き続き整備を進めていただきた

いと思います。 

 ②投票所入場券の形式について。 

 投票所入場券に性別が書かれていることにつ

いて、性的マイノリティーの方から、「なくし

てほしい」との声をいただきました。性別は、

個人を特定する重要な情報の一つですが、入場

券に印字された性別と見た目に違いがあって不

正を疑われ、すんなり投票させてもらえなかっ

たと伺っています。 

 投票所入場券に性別欄を設けることについて

の県内の状況と県選管の対応はどうなっていま

すでしょうか。 

〇副議長(西川克己君） 選挙管理委員会委員長。 

〇選挙管理委員会委員長(葺本昭晴君） 昨年、

執行されました参議院議員選挙におきましては、

県内の19市町において、投票所入場券に性別を

表示する欄を設けておりました。 

 投票所入場券は、その内容を含めて、市町選

挙管理委員会の判断で作成、配布されているも

のであり、県選挙管理委員会としましては、

「投票所入場券の性別欄については、選挙の公

正の確保に留意しながら、その記載事項の必要

性や表現について検討していただきたい」旨、

市町選挙管理委員会に助言しております。 

〇副議長(西川克己君） 堤議員―6番。 

〇６番(堤 典子君） 性別の記載について、違

和感のない人の方が圧倒的に多いですけれども、

やはりそういった性別が書かれていることにつ

いてのマイノリティーの方からの声というのも

しっかり受け止めて、今後取り組んでいただき

たいと思います。 

 ③期日前投票所の商業施設や大学等の利用、

移動投票所の現状について。 

 投票の機会を増やし、投票率を向上させるた

めに、期日前投票所の商業施設や大学等への設

置、離島や山間部での自動車を活用した移動期

日前投票所の設置は非常に有効であると考えま

すが、県内の状況と県選管の対応をお尋ねしま

す。 

〇副議長(西川克己君） 選挙管理委員会委員長。 

〇選挙管理委員会委員長(葺本昭晴君） 昨年執

行されました参議院議員選挙におきましては、

大学等については2市3か所に、商業施設につい

ては5市6か所に、期日前投票所が設置され、ま

た、移動期日前投票所については、3市におい

て7台が導入されたところであります。 

 県選挙管理委員会としましては、「地域の実

情を踏まえ、商業施設や大学構内等の利便性の

高い場所への設置を積極的に検討すること」、

「自動車を投票所とする移動期日前投票所につ

いて設置を検討すること」などを市町選挙管理

委員会に助言しております。 

〇副議長(西川克己君） 堤議員―6番。 

〇６番(堤 典子君） 選挙のバリアフリーやユ

ニバーサルデザインについて、今後、県選管と

してもしっかり取り組んでいただきますよう要
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望して、次に移りたいと思います。 

 3、視覚障がい者、盲ろう者、高齢者などの

交通弱者に関するノーマライゼーションについ

て。 

 今回、これを一般質問で取り上げたのは、盲

ろう者の方から、ＬＥＤ付音響装置や触知式、

触ってわかるタイプですが、その信号機につい

て、お尋ねがあったからです。 

 視覚と聴覚に障害がある方も安全に横断でき

るように作られていますが、導入は難しく、全

国でもごく一部にしか設置されていないと聞い

ています。 

 横断歩道での歩行者の事故は、交差点で自動

車が右左折する時が多く、それ以外は少ないと

聞いています。しかし、音響式信号機が、夜間、

音が切られていて、視覚障害者が車にはねられ

て死亡する事故があったりということが起きて

います。 

 視覚障害者にとって歩行中の音は、点字誘導

ブロックとともに大変重要な情報であると思い

ますし、改めて、障害者、高齢者などの交通弱

者を守る設備に目を向ける必要があると考えま

す。 

 そこで、交通弱者に優しい信号機など、交通

安全施設設置に関しての基本的な考えをお尋ね

します。 

〇副議長(西川克己君） 警察本部長。 

〇警察本部長(迫田裕治君） 警察といたしまし

ては、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律」、いわゆるバリアフリー法

でありますけれども、そこにうたわれておりま

す基本理念に鑑み、交通弱者の視点に立った交

通安全施設の整備を図り、安全で安心な交通環

境の創出に努める方針でございます。 

 そのため、同バリア法に規定されております

特定道路のほか、視覚障害者協会などからの要

望箇所や障害者等の利用頻度が高いと思われる

駅、バス停、病院等の公共施設の近くについて

も、交通弱者に優しい信号機の設置など、交通

安全施設の整備を推進しているところでござい

ます。 

 今後も引き続き、ご意見、ご要望を踏まえ、

積極的に対応してまいる考えでございます。 

〇副議長(西川克己君） 堤議員―6番。 

〇６番(堤 典子君） 障害者や高齢者の横断を

補助する信号機の普及であったり、体験型教室

開催の状況をお尋ねします。 

〇副議長(西川克己君） 警察本部長。 

〇警察本部長(迫田裕治君） 本県における音響

式信号等の整備数は、昨年度末で県下の信号機

2,328か所のうち383か所に整備を図っておりま

す。整備率を見ますと、全国平均が11.7％であ

るところ、本県は16.5％と比較的高い水準にご

ございます。 

 具体的には、音声で青信号を知らせる音響式

信号機、専用押しボタンを操作して青時間を延

長する高齢者等感応信号機、それから、視覚障

害者の杖の反射材を感知して、交差点の名称や

信号機の色を音声で知らせる支援装置等の整備

を図っているところでございます。 

 さらに、横断歩行者の携帯電話のブルー

トゥース機能を活用して信号の情報を伝える新

たな支援装置も開発されているところでござい

まして、そうした装置の導入も視野に入れて、

ご意見やご要望を踏まえながら整備を図ってい

きたいと考えております。 

 また、これらの装備、施設に係る体験教室に

つきましては、これまでに県立盲学校において、

あるいは一般応募による体験教室を随時開催し、

周知を図ってきているところでございます。 
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〇副議長(西川克己君） 堤議員―6番。 

〇６番(堤 典子君） ありがとうございます。

今、ご答弁がありましたスマホのブルートゥー

スを使った安全に横断できるような仕組み、こ

ういったものが普及していけば、障害者の皆さ

んの安全につながり、また、音響式信号機の騒

音などで近隣の住民の皆さんに負担をかけるこ

ともなくなっていくのではないかと思います。

今後、普及に向けて取り組んでいただきたいと

思います。 

 4、性の多様性の尊重について。 

 ①性の多様性の尊重についての啓発や研修の

現状。 

 近年、ＬＧＢＴといった言葉をよく耳にする

ようになりました。ＬＧＢＴは、女性同性愛者

のレズビアン、男性同性愛者のゲイ、両性愛者

のバイセクシャル、心と体の性が一致しないト

ランスジェンダーの頭文字を合わせたものです

が、どの性別を好きになるか、ならないかを表

す性的指向（セクシャルオリエンテーション）、

自分の性別をどう認識しているかを表す性自認

（ジェンダーアイデンティティー）の頭文字を

取ったＳＯＧＩ（ソジ）という言葉もあります。

ＳＯＧＩは、多様な性を考える際のキーワード

として使用されています。 

 自ら性的マイノリティーであるということを

公表する人が以前よりも増えてきていますが、

依然として、そうした人々に対する偏見や差別、

否定的な考えがあることも事実です。 

 私たちの周りに、そうした性的マイノリ

ティーがいないのではなく、公表していないの

で、いないことにされてしまっているというの

が実態ではないでしょか。 

 日本での性的マイノリティーの割合は、幾つ

かの調査で幅がありますが、3％から10％くら

いであると言われます。マイノリティー、少数

者という存在ではない割合ではないかと思いま

す。 

 当事者は、家族にもなかなか理解されず、い

じめや差別の対象にされて、学校でも職場でも

大変生きづらさを抱えていることが報告されて

います。多様な性のあり方を多くの人が理解し、

正確な知識を持ち、偏見や差別的な言動をなく

していくことが重要であると考えます。 

 性の多様性の尊重について、積極的に啓発を

行い、研修をする必要があると考えますが、現

状はどうなっているでしょうか。 

〇副議長(西川克己君） 県民生活環境部長。 

〇県民生活環境部長(宮﨑浩善君） 県におきま

しては、平成28年度に改訂いたしました「県人

権教育・啓発基本計画」におきまして、新たに

「性的少数者の人権」を重要課題の一つとして

位置づけ、人権に関する講演会、研修会やイベ

ント等の機会を活用いたしまして、性の多様性

に係る基礎知識や性的少数者の現状などの教

育・啓発に努めているところでございます。 

 また、平成30年度からは、性の多様性の理解

促進に特化した事業も実施しておりまして、こ

れまでフォーラムの開催や性的少数者に関する

アンケート調査の実施、啓発ハンドブックの作

成などに取り組んできたところであります。 

 今年度は、昨年実施いたしましたアンケート

調査の結果も踏まえ、より多くの県民の皆様に

正しい理解と認識を深めていただくために、テ

レビコマーシャルによる啓発を実施することと

いたしております。 

〇副議長(西川克己君） 堤議員―6番。 

〇６番(堤 典子君） ありがとうございました。

様々に取り組まれているということですが、ま

だまだ県民の皆さんには浸透していないかと思
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います。今後も積極的な取組をお願いします。 

 同性愛などの性的指向や性自認を本人の了解

なく第三者に漏らすことを暴露、アウティング

と言います。2015年、平成27年に、一橋大法科

大学院の学生が同級生に同性愛を暴露された後

に転落死する事件がありました。一橋大のある

東京都国立市は、2018年、平成30年にアウティ

ング禁止を盛り込んだ条例を全国ではじめて施

行しました。 

 また、今年5月には、保険代理店の20代男性

が性的指向を上司から同僚に暴露されて精神疾

患になったと訴え、労災申請したことが報道さ

れています。この男性は、入社の面接で性的指

向を上司らに明かしたうえで、会社の同僚には

自分のタイミングで伝えたいと説明をしていた

そうですが、上司がほかの人に教えたために職

場の人から避けられるようになり、一時は自殺

も考えたといいます。 

 性的少数者への差別や偏見が根強く存在する

中で、アウティングは、当事者の生活を破壊し

かねない行為てす。まずは行政が率先して対応

する必要があると考えます。 

 ②県職員向けのアウティング禁止のための指

針の整備について。 

 県職員向けのアウティングの禁止などを定め

た指針が必要かと思います。窓口での県民の皆

様への適切な対応にもつながっていくものと思

いますが、ご見解をお聞かせください。 

〇副議長(西川克己君） 県民生活環境部長。 

〇県民生活環境部長(宮﨑浩善君） 県におきま

しては、平成30年度の県職員を対象といたしま

した人権問題研修から性的少数者の人権に特化

した研修を行っておりまして、その中でアウ

ティングの危険性を認識させ、本人の了解なし

に第三者に伝えないよう、周知を図っていると

ころでございます。 

 また、本年度、県職員に係るハラスメントの

防止等に関する要綱の改定を行う中で、ハラス

メントになり得る言動例の一つといたしまして、

性的指向や性的自認を本人の了解なしに第三者

に漏らすことを明示しております。 

 今後は、性の多様性に関する基礎知識や性的

少数者に対応する際の留意事項等をまとめた県

職員向けの「ガイドブック」を作成いたしまし

て、アウティングの禁止も含め、性的少数者の

人権について理解と認識がさらに深まるよう取

り組んでまいりたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 堤議員―6番。 

〇６番(堤 典子君） アウティングへの対応を

定めた都道府県や政令市での職員用マニュアル

やガイドラインなどの整備は、重要であるもの

の、全国的に進んでいないと言われています。

当事者の声を反映した指針となるよう、ぜひ取

組をよろしくお願いします。 

 5、渋滞緩和のための道路整備について。 

 ①佐世保縦貫線（国道35号）の渋滞とまちづ

くりについて。 

 都市計画道路佐世保縦貫線（国道35号）の未

整備区間、潮見交差点から福石町交差点の区間

の整備について、現在の状況、今後の見通しに

ついて、お尋ねします。 

〇副議長(西川克己君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） 国道35号の潮見交差

点から福石町交差点の区間は、都市計画道路

「佐世保縦貫線」として、現在の4車線から6車

線に拡幅する計画があり、拡幅予定部分の建築

規制も行っておりましたが、交通需要の変化や

沿道の土地利用状況を踏まえ、計画の見直しを

進めているところです。 

 西九州自動車道が4車線化されることを考慮



令和２年長崎県議会・６月定例会（６月１８日） 

 ― 73 ―

して、将来交通量を推計したところ、国道35号

の当該区間は、4車線のままでも交通処理は可

能との判断に至りましたが、バスの停車や右折

車による渋滞も発生していることから、交差点

やバス停付近の部分的な拡幅は必要と考えてお

ります。 

 昨年12月に、沿線の土地や建物の所有者を対

象とした説明会を開催し、見直し案を提示して

意見交換を行ったところ、基本的な考え方につ

いては、概ねご理解いただけたものと認識して

おります。 

 地域住民の皆様への説明会は、新型コロナウ

イルスの感染拡大防止のため延期しておりまし

たが、今年7月頃に開催したいと考えており、

そこで皆様の賛同が得られれば、佐世保市によ

るまちづくりの方針も踏まえながら、都市計画

変更の手続を進めてまいります。 

〇副議長(西川克己君） 堤議員―6番。 

〇６番(堤 典子君） 右折レーンとかバスベイ

とかが実現すれば渋滞の緩和に大きく寄与する

ものと思います。この区間の沿線は、今、ご答

弁にありましたように、長年の建築制限なども

あって、空き店舗が多く、地域の皆さんから、

沿線のまちの整備を強く要望する声をいただい

ています。しっかり取り組んでいただきますよ

う、お願いします。 

 6、佐世保市子ども発達センターへの支援に

ついて。 

 ①佐世保市子ども発達センターの役割に対す

る認識とセンターへの支援について。 

 発達障害を持つ子どもたちについては、早急

にその特性や抱えている困難に気づき、可能な

限り、早期に適切に対応していくことが重要な

支援のポイントであると考えます。 

 「佐世保市子ども発達センター」は、県の子

ども医療福祉センター、長崎市のハートセン

ターとともに、県内における発達障害を持つ子

どもたちの重要な支援機関であります。 

 この佐世保市子ども発達センターの役割に対

する県の認識とセンターへの支援について、お

尋ねします。 

〇副議長(西川克己君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 佐世保市が設置

する「佐世保市子ども発達センター」は、心身

の発達に不安や障害のある子どもや家族に対し

て療育支援を行う施設であり、令和元年度の診

療実績を見ますと、佐世保市で1,521名、佐世

保市以外からも169名の患者を受け入れており、

佐世保市のみならず、県北地域全体の拠点とし

て重要な役割を担っていただいております。 

 そのため、県は、平成26年度に移転建て替え

時の建設費の一部を負担するとともに、小児科

及び整形外科の医師を月一回派遣して専門外来

を支援しております。 

 また、県、長崎市、佐世保市のセンター間で

定期的に情報共有を行いまして、発達障害児へ

の診療体制の連携も図っております。 

 近年は、発達障害児の診療までに時間を要す

る課題もあることかから、県といたしましては、

各センター及び市町の意見も伺いながら、引き

続き、療育支援の充実に努めていきたいと考え

ております。 

〇副議長(西川克己君） 堤議員―6番。 

〇６番(堤 典子君） 今、ご答弁にありました

ように、本当に県北での発達や障害の相談、支

援、治療、療育の拠点として重要な役割を果た

しています。佐世保市としても、毎年、要望が

出されていますけれども、ご答弁以上の支援は、

今のところは難しいのかもしれませんが、今後

もこの役割を十分に認識していただき、そして、
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ソフト面での支援がもっとできないかというこ

とを取り組んでいただけたらと思っています。 

 7、県北地区での難病相談の充実について。 

 県北地区での難病相談については、昨年度か

ら、毎月、定期的に「出張相談会」や「難病カ

フェ」が開催されていますが、それ以外の日に

ついても患者団体の方がボランティアで相談を

行っておられます。 

 昨年11月定例会の文教厚生委員会で、県北地

区での難病相談の充実に関する要望について、

複数の委員から、「県北地区にサテライトを設

置すべきではないか」との意見があり、県から

は、「一定の支援実績もあることから、難病・

相談支援センターの出張相談の一部として位置

づけること等についてもセンターと協議をして

いきたい」との答弁がありました。 

 その後の状況をお聞きしますと、今までは患

者会の活動にすぎなかったものが、センターの

活動として位置づけられ、今年度、難病相談支

援センターの指定管理の負担金の中から県北の

活動への予算がついて大変ありがたく思ってい

るということでした。 

 今はコロナの関係で活動が大きく制限されて

いる状況ですが、昨年は難病カフェに県の担当

者が来られたりして、県北の状況を見ていただ

いたことに対しても非常に感謝されています。 

 少しずつ相談体制の充実が図られていると思

いますが、依然、患者会の役員の方の善意、ボ

ランティアに頼っている部分が多くあります。

人が替わっても活動を継続できる状況をつくっ

ていくことが重要であると考えます。 

 この点について、改めて県の認識を確認した

いと思います。 

〇副議長(西川克己君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 県北地区での難

病相談につきましては、平成30年度から、「長

崎県難病・相談支援センター」の職員が佐世保

市内に出向き、患者・家族の交流会である「難

病カフェ」や予約制の個別相談会を、それぞれ

月1回、実施してまいりました。 

 昨年12月には、長崎県難病連絡協議会から、

県北地域におきまして、当協議会が実施してい

る独自の相談対応への支援の要望をいただいた

ところでございます。 

 県職員が現地視察を行い、当協議会と協議し

た結果、独自に就労相談等を行っている活動も

難病患者に係る相談事業に位置づけられること

から、本年度から、その費用についても運営費

として支援することとしたところでございます。 

 今後も、難病患者や関係団体のご意見を伺い

ながら、患者の皆様が相談しやすい環境づくり

に努めてまいりたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 堤議員―6番。 

〇６番(堤 典子君） ありがとうございました。

引き続き、よろしくお願いいたします。 

 私の一般質問は、以上ですけれども、今回、

新型コロナウイルス感染症が各方面に及ぼして

いる未曾有の事態に対して、仕事を、暮らしを、

命を、健康を、あらゆるものを守るために懸命

に奮闘しておられる県民の皆様のニーズに応え、

少しでも早く安心・安全な生活、明るい未来、

経済の回復をお届けすることができるよう取り

組むことが緊急不可欠の課題であると思います。 

 理事者の皆様のご尽力を重ねてお願いすると

ともに、私も議会の一員としてお役に立てるよ

う頑張ることを表明して、終了といたします。 

 ご清聴ありがとうございました。（拍手） 

〇副議長(西川克己君） 本日の会議は、これに

て終了いたします。 

 明日は、定刻より本会議を開き、一般質問を
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続行いたします。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

― 午後 ３時４１分 散会 ― 
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― 午前１０時 ０分 開議 ― 

〇議長(瀬川光之君） ただいまから、本日の会

議を開きます。 

 これより、昨日に引き続き、一般質問を行い

ます。 

 松本議員―23番。 

〇２３番(松本洋介君）（拍手）〔登壇〕 おはよ

うございます。 

 自由民主党、大村市選出、松本洋介でござい

ます。 

 新型コロナウイルスの感染拡大が社会に大き

な影響を与え、本県におきましても、これまで

17名の方の感染が確認され、感染防止対策のた

め様々な対策が取られ、国の「緊急事態宣言」

の発令により、私たちの生活も一変し、多くの

県民の皆様が不安を抱え、生活しております。 

 そういった中に、前線で懸命に対策に取り組

んでおられます関係者の皆様に、心より感謝申

し上げます。 

 3月からこれまでに、多くの皆様から、コロ

ナ対策について様々なご相談をいただきました。

私たち議員は、県民の代弁者であり、このよう

な状況だからこそ、特に、県民の皆様に寄り添

い、皆様の不安に対応する責務があります。 

 今回の質問は、コロナ対策について、県民の

皆様から寄せられた声をもとに質問をさせてい

ただきますので、理事者の皆様におかれまして

は、そのことを念頭に、ご答弁いただきますよ

うお願い申し上げます。 

 そして、コロナ禍にもかかわらず、制限され

た中で傍聴に来ていただいた方々、そして登壇

の機会をいただきました会派の皆様に心より感

謝を申し上げ、一問一答方式で質問させていた

だきます。 

 1､コロナ禍における経済雇用対策について。 

 （1）県内経済活動の回復拡大対策について。 

 国の「緊急事態宣言」により、不要不急の外

出を控えるということで、大きな影響を受けた

のは観光産業であります。 

 長崎県の観光動向調査によると、1月から3月

の県内宿泊は27％減、4月は82％減ということ

で、その経済損失額は280億円にもなるという

深刻な状況の中で、国の交付金を活用し、県民
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を対象に、6月1日から7月31日まで、5,000円の

宿泊補助を4万人泊、本日6月19日から7月31日

までを、県外の方を対象に10万人泊の補助事業

を実施しておりますが、好評により、既に県内

宿泊の利用予約が8万2,000泊と、予定の2倍と

いう状況になり、新規予約の受付を終了したと

いうことですが、県民のニーズがあるのですか

ら、ここで流れを止めるのではなく、県内活動

の活性化のために積極的に取り組む必要がある

と考えますが、その対応について、お尋ねし、

以下の質問は、対面演壇席よりいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 松本議員のご質

問にお答えいたします。 

 県内観光業の回復に向けた取組についてのお

尋ねでありますが、「ふるさと再発見の旅」は、

想定を大きく上回る県民の皆様方にご利用をい

ただき、6月16日をもってキャンペーンを終了

したところであります。 

 宿泊施設の応援にご協力をいただきました県

民の皆様方に深く感謝を申し上げますとともに、

今後は、ぜひ本県の魅力を全国からお越しにな

られた皆様方にご紹介いただきますよう、お願

いを申し上げたいと存じます。 

 また、観光産業は、本県にとって重要な基幹

産業であり、今回の「県民向けキャンペーン」

を契機として、本日からの「全国誘客キャン

ペーン」、8月1日からの「国境離島地域への送

客キャンペーン」、さらには国の「ＧｏＴｏキャ

ンペーン」へと切れ目なくつなげていくことで、

観光産業のＶ字回復を図ってまいりたいと考え

ているところであります。 

 以後のお尋ねにつきましては、自席の方から

お答えをさせていただきます。 

〇議長(瀬川光之君） 松本議員―23番。 

〇２３番(松本洋介君） 4万人泊の計画は、既

に8万2,000泊の予約が入ったということは、知

事のご答弁のように、やはりそれだけ県民の皆

様のニーズがあったことであります。これは国

の交付金を活用しておりますので、県や市町の

負担もなく、宿泊だけではなく、それに伴う経

済効果は大きいと思います。 

 今後、また再度、国の2次補正予算が組まれ

ておりますので、それに対しての予算計上を

しっかりしていただきたいというふうに思って

おります。 

 県内宿泊であれば、現在は幸いなことに、感

染者が県内におりませんので、受け付けやすい

のですが、一つ気になることは、やはり来県の

可能性が高い今後の県外の宿泊、本日からはじ

まりますが、そのことに対して、少し不安が残

ります。 

九州各県におきましても、今、累計で、福岡

県が830名感染、大分県が60名、熊本県48名と

いうことで、九州各県だけではなく、感染の多

い地域からの観光客が今後、10万人泊来県され

るということが想定をされます。 

 来県をされることによりまして、県外から来

県される宿泊者への感染予防対策について、ど

のようにお考えか、お尋ねをいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君） 全国からお

客様をお迎えするに当たっては、安心して本県

を旅行先に選んでいただけるよう、事業者と連

携して感染症対策に全力で取り組む必要がある

と考えております。 

 このため、全国キャンペーンに参加する宿泊

施設に対しては、「新型コロナウイルス対応ガ

イドライン」を遵守することを要件にしている

ほか、新たに、長崎県旅館ホテル生活衛生同業
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組合と連携しまして、宿泊施設の対応状況を現

地確認することとしております。 

 併せて、福祉保健部をはじめ、関係部署と連

携しながら、感染の疑いが生じた場合の対応フ

ローや、あるいは感染防止対策のために、接触

者を確認できる体制などにつきましても、事業

者としっかり認識を共有するなど、感染症対策

には万全を期してまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 松本議員―23番。 

〇２３番(松本洋介君） 観光産業の経済損失

280億円というのは、とてつもなく大きな数字

でございまして、県内経済に与える影響は大き

いものがあります。 

 そういった中で、今回は、宿泊の補助が期間

を限定することで、短期的に観光の売上を増や

すことができる事業でございます。また、宿泊

によって飲食業や小売業など、波及する経済効

果も期待できます。しかしながら、県外の宿泊

者に対しては、先ほど答弁がありましたとおり、

予防対策を万全にしていただきまして臨む必要

があります。 

 また、県外からの宿泊については、8月から、

国の「ＧｏＴｏキャンペーン」がありますので、

計画を上回る、県民のニーズである県民宿泊に

も積極的に対応していただくことを要望して、

次の質問に移ります。 

 不要不急の外出自粛によって、外食産業も大

きな影響を受けております。その材料を供給す

る県内農作物、水産物も、需要が減ることによ

り価格も下落するという厳しい状況になってお

ります。そういった中で、長崎県産牛肉と長崎

県産養殖魚を学校給食の食材として活用する事

業を国の補助金を活用し、実施すると伺いまし

た。 

 そこで、長崎県産の牛肉と養殖魚を、いつか

らいつまで、どのような規模で、どれだけの量

を学校給食に活用するのか、お尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 農林部長。 

〇農林部長(綾香直芳君） 学校給食における長

崎和牛等県産牛肉の提供につきましては、6月

10日の島原市を皮切りに、来年3月までの期間

で、県内で学校給食を実施している全ての小中

学校、義務教育学校、特別支援学校等、518校

の児童・生徒等約11万6,000人に対し、各3回、

合計約20トンの県産牛肉を活用した、サイコロ

ステーキやカレー、すきやきなど、様々なメ

ニューで提供される予定となっております。 

〇議長(瀬川光之君） 水産部長。 

〇水産部長(斎藤 晃君） 私の方からは、養殖

魚について、お答えさせていただきます。 

 学校給食に食材として提供する養殖魚は、ブ

リとマダイということで、6月中の給食メ

ニューとしての採用を目指し、5月から、県漁

連において、納品できる状態で食材を確保して、

準備を進めているところでございます。 

 農林部や教育庁とともに、各小中学校等への

働きかけを進めた結果、本日でございますが、

6月19日の長与町を皮切りに、今年度、3学期末

までに、約42万食、約21トンの切り身を提供し

ていく予定となっております。 

 引き続き、各学校や県学校給食会、関係市町

と調整を図りながら、本事業を活用した県水産

物の提供のさらなる拡大に努めてまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 松本議員―23番。 

〇２３番(松本洋介君） 今、今月から学校給食

に、牛肉で20トン、切り身で21トンという活用

をしていただくことの答弁をいただきました。 

 牛肉や養殖魚においては、当初、需要を見込

んで、時間をかけて生産者が準備をしていたに

もかかわらず、今回のコロナ禍において、出荷
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ができない状況に陥ったという話も伺っており

ます。今回のこの国の補助金も活用した事業に

より、生産者だけではなく、県内の児童生徒に

も県内のおいしい食材を食べる機会をつくれた

ことは、実によいことだと思います。 

 しかし、今回のこの事業は単発的なものであ

ります。農業、漁業の取り巻く環境は大変厳し

いものがあり、やはり安定した供給先の確保が

経営安定の重要な要素であります。 

 そこで、学校給食に県産品を既に取り組んで

いるとも伺っておりますが、これを契機に、ぜ

ひ今後も積極的に給食に県産品の活用を取り組

んでいただくことを要望し、次の質問に移りま

す。 

 県内の建設業におきましては、一時期は、中

国からの輸入による資材が入荷しないなどの混

乱が見られましたが、現在は落ち着いていると

の状況を伺っております。 

 しかしながら、これだけ県内経済が低迷する

中で、公共事業による経済効果は大きいものが

あります。特に、消費者の需要に影響されない

公共事業は、県内経済を活性化させるには効果

的だと考えます。 

 しかしながら、ピーク時と比べますと、公共

事業の予算は大幅に減少しており、特に、年間

で4月と5月は、毎年、入札件数も入札金額も最

も低い時期に当たります。 

 そこで、令和2年度の公共事業の考え方につ

いて、お尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） 社会の安定の維持の

観点から、国では、コロナ禍においても公共工

事に事業継続を求めており、県でも、同様の方

針を建設業界に周知しております。 

 この方針に基づき、県では、例年どおり入札

手続を進めたことから、3月までの発注と合わ

せ、今年4月、5月の手持ち工事量は、昨年を上

回る規模を確保しているところです。 

 県では、予算の早期執行を図るため、上半期

発注率8割を目標に掲げ、経済の下支えに貢献

できるよう、引き続き、しっかり取り組んでま

いります。 

〇議長(瀬川光之君） 松本議員―23番。 

〇２３番(松本洋介君） 予算は昨年を上回ると

いうことで、大変心強い答弁をいただきました

が、やはり今、仕事があることによっての企業

によっての経済効果というのは大変大きいもの

がございます。しっかりと、どんどん前倒しで

発注をしていただきまして、県内経済の発展の

ために、ぜひとも取り組んでいただきたいと思

います。 

 次に、民間工事を誘発することについてでご

ざいますが、その手段として、リフォームがご

ざいます。特に、外出できずに自宅にいる時間

が増える中で、給付金をリフォームに充てる方

が増えていると伺いました。 

 県におきましては、平成25年から平成27年に

かけて、住宅性能向上リフォーム支援事業を実

施し、20万円から30万円を上限にリフォームの

助成をしてきました。しかし、平成28年からは、

各市町で実施がはじまりましたので、県の支援

事業はなくなりました。現在、県内では、19の

市町で支援事業が実施されておりますが、その

内容は、財源の関係で市町で格差がございます。 

 そこで、経済対策の一環として、県でも、リ

フォーム等に対しての補助も検討すべきだと思

いますが、いかがお考えでしょうか。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） 議員ご指摘のとおり、

県では、平成25年度から平成27年度にかけて、
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住宅性能向上リフォーム支援事業を行い、約

2,900世帯の県民の皆様に、住まいの性能向上

に取り組んでいただいたところです。 

 また、本事業がきっかけとなり、平成24年度

に9市町が取り組んでいた独自のリフォーム事

業は、昨年度、18市町まで拡大し、県民に身近

な市町による支援が行われているという効果を

上げております。 

 ただし、最終年度の事業利用率が6割程度に

減少したため、県では、平成28年度より、政策

課題の解決に資するリフォームの支援へ施策を

転換し、子どもを産み育てやすい住環境形成の

ための3世代同居・近居促進事業等を実施して

おります。 

 一方で、リフォーム事業は、地場の中小建設

業者が中心となるものであり、県内経済の下支

えにもつながることから、今後とも、政策課題

の解決に資するリフォーム支援について、市町

と連携しながら行ってまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 松本議員―23番。 

〇２３番(松本洋介君） 確かに平成27年で終わ

りまして、その時の利用率が減ったということ

は数字では出ておりますが、逆に、県内の19市

町でリフォーム支援事業を実施しているという

ことは、それだけ各市町にニーズがあるという

ことでございます。 

 大型の公共事業になると、地元の建設業の中

小企業まで仕事が回っていないことがあります

が、20万円から30万円の少額のリフォームであ

れば、幅広い業者の方がそれを受け持つことが

できます。また、今回、給付金等なので、いた

だいたお金をどのように使おうかというところ

のきっかけに現在なっているというふうに伺っ

ておりますので、ぜひ今後、国の支援制度等を

活用できないかも含めて、県としても、市町の

支援に対してのリフォーム補助について、検討

いただきたいと思います。 

 今回の項目は、コロナ禍における経済対策の

部分が冒頭でございます。今回、コロナ対策に

おいて、給付金などの生活保障のための様々な

支援がなされましたが、これはあくまで一時的

なもので、当面はしのぐことができますが、仕

事がなければ、経済が回らなければ、幾ら給付

金を配っても、抜本的な解決にはなりません。

だからこそ、経済を活性化させる仕組みづくり

のために公金を投入すべきだと思います。今は、

国の交付金を補助金や、十分に活用できますが、

それをどう活かすかは、これからにかかってお

ります。ぜひ積極的に取り組んでいただくこと

を要望して、次の質問に移ります。 

 （2）雇用機会の創出について。 

 雇用機会の創出については、厚生労働省が6

月12日の時点で、新型コロナウイルスの影響に

よる解雇もしくは解雇見込みの方が、全国で2

万4,660人、県内で、何と、466人と発表をしま

した。このようなことが今後も増加する可能性

を危惧するわけでありますが、しかしながら、

早急に雇用を増やすことは難しいことでありま

す。 

 そこで、県が4月補正予算において、緊急雇

用創出事業により、250名の雇用創出を計画し

ているということで、大いに期待するところで

ありますが、現在の応募と採用の状況について、

お尋ねします。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 緊急雇用創出事

業は、新型コロナウイルスの影響により離職を

余儀なくされた失業者に対し、緊急的な雇用機

会の創出を図るもので、現在、各所管課におい

て、求人の募集を行っております。 
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 6月10日現在、169人の募集に対しまして、応

募者数は192人、雇用者数は158人となっており

ます。 

 今後、求職者の増加が見込まれることから、

現在、事業の拡充を検討しているところでござ

います。 

〇議長(瀬川光之君） 松本議員―23番。 

〇２３番(松本洋介君） 急に職を失った方に

とって、この緊急雇用は大変ありがたいことで

はありますが、今年度までの期間限定であり、

また雇用計画、先ほど、答弁によると、250名

に対して、現状として92名足りない状況があり

ます。期間限定とはいえ、一日でも早く雇用に

結びつけていただくこと、そして先ほど答弁に

ありましたように、状況に応じて、追加して雇

用していただくことも検討していただくことを

要望して、次の質問に移ります。 

 大学生の就職活動についてでございます。 

 昨年度は、合同企業面談会等を3回開催し、

222企業、445人の学生が参加できましたが、今

年度は、コロナの影響で、合同企業面談会の中

止を余儀なくされた状況であります。 

 そこで、県では、オンラインによる会社説明

会を実施すると伺いましたが、その対応状況に

ついて、お尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部政策監。 

〇産業労働部政策監(貞方 学君） 県では、4

月に、県内企業36社と県内、県外の学生433人

に参加いただき、本庁のＷｅｂシステムを活用

したオンライン企業説明会を開催したところで

すが、追加実施の要望を受け、6月15日から、

同様の説明会を再開いたしております。 

 また、7月からは、新たに、離島を含む各振

興局にもＷｅｂシステムを導入し、従来の企業

説明会に加え、学生と企業が双方向で対話でき

る企業面談会を実施するなど、引き続き、オン

ラインを活用した就職・採用活動の支援に努め

てまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 松本議員―23番。 

〇２３番(松本洋介君） コロナの影響で合同企

業面談会ができないのは大きな痛手であります

が、先ほど答弁にありましたとおり、オンライ

ンによる説明会、そしてさらに、双方向による

面談会をこれから実施されるということであり

ます。 

 もし、オンラインであれば、県外の本県出身

の学生が交通費の負担なく面接することが可能

になります。実際に私も、神奈川の大学からＵ

ターン就職を試みましたが、当時は、長崎県に

なかなか戻れず、就職活動で苦労いたしました。 

 県内の大学生にとっては、逆に、感染が拡大

している関東や福岡に就職するリスクを考える

と、感染者がいない県内の方が安全という判断

が県内の大学生にはまた増えると思います。こ

れをチャンスと捉えて、県内就職に向けて積極

的に取り組んでいただくことを要望して、次の

質問に移ります。 

 2､新しい生活様式への対応について。 

 （1）新しい生活様式対応支援事業について。 

 「ウィズコロナ」という言葉がありますが、

コロナと向きあい生活していくために、国が示

した生活様式に対応していく必要がございます。

5月補正予算で県が予算化した新しい生活様式

支援事業では、消費者と接する事業者に対して、

その対策として、事業費10万円を上限に給付す

るとのことでありますが、消費者と接する事業

というのは多岐にわたり、その対象事業者は、

かなりの件数になると思います。 

 県内の対象事業者数と、いつからいつまで、

どのようにして、この制度を周知するのか、お
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尋ねをいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 本事業の補助対

象は、店舗等で消費者と接する機会の多い事業

者約3万7,000者を見込んでおります。 

 募集期間は、6月15日から8月14日までの2か

月間とし、市町や商工団体への情報提供のほか、

県のホームページや新聞広告、テレビＣＭなど

を活用して、幅広く周知することといたしてお

ります。 

 今後、さらにガイドラインの実践と本事業の

活用を業界団体に強く働きかけてまいりたいと

考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 松本議員―23番。 

〇２３番(松本洋介君） 答弁にありましたとお

り、消費者と接する対象事業者が県内に3万

7,000者ということで、6月15日から8月14日ま

でに申請するということでございます。大変膨

大な数の対象事業者でもありますし、また2か

月間という期間でございますが、問い合わせが

あるのが、飛沫防止パーテーションや消毒液、

フェースシールドなどが対象になるということ

ですが、もう既に、ほとんどの店舗で対応に取

り組んでいる状況の中で、もう既に物品を購入

済みである事業者に対しては、どのような対応

を取るのか、そして3万7,000者の対象者から応

募がどっとあった場合に、対応する事務体制が

できているのか、スムーズに給付できる体制が

できているか、お尋ねをいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 本補助事業の対

象期間は、本年4月1日から8月14日までとして

おり、この間の経費を補助対象といたしており

ます。 

 また、多くの申請が見込まれることから、事

業者からの相談に対応するコールセンターや申

請受付及び書類の事前チェック等を外部に委託

し、事務の効率化を図っております。併せて、

事業者の負担を減らすため、申請書を可能な限

り簡素化しており、今後とも、迅速な事務処理

に努めてまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 松本議員―23番。 

〇２３番(松本洋介君） 今、答弁にありました

4月1日からの経費ということで、遡ることがで

きる、領収書があれば、それを利用して申請す

ることができるということでございました。 

 また、3万7,000件の対応については、事務作

業を外注するということでございまして、県の

職員だけでは対応しきれない分は、そちらにお

願いをして、ただ審査をする部分は、しっかり

県が見ていただいて、チェックをしていただく

ことを要望します。 

 消費者と接する事業者にとってはコロナ対策

が必要となり、その対策がまた新たな負担とな

り、売上が厳しい時には、重い負担となります。

だからこそ、大変ありがたい補助だと思います

が、これまでの給付金対応の経験から、応募を

する方からは、事務的手続が簡素であることや

給付が早いことを求められております。対象業

者が3万7,000者ととてつもなく多い件数であり

ます。手続が滞ることがないよう、そして全て

の方に周知が行き届くように取り組んでいただ

くことを要望して、次の質問に移ります。 

 （2）新しい生活様式に対応した新規需要の

獲得について。 

 製造業においても厳しい状況にあると思いま

すが、一方で、コロナ禍の影響で、新たな需要

も出てきているというふうに伺いました。 

 そういった中で、5月の専決補正予算におい

て、感染症対応型サプライチェーン強靭化支援
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事業が提案されました。製造業にとっては、受

注する条件にコロナ対策が必要になる場合や、

またコロナ対策としてのニーズに対応するため

の新たな産業が想定をされますが、実際に県内

企業にどのようなニーズがあるのか、その状況

について、お尋ねします。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 新型コロナウイ

ルス感染症の拡大を受け、県内製造業者に対す

る支援策の検討をはじめるに当たり、まず企業

のニーズを幅広く、そして具体的に把握するこ

とが必要であることから、県工業界をはじめと

した各関係団体を通じまして、県内製造業者の

およそ3分の1に当たる約550社に対し、本年3月

から、毎月、アンケート調査を実施したところ

であります。 

 その中で、工場内のドアを自動化することに

より衛生環境の向上を図るもの、長期保存が可

能なレトルト加工により、巣ごもり需要の獲得

を目指すものなど、具体的な回答がございまし

た。 

 このような事業者のニーズを踏まえ、本事業

が多くの企業に活用いただき、その効果を十分

発揮する予算となるよう制度設計を行ったとこ

ろでございます。 

〇議長(瀬川光之君） 松本議員―23番。 

〇２３番(松本洋介君） 「新しい生活様式」で

の対応は、製造業にとっては、取引の条件にな

ることや、新たな産業の需要としても考えられ

ます。 

 そういった中で、先ほど答弁にありましたと

おり、550社によるアンケート調査において、

直接事業者の声を聞いて、そのニーズに対応す

る制度は、成果を期待するところであります。 

 しかしながら、競争でございますので、他県

においても、同じような取組をすることが考え

られます。ただの設備投資に終わるのではなく

て、もう一歩踏み込んで、売上につながる営業

活動に対しても支援が必要になると思いますが、

どのようにお考えでしょうか。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 営業活動への支

援について、例えば、県内企業からは、「納入

した産業用機械のメンテナンスのために、定期

的な訪問が必要」といった声をいただいており

ます。 

 県では、こうした意見などを踏まえ、売上拡

大に結びつけるためには、設備投資にとどまら

ず、営業活動まで含めた支援が必要との考えか

ら、今回、中小・小規模事業者に対し、一貫し

た支援制度を設けたところでございます。 

 活用を検討される企業からは、「営業まで幅

広い支援となっており、また少額も対象とする

など、使い勝手がいい」との評価をいただいて

いるところであり、今後とも、企業目線に立っ

た事業構築に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 松本議員―23番。 

〇２３番(松本洋介君） 製造業は、当然ながら、

需要がある製品を製造し、売上が立たなければ

雇用もできません。その中での営業というのは

大変重要でございますが、このコロナの影響で、

なかなか営業ができない状況にもございます。

そういった時に、営業の支援があるというのは

大変心強い後押しにもなりますし、コロナの影

響でピンチではありますが、それを逆にチャン

スに変える取組こそが、大きな経済効果を生み

出すと思います。 

 しかし、それには事業者のニーズの把握と使

い勝手がいい制度、そして手続の簡素化と行政
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のスピーディーな対応が必要になります。今月

から募集開始ということですが、より多くの製

造業者に活用していただけるよう、周知もしっ

かり取り組んでいただくことを要望して、次の

質問に移ります。 

 3、コロナと向きあう県民生活について。 

 （1）県民のニーズに合った情報発信につい

て。 

 これまで、毎日のようにコロナウイルスに関

連したニュースが伝わってきています。コロナ

対策としましては、国、県、市、それぞれで対

策を取っておりますが、身近な市町と比べ、県

は広域になりますので、本日の質疑で取り上げ

た支援制度などの県民の皆様が必要とする情報

が、長崎県民132万人のどこまで伝わっている

のか、疑問を感じるところでございます。 

 こちらは、「つたえる県ながさき」というこ

とで、4月の県民への広報誌でございます。（冊

子掲示）3月23日から4月1日の間に県民に配布

をされておりますが、4月のこの広報誌には、

コロナ関連の記事は一つもありません。県内で

一例目が発生したのが3月14日でございますが、

もちろん原稿の締切りの関係はあると思います

が、コロナの対策に関わる支援制度の周知につ

いて、どのように取り組んでいるのか、お尋ね

します。 

〇議長(瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長(大田 圭君） 各種支援制度を含み

ます新型コロナウイルス感染症対策の広報につ

きましては、総務部の広報課におきまして、テ

レビやラジオ、新聞のお知らせ欄ですとか、あ

るいはホームページ等、通常活用している各種

媒体はもとより、必要に応じまして、臨時に新

聞広告ですとか、あるいはテレビ、ラジオのス

ポットＣＭ、こちらを活用いたしまして、関係

する所属と連携しながら、適宜、県民の皆様に

広く周知を行っております。 

 また、支援制度の詳細ですとか、あるいはそ

の具体的な手続方法といった内容につきまして

は、制度を所管する各所属におきまして、これ

も新聞広告ですとか、ホームページ等により、

周知を図っているところでございます。 

 さらに、県民の皆様への外出自粛ですとか、

あるいは休業要請、こういったお願いにつきま

しては、知事が直接、記者会見を通じまして、

県民の皆様にお伝えするということを通しまし

て、テレビや新聞等に報道いただいているとい

う状況でございます。 

〇議長(瀬川光之君） 松本議員―23番。 

〇２３番(松本洋介君） 答弁にありました支援

制度を所管する所属が、それぞれ新聞広報や

ホームページを活用しているのはよく見ますが、

まず、所属ごとにばらばらに広報するより、各

種支援策を必要な人が見やすいように、まとめ

て広報する方が効果的だと思います。つまり、

情報を受ける人の立場になって、わかりやすく

まとめることが必要ではないでしょうか。せっ

かくいい制度があっても、活用されなければ意

味がありません。 

 そして、新聞広報については、大変有効であ

ると思いますが、新聞を取っていない方には伝

わりません。ホームページについても、アクセ

スをしないと、情報は伝わりません。 

 このような方々に対して有効な発信手段が、

インターネットを使ったＳＮＳによる発信でご

ざいます。本県においても、ツイッターのアカ

ウントを取得して発信に取り組んでいますが、

最近、特に、登録するフォロワーが急増してい

るのが、感染情報を発信する医療政策課のフォ

ロワーですが、何と、フォロワーが1万2,000人
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もいらっしゃいます。長崎県の公式のフォロ

ワーが2,431人ですから、約6倍の方が、この登

録をしているということです。これはなぜかと

いいますと、県民の皆様が、端的に、知りたい

から、情報をほしいから登録をしているという

ことが要因にあります。 

 ツイッターは、リアルタイムに、一方的に情

報を発信しますから、必要な情報が必要な方に、

タイムリーに伝わります。しかも、コストがか

からず、短時間で情報を伝えるＳＮＳ、これを

もっと活用すべきと考えますが、いかがでしょ

うか。 

〇議長(瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長(大田 圭君） 県におけるツイッ

ターの活用につきましては、現在、59公式アカ

ウントがございますけれども、こちらを通しま

して情報発信を行っているという状況でござい

ます。 

 ご紹介もいただきましたフォロワーの数につ

きましては、例えば、医療政策課のほかにも、

観光振興課ですとか、危機管理課、こういった

ところは多くなっておりますし、逆に、正直申

し上げて、非常に少ないもの、アカウントもあ

るという状況でございます。 

 ツイッターをはじめとしますＳＮＳ、こちら

を活用した情報発信につきましては、ご紹介い

ただきましたとおり、低コストで、タイムリー

な情報発信ということが可能でございますので、

各種支援制度の周知に当たりましても、テレビ

ですとか新聞等の他の媒体を補完する有効な手

法だということを考えております。 

 コロナ対策の支援制度は多岐にわたりますの

で、制度を所管する所属と連携しながら、県民

の皆様にフォローいただくための情報発信や継

続的な内容の更新など、効果的な方法を検討い

たしまして、速やかに取り組んでまいりたいと

いうふうに思っております。 

〇議長(瀬川光之君） 松本議員―23番。 

〇２３番(松本洋介君） 今回は、特に、国の補

正予算、もちろん県の補正予算も随時、毎月の

ように行われておりまして、新しい支援制度が

どんどんできております。しかし、制度をつく

るのはいいのですが、その制度に対しての周知

というのが、どうしても後手後手になってしま

います。 

 そういった中で、ホームページがあるから自

分で見なさいとか、また自分で調べてから申請

してくださいとか、そういうことも考えられま

すが、やはり県民の方々に対して、知りたい

方々に対して、必要な支援制度をこちら側から

発信する対策としては、ツイッターのアカウン

トを登録していただく、それはそれぞれの産業

にアカウントを持っていらっしゃいますから、

そのアカウントを登録することによって、関連

する県民の方々が、自分のほしいと、必要とし

ている部分の支援情報、また制度をインター

ネットで送られてくるものを把握することがで

きます。 

 ぜひとも、特に、県の場合は広域になります。

市町と比べて、情報の発信が限られます。そう

いった中での活用を取り組んでいただくことを

要望します。 

 次に、発信の方法だけではなく、県民の声を

聞く広聴も重要でございます。 

 県では、多くの県民の皆様の不安に対して、

対応する相談窓口を4月21日から開設しており、

これまで、4,452件の相談があったと伺ってお

ります。 

 その内訳を調べさせていただきましたが、驚

きましたのが、その中で、特に、休業要請の問
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い合わせが最多で3,155件となり、全体の7割を

占めています。 

 これはなぜか調べてみますと、4月24日に知

事が記者会見をいたしました。翌日からの休業

要請と協力金の説明をされたのですが、記者会

見をした翌日からの休業ということで、自分が

休業対象になるのかという問い合わせが殺到し

たということです。その翌日は土曜日で、休庁

日でございます。実際に私にも4月25日に、県

庁に電話がつながらないという相談が数件寄せ

られ、私の方で、直通の電話で担当者に問い合

わせをさせていただきました。 

 その時の対応と、相談窓口で受けた内容を、

どのように対応しているのか、お尋ねをいたし

ます。 

〇議長(瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長(大田 圭君） 新型コロナウイルス

の総合相談窓口につきましては、国の緊急事態

宣言の対象地域の全国への拡大を踏まえまして、

県民の皆様の様々なご相談に対応するために設

置をいたしまして、こちらは土日等も含めまし

て電話相談を行っているという状況でございま

す。 

 今、ご指摘をいただきましたとおり、4月24

日に県から休業要請を行った直後、こちらは多

くの問い合わせをいただきましたので、一時的

に電話がつながりにくいという状況はあったと

いうふうに承知をしております。その際にも、

休業要請の専用の相談窓口、こちらを別途設け

ますとともに、一時的に総合相談窓口の人員の

増員ということもして対応してきたという状況

でございます。 

 相談窓口には、休業要請に関するご相談のほ

かにも多くのご相談、ご意見が寄せられており

まして、これらについては、可能な限り、その

場でお答えをするということにしておりますけ

れども、専門的なご相談ですとかということに

つきましては、担当課に直接つなぎまして、そ

ちらから回答をさせていただくという形で、適

切な対応に努めております。 

 また、寄せられたご意見、ご相談につきまし

ては、庁内関係課での情報共有を図っておりま

して、コロナに関する各種施策の実施に活かし

ているという状況でございます。 

〇議長(瀬川光之君） 松本議員―23番。 

〇２３番(松本洋介君） 私が電話を受けた時に

直通で電話をさせていただいた時に、実は、人

事課の方が担当されていました。どうしたので

すかと聞いたら、今、ご答弁にありましたとお

り、人員を増員する対応をしています、そして

回線を増やす対応をしていますというご返答を

いただきました。 

 しかし、記者会見をする前から、その日に問

い合わせが殺到することは想定できたはずであ

りまして、増えたから臨時で増やすというので

はなくて、あらかじめ、事前に受入体制という

ものを、人員を増やす、回線を増やすというこ

とを、また会見の時に、ご相談の時はこちらま

でという告知をしておけば、このように混乱す

ることはなかったのではないかというふうに考

えます。 

 また、大事なことは、もう一つ、相談を受け

た内容というものが、もちろん受けた方が専門

家ではないので、伝わらないところはあると思

いますので、先ほどご答弁にありましたとおり、

しっかり担当部署の方につないでいただく、そ

して、それが言いっ放しに終わらないように、

ぜひともニーズとして政策決定に反映していた

だきたいというふうに思います。 

 国の非常事態宣言が発令される、本当に走り
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ながら考えるような状態の中で、県の対応は大

変だと思います。そして、県民の皆様も、同じ

ように不安は大きいと思います。だからこそ、

支援制度はどのようなものであるか、情報を必

要としますし、不安だからこそ、相談したいこ

ともあります。制度の周知だけではなく、その

制度についての疑問や改善の要望もあると思い

ます。実際、私も多くの相談を受けましたので、

だからこそ、広報広聴は重要だと思います。こ

のような非常時だからこそ、広報広聴の予算は

積極的に使って、県民の皆様のニーズに合った

情報発信に取り組んでいただくことを要望して、

次の質問に移ります。 

 （2）コロナ禍における防災対策について。 

 昨夜から早朝にかけて、大雨が降りました。

早朝には大雨警報が発令されました。 

 また、昨年8月27日に、九州北部に豪雨災害

が発生し、長崎地方気象台が大雨特別警報を発

表しました。もちろん、避難指示も発令されて

いましたが、今年もこのような事態に直面した

場合、コロナ禍における避難所対策ができてい

るのか、重要な課題であります。 

 そこで、4月に、県が21市町に、避難所の感

染予防対策についてアンケートを実施したとこ

ろ、避難所の充足状況が足りていると答えたの

は3市町だけでした。さらに、避難所での検討

課題においては、マスク、消毒液、体温計など

の資材不足が挙げられました。災害はいつ起こ

るか予想できません。 

 そこで、コロナ禍における避難者への対応に

ついて、お尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） コロナ禍において

も、災害から命を守るためには、安全な場所へ

の避難が重要であるため、県では、事前にハ

ザードマップ等を確認し、安全な場所にいる人

は、その場にとどまるとともに、避難が必要な

方についても、避難所以外の安全な親戚や知人

宅への分散避難を呼びかけております。 

 また、5月26日には、県旅館ホテル生活衛生

同業組合と、災害時における宿泊施設の提供に

関する協定を締結し、要配慮者等の受入先とし

て、市町が旅館、ホテル等を活用できるような

体制を整えております。 

 さらに、5月専決補正予算として、感染防止

のためのパーテーションや段ボールベッド、ま

た熱中症や換気対策のためのスポットクーラー

や大型扇風機等の備蓄により市町の支援を進め

ており、今後とも、市町と連携しながら避難者

対策に取り組んでまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 松本議員―23番。 

〇２３番(松本洋介君） 実際にこの状況での避

難というのは大変厳しいと思いますが、先ほど

答弁にありましたとおり、「3密」を避けるため

に、旅館ホテル組合との災害時の応援協定や避

難所の感染防止を図るためのパーテーションや

段ボールベッド、換気装置などの資材等の備蓄

などの対応は大変評価いたします。 

 しかし、避難を実施する市町へのアンケート

では、感染症対応が足りているのは、わずか3

市町だけであります。このような状況の中で今

後の災害に対応するために、市町と連携して、

コロナ禍における避難所運営のあり方について、

具体的に取り組む必要があると思いますが、い

かがでしょうか。 

〇議長(瀬川光之君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 避難所における対

応につきましては、一義的には市町の取組とな

りますが、議員ご指摘のとおり、県としまして

も、避難所運営における感染症対策につきまし
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ては、市町と連携した取組が必要であると認識

しております。 

 そのため、6月5日に、避難所開設・運営にお

ける「新型コロナウイルス感染症対策チェック

リスト」を作成し、市町へ配布するとともに、

6月12日には、時津町において、県と時津町の

合同による「避難所開設訓練」を実施し、開設

と運営の手順を確認いたしました。 

 さらに、昨日、6月18日には、人と防災未来

センターの講師による「避難所等における新型

コロナウイルス感染症対策研修会」を県庁にお

いて開催し、市町職員のスキルアップを図りな

がら、情報の共有化と避難所対策に取り組んで

いるところであります。 

〇議長(瀬川光之君） 松本議員―23番。 

〇２３番(松本洋介君） 先ほどありましたとお

り、やっぱり市町としても、何を対応していい

かというのに非常に戸惑っているところがある

と思います。その中で、答弁にありましたとお

り、やはり何をすべきかのチェックリスト、そ

して訓練、研修会といった具体的な対応という

ものは大変意味があると思っております。 

 コロナ禍における避難としては、避難所の

「3密」を避ける換気や空調の整備が必要にな

りますし、県民の皆様へ、分散避難の周知も必

要であります。長崎市においては、避難所であ

る学校の体育館は「3密」になるということで、

教室を避難所に指定したと伺いました。 

 これから梅雨から夏にかけて、大雨による災

害の可能性が高まりますが、災害から避難した

避難所で感染するという2次被害の拡大になら

ないように、今のうちから市町と連携してしっ

かりと取り組んでいただくことを要望して、次

の質問に移ります。 

 4､休校後における児童生徒の対応について。 

 （1）休校における学習の遅れについて。 

 政府の休校要請を受けて、本県においても、

3月から5月にかけて、多いところで29日間、少

ないところで22日間程度、授業日数が減りまし

た。特に、年度末、年度はじめをまたぐ重要な

時期における1か月近い休校ですが、義務教育

なので、カリキュラムは履修しなくてはいけま

せん。 

 その対応として、夏休みを10日間短縮するこ

とで調整するようですが、明らかに学習時間が

不足する中で、生徒、児童の学習の遅れが心配

です。休校中に課題に取り組んだとしても、明

らかに学習時間が足りない中で、生徒、児童は、

そういった環境にない場合の対応について、ど

のように考えているのか、お尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 現在、県内

の小中学校においては、臨時休業に係る学習の

遅れを本年度中に取り戻すべく、行事の精選、

学習内容の見直し、夏季休業日の授業日設定等

の対策を講じ、懸命に取組を進めているところ

であります。 

 なお、指導に当たっては、通常実施する授業

中の確かめや定期考査の実施に加えて、7月中

に実施する県学力調査をはじめ、各種学力調査

の活用を図るなど、あらゆる方法で、全ての児

童生徒の学力の定着状況を的確に把握すること

が大切であると考えております。 

 そのうえで、遅れが見られる児童生徒には、

個々に応じた学習プリントを準備したり、放課

後や夏季休業中に個別に指導したりするなど、

丁寧に対応していくこととしております。 

〇議長(瀬川光之君） 松本議員―23番。 

〇２３番(松本洋介君） 答弁にありました学力

調査というのは、あくまでもテストでなく調査
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でありますので、児童生徒の学習の遅れを把握

して、適切な対応をお願いいたします。 

 また、8月から1か月、夏休みに入るわけでご

ざいますが、せっかく5月に学校が再開したと

しても、3か月もせずに、また1か月休むわけで

ありまして、夏休みにおける学習の重要性は大

きいと考えます。 

 そこで、文部科学省が3年後に予定していた

児童生徒にＰＣを配布する「ＧＩＧＡスクール

構想」を本年度に前倒して取り組むと伺いまし

た。ハードのパソコンだけが届いても、やはり

そこの中身のソフトというのが重要になってく

ると思いますが、これを活用して、夏休みにイ

ンターネットを活用した学習に積極的に取り組

むいい機会だと思いますが、どのようにお考え

でしょうか。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 臨時休業に

伴う学習の遅れにつきましては、各学校におけ

る取組で十分に補えるものと考えております。 

 そのうえで、夏季休業中に、各家庭のテレビ

やインターネットを活用し、自主的な学習に取

り組むことも、学びを深めるという点で有効で

あると考えます。 

 県教育委員会としましては、児童生徒が自主

的な学習に利用できるコンテンツをまとめ、各

学校へ周知するとともに、「学び直し動画」を

動画配信サイトで広く一般に公開するなど、必

要に応じて活用することができるよう支援して

いるところであります。 

〇議長(瀬川光之君） 松本議員―23番。 

〇２３番(松本洋介君） 私も教育の仕事に関

わっている中で、特に感じるのですが、宿題と

いうのを多量にプリントを配布したとしても、

それがすぐに学力に定着するということには至

らないと思います。今、インターネットを活用

して動画で授業を見るとか、視覚に訴えたそう

いったコンテンツを活用することによって、プ

リントでの学習より以上の効果を発揮できると

いうことに併せて、今回、「ＧＩＧＡスクール

構想」で、そういった端末も用意できるという

ことでありますが、ぜひとも、コンテンツを今、

県教委でも作っていらっしゃいますので、それ

を周知していただいて、県内の生徒、児童に活

用していただきたいというふうに思います。 

 今までにはない約1か月間の学校の休校とい

うのは、生徒、児童の成長にとって影響がない

わけではありません。学習で一度遅れを感じる

と、それを取り戻すには、相応の時間がかかり

ます。また、長期の休みによって、家庭生活に

も影響があることも想定されますし、精神面に

おいては、不登校の増加も懸念されます。これ

までにない対応が今後必要になってきます。 

 文部科学省では、このたびの2次補正により

まして、学習保障における人的体制の確保とし

て、人材の加配の予算を318億円計上しており

ます。こういった国の制度も活用していただい

て、しっかり対応していただくことを要望して、

最後の質問に移ります。 

 （2）受験生への対応について。 

 今年度から、公立高校の入試制度が変わりま

す。受験生にとっては、休校で授業日数が減り、

コロナ禍の中での高校受験になります。 

 何が変わるかと申しますと、端的に申し上げ

れば、今までの推薦入試がなくなり、前期、後

期の2回、受験機会ができる。 

 前期は、3教科の基礎学力と、プレゼンテー

ションや小論文など、各校で学校の特性に合わ

せて選択し、実施されます。後期は、昨年度ま

でと同様の5科目の学力調査になります。この
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ような状況の中での入試制度の変更に、戸惑い

の声も伺っております。 

 そこで、改正された入試制度の目的は何なの

か、また新たな制度になったことで、受験生に

どのようなメリットがあるのか、お尋ねいたし

ます。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 今回の入学

者選抜改善の目的は、受験生が主体的に学校を

選ぶことができ、受験生の学ぶ意欲や多様な能

力を評価できるようすることです。 

 前期特色選抜を導入したことにより、これま

での推薦入試と異なり、生徒は、中学校長の推

薦がなくても受験することが可能となります。

各校が求める生徒像及び選抜方法を示している

ため、受験生は、自らの強みを活かして、主体

的に学校、学科、コースを選ぶことができると

いうメリットがあります。 

 また、意欲ある生徒が入学することで、高等

学校の特色化、魅力化につながるものと考えて

おります。 

〇議長(瀬川光之君） 松本議員―23番。 

〇２３番(松本洋介君） 推薦入試というのは、

全員が受けれるわけではなくて、制限された生

徒だけが数が決まっております。それに対して、

今回は、1回だった受験が、2回受けられるとい

うのは、受験生にとって、可能性が大きく広が

り、受験に対しての意欲の高まりにつながるは

ずです。 

 改正された制度だから不安ではなくて、むし

ろ、改正されたからこそチャンスが広がること

をしっかり伝えていただきたいのでございます。 

 近年、公立高校の取り巻く環境は厳しく、少

子化や、私立高校も頑張っていることもありま

して、定員割れが進んでいます。そういった中

で、志望校を選ぶのに重要なのがオープンス

クールです。実際に学校を訪問し、その学校の

特色を知り、意欲を高めるいい機会でございま

すが、コロナの影響が懸念されます。どのよう

な対応を取るのか、お尋ねします。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） オープンス

クールにつきましては、各学校の特色や魅力を

発信し、入学者選抜の方法等について説明する

ための大変重要な機会だと考えております。 

 今年度につきましては、コロナウイルス感染

防止のため、7月までは実施を見合わせており

ますが、8月以降、多くの学校で、時間帯や期

日を分けて実施するなど、「3密」を避けた感染

防止対策を講じたうえで、順次開催するよう計

画をしております。 

〇議長(瀬川光之君） 松本議員―23番。 

〇２３番(松本洋介君） 「3密」を避けて感染

症対策をしっかり取り組めば、オープンスクー

ルの実施も可能というふうに伺いました。こう

いう時だからこそ、しっかり取り組んでいただ

きたいと思います。 

 そして、最後に、もう一つ気になるのは、感

染の第2波が発生して、再び休校になった場合

は、学校によって、受験範囲の履修ができなく

なることも想定できます。また、受験会場での

コロナ対策も大切です。受験会場においてクラ

スターが発生するようなことであってはなりま

せんし、発熱した受験生への対応も必要になり

ます。 

 そのような課題に対して、どのようにお考え

なのか、お尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 今後の臨時

休業の可能性も想定をいたしまして、令和3年
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度長崎県公立高等学校入学者選抜における学力

調査の出題範囲の縮小も含め、現在、検討を進

めているところであります。 

 各市町の教育委員会等、関係機関の意向を

伺っておりますので、7月中には方向性をお示

ししたいと考えております。 

 入試当日の感染防止対策につきましては、今

年3月に行いましたように、マスク着用の励行、

検査場における「3密」の回避、消毒の徹底等

を図ってまいります。 

 また、発熱等の症状のある受験生については、

別室での受験も可能といたします。 

 さらに、当日受験できない生徒については、

追受験を受ける機会を設けるなどの対応をして

いきたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 松本議員―23番。 

〇２３番(松本洋介君） 答弁によると、来月に

方向性をということでございます。やはり早く

方向性を決めてあげて、市町に連絡をして、各

学校での教育のカリキュラムも変わると思いま

すので、しっかり対応していただくことと、3

月に実際に受験はしていらっしゃいますので、

それを踏まえた中で、さらに課題等が出たと思

いますので、その対応についても、しっかり取

り組んでいただくことを要望いたします。 

 コロナ禍においては、「密接、密閉、密集」

によって、感染リスクが上がるということで、

学校の休校が決められたと思います。「学校に

行けなくなって、改めて学校のありがたさを感

じた」と、ある児童が言っておりました。それ

だけ子どもたちにとって、学校の教育現場にお

ける影響力は大きいものがあると思いますし、

教育現場の先生方のご苦労もわかります。北九

州では学校における集団感染が確認されました。

目に見えないからこそ難しいと思いますが、そ

ういった中で、しっかり取り組んでいただくこ

とを要望します。 

 最後になりますが、全国で1万7,689人が感染

し、935人がお亡くなりになりました。本県に

おいても、17名が感染し、466人が解雇となり、

経済においても大きな損失が出ました。 

 こういった中で、私たちは、県民の皆様の悩

みや苦しみに対して、いかに寄り添って対応す

るかが重要だと思っております。 

 国の交付金や補助金を長崎県のためにどう活

かせるかは、これからの取組次第でございます。

今後とも、コロナ対策に対して、県民のニーズ

を踏まえ、積極的に取り組んでいただくことを

要望して、質問を終わります。 

 ご清聴ありがとうございました。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） これより、しばらく休憩

いたします。 

 会議は、11時10分から再開いたします。 

─ 午前１０時５８分 休憩 ─ 

― 午前１１時１０分 再開 ― 

〇副議長(西川克己君） 会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 中村一三議員―13番。 

〇１３番(中村一三君）（拍手）〔登壇〕 自由民

主党・県民会議、南島原市選出の中村一三でご

ざいます。 

 議長の許可をいただきましたので、県政一般

質問を行います。 

 質問に入ります前に、今回の新型コロナウイ

ルス感染症により、お亡くなりになられた方々

のご冥福を申し上げますとともに、ご遺族の皆

様に心よりお悔やみを申し上げます。 

 そして、いまだ、罹患している方々にお見舞

いを申し上げます。 
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 また、長期にわたり、長崎に暮らす人々の命

を守るため、日夜を問わず、ご尽力いただいて

いる中村知事をはじめ、医療・保健関係者の

方々、県庁の職員の皆様方に対し、そのご労苦

に対し感謝を申し上げます。 

 そして、感染症の拡大防止にご協力をいただ

いている長崎県民の皆様、県内事業者の方々に

お礼を申し上げる次第でございます。 

 何よりも一日も早い新型コロナウイルス感染

症の収束と県内経済の立て直しを目指し、関係

者とともに全力で取り組む覚悟であります。 

 それでは、質問に入ります。 

 今回も質問は多岐にわたっていますが、市民

の声を県政に届ける意味で、島原半島、とりわ

け南島原市の課題、要望等について質問をいた

します。 

 分割質問、分割答弁でお願いいたします。 

理事者の方には、わかりやすい、明快な答弁

をお願いいたします。 

 1、中村県政3期10年間の総括について。 

 （1）実績と残された課題と次期総合計画に

ついて。 

 中村知事は、平成22年の知事就任以来、日々、

県政の推進にご尽力をいただいており、特に、

最近は新型コロナウイルス感染症対策に対する

対応、注力等を、県民の一人として感謝を申し

上げます。 

 今年は、知事が就任されて10年という大きな

節目を迎えられ、3期目で考えても2年が過ぎて

折り返しを迎えられ、この間、国体の開催やキ

リスト教関連遺産の世界遺産登録等の成果の一

方で、人口減少の課題もあると思います。 

 平成30年3月定例会で、3期目の所信を述べて

おられ、その中で、選挙期間を通じて県内各地

域を訪問され、人口減少や過疎化が一段と進行

しつつある現象を目の当たりにされ、地域の活

力再生は一刻の猶予もならない状況であり、危

機意識を強くされたと思います。 

 知事就任以来、県民が安心して生きがいを

持って暮らせていけるような、活力に満ちた長

崎県づくりを推進するために全身全力を傾注さ

れておられることに敬意を表する次第です。 

 就任以来、平成23年度には、「人や産業、地

域が輝く長崎県づくり」を基本理念とした総合

計画、平成25年度には「県民所得向上対策」、

平成27年度には「まち・ひと・しごと創生総合

戦略」を策定し、これからの4年、県民の皆様

の参画のもとに、人に生きがいを、産業に活力

を、暮らしに潤いを与えられるような施策の推

進に全力を尽くしてまいりたいと述べておられ

ます。 

 そして、県政運営の指針や考え方を県民にわ

かりやすくお示しするため策定されている「長

崎県総合計画 チャレンジ2020」は、今年度、

最終年度を迎えます。 

 また、知事は、「こぎ出せ！長崎」という旗

印のもと、知事就任以来今日まで、活力に満ち

た長崎県づくりに全力を傾注してこられたと思

いますが、知事としての10年間の歩みを踏まえ

て、これまでの総括と残された課題、また、こ

れからの本県の課題、さらに次期総合計画策定

に向けた方向性について、いかがお考えか、お

伺いいたします。 

 あとは、対面演壇席より質問をいたします。 

〇副議長(西川克己君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 中村一三議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 県政のこれまでの総括と残された課題、そし

て総合計画策定に向けた方向性についてのお尋

ねでございます。 
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 私が知事に就任いたしました当時は、リーマ

ンショック直後の大変厳しい経済雇用情勢の中

にありましたことから、まずは産業の振興や雇

用の創出に力を注いでまいりますとともに、平

成25年からは具体的な目標を掲げながら、県民

所得向上対策に力を注いできたところでありま

す。 

 さらに、本県が総合計画の理念としておりま

した「人・産業・地域」の視点と考え方を同じ

くする国の地方創生の施策も積極的に取り込み

ながら、平成27年度には、「まち・ひと・しご

と創生総合戦略」を策定し、本県の課題であり

ます人口減少の克服に向けたさまざまな施策を

推進してきたところであります。 

 そうした結果、企業誘致等による雇用創出、

移住者数の増加、農業産出額の拡大、高校生の

県内就職率の向上など、一部では成果があらわ

れてきておりますが、いまだ人口の社会減少に

歯止めをかけるまでには至っていないところで

あります。 

 このため、次期総合計画においても人口減少

対策を重要課題として捉え、引き続き、新規学

卒者の県内就職の促進や移住施策に力を注いで

まいりますとともに、新たに県外転出者のＵ

ターン就職対策、関係人口の創出拡大の取組を

重点的に推進してまいりたいと考えております。 

 また、2040年問題への対応やSociety5.0の実

現、新型コロナウイルス感染症の影響への対応

など、新しい課題も顕在化しているところであ

り、社会や時代の流れを見据えながら施策を構

築していく必要もあります。 

 一方で、新幹線の開業やＩＲの誘致をはじめ

として、県内各地域でさまざまな大規模プロ

ジェクトやまちづくりが進展し、まちのたたず

まいが大きく変化するチャンスを迎えておりま

すことから、その効果を確実に地域の活性化に

結びつけていかなければならないと考えており

ます。 

 今般、骨子をお示しいたしました次期総合計

画においては、「人・産業・地域を結び、新た

な時代を生き抜く力強い長崎県づくり」を基本

理念として掲げ、人・産業・地域がしっかりと

それぞれの役割を果たし、相互に連携、協働し

ながら難局を乗り越え、長崎県の活性化につな

げてまいりたいと考えているところであります。 

 以後のお尋ねにつきましては、自席の方から

お答えをさせていただきます。 

〇副議長(西川克己君） 中村一三議員―13番。 

〇１３番(中村一三君） ありがとうございまし

た。答弁をいただきましたけれども、知事は、

出身地でもある島原半島にも十分目を向けてい

ただいているものと思っております。 

 これまでにおいても島原半島の振興への取組

として、先ほど申し上げましたが、南島原市の

原城跡の世界遺産登録のほか、島原道路の整備

促進、口ノ津フェリー埠頭の再編など島原半島

の交通アクセス改善及び交流人口に向けた基盤

整備にご尽力をいただいており、高く評価をす

るものでありますが、一方では、我が南島原は、

半島の南部に位置し、交通の整備が遅れ、市内

産業の発展に支障を来しており、なお一層の整

備が必要になっております。 

 また、島原半島の人口減少の歯止めはかから

ず、直近の平成27年度の国勢調査では、前回調

査より9,000人減少し、その後も年間2,000人の

ペースで減少が続いており、島原半島を取り巻

く環境は依然、厳しい状況下であります。 

 知事は、島原半島の産業振興を含む地域活性

化に向け、島原半島が抱える課題をどのように

捉え、それに対して、どのように取り組んでい
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こうと考えているのか、知事の見解をお伺いい

たします。 

〇副議長(西川克己君） 知事。 

〇知事(中村法道君） 島原半島には、豊富な農

林水産物や観光資源が存在する一方で、交通ア

クセスなど地理的条件が厳しい面があり、人口

減少と高齢化が進行している地域でもあります。 

 基幹産業であります農業は、県内産出額の約

半分を占めておりますが、今後、高齢化に伴い

労働力の確保が課題となり、担い手確保が大き

な問題になってくるものと考えております。 

 そうしたことから、農地の基盤整備を推進し

担い手への集積を図ってまいりますとともに、

多様な就農希望者の確保、育成に力を注ぎ、高

収益作物の生産拡大に取り組むことによって、

将来にわたり持続可能な力強い農業経営を実現

していかなければならないと考えております。 

 また、観光面では、世界遺産の原城跡をはじ

め、世界ジオパーク、全国初の国立公園雲仙な

ど地域が誇る観光資源を活かしながら、地元3

市と一体となって、誘客促進や広域周遊ルート

の造成などにさらに力を注いでいきたいと考え

ております。 

 さらに、アフターコロナ社会を見据えながら、

地域住民が安心して暮らすためのまちづくりや、

増加傾向にある移住の促進、関係人口の拡大等

に積極的に取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

 一方、こうした産業や生活を支えるためには、

島原道路をはじめとした規格の高い交通ネット

ワークづくりが極めて重要であると考えている

ところであり、地元市町の皆様方と力を合わせ

ながら、そうした生活産業基盤の整備に力を注

ぎ、引き続き、活力と魅力にあふれた島原半島

の実現を目指していかなければならないと考え

ているところであります。 

〇副議長(西川克己君） 中村一三議員―13番。 

〇１３番(中村一三君） ありがとうございまし

た。これまで10年間、知事は、誠心誠意、県民

のために粉骨砕身、トップリーダーとして決断、

実行しておられ、あと残すところ1年10か月と

なりましたけれども、まだまだ、県全体のこと

を見なければいけないということは十分わかっ

ておりますけれども、島原半島、とりわけ南島

原市にいい種をまいていただき、また4期目を

チャレンジしていただきたいと思います。（発

言する者あり） 

 2、新型コロナウイルスによる経済の現状と

今後の課題について。 

 （1）観光立県長崎に対する新型コロナウイ

ルス感染症収束後の支援策について。 

 新型コロナウイルス感染症について、ワクチ

ンや治療薬が完成した中で、必ず第2・第3波が

来ると思われる。その際、せっかく回復してき

た観光業者について、再度大きな打撃を受ける

可能性があります。 

 4月以降、県は、観光関連事業者の雇用を守

りながら受入体制を支援する事業や宿泊施設応

援キャンペーンを実施し、事業者は、これらを

大いに活用して事業を継続しているところであ

ります。 

 そこで、第2波・第3波が来た時を見据えた受

入体制を整備しておく必要があると思うが、い

かがお考えか、お尋ねいたします。 

 （2）雇用調整助成金、休業協力金の現状と

課題、金融支援融資について。 

 雇用の維持を図る国の雇用調整助成金につい

て、申請の書類の多さ、複雑さが壁となり、県

内事業者の申請が思うように進まないとの声を

聞いております。書類の簡略化が一部行われた
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とはいえ、中小企業者にとって依然としてハー

ドルが高いものと認識をしております。 

 国の2次補正において、一日当たりの上限額

が大幅に引き上げられ、雇用調整助成金に対す

るニーズはますます高まると見込まれる中、助

成金申請に向けた中小企業者への応援も必要で

あると考える。国及び県の対応について、お伺

いをいたします。 

 ①休業協力金の現状と課題。 

 4月22日の新型コロナウイルス対策本部にお

いて、都道府県をまたいだ帰省や旅行により人

の流れが生じ、都市部から地方へと感染が拡大

したと思われる事例が発生がちと指摘され、人

と人との接触機会のさらなる低減が求められて

きました。 

 加えて、隣県でも休業要請が進んでおり、県

外から県内への流入が懸念されるとともに、長

崎港に停泊したクルーズ船内において感染して

いる状況もありました。 

 こうした状況を踏まえ、新型コロナウイルス

感染症拡大を防止する観点から、知事は4月24

日に、事業者の方々に対し休業や時間短縮営業

を要請されました。 

 この要請に協力いただいた事業者の方々に対

しては、国の予算を活用した協力金制度を予算

化され、5月1日に26.6億円の補正予算を議決し

たところであります。 

 そこで、昨日の産業労働部長の答弁がありま

したが、協力金の申請件数、支給件数及び支給

額の最新の実績について確認するとともに、支

給事務を行うに当たり課題などはなかったのか、

お尋ねをいたします。 

 ②金融支援策について。 

 県の金融支援策、すなわち中小企業の資金繰

り支援に関して、県のこれまでの取組と今後の

取組については、先日の徳永達也議員の一般質

問及び答弁があったので、私は少し別の観点か

ら質問をいたします。 

 新型コロナウイルス感染症の影響は世界中に

広がっているため、経済に対する影響の大きさ

を考える時、平成20年秋からの世界的金融危機、

リーマンショックの際の状況を教えていただき

たい。 

 今般の新型コロナウイルス感染症の影響によ

る中小企業者の急激な資金繰りの悪化に対応す

るため、県は、融資制度、緊急資金繰り支援資

金を発動しているが、同様にリーマンショック

の際にも制度融資、中小企業経営緊急安定化対

策資金を創設されたと聞いております。 

 今回の緊急資金繰り支援資金とリーマン

ショックの際の中小企業経営緊急安定化対策資

金の利用状況を踏まえて、今後どのような対応

が必要なのか、お伺いいたします。 

 （3）オリンピック・パラリンピック延期に

よる海外チームキャンプの本県の影響について。 

 本年3月、「東京2020オリンピック・パラリン

ピック」は、新型コロナウイルス感染症の拡大

に伴い、約1年の延期が決定をされました。 

 オリンピック・パラリンピックの延期によっ

て、本年5月8日・9日に予定されていた本県で

の「聖火リレー」が延期されるなど、目に見え

るような影響も出ているが、観光面や経済面の

影響を考えると、県内各地で予定されていた海

外チームのキャンプ実施がどうなるのか心配を

しております。 

 特に、キャンプを受け入れる予定であった各

地においては、交通や宿泊など経済効果もあり、

選手たちとの交流による地域の活性化にもつな

がるものと期待していたことから、仮に予定し

ていたキャンプが実施されない場合の影響は大
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きいものではないかと思います。 

 そこで、海外チームのキャンプ誘致に関して、

具体的にどのような影響が生じているのか、ま

た、県として、影響を最小限にとどめるために、

どのような取組を行っているのか、お尋ねをい

たします。 

〇副議長(西川克己君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君） 新型コロナ

ウイルス第2波・第3波を見据えた受入体制につ

いてのお尋ねでございますけれども、受入体制

の整備につきましては、「新型コロナウイルス

対応ガイドライン」を遵守することを条件に、

宿泊者が衛生的で快適に過ごせるよう、除菌装

置などの購入や衛生面に関する施設改修を行う

宿泊施設に対して支援を行っているところでご

ざいます。 

 県外からの観光客を受け入れるに当たっては、

長崎県旅館ホテル生活衛生同業組合の協力のも

と、宿泊施設の安全・安心な受入体制整備の現

状について、現地調査を実施することとしてお

りますが、改善が必要な宿泊施設につきまして

は、この支援制度の活用を促してまいります。 

 今後とも、「新しい生活様式」に対応した県

内の宿泊施設等における受入体制整備を進めて

まいりたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 私から、3点に

ついて答弁いたします。 

 まず、雇用調整助成金について、県内中小企

業が申請を行う際の国及び県の支援はどのよう

になっているのかとのお尋ねでございますが、

長崎労働局におきましては、臨時窓口として

「雇用調整助成金コーナー」を20名体制で開設

するとともに、県内ハローワークでの出張相談

を行うなど申請に向けた相談、支援体制の強化

を図っておられるところでございます。 

 また、県といたしましても、20人の社会保険

労務士を県のアドバイザーとして委嘱いたしま

して、県庁及び各地域での相談窓口のほか、企

業への派遣、Ｗｅｂセミナーにおいて相談・支

援を実施しております。 

 引き続き、長崎労働局と連携を図りながら、

事業者の円滑な申請手続を支援してまいりたい

と考えております。 

 次に、休業要請協力金の申請件数、支給状況

及び支給事務執行上の課題はないかとのお尋ね

でございますが、6月17日現在で7,407件の申請

があっており、既に3,620件、10億8,600万円を

支出しており、来週末までには、累計で約

5,000件、15億円を支出できる見込みとなって

おります。 

 協力金の支給事務を迅速に行うため、申請様

式や添付書類をできる限り簡素化するとともに、

申請者用のチェックリストを設けるなど工夫を

しながら事務を進めてきたところでありますが、

当初の想定より、申請に記載の誤り、あるいは

必要書類の添付漏れ等があったことから、支給

までに時間を要したケースもございます。 

 今後とも、迅速な事務処理を行い、早期の支

給に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、県制度融資について、今回とリーマン

ショック時の利用状況を踏まえた今後の対応に

ついてのお尋ねでございますが、新型コロナウ

イルス感染症による経営環境の急激な悪化を受

け、県の制度融資である「緊急資金繰り支援資

金」を3月2日に発動しており、保証承諾実績は、

発動後3カ月間で3,120件、約476億円でござい

ます。 

 一方、平成20年12月にリーマンショックへの

対応として創設した制度融資、「中小企業経営
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緊急安定化対策資金」の実績につきましては、

平成20年度末までで約3,800件、約396億円であ

り、最終的には平成22年度末までの3年間で約

695億円となったところでございます。 

 リーマンショック時におきましては、資金需

要に応じて段階的に融資枠を拡大してきたとこ

ろでございますけれども、今回も影響の長期化

が懸念される中で、今後の資金需要に応じて融

資枠のさらなる拡大を検討してまいりたいと考

えております。 

 また、今回は国の保障制度を活用いたしまし

て、5月1日から融資額3,000万円を上限として

当初3年間の無利子化を実施しているところで

ございますけれども、本日から、この上限額を

3,000万円から4,000万円に引き上げを行ったと

ころでございます。 

 今後とも、事業者の事業継続のため、資金繰

り対策を適時適切に行ってまいりたいと考えて

おります。 

〇副議長(西川克己君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君） 海外チーム

のキャンプ誘致に関する影響と取組についての

お尋ねでございますが、県では、これまで県内

5市と共同で、東京オリンピック・パラリン

ピックに向け、スポーツを通した国際交流の促

進を目的としまして、ベトナム、スペインをは

じめ6か国、12競技の事前キャンプ誘致に取り

組んできたところでありますが、大会延期に伴

い、今年のキャンプの実施は全て見送られたと

ころでございます。 

 また、来年のオリンピック・パラリンピック

では、感染防止を徹底するとの方針が示された

ことから、選手の滞在期間の短縮や合宿の自粛

などによりまして、キャンプ実施にも影響が及

ぶことも想定されているところでございます。 

 ただ、いずれにしても県といたしましては、

誘致対象国の在日公館や関係自治体、競技団体

等と連携し、来年の事前キャンプの実施、さら

には大会後における永続的なスポーツ交流の実

現に向けて、各国、各チームとのコミュニケー

ションを続けてまいります。 

 併せて、受入れに当たっての感染症対策や安

全・安心な交流計画の検討など、状況に応じた

準備をしっかりと行ってまいります。 

〇副議長(西川克己君） 中村一三議員―13番。 

〇１３番(中村一三君） ありがとうございまし

た。 

 聖火ランナー170名の方が今年走る予定だっ

たんですけれども、その方々は来年はどのよう

になるのか、お尋ねをいたします。 

〇副議長(西川克己君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君） 来年実施の

聖火リレーでございますが、現在、大会組織委

員会においては、関連イベントの簡素化も含め

た再検討が進められていると聞いております。 

 ただし、既に聖火ランナーに決定している

方々につきましては、新たな日程におきまして

も優先的に走行できるよう配慮されているとい

うことでございまして、このことにつきまして

はランナーの皆様へも組織委員会から直接連絡

されていると伺っております。 

〇副議長(西川克己君） 中村一三議員―13番。 

〇１３番(中村一三君） ありがとうございまし

た。 

 協力金の関係ですけれども、当初は8,500件

を対象としておられましたけれども、申請件数

が7,500件というふうに聞いています。その辺

の差は開きがありますけれど、その原因は何で

すか。 

〇副議長(西川克己君） 産業労働部長。 
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〇産業労働部長(廣田義美君） 当初予算におき

ましては8,500件を想定して予算計上いたして

おります。 

 これにつきましては、対象となる業種全体を

対象として計上いたしたわけでございますけれ

ども、その業種、業者の中には休業を実際にな

されなかったケースもございます。 

 それと、夜間営業の自粛をお願いしておりま

したけれども、もともと夜間営業をやっていな

い事業者が相当数含まれている状況でございま

すので、そういった事業者が相当数あったこと

で差が生じているものと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 中村一三議員―13番。 

〇１３番(中村一三君） ありがとうございまし

た。 

 3、島原半島の振興について。 

 （1）堂崎港埋立地の部分売却について。 

 堂崎港については、昨年度の一般質問におい

ても質問をさせていただき、県・市で協議の場

を設置し、土地利用計画を見直し検討を行って

いる旨の説明があったところです。 

 その後、市においては、昨年度末までに計画

の見直しを行い、併せて埋立地の利活用を図る

ため、県に対して、埋立地の一部を早期売却す

るよう要望されていると聞いております。 

 県においては、今後、埋立地を竣工させ、市

に土地を売却することになると思われますが、

売却までの予定について、お伺いをいたします。 

 （2）世界遺産「原城跡」の持続的な魅力づ

くりについて。 

 世界文化遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシ

タン関連遺産」が平成30年7月に登録され、2年

が経過しようとしております。 

 構成資産である「原城跡」は、登録後1年間

で約5万人の方が訪れており、登録前と比較し

て約2.8倍で推移し、2年目の今年2月までの同

期で約1.9倍と一定落ち着きが見られていたが、

今回の新型コロナウイルス感染症の影響で、3

月以降は激減をしております。 

 地元南島原市において、世界遺産を活かした

まちづくりとして、有馬キリシタン遺産祈念館

の機能を移し、世界遺産「原城跡」や関連遺産

である「日野江城跡」などの歴史的価値を伝え

るガイダンス施設を令和8年度に完成させ、供

用を開始すると聞いております。 

 このガイダンス施設が完成するまでの間、世

界遺産の登録効果をどのように維持していくか

が大切だと考えております。 

 県として、地元を巻き込んで世界遺産を盛り

上げるため、どのような魅力を伝える取組を実

施しているのか、お伺いをいたします。 

 （3）島原手延そうめんの産地振興について。 

 新型コロナウイルス感染症の流行に伴う影響

は、地元南島原市も色濃く出はじめており、地

域の基幹産業である手延そうめんについても例

外ではない。 

 報道によれば、巣ごもり需要などによりスー

パーマーケットでの売上げが増えている企業も

あるとのことですが、入手不足の問題など今後

の産地の状況を考えると、より高付加価値の

マーケットを開拓していく必要があると考えま

す。 

 そこで、県においては、5月の専決補正によ

り産地力パワーアップ緊急支援事業が措置され

ていますが、本事業を含め、今後どのような取

組を行っていくのか、お伺いをいたします。 

 （4）太陽光発電の設置に伴う林地開発許可

について。 

 現在、南島原市の雲仙・天草国立公園のふも

と、俵石展望台の下に27ヘクタールの山林を開
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発する太陽光発電所の事業計画が進められてお

ります。 

 この林地開発の許可に至るまでの事務手続に

ついて、事前に県当局に確認したところ、申請

書を受理した後、計画内容の審査を行い、その

後、地元市町への意見照会、外部有識者による

森林審議会への諮問等を経て許可がなされたと

お聞きをしました。 

 今回の南島原市における林地開発のように、

27ヘクタールの山林に10メガという大規模な開

発行為を行う場合、下流域の住民への影響も大

きいことから、慎重な審査、対応が必要である

と思っております。 

 そこで、お尋ねをいたします。 

 県が林地開発許可をされたということは、防

災施設の整備などは十分措置されていると思い

ますが、計画どおりの対策がとられるよう、県

は、着工から工事完成まで。どのように事業者

を指導されるのか。 

 また、売電期間が20年と長期にわたることか

ら、事業者には最後まで適切な対応が求められ

ると思います。今回の南島原市の場合、事業終

了後の太陽光パネルの撤去はどのように行われ

るようになっているのか、お尋ねをいたします。 

 上流域の森林がこのように広範囲に開発をさ

れると、その下流域の住民の皆様は、洪水や土

砂災害などが起こりやすくなるのではないかと

不安を抱かれております。下流域の住民と事業

者の間では協定が締結されないとお聞きをして

おります。 

 県としても、林地開発を許可するに当たり、

今回のように影響を懸念される下流域の住民の

皆さんの不安を解消するため、どのようなこと

があるのか、県の考えをお伺いいたします。 

〇副議長(西川克己君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） 堂崎港埋立地の部分

売却をどのように進めるのかとのお尋ねですけ

れども、堂崎港埋立地については、埋立て全体

の完成までに、あと数年かかることから、県で

は今年度、要望箇所の部分竣工手続を進め、令

和3年度末に南島原市へ売却を行う予定です。 

〇副議長(西川克己君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君） 世界遺産を

盛り上げるための取組についてのお尋ねでござ

いますが、議員ご指摘のとおり、地域の方々と

一緒になって、世界遺産の登録効果を一過性に

終わらせることなく、将来にわたって維持して

いくことは大変重要であると考えております。 

 このため、県では、地元ガイドの皆様に、世

界遺産の推薦書に沿った価値や魅力をわかりや

すく伝えていただくため、今年3月にガイド用

テキストブックを作成したところであり、今年

度は、このテキストブックに基づき、現地の説

明ポイントなどを解説する映像を制作すること

としております。 

 また、今年度は、南島原市におきまして、県

内の大学生や高校生と連携して、若者のアイデ

アを取り入れた周遊アプリや、お土産品の開発

を予定されており、県では、この取組に対する

支援を行うこととしております。 

 今後とも、南島原市をはじめ関係市町と連携

しながら、これまで以上に官民が力を合わせて、

世界遺産の保存、活用に向けた取組を進めてま

いります。 

〇副議長(西川克己君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 産地力パワー

アップ緊急支援事業を含め、今後どのような取

組を行っていくのかというお尋ねでございます

が、島原手延そうめんについては、南島原市や

産地団体とともに、首都圏において高級スー
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パーマーケットでのＰＲイベントや、飲食店の

シェフを対象としたセミナーの開催など、付加

価値の高い市場をターゲットに取組を進めてま

いりました。 

 一方、新型コロナウイルスの影響により、こ

れまでの対面を前提とした事業実施が現在、困

難となっているため、産地力パワーアップ緊急

支援事業において、市や産地と連携のうえ、食

の関心が高い首都圏在住の方々を中心に愛読さ

れている専門誌において、産地の魅力を紹介す

るなど、高付加価値商品の販路拡大を引き続き

推進してまいります。 

 今後とも、新型コロナウイルスの影響による

消費動向の変化を踏まえ、より付加価値の高い

市場の開拓を、地元としっかりと連携をして取

り組んでまいりたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 農林部長。 

〇農林部長(綾香直芳君） 私の方から、2点お

答えさせていただきます。 

 まず、林地開発における太陽光発電事業者の

指導と事業終了後のパネル撤去等についてのお

尋ねですが、開発地につきましては、国の林地

開発許可基準に基づき、災害の防止、水害の防

止、水の確保、環境の保全の4つの要件を満た

しているかを審査し、許可を行っております。 

 県は、申請どおりに開発行為を履行させる責

務があることから、防災施設の先行実施や土砂

流出防止対策が適正に施工されているかなど、

工種、段階ごとに適期に確認をし、必要に応じ

事業者を指導することとしております。 

 また、南島原市と事業者との間で締結された

協定書において、事業終了後は事業者がパネル

等の施設を撤去することとされております。 

 次に、下流域の住民の皆様の不安を解消する

ためにどのようなことができるのかというお尋

ねでございますが、事業者においては、国の許

可基準の運用細則にのっとり、開発地周辺の住

民説明会の実施に加え、南島原市との間で地域

住民の安全確保等の協定を締結しております。 

 しかしながら、当開発に対する下流域住民の

皆様からの不安の声があることから、県から事

業者に対し説明会の開催を要請した結果、本年

3月に説明会が開催されたところであります。 

 県としましては、開発を行ううえで事業者が

住民の皆様としっかり向きあうことは重要であ

るというふうに考えておりまして、今後も引き

続き、南島原市と連携しながら、下流域の住民

の皆様の理解を得るための取組を、事業者に対

して改めて求めてまいりたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 中村一三議員―13番。 

〇１３番(中村一三君） 堂崎港埋立地について、

3点再質問をさせていただきます。 

 全体の完成にはあと数年かかるようでありま

すが、今後、県では埋立てをどのように進めて

いこうと考えているのか。 

 また、今回部分竣工した土地を市へ売却する

予定としているが、今後、埋立地が完成した場

合、残りの埋立地の売却等について、どのよう

に考えているのか。 

 3点目に、埋立地を利活用するためには、国

道との取付けや埋立地内の道路は必要なインフ

ラ整備となるが、県としての施工区分はどのよ

うに考えているのか、お尋ねをいたします。 

〇副議長(西川克己君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） 堂崎港埋立地は、雲

仙・普賢岳の土石流等の受入れを目的として整

理しており、引き続き、土石流の処分場として

埋立て土砂を受け入れてまいります。 

 今回、部分竣工予定ですけれども、埋立地全

体が完成した場合には、基本的には市において
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一括購入していただくこととしておりますけれ

ども、今後とも市と調整を行っていきたいと

思っております。 

 道路の関係ですけれども、道路の整備につい

ては、基本的に国道からの取付け及び埋立地内

の幹線となる道路は県で実施し、それ以外の道

路は市で整備することと考えております。詳細

については、今後、市と協議のうえ進めてまい

ります。 

〇副議長(西川克己君） 中村一三議員―13番。 

〇１３番(中村一三君） ありがとうございまし

た。 

 原城跡の魅力あるまちづくりの件ですけれど

も、今、非常に地域を盛り立てているグループ

が、原城跡を中心としたまちづくりを推進し、

南島原市の観光に役立てていこうという思いで、

一般社団法人南島原世界遺産市民の会を立ち上

げ、非常に機運が高まっております。 

 また、この市民の会は、一人の彫刻家の清ら

で一途な心に感銘を受け、原城跡の歴史的背景

から、木造マリア像の寄贈を受けるに至りまし

た。 

 彫刻家は、島原・天草一揆で亡くなられた

方々を慰霊する目的で、約40年間にわたって木

彫りマリア像を一人で彫り続け、楠の巨木を組

み合わせた高さ約10メートルのマリア像は、木

彫りの規模としては世界最大級で、完成を迎え

ております。 

 彫刻家は、南島原市の未来のために活かして

ほしいとの思いから、「原城の聖マリア観音像」

と名づけており、これに応えるように市民の会

は、世界中から多くの観光客を受け入れる世界

遺産を活かしたまちづくりに寄与したい思いで

法人を立ち上げておられます。 

 市民の会は、これまで県及び市に設置場所を

相談しながら、多くの候補地を見て回りました

けれども、構成資産である原城跡の周辺一帯に

規制の厳しいバッファゾーンが広がっており、

適当な設置場所がなく、今、宙に浮いているよ

うな状況であります。 

 世界遺産の保全、保護、活用、観光の振興は、

バランスをとる必要があります。 

 彫刻家も86歳と高齢であり、早期の設置を望

むものであるが、県当局には、適切な世界遺産

の保全や活用を十分考慮のうえ、地元に寄り添

いながら、設置実現に向けた助言をいただきま

すように要望しておきます。 

 次に、太陽光の設置に関する再質問ですが、

仮に災害が起きた時は、誰が責任を負うんです

か。 

〇副議長(西川克己君） 農林部長。 

〇農林部長(綾香直芳君） 仮に災害が起きた場

合については、開発区域内で発生した場合には、

事業者が復旧を行うことになります。 

 ただ、下流域で起きた場合には、その因果関

係といいますか、開発区域が、どの程度その災

害に因果関係があるのかというところをしっか

り総合的に判断したうえで、誰が復旧をするか

は判断することになります。 

〇副議長(西川克己君） 中村一三議員―13番。 

〇１３番(中村一三君） ありがとうございまし

た。 

 ここは、地主さんは外国人、そして管理会社

が東京の会社です。施工が福岡の業者なんです

よ。地元にいないものですから、下流域の住民

の安全・安心を確保することは、行政として重

要なことである。この開発に対して、下流域の

住民との合意形成に努力するよう、事業者に対

して県が指導するように強く要望をしておきま

す。 
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 4、災害対策について。 

 （1）新型コロナウイルス感染症と自然災害

への対策について（3密の観点）。 

 ここ数年を振り返るまでもなく、全国どこで

も想定外、記録的豪雨への警戒は侮れない。コ

ロナ禍と自然災害の二重苦という過去にない事

態に直面する可能性を覚悟しておくべきである。 

 特に懸念されるのは、住民が避難を強いられ

た場合の避難所における密閉・密集・密接の

「3密」である。 

 自然災害においても、感染症の拡大において

も、自分の身は自分で守る「自助」、地域で助

けあう「共助」、行政による「公助」が機能し

なければならないとは皆さんもご承知のことと

思います。 

 特に、重要なのは共助であると考えます。地

域での防災訓練や会合、研修会などを通じて住

民一人ひとりの意識が高まり、自助の意識を高

めることにつながります。 

 しかしながら、地域活動に感染リスクが生じ

ることもあり、この共助が機能しにくい可能性

もある中で、地域とのつながりが途絶えて孤立

すると自助の意識も存続しにくくなることも想

定されます。それだけに、いつにも増して公助

の重要性が高くなり、これまでと違う対応が必

要となります。 

 そこで、今回の感染症を踏まえた避難所の運

営について、一義的には市町が対応することは

承知しておりますが、さらに万全を期すため、

県として、市町にどのような指導、助言を行っ

ているのか、お尋ねをいたします。 

 また、市町においては、大雨や洪水、土砂災

害等の警報が発令された場合、市町の全体を対

象として避難指示等が出されることがあります。

この場合、住民としてどのように避難行動をと

るべきか、今回の感染症の関係もあり不安に感

じているものと思いますが、市町全域に避難情

報等が出された場合の住民避難の考え方につい

て、お尋ねをいたします。 

 3点目、先般、長崎県旅館ホテル生活衛生同

業組合が、災害発生時において、ホテル・旅館

等の宿泊施設を避難所として提供する災害協定

を県と締結をされました。 

 避難所の「3密」対策として、要配慮者の健

康管理対策として大変喜ばしいと思いますが、

その活用はどのような形で行われるのか、お尋

ねをいたします。 

〇副議長(西川克己君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 3点お答えさせて

いただきます。 

 まず、今回の感染症を踏まえた避難所の運営

について、市町に対し、どのような指導・助言

等を行っているのかとのお尋ねですが、避難所

の運営につきましては、従来からの取組に加え

て、新型コロナウイルス感染症防止のため、こ

れまでとは異なる「3密」対策などの新たな対

応が必要となってまいります。 

 そのため県としましては、国の通知に基づき、

避難所における感染症防止の周知徹底を図ると

ともに、市町が避難所の開設、運営を円滑に指

示できるよう、「感染症対策チェックリスト」

を作成、配布し、さらには、その手順確認のた

め、時津町と合同による避難所開設訓練を行っ

たところであります。 

 今後とも、市町と連携しながら、住民が安心

して避難できるよう、避難所の運営確立に努め

てまいります。 

 次に、市町全域に避難情報等が出された場合

の住民避難の考え方はどうかとのお尋ねですが、

災害時には、自らの命は自らが守るという意識
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を持ち、新型コロナウイルス感染症が収束しな

い中でも、危険な場所にいる人は躊躇なく避難

する必要があります。 

 一方で、避難とは難を避けることであり、安

全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はな

く、そのためにも、住民自らが地域のハザード

マップにより自宅の災害リスクを把握しておく

ことが重要となって参ります。 

 また、避難が必要な場合には、小・中学校や

公民館などの指定避難所だけではなく、安全な

親戚・知人宅に避難するといった分散避難を行

うことが、感染症対策として効果があることか

ら、県では、市町と連携し、広報誌やホーム

ページなどのさまざまな広報媒体を通じて県民

に対し分散避難について呼びかけてまいります。 

 最後に、旅館ホテル生活衛生同業組合との災

害協定はどのような形で活用されるのかとのお

尋ねですが、本協定は、災害救助法の適用を受

ける災害が発生し、または発生するおそれがあ

る場合等に、指定避難所等での生活に特段の配

慮を要する要配慮者等に対して、県内の旅館・

ホテル等の宿泊施設を避難施設として提供する

ものでありますが、コロナ禍における避難対策

にも活用できるものと考えております。 

 具体的には、被災市町から依頼を受けた県が、

県旅館ホテル生活衛生同業組合に対して宿泊施

設の提供を依頼し、市町において提供可能な施

設へ避難者を受け入れる手続となっております。 

 国においても、旅館・ホテルの積極的な活用

と、その経費については地方創生臨時交付金の

活用ができる旨の通知があっていることから、

県としましては、市町に対し本協定の積極的な

運用について働きかけてまいります。 

〇副議長(西川克己君） 中村一三議員―13番。 

〇１３番(中村一三君） ありがとうございまし

た。 

 5、水産業の振興について。 

 （1）有明海地域水産振興について。 

 有明海地域においては、漁場環境の悪化によ

る水揚げの減少や、就業者の高齢化や後継者不

足が深刻であり、漁業者の経営は非常に厳しい

状況であります。 

 今後の水産業振興を考える時、水産業の成長

産業化を図るために、所得向上対策や養殖業の

振興、漁場環境の改善等の施策を計画的に推進

することが大切であると考えます。 

 そこで、現在の「長崎県水産業振興基本計画」

における有明海区の取組と現在の状況について、

お尋ねします。 

 （2）資源・漁場保全緊急支援事業の活用に

ついて。 

 漁業者は、新型コロナウイルスの影響で魚価

が低迷し、操業しても採算が合わず、一部で出

漁を控える漁業者がいると聞いております。 

 このような中、国の2次補正予算の中で、休

業中の漁業者対策として資源・漁場保全緊急支

援事業が打ち出されました。 

 この事業はどのような内容なのか、また、有

明海において、この事業をどのように活用して

いくのか、考えをお尋ねします。 

 （3）養殖ワカメの生育不良対策について。 

 南島原市では、ワカメ、ヒジキといった藻類

養殖が盛んであり、海藻の需要は、近年の健康

食ブームが追い風となり、今年も需要の高まり

は続いていくと認識をしております。 

 しかしながら、温暖化の影響なのか、最近は

ワカメの生育があまりよくないとの声を聞いて

おります。 

 特に、今年のワカメの養殖においては、各地

でワカメの芽吹きが悪く伸びてこない、収穫は
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大きく落ち込んでしまったとのことで大変心配

しているところです。 

 ついては、今年度の養殖ワカメの生育が悪

かった原因は何なのか、また、今後の対策はど

のように取り組んでいくのか、お尋ねをいたし

ます。 

〇副議長(西川克己君） 水産部長。 

〇水産部長(斎藤 晃君） 最初に、現在の長崎

県水産業振興計画における有明海海区の取組と

現在の状況についてのお尋ねでございますが、

まず取組といたしましては、漁場環境改善を図

るための海底耕うん、種苗放流、藻場の維持拡

大、藻類養殖の販売量増加、ヒジキの養殖の導

入等を実施しております。 

 特に、南島原地区のワカメ・ヒジキ養殖グ

ループでは、平成29年度に「養殖産地育成計画」

を策定し、付着物除去装置などの作業の効率

化・省力化機器の導入、ヒジキ養殖に適した漁

場の選定などに取り組まれており、県では、そ

の実践に支援をしているところでございます。 

 また、県の経営指導により、経営計画を策定

いたしましたワカメ養殖漁業者において、ワカ

メ加工処理場を整備したところ、加工作業の効

率化が図られることで、売上げが約4割向上し

た例も出てきております。 

 現状といたしましては、議員ご指摘のように、

高齢化による就業者数の減少とともに、有明海

海区全体としての生産量は減少傾向となってお

りますが、一経営体当たりの平均所得は、平成

25年の92万9,000円から、平成30年には12万

1,000円増え、105万円となっているところでご

ざいます。 

 これらの状況を踏まえ、今後も環境改善や種

苗放流等への支援と併せ、経営体の経営力の強

化に向けた取組を計画的に推進し、漁業者の所

得向上に力を注いでまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、資源・漁場保全緊急支援事業はどのよ

うな内容か、どのように活用していくのかとい

うふうなお尋ねでございますが、本県水産業に

おいても新型コロナウイルスの影響は極めて大

きく、有明海沿岸の漁業者から、「休漁期間を

活用した海底耕うんなどの取組を支援してほし

い」といった要望を伺ってきたところでござい

ます。 

 当該事業につきましては、漁業生産力の向上

などを目的といたしまして、新型コロナウイル

スの影響を受けて休漁を余儀なくされた漁業者

が取り組む活動経費を支援するものでございま

して、例えば海底耕うんといったような漁場保

全活動などが対象となっているところでござい

ます。 

 県といたしましては、事業の実施に当たり技

術的な助言を行いまして、漁業者がこの事業を

効果的に活用できるよう、系統団体と一体と

なって取り組んでまいります。 

 最後に、今漁期のワカメの生育不良の原因と

今後の対応というふうなことでございますが、

今漁期の有明海のワカメ養殖は、昨年11月から

12月にかけまして、成長初期の芽が消失してし

まうような事態が発生いたしまして、生育不良

により生産量は前年の約6割と減少したところ

でございます。 

 昨年11月から12月までは、平年より水温が高

めで推移いたしまして、最大1.7度も高い値で

あったわけでございます。 

 平成27年の秋から冬にかけて同じように高水

温が観測された時も、県内各地で同様の生育不

良といったことが発生していることから、今回

の生育不良につきましては、こういった高水温
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の影響といったものが大きいのではないかと考

えているところでございます。 

 この対策として、県といたしましては、成長

初期を中心として養殖期間中の漁場水温の観測、

定期的な生育状況の調査を行いまして、その結

果に基づき適切な養殖管理について助言、指導

を行うこととしております。 

 また、生育不良が発生した場合、種糸を適宜

追加できるよう、室内でワカメの種を培養して

いく種苗生産技術についても漁業者への指導を

実施してまいりたいと思います。 

〇副議長(西川克己君） 中村一三議員―13番。 

〇１３番(中村一三君） 6、道路網の整備につ

いて。 

 （1）島原道路の進捗状況と今後の見通しに

ついて。 

 有明瑞穂区間が、いよいよ新規事業化をされ

ました。 

 中村知事を先頭に島原半島3市長、地元県議

団、半島市議会議長団、地元関係者が国への要

望に積極的に取り組んでいただいたことに、心

から感謝を申し上げます。 

 また、地元選出の国会議員にも強力な後押し

をいただいたことに、お礼を申し上げます。 

 この新規事業化を含む島原道路は、半島地域

の重要な生命線であり、地理的条件に恵まれな

い半島地域の振興、活性化はもとより、災害や

急患の緊急搬送に、複数経路の確保やアクセス

時間の短縮などの重要な機関をもつものであり

ます。 

 有明瑞穂バイパスは、路線10.4キロメートル

で、総事業費380億円だとお聞きしております。

新規事業化も含めた島原道路全体の進捗状況及

び事業見通しについて、お尋ねをいたします。 

 また、島原道路の事業が推進される中、南島

原市は、高速交通ネットワークから取り残され

るのではないかという懸念があります。 

 そこで、島原道路の南進としての深江から口

ノ津間の整備について、県の見解をお尋ねいた

します。 

 （2）南島原市内の道路整備の進捗状況につ

いて、2点お伺いいたします。 

〇副議長(西川克己君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） まず、島原道路の進

捗状況と今後の見通しについてのお尋ねですけ

れども、島原道路は、全体50キロメートルのう

ち、現在約19キロメートルを供用しています。 

 今年度は、井手平有明バイパスについては、

用地進捗7割を超えており、橋梁及び函渠等の

工事を進めています。 

 瑞穂吾妻バイパスについては、測量、設計が

完了した瑞穂側の用地取得に着手をする予定で

す。 

 今年度、新規事業化した有明瑞穂バイパスは、

今年度から測量に着手いたします。 

 今後も地元の協力を得ながら、必要な予算を

確保し、早期完成に努めてまいります。 

 一方、深江から口ノ津間の整備については、

南島原市の観光や産業の振興を図るうえからも

重要であることは認識しており、島原道路の事

業進捗を見極めながら、今後、整備の方向性に

ついて、国や地元と協議してまいります。 

 次に、南島原市内の道路整備の進捗状況につ

いてのお尋ねですけれども、主要地方道小浜北

有馬線の大亀矢代工区については、今年度から

橋梁工事に着手します。 

 一般県道山口南有馬線については、白木野か

ら国道251号までの未改良区間2か所について、

全て今年度中の供用を予定しております。 

 一般県道雲仙有家線の中山工区については、
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今年度より用地取得を進めてまいります。 

 次に、一般国道251号、布津町から深江町間

の歩道整備については、今年度は深江橋側道橋

の下部工工事を行う予定であり、工事着手前に

は地元自治会や漁協などの関係者に対して、工

事内容を丁寧に説明しながら事業を進めてまい

ります。 

〇副議長(西川克己君） 中村一三議員―13番。 

〇１３番(中村一三君） ありがとうございまし

た。 

 やっと島原道路の50キロの路線が、あと尾崎

インター2キロメートルを残して事業化をされ

ております。 

 私たち南島原に住んでいる人間として、何と

かして深江から口ノ津までの延伸、南進ですね、

これを私たちは一生懸命に働きかけているんで

すけれども、3県架橋という、平成6年からもう

26年たっても候補路線から計画路線になってお

りません。 

 これを島原道路の深江から口ノ津までの延長

路線として、何とか知事に先頭に立って、お願

いをしたいと思いますけれども、一言だけ知事

の言葉をいただいて終わります。 

〇副議長(西川克己君） 知事。 

〇知事(中村法道君） この島原道路の南進につ

いては、交通利便性を確保するうえでは必要不

可欠な事業であると考えているところでありま

す。 

 ただ、全体としての事業の進捗状況を踏まえ

ながら、着手時期等を含めて検討を進めていく

必要があるものと考えているところであり、引

き続き、地元の皆様方並びに国との協議、調整

に力を注いでまいりたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 中村一三議員―13番。 

〇１３番(中村一三君） ありがとうございまし

た。 

 これで、私の一般質問を終わります。（拍手） 

〇副議長(西川克己君） 午前中の会議はこれに

てとどめ、しばらく休憩いたします。 

 午後は、1時30分から再開いたします。 

― 午後 零時 １１分 休憩 ― 

― 午後 １時３０分 再開 ― 

〇議長(瀬川光之君） 会議を再開いたします。 

 午前中に引き続き、一般質問を行います。 

 下条議員―7番。 

〇７番(下条博文君）（拍手）〔登壇〕 皆様、お

疲れさまでございます。 

 自由民主党、長崎市選出、県民皆様の想いを

つなぐ下条博文でございます。 

 質問に入る前に、新型コロナウイルス感染症

で、今回、健康被害を受けた方々、また、お亡

くなりになった方々に慎んでお悔やみ申し上げ

ます。また、お見舞いを申し上げます。 

 「コスタ・アトランチカ号」にて、ご対応い

ただいたすべての方に敬意と感謝を申し上げ、

質問をさせていただきたいと思います。 

 コロナ禍で大変な中、傍聴に来ていただき、

本当にありがとうございます。 

 会派の皆様におかれましても、このような登

壇の機会をいただき、感謝いたします。 

 新型コロナウイルス対策など、先に登壇した

先輩議員の皆様のご質問と重複する場合もござ

いますが、私なりの観点から質問させていただ

きます。 

 知事並び関係部局の皆様、ご答弁よろしくお

願いいたします。 

 それでは、質問通告に基づき、質問させてい

ただきます。 

 1、クルーズ船「コスタ・アトランチカ号」
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対応の総括。 

 （1）クルーズ船対応を行った組織体制につ

いて。 

 今回のクルーズ船の対応については、感染症

に強い長崎大学からの応援はもちろん、国の専

門家、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、自衛

隊の皆様の協力により、船員の検査、経過観察、

医療支援が行われたとお聞きしています。 

 結果として、感染拡大は食い止められ、重症

化も少なかった。今回のケースは、クルーズ船

対応のモデルケースとなるのではないでしょう

か。日々状況が変わる中で、臨機応変な対応が

必要だったと思います。具体的にどのような体

制で、このクルーズ船の難局を乗りきられたの

か、知事にお尋ねいたします。 

 （2）対応の総括。 

 クルーズ船対応について、現在、様々な検証

を行っていると推測しますが、全体を総括して、

特に、どのような点を評価されているのか、評

価ポイントをお尋ねいたします。 

 2、第2波に備える。 

 （1）経済活動を封鎖しない取組。 

 昨日の徳永議員の質問に対し、本日は松本議

員も触れられておりましたが、文化観光国際部

長が、「今年1月から4月にかけて、県内の宿泊

観光施設の利用者が大幅に減少し、経済損失額

が約280億円に上る」と答弁をされました。大

変な経済被害であると考えます。 

 知事は、国の「緊急事態宣言」や隣県での休

業要請等の状況を受け、4月25日から、遊興施

設などへの休業要請や食事提供施設への営業時

間短縮要請を行われました。この休業や営業時

間短縮について、本日19日が申請受付けの最終

日となっておりますが、午前中、中村一三議員

の質問もありましたけれども、申請件数が約

7,400件とお聞きしております。多数の事業者

の方々からご協力をいただきました。 

 新型コロナ感染症の拡大を防ぐために、知事

は苦渋の判断をされたと考えておりますが、今

後、仮に第2波が発生した場合、さらなる休業

要請は県内経済に大きなダメージを与えるので

はないかと危惧しております。 

 このような事態にならないためにも、本日、

午後3時からダウンロードが開始されます「新

型コロナウイルス接触確認アプリ」、通称ＣＯ

ＣＯＡ（ココア）と言うそうですけれども、感

染拡大防止対策としてのＩＴ技術を併用しなが

ら、県民の皆様が国の専門家会議が示した「新

しい生活様式」を徹底していただくこと、事業

者の方々は業種ごとのガイドラインへの対応を

徹底していただくこと、そのような取組を積極

的に行い、経済活動を封鎖しないで感染拡大を

抑えていくことが重要であると考えております。 

 そこで、県は、飲食・サービス業を代表する

ような、多くの人との接触を伴う事業者の皆様

が業種ごとのガイドラインに対応していくため

に、どのような支援を考えられているのか、産

業労働部長にお尋ねいたします。 

 （2）各市町独自の支援制度。 

 4月から5月にかけて、県内各市町において、

主に宿泊業、飲食業、小売業を営む事業者の皆

様の事業継続に向けた支援金、給付金、補助金

の支援制度を設けていただきました。 

 国や県による給付金、休業要請協力金等が実

際に事業者の皆様のもとに届くまでの間、市町

が事業者の皆様の近くで寄り添った手厚い支援

を進めていただき、大変ありがたく感じている

ところです。 

 しかしながら、各市町がそれぞれ制度設計を

行ったことで、特に、事業所及び本店所在地の
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住所に関する要件の整合性が十分にとられてい

なかったため、事業所と本店の所在市町が異な

る事業者が、どちらの市町にも支援制度がある

にもかかわらず、どちらも利用できなかったと

いう残念な事例が発生しております。このよう

な事例が生じないように、各市町それぞれ独自

の制度ではありますが、県として何ができるか

をお尋ねいたします。 

 （3）検査体制の拡充。 

 社会経済活動を段階的に引き上げ、今後、海

外との交流再開も見込まれる中、感染予防と社

会経済活動の段階的な再開を両立させていくた

めには、感染者を早期に発見し、感染の流行を

迅速に察知することが重要であると考えます。 

 本県においては、2月14日にＰＣＲ検査を開

始して以来、クルーズ船乗組員の検査を除きま

すが、6月15日までに3,047件の検査を実施、そ

のうち17名の方が感染の確認をされております。 

 検査件数に占める陽性者の比率である陽性率

は、本県において0.6％、これは全国のＰＣＲ

検査の陽性率6.1％と比べると、約10分の1に

なっております。また、感染が確認された17名

は、いずれも海外や国内の流行地域での感染が

疑われる方、流行地域から来られた方との接触

により感染した可能性が高い方がほとんどでし

た。 

 このような中、今後、社会経済活動の再開に

より、県内においても新たな感染者の発生、ク

ラスターが発生する可能性があると思いますが、

現在、1日に600件を超える検査が可能な体制を

構築しており、早期に発見する体制、クラス

ターに対応できる体制は一定確保できていると

考えております。 

 さらに、長崎大学病院がＰＣＲ検査の自動検

査システムを開発し、年内には1,600件の検査

が可能になるとお聞きしておりますが、私も感

染状況が比較的落ち着いている今こそ、第2波

に備えて、県内の検査体制を拡充していくべき

であると考えます。 

 そこで、県として検査体制を今後どのような

考え方で、また、どのように拡充していこうと

しているのか、お尋ねいたします。 

 （4）医療体制（医療従事者・病床・医療物

資）の整備。 

 県では、第2波に備え、感染者が大幅に増加

した際の医療提供体制等についても検討されて

いると思います。県内の医療機関においては、

感染者発生の初期段階から、使命感を持って厳

しい状況を乗りきっていただいており、医療従

事者、医師、また看護師、介護士、すべての

方々に対して、本当に敬意を表する次第でござ

います。 

 また、今後、新型コロナ患者の受入れに当

たって、従事期間中に家族への感染を避けるた

めの医療従事者専用の宿泊施設の確保や、感染

症という特殊業務に従事することに対する手当

など、受入体制が整いさえすれば従事しますよ

というような医療従事者もいるというふうにお

聞きしております。絶えず感染する可能性があ

り、心身に負担がかかる中で業務を行っておら

れる医療従事者の皆様に対し、何かの支援を考

えておられるのか、お尋ねいたします。 

 また、今後の感染拡大に備えて、入院可能な

病床数は307床、軽症者や無症状の方を受入れ

る宿泊療養施設は163室を確保するなど体制を

整備していると、報道も含めお聞きしておりま

すけれども、感染が拡大すれば、一般の医療機

関にも感染の疑いがある患者さんが受診するこ

とになると思います。 

 現在は、マスク、防護服などの感染防護資材
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が不足しており、一般の医療機関は感染防護資

材の不足を理由に診療をためらっているところ

があると、一部聞いております。今後の第2波

に備えて医療提供体制、感染防護資材の確保に

ついて、県として、どのように考えているのか、

お尋ねいたします。 

 （5）ＩＣＴを用いた介護施設等の感染拡大

防止。 

 先般、長崎港内に停泊中のクルーズ船で発生

した新型コロナウイルス集団感染事例では、長

崎大学と富士通株式会社が共同開発した「健康

管理チャットシステム」が活用されました。本

システムの活用により、乗組員の健康状態の早

期把握と病院と関係者間の情報共有が可能とな

り、その結果、感染拡大防止対策に効果を発し

たことは、既に多くの皆様がご存じであると思

います。 

 私自身、この健康管理チャットの効果に感銘

を受けた一人であり、開発者である長崎大学の

山藤栄一郎医師など関係者の方々にチャットに

ついて、お話をお伺いしました。 

 利用方法は、スマートフォンに毎日の体温や

頭痛、倦怠感の有無など体調面の情報を質問形

式で回答することにより、医師等の関係者が健

康状態や軽度な症状の変化を早期に発見するこ

とができ、その結果、重症化やクラスターの発

生防止に役立つものであります。 

 山藤医師は、そのチャットについて、介護施

設の感染拡大防止のために活用できるよう、現

在、検討また準備をされております。介護施設

に入所・通所するご高齢者の皆様は、感染する

と重症化しやすいと言われており、万一、介護

施設でクラスターが発生した場合、即医療崩壊

につながる可能性もあり、大変危険な状態です。

このため、今後襲ってくるかもしれない第2波

に備え、早期に介護施設でのチャットの導入を

進めることが必要ではないかと思っております。 

 ぜひ、県として、今回のクルーズ船の対策を

介護施設でも活かすことで、いわば長崎モデル

として県民の健康を守るとともに、その取組を

県内外に広く発信してほしいと思っております。

新型コロナウイルス感染症の第2波に備えた健

康管理チャットの県内介護施設への導入につい

て、県のご見解をお尋ねいたします。 

（6）避難所の整備。 

 午前中、松本議員、また、中村一三議員も質

問されておりましたが、また、県においても、

5月専決補正で避難所の感染症対策について、

予算を計上されております。 

 新型コロナウイルスに対するワクチンや決定

的な効果を上げる治療薬がない中、今年度にお

ける災害時での避難所の運営は、感染症対策に

重点を置かなければならず、ソーシャルディス

タンス対策など、特殊で例外的な対応を行う必

要があります。 

 6月に入り、今朝も本当にすごく雨風がひど

かったですけれども、梅雨による豪雨災害、土

砂崩れなど災害被害が懸念される時期に入りま

した。新型コロナウイルス感染症対策を踏まえ

た、今年度における避難所運営について、どの

ような対策で取り組んでいくのか、また、中長

期的な避難所運営も考えておく必要があると思

いますので、今年度以降の中長期的な対策につ

いて、何かご検討されているのか、併せてお尋

ねいたします。 

 また、避難所における感染防止対策で、分散

避難というのが最近言われておりますけれども、

その分散避難の一つで、車中泊も選択肢の一つ

と考えるが、熊本地震でのエコノミークラス症

候群や、昨年度の台風19号では、車での移動中
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に亡くなるというケースも報告されており、注

意が必要と思われます。コロナ禍における避難

対策としての車中泊について、県はどのように

認識し、何か対策を講じていく予定があるのか、

お尋ねいたします。 

 （7）マイナンバー等、デジタルトランス

フォーメーション促進。 

 デジタルトランスフォーメーション（以下Ｄ

Ｘ）は、スウェーデンのエリック・ストルター

マン教授が2004年に提唱した、「デジタル技術

がすべての人々の生活をあらゆる面でよりよい

方向に変化させる」というコンセプトが起源と

される言葉で、直訳すると「デジタル変革」と

なります。 

 人口減少、少子・高齢化を迎える我が県、我

が国にとって、枯渇していく可能性がある労働

力の効果的な活用に向け、Society5.0を中心と

したＩＣＴ・ＩoＴ導入は喫緊の課題であると

思います。 

 しかしながら、昨日の前田議員の質問でも詳

細に取り上げられましたが、マイナンバーカー

ドなど、導入がなかなか進んでいないという例

がございます。多国に比べ、一部の地域を除き、

日本は全体的にこのＤＸが進んでいない状況で

あります。 

 そのような状況下で、新型コロナ感染症が拡

大し、迅速な給付金、支援金の配布が必要とな

りました。国においても、マイナンバーと個人

口座の連携に関して検討が進められております。

また、新型コロナウイルス感染症拡大の第1波

において、県庁職員の皆様をはじめ対策本部や

窓口対応など、たくさんの方が携わられており

ますが、第2波、第3波に備えるためには、ＩＣ

Ｔを活用した業務効率化を行い、職員の時間を

生み出し、非常事態にすぐに対応できる体制を

確保する必要があると思います。このような背

景を鑑み、県庁内部にさらなるＩＣＴ活用につ

いて、県としての見解をお尋ねいたします。 

 また、行政はもとより、さまざまな分野にお

けるＩＣＴの利活用も必要であると考えます。

県として、ＤＸをどのように進めていこうとし

ているのか、お尋ねいたします。 

 3、一次産業経済支援。 

 （1）花き振興支援。 

 コロナ禍において、サービス業、飲食業、宿

泊業、交通業など、また、様々な多くの産業が

ダメージを受けました。水産・畜産業もはじめ、

多くの一次産業も例外なく被害を受けましたが、

中でも花き農家の被害は深刻でございます。 

 花き農家にとって、3月から5月は需要期でか

き入れ時にもかかわらず、需要が大きく落ち込

み、販売単価が低迷しているとお聞きしており

ます。その状況について、どのような状況なの

か、具体的にお尋ねをいたします。 

 一昨日も開催されておりましたが、県庁エン

トランスでの花装飾の展示など、需要喚起対策

に県として取り組んでいただいております。厳

しい経営状況下にある花き農家へ、今後どのよ

うに支援を進めていくのか、お尋ねいたします。 

 一方、店舗で花を販売する花屋さんも、外出

自粛の影響を受け、厳しい経営状況が続いてい

る中、定期購入配送など、新たな生活様式に積

極的に対応するために取り組まれている花屋さ

んの話も伺っております。このような取組に対

して、県として支援ができないのか、お尋ねい

たします。 

 4、関係人口の創出・拡大。 

 （1）長崎県の取組（コロナによって見直さ

れる地方の豊かさ）。 

 感染症の拡大に伴い、改めて「密」をはじめ
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とする大都市が抱える様々な問題が浮き彫りと

なる中で、地方の優位性、いわばローカルアド

バンテージが認識されつつあり、本県としても

こうした機会を逸することなく、対応策を講じ

ていく必要があると思います。 

 こうした中、県では、今年度が計画初年度と

なる「長崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略」

において、新たな視点の一つとして、関係人口

の創出拡大に取り組むこととしています。 

 私が最近聞いた話ですが、埼玉県在住の方が

長崎に旅行に来られた時に、長崎の方に親切に

していただき、大変よい印象を受けた。その後、

東京にある本県の移住相談窓口でも親身になっ

て仕事の世話をしていただいた結果、移住を決

断するに至ったとの好事例をお聞きしました。 

 都市部の皆様に地方の魅力、長崎の魅力を

知っていただき、できれば移住に結びつけるた

めには、様々な形で長崎に足を運んでいただく

中で、まずは、長崎を好きになっていただく、

こうした肩肘張らない緩やかな関係づくりが大

事と考えており、関係人口の取組はそれに資す

る取組と、大変期待をしております。 

 そこで、まず、県が今年度から積極的に取り

組もうとしている関係人口の創出拡大について、

その考え方や主な取組について、お尋ねいたし

ます。 

 （2）効果的な情報発信。 

 先ほどの事例では、長崎に興味を持っていた

だいた後、東京の移住相談窓口に足を運んでい

ただき、そこで丁寧な相談対応がなされたこと、

そして、県内企業とのマッチングがうまくいっ

たことが、実際に移住するに至ったポイントで

はないかと考えております。 

 こうした移住相談や就職支援は、県の移住サ

ポートセンターをはじめ、関係機関のきめ細か

な支援の結果と言えるものであり、引き続き、

これから支援のさらなる充実に努めていただき

たいところでございます。 

 一方、今後、都市部の方々の地方への注目が

集まる中、大都市圏にはない、ありのままの地

方の魅力、長崎の魅力や相談窓口等の情報を、

他県に負けないように、これまで以上に強く発

信していくことが求められているのではないで

しょうか。 

 また、情報発信に当たっては、先ほどの事例

のような、長崎県に移住した先輩方の事例を、

例えば年齢別、性別なんかも意識をしながら、

情報発信に有効に活用していくことも効果的な

情報発信につながるのではないかと考えていま

す。 

 そこで、県として、本県に移住してきた方と

の関係づくりに努めながら、こうした方々の事

例を交えて情報発信を行う考えがないのか、ま

た、今後の都市部に対する情報発信のさらなる

強化について、どのように考えているのか、お

尋ねいたします。 

 5、冬季の全国における高校生のスポーツ大

会開催について。 

 まず、春以降の全国大会の中止の理由につい

て、お尋ねします。 

 新型コロナウイルスの感染症拡大によって、

春の各種選抜大会にはじまり、全国高校総体や

夏の甲子園など多くの全国大会が中止となりま

したが、どのような判断で開催がなされない経

緯になったのか、その理由について、お聞きい

たします。 

 次に、本県における代替大会の開催状況につ

いて、高総体や高校野球など、県大会において

も中止となりましたが、その代替大会を計画実

施されているとお聞きしております。この実施
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状況について、お尋ねいたします。 

 最後に、冬の全国大会の開催について、今後、

冬の高校生のスポーツ大会開催に向けて、開催

可否の協議が行われると思いますが、主役であ

る選手の話を聞いていただくような対応ができ

ないか、お尋ねをいたします。 

 質問は、以上となります。 

 これより先は対面演壇席に移り、答弁により

ましては、理解を深めるために再質問をさせて

いただきます。 

 ご清聴ありがとうございました。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 下条議員のご質

問にお答えいたします。 

 今回のクルーズ船内における感染症発生に対

して、どのような体制で乗りきってきたのかと

のお尋ねでございます。 

 今回のクルーズ船内における新型コロナウイ

ルス感染者への対応については、県の新型コロ

ナウイルス感染症対策本部の中に「クルーズ船

対策チーム」を設け、国の関係省庁や「ダイヤ

モンド・プリンセス号」を経験された感染症の

専門家をはじめ陸上自衛隊、長崎大学、災害派

遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等、数多くの関係者

の応援をいただいてまいりました。 

 特に、ＤＭＡＴとして、県内外の医療機関か

ら延べ550名、また、ＮＰＯ・ＮＧＯ法人から

延べ186名の医師・看護師等が、船に隣接する

臨時の診療所における医療支援を行っていただ

きました。また、陸上自衛隊からは、延べ477

名の災害派遣をいただき、乗組員全員の検体の

採取や診断・診療等にご尽力をいただきました。 

 こうした数多くの関係者のご協力のもと、県

の対策本部と国、長崎大学、クルーズ船内をテ

レビ会議でつなぎ、毎日情報を共有しながら、

迅速な意思決定が図られたことが、感染拡大の

防止や船員の早期帰国につながったものと考え

ているところであります。 

 そのほかのお尋ねにつきましては、関係部局

長からお答えをさせていただきます。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 私の方からは、

4点お答えさせていただきます。 

 まず、今後のクルーズ船の対策に活かせると

思うが、全体を総括して、特に、どのような点

を評価されているのかとのお尋ねでございます。 

 船内では、密閉された環境におきまして多数

の陽性者がいる中で、いかに感染拡大を防ぎ、

適切な医療により重症者の発生を抑えることが

できるかが重要であると考えております。 

 今回の事案の特徴といたしましては、「ダイ

ヤモンド・プリンセス号」を経験した感染症の

専門家の指導によりまして、船内の感染予防対

策や個室管理を徹底し、感染拡大を防ぐことが

できました。 

 また、「健康管理アプリ」の活用によりまし

て、船内の有症状者を速やかに特定し、船のそ

ばに設置した自衛隊のＣＴ車を活用して、肺炎

の有無を確認することで、重症化する前に医療

につなげることができました。 

 なお、健康管理アプリにつきましては、長崎

大学と民間とで共同で開発されまして、今回の

クルーズ船対策のために、言語対応や基礎疾患

などの項目の追加など、迅速に改修をしていた

だきました。毎日平均いたしまして、乗組員の

約8割の方に入力いただき、体温チェックはも

とより、例えば船内での生活環境の困りごとな

ど、すぐに把握できるなどの効果がありました。 

 今回の経験につきましては、今後のクルーズ

船への対応のほか、クラスター対策にも活かし
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てまいりたいと考えております。 

 次に、第2波に備えて、県は検査体制を今後

どのような考え方で、どのように拡充していこ

うとしているのかとのお尋ねでございます。 

 今後の第2波に備えまして、今後の課題とい

たしましては、クラスター化を防止することで

ありまして、そのためには、医師が必要と認め

た場合には、すぐにＰＣＲ検査等を受けられる

体制づくりが必要であると考えております。 

 これまでは、県の環境保健研究センターも、

1日40件から80件に検査体制を拡充し、長崎大

学が開発した「蛍光ＬＡＭＰ法」の検査機器を

県内すべての感染症指定医療機関に配備して、

離島も含めて検査体制を整備いたしました。 

 また、全国でもいち早く、本年4月に、いわ

ゆるドライブスルーでの検査体制を県内3圏域

で設置いたしました。 

 今後は、長崎大学病院において、新たにＰＣ

Ｒ検査機器を導入し、自動処理技術の開発を進

めることによりまして、本県の1日当たりの検

査件数を約1,600件まで拡充し、より簡単かつ

安全な検体採取といたしまして、唾液、これは

唾のことでございますが、これを活用した検査

方法の導入についても、同大学と検討しており

ます。 

 県といたしましては、引き続き、国の補正予

算も活用して、さらなる検査体制の拡充に努め

てまいります。 

 また、第2波に備えて医療従事者への支援、

医療体制、感染防護資材の確保について、どの

ように備えているのかとのお尋ねでございます。 

 第2波に備えた医療提供体制につきましては、

現在の受入れ医療機関といたしまして23病院、

307床、宿泊療養施設として3カ所で163室を確

保しております。国の補正予算も活用いたしま

して、受入れのための確保病床や休止病床に対

する費用の補塡や人工呼吸器等の医療機器の購

入等の支援を行い、さらなる病床の確保を目指

してまいりたいと考えております。 

 また、感染防護資材の確保につきましては、

これまで県が備蓄するサージカルマスクやガウ

ンなどを感染症指定医療機関に適宜提供してお

りますが、より高性能なＮ９５マスクや防護服

は、現場でも不足感があり、適正な価格での購

入が困難な状況となっており、県が必要な資材

を確保し、計画的に配布していきたいと考えて

おります。 

 感染が拡大した際には、感染に気づかずに医

療機関を受診し、クラスター化の恐れがあるた

め、一般の医療機関を対象に、院内感染防止の

ために必要な設備の支援や、感染リスクを負っ

て勤務している医療従事者に対して慰労金の支

給を検討しております。 

 今後も、第2波に備えた医療体制の整備・充

実に積極的に取り組んでまいります。 

 最後に、ＩＣＴを活用した介護施設への支援

といたしまして、クルーズ船で成果を上げた健

康チャットの介護施設への導入について、どの

ように考えているのかとのお尋ねでございます。 

 本県では、これまでのところ、介護施設等に

おけるクラスターの発生はありませんが、県と

いたしましても、新型コロナウイルス感染の第

2波に備え、介護施設等の感染防止対策の徹底

を図っていく必要があるものと考えております。 

 クルーズ船で使用された健康管理アプリの活

用によりまして、各施設においては、入所者の

健康状況を網羅的に把握し、不安があった場合

には、チャット機能を活用することで、保健所

や大学と直接連絡が可能となり、蔓延拡大の防

止が期待できます。 
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 今後、一部の施設で試行が予定されており、

運用面での課題等を確認したうえで、県内施設

への導入を検討してまいりたいと考えておりま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部長。 

○産業労働部長(廣田義美君） 私からは、2点

について、お答えいたします。 

 まず、第2波に備え、事業者が業種ごとのガ

イドラインに対応するための支援についてのお

尋ねですが、新型コロナウイルス感染症の第2

波に備えるためには、事業者の皆様に業種別ガ

イドラインを実践していただくことが極めて重

要であり、商工団体や業界団体等と連携し、さ

らなる周知徹底を図ることが必要であると考え

ております。 

 感染症予防対策を行いながら、事業継続や再

起に向けた取組を支援するため、国におきまし

ては、小規模事業者持続化補助金に特別枠が設

けられており、また、県におきましても、同種

の補助制度を設けているところであります。 

 併せまして、飲食業など店舗等において顧客

と接する機会の多い事業者に対してガイドライ

ンを実践していただくため、10万円を上限とす

る補助制度を新たに創設したところであります。 

 今後とも、感染症予防・拡大防止と社会経済

活動との両立を図ってまいりたいと考えており

ます。 

 次に、各市町独自の支援制度に不整合が生じ

ないように、県として何ができるのかというこ

とについてのお尋ねでございますが、各市町に

おいては、それぞれの産業構造や事業者への影

響等を踏まえまして、独自に支援対象者の要件

や支援内容等を設定されているところでござい

ます。 

 今回は、経済活動への影響が日々深刻さを増

す中で、早急に対応策を講じる必要があったこ

とから、市町間での十分な情報共有が図られな

かったものと考えられます。 

 県では、これまでも市町独自の産業支援施策

の情報を取りまとめ、すべての市町に提供し、

情報共有を図っているところでありますが、今

後も引き続き、的確な情報収集と迅速な提供に

努めてまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 私からは、2点お

答えさせていただきます。 

 まず、新型コロナウイルス感染症対策を踏ま

えた、今年度における避難所運営にどう取り組

むのか、また、来年度以降の中長期的な対策に

ついて、何か検討しているかとのお尋ねですが、

県では、避難所での「3密」防止を図るため、

県民に対して在宅避難や親戚、知人宅への分散

避難を呼びかけるとともに、市町に対しては、

協定に基づく旅館・ホテルの活用のほか、これ

までより多くの避難所を開設するよう働きかけ

ております。 

 また、感染症防止のためのパーテーションや

段ボールベッド、換気対策のための空調機器な

どを県で備蓄し、市町が開設する避難所の環境

整備を支援しているところであります。 

 さらに、避難所運営のためのチェックリスト

を作成し、市町へ配布するとともに、避難所開

設訓練の実施、市町担当者向けの避難所運営研

修会を開催するなど、知識の向上を図っている

ところであります。 

 新型コロナウイルス感染症の影響は長期にわ

たると考えられますので、今後は、市町が開設

する避難所の運営状況を検証するとともに、新

たな知見があれば、市町と情報共有するなど、

感染症予防に万全を期してまいります。 
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 次に、コロナ禍における避難対策としての車

中泊について、県はどのように認識し、対策を

講じていく予定はあるかとのお尋ねですが、車

中泊は、分散避難の選択肢の一つであり、避難

所の「3密」を避けるための避難として有効で

あると認識しておりますが、一方で、エコノ

ミークラス症候群を発症したり、豪雨災害では、

車が流される危険性が高まることから、県ホー

ムページ等において、十分に注意するように呼

びかけているところであります。 

 県としましては、県民に車中泊を推奨するも

のではありませんが、やむを得ず車中泊を行う

場合には、エコノミークラス症候群防止のため、

ストレッチや水分補給を行うこと、豪雨災害が

想定される場合には早めに移動して、安全な場

所に避難を完了させることなどを、市町や日本

防災士会長崎県支部等と連携して、広報・啓発

を行ってまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長(大田 圭君） 私からは、県庁内部

のさらなるＩＣＴ活用について、県として、ど

のように考えているのかというお尋ねについて、

お答えをいたします。 

 限られた人的資源で、県民の皆様に具体的な

成果を還元していくためには、業務の効率化を

進めまして、職員にしかできない業務などに集

中をさせていくということが非常に重要でござ

います。 

 そのためには、新たなＩＣＴ技術の積極的な

利活用というものが不可欠でございまして、こ

れまでもテレビ会議システムですとか、あるい

はＲＰＡの導入などに取り組んでまいりまして、

移動時間の削減などの業務の効率化を図ってき

たという状況でございます。 

 今後、ＩＣＴ技術をさらに利活用していくう

えでは、業務の改善意欲ですとか、あるいは取

組の推進、また、職員のＩＣＴ知識やリテラ

シーの向上というものを図るとともに、もとも

との業務のプロセスの見直しですとか標準化、

各種書類の電子化といったこと、あるいは県庁

内でのさらなるサポートですとか、費用対効果

の検証など、こういったことが必要であるとい

うふうに考えておりまして、これらへの対応を

進めてまいりたいと考えております。 

 ＩＣＴ技術の利活用は、新型コロナウイルス

の感染症対策を進めるための時間や人的資源の

確保にも有効な手段だというふうに考えており

ますので、今後もＲＰＡですとか、ＡＩの導入

推進、あるいはテレワーク環境の整備など、新

しいＩＣＴ技術等を積極的に利活用しながら、

業務の効率化をさらに進めまして、県民の皆様

への成果の還元につなげていきたいと考えてお

ります。 

〇議長(瀬川光之君） 企画部長。 

〇企画部長(柿本敏晶君） 県として、デジタル

トランスフォーメーションをどのように進めて

いこうとしているのかとのお尋ねでございます。 

 デジタルトランスフォーメーションにつきま

しては、ＩＣＴを利活用し、企業などの組織や

ビジネスモデル自体の変革を図るものであり、

本県においては、人口減少や高齢化が進行する

中、新型コロナウイルスへの対応も求められて

おり、ＩＣＴを最大限に利活用したデジタルト

ランスフォーメーションの実現に向けた取組を

加速させる必要があると考えております。 

 今年度、企画部内に、先端技術を活用した施

策のさらなる推進を図るため、「次世代情報化

推進室」を設置したところであり、今後、県内

の産学金官の連携による「ながさきSociety5.0

推進プラットフォーム」を立ち上げ、情報通信
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基盤の整備や各分野におけるＩＣＴを活用した

取組を推進するとともに、関係部局の取組と連

携をし、県内企業におけるデジタルトランス

フォーメーションを促進することとしておりま

す。 

 このことにより、本県における新たな産業の

創出や生産性の向上、地域課題の解決や県民生

活の向上、県、市町におけるデジタル化の推進

といったSociety5.0の実現を目指してまいりた

いと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 農林部長。 

〇農林部長(綾香直芳君） 私の方から、3点お

答えさせていただきます。 

 まず、新型コロナウイルス感染症による花き

生産者への影響についてのお尋ねですが、3月

から5月期の新型コロナウイルス感染症拡大を

受け、卒業式や歓送迎会などの自粛や中止、冠

婚葬祭の延期や規模縮小によりまして、花きの

需要は大きく落ち込んだところでございます。 

 そのため、県内市場の4月から5月の花きの価

格は、昨年と比較して、輪ぎくが1本当たり46

円と22％下落したほか、ガーベラやバラにおい

ても、それぞれ約20％下落しており、花き生産

者は、感染症拡大により大きな影響を受けたと

ころでございます。 

 次に、花き生産者に対する支援についてのお

尋ねですが、県では、花き生産者の経営継続に

向けて、資金繰り対策や持続化給付金など国の

制度を活用できるよう、相談対応などの支援を

行っているところであります。 

 また、花きの需要を喚起するため、国の補正

予算や地方創生臨時交付金を活用し、県や市町

の庁舎に加えまして、今後、駅や港などの公共

施設、それから小学校への花の装飾展示を広げ

ていくこととしております。 

 今後、県といたしましては、「高収益作物次

期作支援交付金」などの支援施策を積極的に活

用することで、花き生産者の皆様が安心して経

営継続できるよう、農業団体や市町と一体と

なって支援をしてまいります。 

 次に、花の販売に対する県の支援についての

お尋ねでございます。 

 県といたしましても、引き続き、新型コロナ

ウイルス感染症対策が求められる中、花の販売

においても、新しい生活様式に対応し、通信販

売等への取組が必要と考えております。 

 そのため、議員ご提案の花の販売についての

ネットを活用した定期購入配送などの新たな取

組については、花商組合など関係機関とも連携

をしまして、その支援策を検討してまいりたい

と考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 地域振興部長。 

〇地域振興部長(浦 真樹君） 私の方から、2

点お答えをいたします。 

 まず、今年度から取り組もうとしている関係

人口の創出拡大についての考え方と取組につい

てのお尋ねでありますが、新型コロナウイルス

感染症の拡大と、それに伴う場所にとらわれな

い働き方の浸透によりまして、都市部から地方

への人の流れが拡大する動きが生まれつつある

と考えております。 

 この流れをしっかりと取り組んでいくために

は、情報発信や相談支援体制の充実を図り、本

県への移住を促す一方で、まずは本県を訪れて

もらい、地域の魅力を感じていただくなど、本

県のファンづくりを進め、移住希望者のすそ野

を拡大していくことも重要と考えております。 

 そのため、県といたしましては、「長崎県と

つながる」、「関わる」、そして「長崎県のため

に活動する」の3つの視点を持って、定住人口
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でもなく、交流人口でもない、地域と継続的に

多様な形で関わる、いわゆる関係人口の創出・

拡大に積極的に取り組んでいくこととしており

ます。 

 具体的には、都市部への戦略的な情報発信の

ほか、多様な働き方に着目したリモートワーク、

あるいはワーケーション等の推進、地域課題の

解決に貢献する都市部企業と地域住民との関係

づくりなど、関係部局や県内市町とも連携を図

りながら、様々な施策を展開してまいりたいと

考えております。 

 次に、本県への移住者の事例を交えた情報発

信と都市部に対する情報発信の強化についての

お尋ねであります。 

 近年、県内への移住者が増加する中、移住者

ご自身が地域の情報をＳＮＳ等で発信する事例

が増えており、都市部で移住を検討している

方々にとりましても、こうした移住者目線によ

る情報は大変有益なものとして受け止められて

いると認識をしております。 

 そのため、今年度、県外から「地域おこし協

力隊」といたしまして、「情報発信コーディ

ネーター」を配置し、先輩移住者等と関係構築

を図りながら、取材等を通じて得た移住者の生

の声、あるいは暮らしぶりなど、リアルな地域

情報をＳＮＳ等で積極的に発信をしていくこと

としております。 

 一方、今回の新型コロナウイルス感染症の拡

大に伴いまして、地方回帰の機運が高まって、

地域間競争が激しくなることを考えますと、情

報発信のさらなる強化が必要であると認識をし

ております。 

 そのため、離島や半島地域をはじめとする、

県内各地域における暮らしの多彩な魅力等につ

きまして、都市部の若い世代に対し、ＳＮＳ等

を通じて効果的に発信するプロモーションの展

開、そういったものに向けまして、新たな予算

措置も含めて準備を進めており、今後とも、効

果的な情報発信に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 高校生のス

ポーツ大会に関して、私の方から、3点お答え

をいたします。 

 まず、高校生のスポーツの全国大会の中止の

判断理由ですが、本県の高校生が全国の舞台で

活躍する機会が失われたことは大変残念であり

ますが、大会が中止となった主な理由といたし

ましては、競技中だけではなく、選手をはじめ

関係者の移動時や宿泊先での安全・安心の確保

が困難であることや、練習不足によるけがのリ

スクが高まっていることが挙げられております。 

 加えて、大会を延期した場合には、3年生の

進学や就職、学校行事等に影響を与えることな

どから、苦渋の決断がなされたものと思ってお

ります。 

 次に、県高総体などの代替大会の実施状況で

ありますが、県高総体の代替大会については、

現在、11競技で計画・実施され、その他の競技

についても、近隣校による交流戦などが行われ

ております。また、高校野球については、トー

ナメント形式で実施されることになっておりま

す。 

 開催に当たっては、競技会場や競技特性に応

じて応援者の入場制限を設けるなど、感染予防、

感染拡大防止の取組を講じたうえで実施される

こととなっております。 

 最後に、冬の全国大会の開催に関して、高校

生の意見を反映してくれというお尋ねでありま

すが、各種大会の中止が続いている状況は、選
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手が部活動の成果を発揮する機会を失うばかり

でなく、今後の本県体育スポーツの充実、発展

へも大きな影響を及ぼすものと考えております。 

 県教育委員会といたしましては、アスリー

ト・ファーストの観点から、選手の思いやアイ

デア等を「新しい生活様式」の中での部活動の

あり方や、全国大会をはじめ各種大会に反映で

きるよう、県高等学校体育連盟等と連携して取

り組んでいきたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 下条議員―7番。 

〇７番(下条博文君） ご丁寧なご答弁、ありが

とうございます。これから、再質問をさせてい

ただきたいと思っておりますが、時間の関係上、

ＩＣＴを用いた介護施設等の感染拡大防止と、

避難所の整備について、集中的に再質問を行っ

ていきたいと思っておりますが、一昨日、6月

17日に少し気になる報道がありましたので、こ

の部分から少し触れたいと思っております。 

 検査体制の拡充について、質問内容でも触れ

ましたが、今後、段階的に海外との交流が再開

をされるのではないかというふうに感じており

ます。また、本日は、くしくも、県境での移動

を緩和していくというような日になっておりま

すが、関西空港経由で入港した貨物船の中国籍

の乗組員16人が、ＰＣＲ検査の結果が出る前に、

チャーターバスに乗って、船が停泊していた佐

世保市に向け移動し、このうち一人は、移動中

に新型コロナの陽性が判明し、引き返したとい

うような報道がなされました。こういった事例

がありますと、検査体制が非常に拡張して整っ

ていっても、なかなか県民の皆様の安全・安心

が守れないのではないかというふうに思ってお

ります。 

 私も、一昨日の報道でしたので、しっかりこ

の状況を捉えておりませんので、ご要望にかえ

させていただきますが、ぜひ、水際対策の検疫

体制の整備について、国に対し、県からも強く、

こういった事例がないように要望をしていただ

きたいと思っております。よろしくお願いしま

す。 

 では、再質問させていただきます。 

 ＩＣＴを用いた介護施設の感染拡大防止につ

いて、これは、皆様にも配布をしておりました

けれども、（パネル掲示）まず、そもそもこの

健康管理アプリ、チャットというのはどういう

ものかというのを簡単にご説明します。 

 ボードでしておりますが、このような形、こ

れは実際に健康観察を行う画面でございます。

非常に簡単です。このボードは、ものすごく操

作が簡単ですよというのをわかっていただくた

めにしたんですが、ここにボタンが2つありま

す。「必須」とありますが、例えば「せきが出

る」、「なし」、「あり」、「呼吸がしにくい」、「な

し」、「あり」、こういったものを入力せず選択

だけでできるということです。約数分間で十分

な情報が取得できるというものであります。 

 また、この健康管理チャットに入力するのは、

本日、国の方が進めております「濃厚接触アプ

リ」と同様に、個人情報を入力する必要がござ

いません。ですので、情報漏洩も含めて非常に

安全な状況で管理できるというところがポイン

トになっておりますし、また、長崎は熱帯医学

研究所の皆様がご尽力いただきまして、ほかの

地域に比べて大変恵まれた疫学の知識、サポー

トがあるというところ、そして、「コスタ・ア

トランチカ号」で、大変な状況の中でしっかり

実績を出したということがございます。これが、

今、私がお話をしている、簡単ですけれども、

健康管理チャットの概要でございます。 

 第2波への備え、これは、今、6月末ですけれ
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ども、仮に第2波が、寒くなってきて、秋口、

冬にやってきた場合に、そういった感染拡大が

やってきて、こういったチャットの導入を進め

ても、それは遅きに失するということでござい

ます。チャットの運営をはじめるに当たって、

やはりスケジュール感というのが非常に重要だ

と思いますけれども、部長から答弁いただいた、

期待をしていると、導入に対して前向きに考え

ていただいているということでありますが、ス

ケジュール感について、再質問いたします。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 第2波に備えた

対策につきましては、スピード感を持って取り

組んでいく必要があるものと認識しております。 

 今後予定しております施行結果も踏まえまし

て、速やかに県内全域に周知を図りまして、9

月末までには、希望する施設が導入できるよう

に取り組んでまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 下条議員―7番。 

〇７番(下条博文君） ありがとうございます。

9月末までということでございます。 

 今現在、長崎市の方が介護施設を中心に様々

な聞き取りであったり、意識ですね、「こう

いった健康管理チャットを導入しますか」とい

うような意識の確認をしております。私も先日、

福祉保健部長のもとに現状をお聞きしましたと

ころ、まずはモデルケースをつくってやってい

きたいということで、今、ほんと部長が言われ

たように、問題点を洗い出して、9月末の導入

に向けていただきたいと思いますし、また、熱

帯医学研究所の山藤先生も、こういったもので

一番大切なのは、この感染症は熱というのが非

常にわかりやすい、一つのポイントだったんで

すけれども、熱が出る前から感染をさせる可能

性があるということで、この部分を、例えば一

人が喉が痛いという情報は、それはもしかした

ら、ただの風邪かもしれませんし、声を大きく

出したからかもしれないんですけれども、これ

が不自然に、特に、スタッフの間でぱあっと広

がっているということが、この健康管理チャッ

トでは迅速につかむことができます。 

 そうしたときにアラート、警告、もしくは人

的な出動があれば、実際のクラスターにつなが

る前の段階で、初期段階で抑え込むことができ

る。これが、私は非常に優れたポイントである

と思いますし、また、このような形でやってい

くことによって、県の皆様も、介護施設の健康

の状況ということを一元的に知ることができま

す。恐らく、考えますに、あらゆる副産物が入

手できるのではないかと思っておりますので、

ぜひとも前向きに導入を考えていただきたいと

いうふうに思います。 

 次に、避難所の整備について、ご答弁ありが

とうございました。「3密」防止、パーテーショ

ン等で対応していただける。また、車中泊の方

も分散避難の一つですが、この危険性について

も認識されているということですので、今日ご

答弁をいただいたようなポイントを、やはり効

果的にお知らせを、あらゆるお知らせが必要と

なると思います。高齢の方に対しては、やはり

紙媒体であったり、テレビ媒体であったり、ま

た、積極的に情報を得ようと思っている方々に

はＳＮＳであったり、インターネットであった

り、こういったツールを使って、この車中泊に

ついても危険性と、しっかり安全・安心を確保

していただくような情報を配信していただきた

いと思います。 

 岩手県での「ＩＣＡＴ」という事例を少し勉

強しましたので、お伝えをいたします。 

 岩手県において、これは東日本大震災の大変
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大きな災害の時だったんですけれども、専門の

医師や看護師で組織するＩＣＡＴ（いわて感染

制御支援チーム）、言うならば、これは避難所

に対して専門的に感染症を防御していくチーム

が編成をされております。これは全国でも非常

に珍しい形だったそうですが、このようなこと

をモデルケースにして、熊本の震災でも、泉川

先生も実際に参加されたということだったんで

すけれども、活躍をされておりますし、また、

東日本大震災の後も、そのチームが常設してい

るというふうにお聞きしております。 

 本県においても、災害時などの感染症対策、

健康危機管理に備えて感染制御を行うチームを

設置する必要があるのではないかと思うんです

けれども、ご見解をお尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 避難所における

感染症対策につきましては、保健所が市町と連

携して行っておりますが、新型コロナウイルス

への対策につきまして、専門家のご意見を踏ま

えながら対応する必要があると考えております。 

 クルーズ船「コスタ・アトランチカ号」の対

応に当たりましては、感染症対策に実績のある

長崎大学等と連携することで、一人の死者も出

すことなく感染の拡大が抑えられたことは大き

な成果の一つであったと考えております。 

 こうした経験を活かしながら、本県におきま

しても機動的な感染制御のチームを創設し、関

係機関と一体となって感染症対策に取り組むこ

とは、避難所の運営のみならず、クラスター発

生時においても有効であることから、今後、長

崎大学など関係機関との協議を踏まえて検討し

てまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 下条議員―7番。 

〇７番(下条博文君） ありがとうございます。

ぜひ積極的に取り組んでいただいて、こういっ

たチームができますと、避難所だけではなくて、

似たような、密封がされたりとか、ちょっと特

殊な状況に対しても、こういったチームが発動

できるということになりますので、このコロナ

ウイルスはなかなか有効な対策がありませんの

で、ぜひとも、このようなチームを前々から準

備をしていただいて、あらゆる危機管理に備え

ていただきたいと思います。ありがとうござい

ました。 

 次に、マイナンバーとデジタルトランス

フォーメーション促進について、ご答弁ありが

とうございました。昨年の2月の総括質疑でも

Society5.0の促進というような話をさせていた

だきました。私もＩＴ業界で長年従事していた

者として、このＩＴ化というものの非常によい

側面と、そして、それだけではない難しい側面

というものがある、それは私も認識をしており

ます。やはり簡単に言うと、ＤＸ（デジタルト

ランスフォーメーション）は必要なんですね。

コロナが登場しまして、さらにその必要性、ま

た、スピードが求められている状況であると思

います。 

 しかし、なかなかうまくいかない、障壁があ

る。今回ご答弁いただいたのは、この障壁につ

いて、本当にやりとりをさせていただいたなと

いうふうに思います。例えば業務改善意欲の取

組、意識改革ですね。職員のＩＴリテラシーの

向上、業務プロセスの見直しと標準化、これは、

私も技術的にも標準化というのは、非常に重要

だと思います。また、書類の電子化等、こう

やって問題を挙げていただきました。まさにこ

ういった問題が一つひとつ解決していくことで、

このＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）

が促進していくというふうに思います。 
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 今回は、私の求める答弁をいただきましたの

で、再質問はせずに、こういった問題を共通認

識としてクリアをして、このコロナのような災

害でも迅速に対応してまいりたいと思いますの

で、これからもどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 最後になりますが、教育委員会教育長からご

答弁いただきましたとおり、高校生が本当に

日々頑張っている中のモチベーションの一つで

ある全国大会が、このコロナウイルスは、何か

の責任かというと、そういった責任はなかなか

ない中で、本当に苦しい思いをたくさんの方が

されていると思います。健康被害を受けないと

いうことが一番大切ですので、そういった苦渋

の決断を私も支持いたしますが、頑張っていく

中で、今回、冬の大会がどうなるのかと、日々

の努力が、時間ですね。どうぞ、これからもよ

ろしくお願いします。 

 ありがとうございました。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） これより、しばらく休憩

いたします。 

 会議は、2時45分から再開いたします。 

― 午後 ２時３１分 休憩 ― 

― 午後２時４５分 再開 ― 

〇副議長(西川克己君） 会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 田中議員―45番。 

〇４５番(田中愛国君）（拍手）〔登壇〕 自由民

主党・県民会議、佐世保市選出、田中愛国でご

ざいます。 

 今回は、一問一答方式で、九州・長崎ＩＲ全

般について、10項目質問をいたします。 

 1、九州・長崎ＩＲ全般について。 

 （1）ＩＲ整備法の概要について。 

 法律の目的の中で、「カジノ事業の収益を活

用してＩＲの整備を推進し、滞在型観光を実現

する」と書かれ、また、「地域経済の振興に寄

与するとともに、財政の改善に資するものとす

る」とあります。 

 このことは、企業に、この事業者にカジノ事

業の認定権益を与えるので、その収益を見込ん

で、自前でＩＲの整備を行い、滞在型観光事業

を実施してくださいと。 

 そのうえにおいて、財政の改善に資するもの

とするとあるのは、カジノ収益については、応

分の収益を国、地方自治体に納付していただき

ますよと。その金額については、ＧＧＲの30％

を上納してください、約束ですよということだ

と思います。 

 本当にうまくできた法ですね。全て事業主の

資金で事業を推進し、そのあがりについては

30％、3割をいただきますと。（発言する者あり）

その他、通常の法人税等の税金は、別途、約定

どおりいただきますと。カジノのチップ売上高

より払戻し高を差し引いた真水のＧＧＲの30％

を上納させるシステムになっておるようです。

（発言する者あり） 

 そこで、納付金、入場料収入について、試算

分析を私なりにしてみたいと思います。 

 「都会型カジノ」と私は呼んでいるんですが、

1兆円以上の投資規模と、「地方型カジノ」、

5,000億円程度の投資規模に分けます。 

 都会型カジノは、ＧＧＲについては4,000億

円以上を見込んで、その15％、600億円、地方

型カジノはその半分、2,000億円程度を見込ん

で300億円と。どうしても都会型に対して地方

型は半分程度、半分以下にとどまるようであり

ます。 

 企業の採算性、10年で返済等を考えると、地
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方型カジノはその半分、2,000億円程度を見込

んでの300億円も、都会型カジノが有利ですの

で、600億円の3か所で認定されまして、そうな

ると、1,800億円、加えて入場料収入も別途見

込んで、合計2,000億円程度の収入が国庫に納

まるわけです。これが国の構想だと思います。 

 どう考えても、都会型カジノが、納付金、入

場料収入ともに有利な内容となります。 

 都会型カジノの認定が流れとなりますと、我

が長崎県、地方型としては困るわけです。 

 主張すべきは、地方創生、地方活性化の立場

から、3か所認定のうち、1か所は地方型カジノ、

地方型をぜひ認定すべきだということを強く訴

えるべきと思います。 

 県の見解を、ぜひお聞きしておきたいと思い

ます。 

 次に、特定複合施設ＩＲについては、「カジ

ノ施設」を中心として、他に「国際会議場施

設」、「展示場施設」、「我が国の伝統文化・芸術

等を活かした公演等による観光の魅力増進施

設」、「送客機能施設」、「宿泊施設から構成され

る一群の施設」、「その他観光客の来訪、滞在の

促進に寄与する施設」と、以上、7つの施設整

備が求められています。 

 文章だけでは具体性に乏しいので、国のＩＲ

施設の考え方について、より具体的な形で、指

数等があれば、加えて県の見解を、ぜひ説明し

ていただきたいと思います。 

 入場料納付金については、いま一度検討して

みたいと思います。 

 日本人等の入場客については、一人6,000円、

国と県で折半する内容となっています。この入

場料収入6,000円が負荷されていることが客数

の足かせとなっていることは事実であります。

外国人は無料です。 

 この入場料収入についても、もちろん都会型

カジノの方が有利であり、仮に1日5,000人の入

場があると、年間180万人で54億円の収入とな

ります。地方型カジノは、その半分程度が想定

され、年間90万人、27億円の収入となるわけで

すが、長崎県カジノは、都会型の3分の1程度、

入場者数60万人、18億円程度の入場料収入とな

りそうであります。 

 納付金収入については、都会型では、年間

4,000億円以上のＧＧＲ規模が見込まれるよう

想定されていますが、地方型、長崎県カジノで

は、半分、2,000億円程度にとどまりそうであ

ります。 

 しかし、この2,000億円のＧＧＲ収益として

も、その15％、300億円が入ってくるわけで、

入場料収入18億円程度を加えると、年間318億

円以上のお金が長崎県に入ってくるわけです。

大変な財源であります。ぜひ、成功させなけれ

ばなりません。 

 特に、カジノのＧＧＲは、オペレーターの能

力次第だと私は判断していますが、私の試算、

検証について、長崎県当局の見解をぜひお聞か

せ願いたい。 

 以上、3点の見解をただし、壇上よりの質問

を終わり、以下は、対面演壇席より続けさせて

いただきます。 

〇副議長(西川克己君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 ＩＲ整備法の関

係についてのお尋ねでございます。 

 まず、九州・長崎のＩＲは、地方創生に資す

ることをアピールすべきではないかとのお尋ね

であります。 

 我が国におけるＩＲ導入の目的は、国際競争

力の高い、魅力ある滞在型観光の実現でありま

すが、本県や九州は、古くから海外との交流の
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窓口として発展してきた歴史、東アジアとの深

いゆかりがあり、さらに、豊かな自然や上質な

温泉など、質の高い、数多くの観光資源を有し

ております。 

 また、本県の候補地は、アジアの大都市に近

く、空路3時間圏内の人口は約10億人であり、

こうした長崎や九州が持つ優位性を活かして、

ＩＲという新たな玄関口を設けることで、今ま

でにない人の流れを生み出すことができるもの

と考えております。 

 設備投資及び施設運営による経済への波及や、

雇用創出が見込まれるＩＲを、地方である九州

に整備することで、拡大の余地がある地方の観

光や地域経済の振興等に寄与し、地方創生、さ

らには、西九州地域をはじめ、我が国の発展に

大きく貢献することができるものと考え、九州

一体となって、その推進に取り組んできている

ところであり、国に対しても、このことを強く

アピールしているところであります。 

 そのほかのお尋ねにつきましては、関係部局

の方からお答えをさせていただきます。 

〇副議長(西川克己君） 企画部長。 

〇企画部長(柿本敏晶君） ＩＲの7つの施設に

ついて、具体的に説明、見解をということでご

ざいます。 

 ＩＲ区域に整備すべき施設のうち、国際会議

場施設及び展示等施設については、これまでに

ないスケールとクオリティが求められており、

本県では、アジア屈指のリゾートＭＩＣＥ施設

を目指し、施設規模を定めるＩＲ整備法施行令

の規定を踏まえ、国際会議場施設については、

最も広い国際会議室の収容人員が6,000人以上、

かつ国際会議場施設全体の収容人員の合計が1

万2,000人以上、展示等施設については、床面

積2万平方メートル以上の施設を整備すること

としております。 

 魅力増進施設については、日本、九州の歴史、

伝統、文化、芸術などの魅力について、エン

ターテインメントや最先端技術の活用などによ

り、ショービジネスとして展開する機能を備え

ることとしております。 

 送客施設については、日本各地の観光の魅力

や情報について、最先端技術などを活用して、

臨場感あふれる形で発信するショーケース機能

や、利用者の関心に応じて旅行計画を提案し、

予約・決済など、必要なサービスをワンストッ

プで提供するコンシェルジュ機能、一般客とＶ

ＩＰそれぞれを九州、全国へ送り出す交通機能

を備えることとしております。 

 宿泊施設については、ＩＲ整備法施行令の規

定を踏まえ、客室延べ床面積、おおむね10万平

方メートル以上の様々なタイプの客室、質の高

い飲食サービスを提供し、ビジネス層、ファミ

リー層、富裕層及び長期滞在者など、国内外か

らの様々な来客ニーズに対応できる施設を整備

することとしております。 

 その他、観光客の来訪、滞在の促進に寄与す

る施設は、ＩＲ施設への集客力を高めるため設

置することができる施設でございます。 

 そして、カジノ施設については、ＩＲ整備法

施行令の規定を踏まえ、ＩＲ施設全体の延べ床

面積の3％以下とされております。 

 県といたしましては、これらの施設は、ＩＲ

施設全体の集客に寄与するとともに、日本型 

ＩＲが目的とする広域周遊観光の促進に資する

重要な施設であると認識しており、ハード整備

と合わせて、それぞれの施設で提供するショー

コンテンツや体験、おもてなし、先端技術の活

用など、ソフトの魅力を高めることに力を注ぐ

必要があると考えております。 
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 それから、カジノのＧＧＲの考え方について

のお尋ねでございます。 

 カジノのＧＧＲにつきましては、事業者の考

え方や経験、営業努力などによるところが大き

いと考えております。 

 このＧＧＲにつきましては、海外の例を参考

にいたしますと、例えばシンガポールのマリー

ナ・ベイ・サンズにおいては、約4,870億円の

投資に対し、2015年のカジノ売上は2,801億円

であり、同じくリゾート・ワールド・セントー

サにおいては、5,220億円の開発投資に対し、

同じく2015年のカジノ売上は1,609億円となっ

ております。 

 一方で、マカオのファミリー型リゾートであ

るスタジオ・シティ・マカオにおいては、

3,870億円の投資に対し、約389億円となってお

りまして、このように、ＩＲの立地環境や、そ

れぞれの事業者の経営判断により、様々な事業

計画があるものと考えておりまして、ＧＧＲの

もととなる観光消費等によりまして、その額は

異なってくるものと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 田中議員―45番。 

〇４５番(田中愛国君） （2）長崎県のＩＲ事

業者公募の実態について。 

 もう3年ぐらいの歴史があると思いますので、

長崎県への各ＩＲ企業よりの打診、立候補の動

き、その実態について、また、大体もうその概

要についてはまとめておられると思うので、投

資的規模がどのくらいなのか。ＧＧＲ規模がど

のくらいなのか。観光客の集客、ホテルの客室

数、駐車場規模等々について、応募している企

業の大体の実態を、県の方で整理したものにつ

いて聞かせてほしいと思います。 

〇副議長(西川克己君） 企画部長。 

〇企画部長(柿本敏晶君） ＩＲ事業者の皆様に

は、本県の取組への問い合わせや、先方からご

提案をいただくなど、本県への関心を寄せてい

ただいておりまして、これまで約20社と面談な

どを行ってきたところであります。 

 昨年実施いたしましたＲＦＣにおいては、3

社にご参加をいただきましたが、その他の事業

者からも継続的に問い合わせなどをいただいて

いる状況でございます。 

 そういった状況を踏まえまして、投資規模に

つきましては、平成29年12月から翌年2月に実

施したアイデア募集において、事業者からは、

おおむね2,000億円から3,000億円の範囲でご提

案をいただきましたが、その後、4,000億円の

投資を明らかにされた事業者や、自ら5,600億

円の投資をＲＦＣにおいて提案した旨を表明さ

れた事業者もおられます。 

 令和元年に実施したＲＦＣにおいては、具体

的な投資額のほか、最大1万2,000人収容の国際

会議場施設、2万平方メートル以上の大規模な

展示等施設のほか、政府が参考としている諸外

国におけるＩＲの宿泊施設の平均総客室数

2,500室に相当する宿泊施設など、様々な提案

をいただいております。 

 しかしながら、県からは公表をしないという

ことを前提にご提案をいただいており、事業者

の公募提案の準備にも影響する場合がございま

すので、お尋ねのＧＧＲの規模や観光客数など

の事業計画の内容につきましては、答弁を差し

控えさせていただきます。 

 なお、こういったＲＦＣにおいて、ご提案を

いただきました投資規模、施設規模、集客数、

提案の特徴などを参考にしながら、4月に公表

した「九州・長崎ＩＲ基本構想」を取りまとめ

たところでございます。 

〇副議長(西川克己君） 田中議員―45番。 
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〇４５番(田中愛国君） （3）九州・長崎ＩＲ

の規模イメージについて。 

 公表できないなら、それで構いませんが、九

州・長崎ＩＲの規模、イメージについて、いろ

いろ業者から提案を受けたり、話を聞いた中で、

もうそろそろ長崎県案をやはり想定しなければ

いかん。長崎県案のイメージとしては、その規

模はどんなものになりますか、お聞かせくださ

い。 

〇副議長(西川克己君） 企画部長。 

〇企画部長(柿本敏晶君） 4月に公表いたしま

した「九州・長崎ＩＲ基本構想」におきまして、

ＲＦＣを含む事業者からの提案等を踏まえて、

建設投資規模を3,500億円から4,600億円と想定

をしますとともに、運営時の年間の集客延べ人

数については、690万人から930万人、雇用創出

効果としては、2万8,000人から3万6,000人を見

込んでおります。 

 また、外国人の比率などについても、アジア

との近接性を活かし、外国人比率の高い集客を

期待しているところでございます。 

 また、実施方針案においては、最大1万2,000

人以上収容の国際会議場施設及び2万平方メー

トル以上の展示等施設、客室延べ床面積10万平

方メートル以上の宿泊施設など、国が定める要

件等を踏まえた大規模な施設をお示ししている

ところでございます。 

〇副議長(西川克己君） 田中議員―45番。 

〇４５番(田中愛国君） お聞きしたところ、ま

だ長崎県のイメージとしては、簡単にできてな

いみたいですね、イメージとしては。そんな感

じがします。もっとカジノ業者と県の間で話し

合いが進んでいるものと想定しているんですが、

そうでもないなと。 

 だから、決まった後、国の認定を受けた後、

企業といろいろと話し合おうとするなら、2年

ぐらいかかりますよ、実現するまでにね。実現

というか、工事に入るまでに。だから、その前

に、私は、長崎県案のイメージが、もうできあ

がっているものと理解しているんですが、どう

も感じとしては、長崎県のイメージは何もでき

てないと。業者から聞いただけだというような

感じがしてなりません。これはもう公表できな

いなら、それで置きます。 

 （4）大阪、横浜、和歌山など他都市の状況

について。 

 これは応募実態とか、ハードの問題とか、一

番はオープンの時期あたりを、ほかの都市はど

う捉えているのか、聞かせてください。 

〇副議長(西川克己君） 企画部長。 

〇企画部長(柿本敏晶君） まず、大阪府・市に

ついては、約49ヘクタールの用地で、投資規模

9,300億円、年間来場者1,500万人を見込まれて

おります。令和元年11月に「実施方針案」を公

表され、12月から事業者の公募を開始されたと

ころであります。当初、本年6月にも事業者を

決定することとされておりましたが、新型コロ

ナウイルス感染症の影響などにより、選定時期

を半年程度延期をされると伺っております。 

 横浜市については、約47ヘクタールの用地、

年間来場者2,000万人から4,000万人を見込まれ

ており、当初、今月にも実施方針案を策定、公

表することとされておりましたが、大阪府・市

と同様の理由により、8月に延期をされると

伺っております。 

 和歌山県については、20.5ヘクタールの用地

で、投資規模約2,800億円、年間来場者約400万

人を見込まれております。同県では、本年2月

に実施方針案を公表され、これをもとに3月か

ら事業者の公募を開始されましたが、選定時期
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を11月から来年1月頃に延期されると伺ってお

ります。 

〇副議長(西川克己君） 田中議員―45番。 

〇４５番(田中愛国君） 若干、我々は、いろん

な情報としては伝聞でありましてね、正確なと

ころはわからないんですが、大阪等々にしたっ

て、面積はそう違わないでしょうけれども、投

資金額などというのは、もう1兆円の大台に

乗っているという話をよく聞くんですけれども

ね。それから、横浜についてもしかり。和歌山

は若干地方型だと私は認識していますのでね。 

 そういうことで、競合相手といいますか、遅

れているような感じはします。 

 しかし、最初のオープンの時期は2025年とい

うのが大体想定されていたんです。来年度中、

1月から7月に国の応募がはじまるんでしょう、

来年の1月から7月の間でね。もう半年あるか、

ないかでしょう、国の応募までにね。1月に応

募をするとすれば。 

 そういうところで、私はどうしても長崎県の

ＩＲの準備といいますか、遅れているという感

覚を持っているんですよ、他都市に比べてね。 

 長崎県の生き残り策としては、やっぱり一番

バッターを狙わなければ、一番バッターを。 

 それから、一番乗りでオープンをすると、長

崎ＩＲは、一番乗りでオープンをすると。この

一番乗りというのが、大変価値があるんですよ。

日本ではじめてのカジノ、ＩＲでしょう。ＩＲ

はあるにしても、カジノはね。だから、10年間

ぐらいは、素人が考えたって、一番乗りだと飯

が食える。極端に言うと採算がとれる。だから、

長崎県は、一番乗りを目指して、一番バッター

として頑張っていってほしいという願望を私は

持っているんです。 

 ところが、それからすると、どうも、ついて

行こう、ついて行こうという感じしか見えない、

いろいろな感じでね。県の見解をもうちょっと

聞かせてください。 

 長崎県のＩＲのオープンの時期を、いつと考

えていますか。 

〇副議長(西川克己君） 企画部長。 

〇企画部長(柿本敏晶君） ＩＲのオープンの時

期につきましては、国の方で、これまで2000年

代の半ば頃というふうなことで、そういった考

え方が示されておりまして、そういった考え方

に基づいて国の方で申請のスケジュールの設定

などが行われているということで考えておりま

す。 

 長崎県としては、この国の申請スケジュール、

ご指摘のありました来年の1月から7月というこ

とが今公表されておりますので、それに向けて、

事業者の公募、選定をする準備を進めてきたと

ころでありまして、早ければ昨年の年度内には

実施していくと、もしくは今年度当初ぐらいに

は、春には実施していくという体制をとってお

りましたけれども、この新型コロナウイルスの

影響で、カジノ事業者が非常に厳しい状況に追

い込まれておりまして、この申請の準備がなか

なかできないような状態にあったということを

踏まえまして、長崎県としては、この申請の手

続を、今、様子を見ながら進めていこうとして

いるところでございまして、現在も、そのカジ

ノ事業者の状況をヒアリングをしているところ

でございまして、こういった状況を踏まえて、

来年1月から7月の申請時期に向けて、しっかり

と準備ができるように、この夏にも、まず公募

を開始して、手続をしっかりと進めていきたい

というふうに考えております。 

〇副議長(西川克己君） 田中議員―45番。 

〇４５番(田中愛国君） コロナでという言い訳
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でね、カジノ事業者が対応できないだろうと、

全てのカジノ事業者が対応できないんですか。

特定の業者は対応できないかもわからんけれど

も、対応できる業者もいっぱいいますよ。（発

言する者あり）だから、対応できないところを

待つんですか、ずっと。 

 そういう感覚では、どうも長崎県の一番乗り、

一番バッターは無理みたいですね。（発言する

者あり） 

〇副議長(西川克己君） 企画部長。 

〇企画部長(柿本敏晶君） カジノ事業者の状況

につきましては、私どもも情報収集を常時図っ

ておりまして、専門家のご意見等もお聞きしな

がら状況を把握してまいりました。 

 そして、今、行っておりますヒアリングの中

でも、やはり3月、4月、5月という時期につき

ましては、欧米について非常にやはり厳しい状

況もございましたし、そういった申請手続の準

備を進められるような状況ではなかったという

ことで、これから準備に入っていくということ

で、そういったスケジュールになっているとい

うことについて、そういったことについて評価

といいますか、そういったことで今から手続が

進められるというふうな評価をいただいており

ますので、これについては、だんだんコロナの

影響が収束しているということで、これから

しっかり準備に入っていけるように手続を進め

ていきたいというふうに考えております。 

〇副議長(西川克己君） 田中議員―45番。 

〇４５番(田中愛国君） 欧米の特定の業者があ

るんですか。待っているようでありますが、い

かがですか。 

〇副議長(西川克己君） 企画部長。 

〇企画部長(柿本敏晶君） 先ほど、欧米という

ふうなことを言いましたけれども、このコロナ

の影響というのは、必ずしも欧米だけではなく

て、世界中に、これまで経験したことがないよ

うな影響があったわけですので、これについて

は、やはりそういった状況をしっかり見極めて、

その申請の手続がカジノ事業者も十分にできる

ような状況の中で実施するということが我々は

必要だというふうに考えたところでございます。 

〇副議長(西川克己君） 田中議員―45番。 

〇４５番(田中愛国君） ちょっと見解が私は違

うんですけれどもね。やれるところもあるんで

すよ。一生懸命、長崎県のＩＲを目指して4月

に公募がはじまるだろうということで準備をし

ているところもあるんですよ。そういうところ

があったしても、特定のところが出てくるまで

待つというイメージなのかなという感じが

ちょっとしてならないんですけれどもね。いや、

もう結構です。 

 （5）九州・長崎ＩＲにおける事業者公募の

実施予定について。 

 正式に公募実施のスケジュール、事業者決定

はいつになるのか。応募に当たっての条件は、

どんなものがつけられるのか。 

 各事業グループから、いろいろな話が出てき

ていると思います。しかし、これは実施計画の

実現性というものもありますからね。 

 それから、投資金額、間違いないのかどうか。

それから、ＧＧＲの裏付け等々、こういう検証

は必要だと思いますよ、検証がやはり。 

 企業が言うとおり、全てがいくかどうかわか

りませんから、事業主が言うとおりね。 

 検証は必要です。この検証はどうするんです

か、お聞かせください。 

〇副議長(西川克己君） 企画部長。 

〇企画部長(柿本敏晶君） まず、公募選定のス

ケジュールでございますけれども、国が設定す
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る申請受付期間を踏まえまして、県といたしま

しては、この夏には事業者の公募選定に着手し、

冬頃には選定を行いたいと考えており、しっか

りと準備を進めてまいりたいと考えております。 

 そして、この公募の条件につきましては、実

施方針案において、主要な施設規模を示すほか、

応募企業、または応募グループに対して、一定

規模以上のカジノ施設の運営実績や、複合施設

の開発、運営実績を有することを参加要件とし

て求めております。 

 また、選定に当たりましては、健全な財務状

況や投資規模は重要な要素であると考えており、

このほか、国内外から観光客を集め、来訪客を

県内はもとより、九州各地、さらには全国各地

に送客できるような魅力ある事業内容や、地元

雇用や地域貢献の度合い、ギャンブル依存症防

止などの有害影響排除対策、カジノ免許取得に

求められる廉潔性と言われるクリーンさなど、

様々な観点から総合的に判断していく必要があ

ると考えております。 

 事業者提案に関する検証につきましては、裏

付けとなる各種データや資料などの提出を求め、

根拠を明確にしたうえで、有識者などにより構

成される審査委員会、並びにアドバイザーであ

る公認会計士や国際弁護士の知見も活用しなが

ら、しっかりと実施をしてまいりたいと考えて

おります。 

〇副議長(西川克己君） 田中議員―45番。 

〇４５番(田中愛国君） 今おっしゃるように、

夏頃公募をはじめます。もう夏ですよ、6月か

ら。6月、7月、8月ぐらいが夏だからね。だか

ら、公募をはじめると言ったって、準備期間も

要るでしょうからね。夏でもいつ頃になるのか。

8月の末頃になるのか。 

 それから、冬に決定すると。それはもう12月

しかないでしょう、年を越すことか。 

 それで、国の応募は1月から7月と決まってい

るんですよ。長崎県は応募できるんですか。応

募する自信があるんですか。 

〇副議長(西川克己君） 企画部長。 

〇企画部長(柿本敏晶君） 1月から7月というこ

とで、国の申請期間が定められております。そ

れに向けて、もうそう遅くない時期に、この公

募選定をはじめていくということで考えており

ますけれども、そのうえで事業者の応募から選

定までの時期について、できるだけ短縮ができ

るように、今、既に着手できることについては、

もう審査の準備などは進めておりますし、それ

から、区域整備計画を策定する段階でも、行政

において計画を作成する分野については、もう

既に準備もはじめているところでございますの

で、そういった取組を合わせまして、できるだ

けこの公募選定の流れを、スピードをアップし

ながら取り組んでいきたいというふうに考えて

おります。 

〇副議長(西川克己君） 田中議員―45番。 

〇４５番(田中愛国君） 国の求める1月から7月

の中で応募できるのかな、長崎県は。心配しま

すね。 

 なぜなら、各ＩＲ企業と県の合議といいます

か、いろいろな意見交換がどのくらい行われて

いるんですか。5,000億円、6,000億円を投資す

るという事業ですよ。そんなに1週間、10日で

まとまるもんじゃないですよ。（発言する者あ

り） 

 だから、今、もうまとまっているならいいで

す、あと決めるだけならね。しかし、応募企業

も想定されるんですよ。軒並みに、どこでもど

うぞ、どうぞという話じゃないんです。5,000

億円、6,000億円投資するんですよ。そんなの
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が1か月ぐらいで集めました、うちも入ります

なんていうことにはならない。何年も前から

やっているんですよ、企業は。だから、そうい

うことで大変危惧していますね。 

 1月じゃなくて、7月に出すんですか。議会承

認はいつやるんですか。何月議会でやるんです

か。 

〇副議長(西川克己君） 企画部長。 

〇企画部長(柿本敏晶君） ご指摘のとおり、こ

のＩＲの申請に際しましては、議会の議決もい

ただく必要がございます。 

 現在、来年度の6月議会ということを想定に

置きながら作業を進めていこうとしているとこ

ろでございます。 

〇副議長(西川克己君） 田中議員―45番。 

〇４５番(田中愛国君） どうも心もとないです

ね。 

 国にあげる時には、企業の案であげたらだめ

なんですよ。長崎県の案としてあげるんですよ、

長崎県の案として。九州・長崎ＩＲ、九州の代

表の長崎県案をあげるんです、国に。 

 その内容が詰まってなくてね、応募が夏頃、

8月に行われるとします。それは2～3か月かか

るでしょう、決めるまでに。12月とします。そ

れから、決まった業者と、どれだけ詰めた話を

するんですか。詰めて話をしなきゃ、5,000億

円、6,000億円の事業計画はできませんよ。後

で述べますが、立地の問題もある、立地の問題

も。 

 私から見ていると、甘いというかね、それこ

そお役所仕事と、失礼だけれどもね、そんな感

じがしてならない。 

 千載一遇のチャンスですよ。150年、明治維

新から議会制がはじまって、長崎県でこんな

チャンスはないんです。 

 さっき言ったように、検証をしての話ですけ

れども、年間300億円以上の金を長崎県に上納

できると、そういうシステムができるか、でき

ないかの話なんです。 

 九州の代表として手を挙げて、中身を詰めて

ないと国は認定しませんよ。どこの企業に決ま

るか知りませんよ。どこかと決まったとして、

その企業案を長崎県案として、つくり変えて国

にあげるんですよ。そんな簡単に、1か月、2か

月でできますか。もう遅い、どちらかというと、

今でも。どうですか、見解を聞かせてください。 

〇副議長(西川克己君） 企画部長。 

〇企画部長(柿本敏晶君） この公募申請の準備

につきましては、ご指摘がありましたように、

選定をして、それを県も含めてしっかり中身を

整理していくということはご指摘のとおりでは

ありますけれども、まずもって、法律において、

この事業者の選定の手続については、公募に

よって公平性、透明性を明確にしながら進める

必要があるということでございますので、そう

いった前提の中で、事業者の方と協議ができる

ものについては、私ども常に窓口を設けており

まして、情報を取りながら話を進めている、準

備を進めているところでございまして、今後、

この公募選定の手続を開始して、その手続の中

でも競争的対話というふうな時間も設けるよう

になっておりますし、そういった選定を行って

いく段階の中で、さらにこの計画の中身を詰め

て、そして、先ほど申し上げましたように、県

として、行政として、この区域整備計画に盛り

込む分については、もう既にしっかりと準備を

進めているということで、この国の申請の期間

に対応していけるものということで考えており

ます。 

〇副議長(西川克己君） 田中議員―45番。 
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〇４５番(田中愛国君） 準備ができるわけない

じゃないですか、長崎県案が。何もできてない

し、業者はいろいろな案もまとめてない。今か

ら最終的な詰めもしなきゃいかん。 

 もう一回聞きますよ。何月頃、国に出す予定

ですか。議会には、何月議会にあげるんですか。 

〇副議長(西川克己君） 企画部長。 

〇企画部長(柿本敏晶君） 先ほどもご答弁いた

しましたけれども、県議会については、現在、

6月議会ということを想定しておりまして、申

請の期限には、間違いなく申請準備が進められ

るように考えております。 

〇副議長(西川克己君） 田中議員―45番。 

〇４５番(田中愛国君） 来年の6月議会ね。今

年の議会は7月3日まで。普通なら7～8日まであ

るでしょうね。20日間ぐらいで締め切りですよ、

議会が承認した後。 

 佐世保市とはどういう同意をするんですか、

佐世保市との合議は。長崎県だけじゃだめで

しょう。その期間どうするんですか。時間がな

いので、端的にお聞かせください。 

〇副議長(西川克己君） 企画部長。 

〇企画部長(柿本敏晶君） 佐世保市との間につ

きましては、もうこれまでも一緒にこの作業を

進めてきたという関係でございます。 

 これから、事業者の公募選定手続を進めてい

く中でも、そういった連携の中で、しっかり情

報も共有しながら進めてまいりますので、ここ

については同じようなスケジュール感で進めて

いけるというふうに考えているところでござい

ます。 

〇副議長(西川克己君） 田中議員―45番。 

〇４５番(田中愛国君） （6）九州・長崎ＩＲ

用地31ｈａ及び公共ハーバー等について。 

 用地31ヘクタール、ちょっと狭いんですね、

やっぱりね。しかし、もう仕方ない、ハウステ

ンボスの奥の方を譲り受けてやるわけだからね。 

 ただし、防衛省の米軍住宅用地とか、農林水

産省のＪＲ用地とか、ハウステンボス所有の駐

車場用地とか、下水処理場、技術センター、物

品センター、ハウステンボスの用地等がまだあ

るんですね、すぐ隣接して。個別的に話し合い

をしてでも、今後やれるのかどうか。それが一

つ。 

 公共ハーバーについては、どちらにしても、

もう古くなってきましたよ。県がやりかえるべ

きだと思う、公共ハーバーについては。 

 そのほか、ハウステンボス用地に含まれる地

下の共同溝、これは大変な問題です、地下共同

溝。運河の入り口2か所、ハーバー関連用地、

その他道路等の利活用について、曖昧な点が多

過ぎる、曖昧なこと。そんなことでは、企業は

5,000億円、6,000億円の投資はできませんよ、

曖昧なことでは。それも1か月、2か月で解決で

きませんよ。大変危惧しています。 

 結局、県と、今回選ばれるであろう企業と一

体となって長崎県案をつくらなければいかんの

です、長崎県案を。 

 国の決定が、この案で取れなかったら、九

州・長崎ＩＲといって、九州の代表としてやっ

ている責任があるんですよ。 

 だから、間違いなく、国にあげた時にはオー

ケーが取れるような完全な案を出さなければい

かん、完全な案を。その案ができるのかどうか

ですね。 

 本当に業者との、ＩＲ業者は何者あるか知り

ません、何者残っているかね。信頼関係はある

んですか、業者との。一緒になってやらなきゃ

いかんのですよ。指名するだけじゃだめなんで

すよ、長崎県が業者を。 
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 一緒になってつくりあげて、それを長崎県案

としてあげるんです。自信がありますか。再度

確認しておきます。 

〇副議長(西川克己君） 企画部長。 

〇企画部長(柿本敏晶君） まず、ＩＲ整備区域

の用地につきましては、これまでハウステンボ

スをはじめ、関係者の皆様と協議を進めてきた

中で、この31ヘクタールを確保したというとこ

ろでございまして、この面積については、今回

の区域認定申請手続に際しましてのＩＲ用地と

しては、この31ヘクタールを前提に進めていく

ということで考えております。 

 それから、公共ハーバーにつきましては、現

在、早岐港については、県が所有している施設

でございますけれども、適切に維持管理を行っ

ておりますが、この公共ハーバーの開発や利活

用については、ＩＲ事業者の公募・選定の際に、

ＩＲ整備区域と一体的な活用の提案を求めると

いうことにしております。 

 ＩＲ施設の魅力向上に資する港湾施設となる

ことを期待しているところでございますので、

公募・選定時の提案内容や、施設利用者との調

整などを進めたうえで、ＩＲ事業者による整備

の方向性を検討することといたしております。 

 それから、共同溝や運河、工作物など、そう

いった施設の調整などについてもお話がござい

ましたけれども、こういった点についても、現

在、ハウステンボスと協議を進めているという

状況でございます。 

 それから、今後の申請に向けましては、県と

しても、このＩＲ区域の認定というのは、長崎

県にとって、ぜひとも勝ち取る必要があるプロ

ジェクトだという覚悟を持って取り組んでおり

ますので、これについては今後選定されるＩＲ

事業者と、しっかりと連携をしていって、確実

にこの区域認定を勝ち取れるように取り組んで

いくという覚悟を持ってやっているところでご

ざいます。 

〇副議長(西川克己君） 田中議員―45番。 

〇４５番(田中愛国君） 私は、本当に心配しま

すね、ＩＲをやりたいという業者との信頼関係

は。1者じゃなくていいですよ。3者か、そんな

10者もなんて残っているわけないんだから。企

業との信頼関係を、長崎県は自信がありますか、

企業との信頼関係が。信頼関係がなければ、先

ほどから言いますように、5,000億円、6,000億

円の投資なんて簡単にできませんよ。 

 （7）ハウステンボス関連について。 

 これはどういうことかというと、今のハウス

テンボスの施設を再利用してＩＲ企業が活用す

るならば、あとプラスして駐車場のところに新

しいものをつくって、古い街並みは残してとい

う形でやるならば、共存共栄は問題ないと思う、

ハウステンボスとＩＲ業者とも。しかし、全面

的につくり替えるとなると、同じ滞在型観光地

としての競合が出てきます、ハウステンボスと

ＩＲ企業とのね。 

 ましてや、新しいＩＲ企業にテーマパーク等

の企画があるとすれば、これはＩＲとハウステ

ンボスとの競合は避けられませんよ。 

 県は、このハウステンボスについて、どのよ

うな説明をして進めているんですか。 

〇副議長(西川克己君） 企画部長。 

〇企画部長(柿本敏晶君） ＩＲ施設につきまし

ては、ハウステンボスと隣接するという区域に

なってまいりますので、県といたしましても、

この周辺環境、ハウステンボスを含めまして、

周辺環境と調和のとれた景観や、施設の配置計

画を策定するといったことを実施方針の中にも

盛り込みながら、そういった景観の調和等を進
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めることによって、ＩＲ施設とハウステンボス

について、しっかりと相乗効果が発揮できるよ

うに、区域全体として魅力の高い観光区域とし

て整備できるように、県としても、そういった

取組をしていくという考え方を持っております。 

 それから、テーマパークというご指摘がござ

いましたけれども、ＩＲ事業者において、様々

な事業計画を検討されるということでございま

すけれども、魅力ある施設計画を検討していた

だくということで、様々な集客力のある施設を

考えられるということで思っておりますので、

そういった中でどういった考え方が出てくるか、

今後の状況を見極めながら、それを含めて、県

としてもしっかり方向性を整理していきたいと

いうふうに考えております。 

〇副議長(西川克己君） 田中議員―45番。 

〇４５番(田中愛国君） 言葉では何とでも言え

ますけれどもね。言えますが、実際問題として

ハウステンボスの理念は、オランダという外国

の街並みをつくって日本人に見せたんですよ、

ハウステンボスはね。森の家。今度のＩＲは、

日本というものを前面に出して、外国人及び日

本人に滞在型観光を打ち出すんです。理念が違

うんです。だから、ディズニーランドとか、

ディズニーシーの関係じゃないんですよ。あそ

こは、資本も一緒、大体の流れも一緒ですけれ

どもね。そこまで合議が進んでいるのかという

ことに関しては、大変疑問に思っています。 

 ハウステンボスとの間で問題が起きなければ

いいけれどもね。大変心配しています。 

 （8）交通インフラ、住環境インフラ、雇用

支援について。 

 長崎空港～ＩＲ間の船便については、県はど

う考えているんですか。運送業者等についても、

どういうイメージを持っているのか。 

 ＪＲハウステンボス駅からＩＲ間については、

ハウステンボスの中を通って行けるのか。約

1.5キロ離れますよね、2キロ近くね、ハウステ

ンボス駅からＩＲの用地まで、どう考えている

のか。 

 車に関して言うと、一般観光客のマイカー乗

り入れ、どこら辺を想定しているのか。バス等

の中央ターミナル構想については、どう考える

のか。そういうことを考えると、いろいろな問

題が出てきますけれどもね。 

 まず、この交通インフラについて、お聞きし

ます。 

〇副議長(西川克己君） 企画部長。 

〇企画部長(柿本敏晶君） 交通インフラの強化

につきましては、非常に大切な課題だと思って

おります。そのうち、長崎空港からＩＲ整備区

域への航路につきましては、県で長崎空港の港

湾施設整備、防波堤の整備でありますとか、浮

桟橋の整備を行ったうえで、ＩＲ事業者による

航路の運航を予定しており、輸送人員の増加や

運航時間の短縮を図っていくといったことを想

定いたしております。 

 それから、ＪＲハウステンボス駅からのＩＲ

整備区域への交通につきましては、新交通の整

備ということを考えておりまして、これについ

てもＩＲ事業者による整備を予定いたしており

ます。 

 現在は、駅舎の拡張や、それから駅舎からの

ＩＲ区域までのルート、こういったものについ

て検討を重ねておりまして、交通事業者やハウ

ステンボスも含めた関係者と整備条件の調整を

進めているところでございます。 

 それから、駐車場につきましては、今後、想

定される訪問客数、そういったものを積み上げ

ながら、そしてまた、高速バスの運行便数の増
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加も考慮した整備が必要と考えておりまして、

ＩＲ事業者に施設周辺の交通渋滞緩和につなが

るような交通ターミナルや駐車場の整備、そし

て、ソフト対策など、そういったことを含めて

調整を図っていくことといたしております。 

〇副議長(西川克己君） 田中議員―45番。 

〇４５番(田中愛国君） 住環境について、お聞

きしますけれども、24時間営業というＩＲの特

殊性がありますね。近くに住環境をつくらない

といけない。1万人ぐらいの雇用が想定される

わけですから、5,000～6,000戸は最低でも要る

んですよ、住環境。どういうことを考えている

のかが一つ。 

 雇用支援についても、今言いましたように1

万人からの雇用、これは企業の問題じゃないん

です。長崎県が国に提案する内容としてやっぱ

り考えなきゃいかん。この2点について、お聞

きします。 

〇副議長(西川克己君） 企画部長。 

〇企画部長(柿本敏晶君） まず、住環境の整備

につきましては、従業員やその家族の住宅の確

保が必要になってくるということで、公募・選

定するＩＲ事業者の雇用者数などに合わせた対

策を実施してまいりますけれども、周辺地域に

おける空き家や空き地の情報提供などを行い、

ＩＲ事業者による社宅や住宅などの整備手法の

提案を求めることといたしております。 

 また、住宅開発に伴う調整を地元自治体と一

緒になって実施をしていくということで考えて

おります。 

 また、雇用面での支援ということでございま

すけれども、ＩＲ整備によって地元の雇用を

しっかりと確保するということが重要だと考え

ておりますので、その人材をいかに育成してい

くかという観点から、ホテルの中核的な人材で

ありますとか、ＶＩＰ対応の専門的な職員、そ

れからゲーミングに関する専門的な人材など、

そういった人材を育てることができるように、

県内や九州内の複数の大学が参加する産学連携

コンソーシアムを形成するということを進めて

おります。 

 専門性の高いＩＲ産業教育プログラムやリカ

レント教育プログラム、そういったものを構築

しながら、必要な人材を供給できるような体制

を、佐世保市も含めて、庁内の関係部局、各大

学とも検討を進めているところでございます。 

〇副議長(西川克己君） 田中議員―45番。 

〇４５番(田中愛国君） 全て文章だけですね。 

 ハウステンボス用地から一歩出ると、もう家

は建てられないんですよ、調整区域だから。家

は一軒も建てられないんですよ、ハウステンボ

スから出ると。それは早岐の街中に行けば別で

すけれどもね。5キロぐらいの範囲で言うと、

家は建てられないんですよ。そういう具体的な

シミュレーションがなされているのかどうか。

もう本当に大変な気持ちで、ここで質問をして

おります。 

 （9）周辺地元対策について。 

 今も言いましたように、周辺5キロ圏内にお

いては、住居問題が一番と思います。調整区域

に家は建てられません、一軒だって。 

 交通渋滞も大変で、対策は考えてもらってい

るものと思うけれども、どうも具体的な話が出

てこない。 

 周辺10キロ圏内となると、川棚町、波佐見町

あたりまで入ってきますよ。そういう広報を

やっているんでしょうかね。 

 それから、住民要望等、確認をされているの

かどうか、周辺のね。一番足元の江上支所、針

尾支所、宮支所、広田校区、ここは一番近いと
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ころですよ。いろいろな要望等があると思うん

ですが、そういうＩＲについての確認をしてい

ますか。 

〇副議長(西川克己君） 企画部長。 

〇企画部長(柿本敏晶君） ＩＲ事業の推進に当

たりましては、県民の皆様、とりわけ、整備区

域周辺にお住いの皆様のご理解をいただくこと

は大変重要だと考えております。 

 周辺地域の皆様に対しましては、佐世保市と

共同で説明会を開催いたしまして、ＩＲの制度

概要でありますとか、導入の効果、懸念事項へ

の対応などについて、丁寧に説明を行い、参加

されている皆様からは、治安維持や交通渋滞な

どの懸念事項への対応について、様々なご意見

をいただいているところでございます。 

 これらのうち、地域交通渋滞対策については、

道路の拡幅や交差点の改良などといったハード

の整備を進める、そういったことと併せて、交

通誘導などのソフト対策といったものも併せて

実施をしていきたいと考えております。 

 そのほか、住宅開発に関しましても、周辺の

住環境への影響が最小限となるように配慮をし

ながら、誘導策について、佐世保市と一体と

なって検討していくと、そういった検討を進め

ているところでございます。 

〇副議長(西川克己君） 田中議員―45番。 

〇４５番(田中愛国君） 私は、一番近くにいる

んですがね、そういう空気は一切見られません

ね。 

 それはそうでしょう。県案が具体的なイメー

ジがないわけだから、ＩＲに対する県案が。懸

案事項ではなくて、県の案ですよ。（発言する

者あり）それもありますけどね。 

 （10）今後10年間について。 

 今後の大まかなスケジュールとして、長崎県

の業者選定、国の認定3か所。外れるともう終

わりですね。長崎県の将来はないと私は断言す

るぐらいです。 

 その後、業者との準備期間が要るでしょう、

業者も。何も決まってないわけだから。何も決

まってない、ハウステンボスともどうするか決

まってない。それは公表できないことがあると

言うかもわからんけれども、公表できることだ

けでも決まってない。 

 最初の2025年のスタートは、もう絶望的です

ね、2025年のスタート。（発言する者あり）2年

ぐらいは遅れるでしょうね、うまくいって。 

 だから、私が期待する一番バッターは無理だ

と思いますね、一番乗りは。この一番乗り、一

番バッターの効果というのは、計り知れないも

のがあるんです。日本ではじめての施設ができ

るわけですからね。そういうのが全然こっちに

響いてこない。だから、できるだけ早く頑張っ

てくださいとしか言いようがない。 

 ここで提案があるんですが、工事期間中の問

題があります。これは外れると、もうどうしよ

うもないから必要ないけれども、認められたと

思ってね、工事期間中。 

 これはハウステンボスの工事期間中も大変で

した。だから、ぜひ現地に、県・市合同の行政

の窓口相談事務所を開設すべきだと思いますね、

現地に。これはＩＲ企業との連携、2つに交通

渋滞を含む現地における警察業務の必要性、3

つ目は、雇用、ＵＩターン等々の相談。 

 長崎県の企業誘致として、行政は協力しなけ

れば、それはあがりだけ300億円、毎年もらえ

たら、こんないいことはないです。だから、協

力すべしと、県の責任においてね。 

 それから、もう一つはＩＲの意義について、

ちょっと考えてみたいと思うんですが、この地
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元の経済振興に寄与ということで、最大の企業

誘致ですよ、最大の企業誘致。2万人近い雇用

が生まれるわけ。（発言する者あり）直接は1万

人程度、関連では5,000人程度が見込まれるわ

けで、10年後は3万人程度の街ができると私は

思います。それは大変なことです。一つの市が

できるのと一緒ですよ。今は、3万人いない市

もありますからね。 

 それから、もう一つは、県・市の財務の改善

ですよ。県は、あるＩＲ業者によると、2,000

億円のＧＧＲは簡単ですと。300億円は間違い

なく入れますよと。もっと高みを目指していま

すよ。そうしないと投資が戻らないんです。 

 それから、市の固定資産税とか、地方交付税

等々でいろいろなメリットが出てくる。 

 ただ、貧乏県、貧乏市ですからね、必ずしも

そのまま反映はできません。交付税で逆にカッ

トされる場合もある。（発言する者あり） 

 そういうところで、ぜひ広範囲な形で、10年

後を夢見て、九州の代表として頑張ってくださ

い。お願いしておきます。 

 終わります。（拍手） 

〇副議長(西川克己君） 本日の会議は、これに

て終了いたします。 

 6月22日は、定刻より本会議を開き、一般質

問を続行いたします。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

― 午後 ３時４７分 散会 ― 
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― 午前１０時 ０分 開議 ― 

〇議長(瀬川光之君） ただいまから、本日の会

議を開きます。 

 この際、お手元に配付いたしておりますとお

り、知事より、議案撤回の請求がありましたの

で、直ちに議題といたします。 

 議案撤回の請求について、知事の説明を求め

ます―知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 6月19日に請求い

たしました議案の撤回について、ご説明いたし

ます。 

 6月12日に提出いたしました議案のうち、第

106号議案「長崎県病院企業団の共同処理する

事務の変更及び規約の変更に関する協議につい

て」は、6月18日付けで、長崎県病院企業団か

ら議決依頼が取り下げられたため、県において

も議案の撤回を請求したものであります。 

 何とぞご理解のうえ、ご許可いただきますよ

うお願い申し上げます。 

〇議長(瀬川光之君） お諮りいたします。 

 第106号議案「長崎県病院企業団の共同処理

する事務の変更及び規約の変更に関する協議に

ついて」の撤回を許可することにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、第106号議案の撤回は、許可されま

した。 

 これより、6月19日に引き続き、一般質問を

行います。 

 中村泰輔議員―4番。 

〇４番(中村泰輔君）（拍手）〔登壇〕 皆様、お

はようございます。 

 改革21、国民民主党の中村泰輔でございます。 

 冒頭、新型コロナウイルス感染症により、お

亡くなりになられた方々に哀悼の意を表すると

ともに、経済的に苦しい思いを強いられている

方々に対し、適切な支援ができるよう努めてま

いります。 

 また、このような中、傍聴にお越しいただい

た皆様に感謝を申し上げます。 

 それでは、事前の質問通告に従って質問をい
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たします。 

 1、新型コロナウイルス感染症に関する医療

体制について。 

 （1）ワクチン開発までの長期化する感染リ

スクを踏まえた医療体制について。 

 長崎県ホームページにも記載がございますが、

コロナウイルスは、これまで6種類が見つかっ

ております。このうち、4種類が一般の風邪の

原因の10％から15％を占めており、これらの多

くが軽症です。残り2種類が、世界的に流行し

たＳＡＲＳとＭＥＲＳです。この6つのウイル

スとは別に、今回、新型コロナウイルスが確認

されました。 

 様々な理由により、これらのコロナウイルス

に対するワクチンは、いまだに一つも開発され

ておりません。ただし、今回の新型コロナウイ

ルスは、無症状で感染が拡大するため、ワクチ

ンや治療薬によってしか制することができませ

ん。 

 現在、世界中の英知が投入されて、ワクチン

開発が進められておりますが、開発成功までに

は長期間を要すると言われています。 

 今後、感染リスクは長期化し、被害が拡大し

得ることを、私たちは強く認識しなければなり

ません。 

 政治、行政の役割は、最悪の事態を想定した

うえで、未来へ備えていくことだと考えます。 

 県においては、当該感染症への医療体制の整

備に取り組まれています。しかし、恐れるべき

病気は、新型コロナウイルスだけではありませ

ん。従来の疾患及び救急医療や周産期医療に対

する医療体制も同様に守らなければなりません。 

 そこで、ワクチン開発までの長期化する感染

リスクを踏まえた、今後の本県の医療体制に関

する知事のご見解をお尋ねいたします。 

 以下、対面演壇席にて、一問一答方式にて進

めさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 中村泰輔議員の

ご質問にお答えいたします。 

 長期化する可能性がある新型コロナウイルス

感染症対策と、既存の医療体制をどのように両

立させていくのかとのお尋ねでございます。 

 新型コロナウイルスのワクチン、治療薬の開

発には、国内外で様々な取組が行われておりま

すが、実用化には、いましばらく時間がかかる

と言われており、今後は、新型コロナウイルス

感染症を前提とした地域医療体制を構築してい

くことが重要であると考えております。 

 例えば、無症状の救急患者を受け入れた医療

機関で院内感染が拡大した事例もあるなど、全

ての医療機関において、感染リスクに対応でき

るよう、症状のある方とない方を分けるための

改修、感染拡大を予防するための陰圧装置、防

護具の確保など、感染防止対策の支援を行って

まいりたいと考えております。 

 また、周産期医療、小児医療、透析医療など、

施設内で感染が拡大した場合に、地域医療に大

きな影響を及ぼす分野については、感染を疑っ

た場合に、あらかじめ感染予防対策をとってい

る指定された施設に受診できる体制を確保する

よう、検討を進めているところであります。 

 今後も、長崎大学や県医師会等の関係機関と

緊密に連携しながら、県内の医療体制の整備に

力を注いでまいりたいと考えております。 

 以後のお尋ねにつきましては、自席の方から

お答えをさせていただきます。 

〇議長(瀬川光之君） 中村泰輔議員―4番。 

〇４番(中村泰輔君） ご答弁ありがとうござい
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ました。具体的な方針を示していただいたと感

じております。 

 知事からも同様のご認識をいただきましたが、

ワクチン、治療薬開発のめどが立たず、今はま

だ先が見えない状況ながら、皆様とともに起こ

る得るリスクを想定しつつ、この新型コロナウ

イルスと闘うことを申し上げ、次の質問に移り

ます。 

 （2）県内で爆発的感染が発生した場合のＰ

ＣＲ等検査について。 

 （パネル掲示）4月以降のＰＣＲ等検査の状

況を示します。青色太線で示す相談件数に対す

る検査実績について、当初は25％から30％程度

でございました。検査を希望するも、受診でき

ないという県民の皆様からの声をいただくこと

もありました。しかし、5月8日の政府の検査要

件の緩和を受け、検査実績が上がっています。 

 さらに、一日当たりの行政検査の能力増加が

著しく、現時点でも全国最多の634件、年内に

は過去の相談件数をはるかに超える1,634件と

なる見込みです。 

 検査能力拡充は、今後、県内での爆発的感染

に備えた取組と考えますが、ＰＣＲ等検査に対

する県のお考えをお尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 相談件数に対す

る検査件数の割合につきましては、5月以降、

高くなっておりますが、これは目安の見直しだ

けではなく、ドライブスルー方式の検査セン

ターの開設や医療機関への検査機器の導入によ

り、検査が受けやすい環境が整備されたこと等

の要因が考えられます。 

 県内で感染者が発生した場合には、さらなる

感染拡大を防止するため、感染の広がりを迅速

に検知するとともに、保健所の積極的疫学調査

により、感染ルートを明らかにし、早期に感染

拡大を封じ込めることが、何よりも重要であり

ます。 

 このため、現在、既に、県内全ての医療圏で

検査ができる体制を整備しておりますが、クラ

スターが発生した際にも、一定対応できる体制

を整備しているところでございます。 

 県といたしましては、大規模なクラスターが

発生した場合におきましても、適切に感染の蔓

延を防止することができるよう、国の第2次補

正予算を活用し、さらなる検査体制の充実を検

討してまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 中村泰輔議員―4番。 

〇４番(中村泰輔君） ご答弁ありがとうござい

ます。 

 大規模クラスターが発生した場合にも、安心

することができると、非常に安堵するご答弁を

いただきました。陽性者の早期発見と隔離を徹

底的に進めていくことを改めて要望し、次の質

問に移ります。 

 （3）ふるさと納税制度を活用した感染症研

究への支援について。 

 （パネル掲示）スライドに示すように、新型

コロナウイルス感染症における長崎大学の貢献

は非常に大きく、私たち長崎県民の誇りです。

歴史ある感染症研究の実績を活かし、ここに示

すように、ご活躍をいただきました。そして、

現在は、世界中が待ち望むワクチン開発に挑戦

をしています。 

 これらの研究を応援するため、ふるさと納税

制度を活用した、「ふるさと長崎応援寄附金」

の募集項目として、「長崎の感染症研究支援プ

ロジェクト」を新たに創設していただき、全国

に、「医療先進県ながさき」をアピールしたい

と考えます。 
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 県のお考えをお聞かせください。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 長崎大学は、全

国有数の感染症に関する研究拠点である「熱帯

医学研究所」を有し、「蛍光ＬＡＭＰ法」や

「健康管理アプリ」の開発は、クルーズ船の集

団感染への対応をはじめ、我が国全体の感染症

対策にも大いに貢献しており、新型コロナウイ

ルスに対するワクチン開発にも取り組まれてい

るものと承知しております。 

 これらの取組を応援するため、「ふるさと長

崎応援寄附金」を活用することは、県外の皆様

からの支援をいただく手法として有用であるこ

とでございますので、長崎大学と協議のうえで、

積極的に導入に向けて検討してまいりたいと考

えております。 

〇議長(瀬川光之君） 中村泰輔議員―4番。 

〇４番(中村泰輔君） 大変前向きなご答弁をい

ただきました。ありがとうございます。 

 日本医療研究開発機構が支援するワクチン開

発は、全国で12件、その中で長崎大学は2件の

ワクチン開発を進められています。 

 今後、本県の医療研究が、ますます発展して

いくための契機になるよう、県としてもサポー

トしていただけることに期待し、次の質問に移

ります。 

 （4）感染防護資材の生産にかかる県内企業

の取組について。 

 医療備品不足は、多くの自治体での課題です。

今後の感染拡大のリスクを踏まえ、県内生産が

可能な医療備品を積極的に生産すべく、県内生

産が可能な備品をリスト化し、医療機関等が把

握できる仕組みが必要と考えます。 

 そこで、お尋ねいたします。 

 県内で生産できる医療備品に、どのような品

目があると把握しておられるのか、お尋ねをい

たします。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 新型コロナウイ

ルス感染症の流行に伴う感染防護資材の不足の

際、県におきましても、生産可能な県内企業の

把握に努めたところでございます。 

 その結果、マスクや防護ガウン、フェイス

フィールド等の生産など、対応されている企業

があることを確認いたしました。 

 県では、こうした県内企業の機動的な事業活

動を支援するため、5月に感染症対応型サプラ

イチェーン強靭化支援事業を予算化したところ

でございます。 

 また、感染防護資材を生産する県内企業につ

いては、広く県民の皆様にお知らせするため、

企業の同意を得たものについては、産業労働部

のホームページにおいて、随時ご紹介していく

ことといたしております。 

 今後とも、社会のニーズに対応した新たな需

要の獲得を含め、県内企業の規模拡大について、

ご支援してまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 中村泰輔議員―4番。 

〇４番(中村泰輔君） ありがとうございます。 

 ホームページに掲載をしていただけることを

大変感謝をいたしております。必要とする医療

機関等に、タイムリーな情報が、ホームページ

掲載だけでは届かないため、福祉保健部におか

れましては、産業労働部で取りまとめた情報を、

積極的に関係機関に展開していただきますよう

要望し、次の質問に移ります。 

 2、新型コロナウイルス感染症が本県経済に

与える影響。 

 （1）新型コロナウイルス感染症対策に伴う

県の財政出動に対する姿勢。 
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 （パネル掲示）スライドが示すように、新型

コロナウイルスによる世界経済の損失は、世界

大恐慌以来の規模であり、本県でも、過去に類

を見ない事態に陥っています。新型コロナウイ

ルスの影響による解雇者数も、直近で466人と

激増しています。 

 支援のための主要財源として、国からの一層

の臨時交付金を求めていただきたく、改めてお

願いをいたします。 

 （パネル掲示）一方で、県には、災害などの

有事に備えて蓄えておく財源として、財源調整

3基金がございますが、こちらは使途の制限が

なく、柔軟性が高い活用ができます。スライド

に示すように、この財源調整3基金は、コロナ

対策として、補正等、知事専決において、既に、

約10億円を切り崩しています。基金の推移とコ

ロナ対策での取り崩し状況を踏まえ、今後とも、

県民の痛みを効果的に支える財政出動を展開し

ていくのか、県のご見解をお尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長(大田 圭君） お答えいたします。 

 本県の財源調整3基金の年度末の残高につい

ては、平成29年度で約239億円、平成30年度が

約222億円、令和元年度が約214億円という状況

でございます。 

 また、今、ご紹介もいただきましたとおり、

令和2年度の当初予算編成で基金を取り崩した

後、補正予算におきまして、新型コロナウイル

ス感染症対策といたしまして、例えば、雇用調

整助成金にかかる事業主負担への上乗せ助成で

すとか、あるいは、住居確保給付金の拡充等に

要する財源ということで、このたびの6月補正

予算までに約10億円を取り崩しをしているとい

う状況でございまして、現在、残高といたしま

しては、約62億円という状況でございます。 

 県といたしましては、国の地方創生臨時交付

金等を最大限活用をいたしまして、必要に応じ

て基金も含めた財源対策を講じながら、新型コ

ロナウイルス感染の拡大防止と地域経済の回

復・拡大にかかる対策を、引き続き推進してま

いりたいというふうに考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 中村泰輔議員―4番。 

〇４番(中村泰輔君） ご答弁ありがとうござい

ます。 

 県財政が厳しい中、一層の難しいかじ取りが

求められておりますが、経営環境悪化による所

得補償などに柔軟に対応いただけるのは基金だ

けですので、県民に寄り添った支援を改めて要

望し、次の質問に移ります。 

 経済への長期的な影響が避けられない中、経

済と医療の視点が同時に必要とされる新たな価

値観の中で物事を判断しなければなりません。 

 本県は、幸いにも、これまで感染爆発を起こ

していません。しかし、感染拡大地区に比べ、

新型コロナへの危機感が低いと言われ、感染防

止策への徹底した意識の喚起が重要になります。 

 感染防止が崩される時、それは経済を止めな

ければならない。つまりは、休業要請をお願い

せざるを得ません。休業要請を回避することが

重要だと考えます。 

 そこで、休業要請が本県経済に与えたダメー

ジも含め、新しい生活様式への意識の喚起等、

今後の県の取組をお尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 今回の休業要請

につきましては、全国的に都市部から地方への

感染が拡大される中、本県における感染拡大の

防止を図るために行ったものでございます。 

 4月25日から5月6日までの休業要請にご協力

いただいた事業者におかれましては、この間の
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売上に影響があったものと認識しております。 

 今後、事業者の皆様には、業種ごとのガイド

ラインに沿った取組を徹底しながら、事業を継

続していただくことが重要であることから、飲

食業など店舗等における感染防止の取組、ある

いは、新たな販売手法への転換に対する支援な

ど、新しい生活様式の対応に向けた環境整備へ

の支援を行っているところでございます。 

 引き続き、市町や業界団体とも十分に連携し

ながら、感染症の予防、拡大防止と経済活動の

回復の両立を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 中村泰輔議員―4番。 

〇４番(中村泰輔君） ご答弁ありがとうござい

ます。休業要請が県内経済に与えた影響は、計

り知れません。新しい生活様式に対して、一層

真剣に取り組まなければなりません。私自身も、

各企業への意識の喚起を求めてまいります。 

 （2）今後影響が拡大し得る可能性がある製

造業についての見解。 

 県経済において、製造業は、他業種に比べ、

程度は小さいものの、非常事態宣言中に営業が

できていないこと、グローバル経済の影響でサ

プライチェーンが崩れ、部品等が入ってこない

などの理由により、今後、遅れて影響が出てく

る可能性があります。 

 リーマンショック時、県内製造業では、一年

が経過して、底を見た企業もありました。 

 コロナ禍では、全産業でリーマンショック以

上に被害が出るおそれもあります。今後の県内

製造業の見通しについて、お尋ねをいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 県内の製造業者

の皆様より、「緊急事態宣言が解除された以降

でも、県をまたぐ商談活動は、いまだ行えてい

ない」などのお声を伺っております。 

 現在、本県の製造業者は、こういった状況の

中で、厳しい状況にあると私どもも認識してお

ります。 

 このような中、新型コロナウイルス感染症の

流行長期化による県内製造業への影響は、今後、

売上の減少や、投資意欲の減退などとして出は

じめることが懸念されているところでございま

す。 

 そのため、県におきましては、中小企業者を

対象に、衛生環境の向上や設備投資、さらには

営業活動までを対象とした感染症対応型サプラ

イチェーン強靭化支援事業を予算化し、当面必

要と思われる対策を講じているところでござい

ます。 

 今後とも、新型コロナウイルス感染症による

県内製造業者への影響を把握し、必要に応じて

対応策を検討してまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 中村泰輔議員―4番。 

〇４番(中村泰輔君） ご答弁ありがとうござい

ました。問題意識を共有させていただいたもの

と考えております。 

 本県の基幹産業である製造業を守ることを、

私は諦めません。今後も、県と連携し、対応を

してまいります。 

 3、新型コロナウイルス感染症による休校措

置時のオンライン授業への姿勢。 

 （1）第2波到来時の小・中学校におけるオン

ライン授業実現への県の意志とオンライン授業

対応の判断を支援する市町統一のガイドライン

の策定。 

 小・中学校の端末整備について、端末生産が

間に合っておらず、段階的に整備される可能性

がございます。つまり、秋に想定される第2波

到来時には、端末がほとんどゆき渡っていない
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のではと私は考えています。 

 （パネル掲示）スライドは、5月にYouTubeで

配信された文部科学省の情報環境整備に関する

説明会で使用されたものです。 

 文部科学省が認識している地方の課題として、

「今は、前代未聞の非常時なのに危機感がな

い」、「ＩＣＴ・オンライン学習は、学びの保障

に大いに役立つのに取り組もうとしない」とあ

ります。 

 また、今、取り組むべき提案として、「使え

るものは何でも使って」、「できることから」、

「できる人から」、「既存のルールに捉われずに

臨機応変に」と、強烈なメッセージが出されて

います。 

 このほかに、「今後は、ＩＣＴを使わなかっ

た自治体に説明責任が発生する」、「紙を配るの

ではなく、双方向の授業を学校現場で取り組む

必要がある」などの発言もございました。 

 端末整備は追いついていませんが、政府は、

令和5年度までに実施予定だった「ＧＩＧＡス

クール構想」を前倒ししたほど、家庭と学校を

結ぶオンライン授業を実現したいのではと考え

ていると私は感じています。 

 また、感染拡大時には、ツイッターなどのＳ

ＮＳを通して、多くの保護者の皆様から、オン

ライン授業実現への強いご要望をいただきまし

た。なぜならば、本県の小・中学校では、オン

ライン授業がほとんど実施されていなかったか

らです。 

 そして、オンライン授業が実現すれば、休校

しても、学びが保障されると考えるからです。 

 他県の市町では、オンライン授業が実現して、

感染リスクが高い場合、学校に行くか、自宅で

オンラインかを選べる状況になっています。 

 そこで、改めて第2波到来時の小・中学校に

おける双方向のオンライン授業実現に向けた県

の意志を伺います。 

 また、多くの学校を訪問し、意見を伺う中で、

市町間、学校間で格差がないよう、市町統一の

ガイドライン策定が、今まさに必要とされてい

ると確信をいたしました。これは、学校規模や

通信環境に沿って、自校に合った複数の手段を

選べるものです。 

 市町統一のガイドライン策定について、ご見

解をお聞かせください。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 第2波が到

来した場合、小・中学校においては、前回の経

験を活かし、まずは学習プリントを用いた課題

や、分散登校等により対応していくものと考え

ております。 

 このような取組にオンライン授業を組み合わ

せることで、生活状況の把握や家庭学習の支援

等を、さらに充実させることができるものと考

えており、可能な取組から着手する必要がある

と捉えております。 

 県による市町統一のガイドラインの策定につ

いて、ご提案をいただきましたが、現時点にお

けるオンライン授業の実施に当たっては、各市

町における感染者の発生状況、家庭や地域の

ネットワーク環境、さらには、学校の状況等、

様々な要因を、きめ細かに勘案することが必要

であると考えております。 

 そのため、オンライン授業の進め方について

は、学校に身近な各市町教育委員会が判断する

ことが望ましく、県としての統一したガイドラ

インを策定することは、難しいものと考えてお

ります。 

 県教育委員会といたしましては、各市町が適

切に判断し、実施可能な取組に着手していくこ
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とができるよう、県内外における先進事例や、

実施方法等を積極的に情報提供し、市町の取組

を支援してまいります。 

 なお、ご提案いただいたガイドラインを含め

たオンライン教育の推進につきましては、今後、

設置を予定しております市町教育委員会、学識

経験者等を入れた協議会の中でも検討してまい

りたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 中村泰輔議員―4番。 

〇４番(中村泰輔君） ご答弁ありがとうござい

ます。 

 県としても、オンライン授業を実現したいと

いう思いは確かにいただきました。また、現時

点では、ガイドラインにつきまして、なかなか

すぐに策定をするということは難しいというご

事情も理解をし、今後、協議会において議論を

いただくということもいただきました。 

 そして、再質問をさせていただきます。 

 先ほど、可能な取組からはじめるというよう

にご答弁いただきましたが、具体的に、可能な

取組とはどういうものがあられるのか、ご答弁、

お願いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 例えば、テ

レビ電話会議システム、いろんなソフトがござ

いますけれども、それを使った子どもたちとの、

先ほど言った健康状況の確認とか、家庭でどん

な生活を送っているかというような、いわゆる

コミュニケーションを維持するというようなこ

とは、現状でも設備が一定整っておればできる

と思っております。現に、活用している市町の

学校もございます。 

 もう一点は、課題等の出し方について、例え

ば県の教育センターがインターネット上に動画

配信等を行っていますので、そういうコンテン

ツを利用した、いわゆる家庭学習の支援等もで

きるのではないかというふうに考えております。

そういった意味で、先ほどご答弁申し上げたと

おり、いろんな情報とか、ツール等を積極的に

紹介することによって、できる学校、できる地

域はそれを活用していただくことが可能ではな

いかというふうに考えているところです。 

〇議長(瀬川光之君） 中村泰輔議員―4番。 

〇４番(中村泰輔君） ありがとうございます。 

 ただ、私としては、できること、可能な取組

というのは、もう少しオンライン授業に向けた、

本当に第2波が到来をした時に、どういう対策、

どういう手段があるのかといったことを、市町

教育委員会、また学校に対して提示をしなけれ

ばならないと私は考えております。 

 そこで、できることからについて、私なりに

整理をしましたので申し上げます。 

 端末不足がございましたが、それは各家庭や

地域のもので補う。 

 インターネット環境の不備があれば、公民館

にポータブルの共用Ｗｉ－Ｆｉを置く。 

 ＩＣＴ支援員が不足しているならば、地域や

企業と連携をする。 

 それでも環境が整わない場合は、学校に登校

して、「3密」回避をしながら、例えば体育館な

どで授業を受ける。 

 さらに、それでも難しい場合は、授業のＤＶ

Ｄをお送りしたり、電話でフォローする。 

 そして、私としては、このオンライン授業に

つきまして、必ずしも授業を進めなければなら

ないというものではないと考えています。 

 先ほど、教育委員会教育長のご答弁でもござ

いましたが、朝、子どもたちの顔を見る、その

ことが子どもたち、また、先生方にとってどれ

だけ、また保護者にとってもどれだけ大事なこ
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とかと考えています。 

 つまり、授業を進めるかどうかも選択肢にな

り得る。また、家かオンラインか、これも選択

できる。こういった合わせ技があるのだという

ことを提示いただきたい。つまり、これがガイ

ドラインだと私は考えています。 

 また、先ほど、市町のご判断とございました

が、市町教育委員会、そして、何より学校現場

のご意見を聞いてのことでしょうか。 

 私が伺った学校では、「現場は、上が決めて

くれればやる。むしろ、市町間で基準が異なれ

ば、毎年の人事異動などで混乱をする」と、そ

ういったご意見も伺っております。 

 先ほど、市町の協議会でガイドライン策定に

つきましては協議をいただくと、前向きなご答

弁をいただいておりますが、私としては、市町

に判断を委ねるならば、市町が判断をするため

の、市町統一のガイドライン策定が、やはり必

要と考えております。 

 改めて、ご見解をいただけないでしょうか。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） しっかり議

論するためには、前提をしっかり押さえる必要

があると思います。 

 短期間の、例えばコロナウイルスによって臨

時休業になった場合のオンラインの教育の進め

方と、今後、各学校に一人一台の端末が置かれ

るということになれば、それは日常の授業の中

でも、その端末を使った、いわゆる一人ひとり

に最適化された授業を行っていく必要が出てく

るわけであります。 

 それをまさに狙っているのが「ＧＩＧＡス

クール構想」であって、たまたま前倒ししたの

は、このようなコロナの対応があったから、国

としても、いわゆる端末等を使ったオンライン

学習、授業を一定進める必要があるということ

で前倒しになったものと考えております。 

 しかしながら、実際問題として、今回、先ほ

ど、秋に襲来するのではないかというようなご

指摘もありましたけれども、現実問題として、

秋までに端末の整備が間に合うところというの

は、市町の中でも少のうございます。いわゆる

年度いっぱいのところが最終的な目標になる部

分もあると思うんですが、私が申し上げたいの

は、先ほど申し上げたとおり、臨時的な対応と

いうのは、それぞれ皆さん、危機感を持って、

できるところはできるという対応をしておりま

すし、市町教育委員会が言わなくても、各学校

の中で独自に、現時点でも、いえば得意な先生

はパソコンを使ったオンラインなんかを実際に

やっておられるところがありますので、私は、

県が逆にがちがちに縛ると、各市町の実情に応

じた柔軟性が失われる、学校の独自的な取組が

失われる可能性があるのではないかということ

です。 

 ですから、臨時休業に対応するいわゆるオン

ライン授業については、現実的な対応としては、

先ほど申し上げたいろんなツールの情報提供と

か、いろんな情報提供を行いますけれども、そ

れはそれとして、先ほど言った協議会の中で、

今後のオンライン教育のあり方というのは、

やっぱり現場の意見も聞きながら、しっかり対

応していく必要があるということでありますの

で、議員と考え方の根底は同じでありますけれ

ども、いわゆるアプローチの仕方というのが若

干違うのかなというふうに感じるところです。 

〇議長(瀬川光之君） 中村泰輔議員―4番。 

〇４番(中村泰輔君） ご答弁ありがとうござい

ます。私も教育委員会教育長のご答弁をいただ

きながら、思いは同じであると、考えているこ
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とは同じであるということを感じました。 

 私が申し上げておりますガイドラインの策定

は、決して、市町の判断を縛るものではござい

ません。逆に、柔軟に対応いただくために、

数々の選択肢、また、好事例を共有するものを

イメージしておりますので、また、そこはこれ

からの協議会において、前向きな議論がなされ

ることを切に願っております。 

 （2）県立高校休校時のオンライン授業によ

る授業推進。 

 県立高校の端末所持率は99％であり、県立高

校のオンライン授業は十分可能であり、既に一

部学校では、オンライン授業を実施していると

伺っています。また、大学受験は、試験範囲を

国がコントロールをするため、県としても授業

の進捗状況は極めて重要です。 

 第2波到来時の県立学校におけるオンライン

授業実現に向けた県の考えをお聞かせください。 

 また、インターネット環境に制限のある生徒

の割合が約15％ですが、このような生徒にどの

ような対応をするのか、ご見解をお願いいたし

ます。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 県立高校に

おきましては、再度、臨時休業を行う場合は、

まず、分散登校など、可能な限り登校日を設定

して、教員から生徒への対面での授業を行うこ

とを考えております。 

 さらに、生徒が登校しなくても、授業内容の

一部を進められるように、家庭でインターネッ

トを利用して、教員等から配信された学習動画

を視聴したり、テレビ会議システム等を用いて

質問したりすることができるよう、学校の実態

に応じた準備を進めているところであります。 

 現在、ＴｅａｍｓというソフトのＩＤとパス

ワードを、全県立学校の全教員、全生徒に配布

をしたところであります。 

 なお、インターネットの環境に制限がある家

庭が14.8％あることから、そのような家庭の生

徒に対しては、動画をＤＶＤで送付したり、登

校させて学校のパソコンで学習させるなどの対

応も考えられます。 

 今後、学校が休業となっても、学習の遅れを

極力生じさせないよう、現状の環境の中で、可

能な対策を進めてまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 中村泰輔議員―4番。 

〇４番(中村泰輔君） 高校教育において、オン

ライン授業への県の強い意志をいただきました。

県教委の皆様こそ、本県の子どもたちに質の高

い教育を届けたい、そう思っておられます。改

めてどうかよろしくお願いをいたします。 

 4、災害避難所等での新型コロナウイルス感

染症対策等について。 

 （1）災害避難所での感染症対策備品の県内

広域支援について。 

 災害避難所における感染症対策として、段

ボールでつくられたパーテーションやベッドの

導入等、県の迅速な対応に感謝をいたします。 

 （パネル掲示）スライドは、過去4年間での

各年の最大の避難者数を出した災害について、

地区別で示しています。 

 地域防災計画の災害時の物資備蓄等に関する

基本方針により、備蓄量は、県と市町で2,750

名分が予定されており、県全体での数は十分で

すが、被害規模が市町ごとで偏りがある場合、

被害が大きい市町への貸し出しが必要になると

推察されます。 

 そこで、県内市町間の広域連携について、お

伺いをいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 危機管理監。 
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〇危機管理監(荒木 秀君） 避難所にかかる物

資や資機材の備蓄については、一義的には市町

で取り組むことになりますが、県においても、

市町が備蓄する物資の補完分として、市町備蓄

数量の10％分を目標として備蓄することとして

おります。 

 特定の市町に被害が集中し、当該市町や県の

備蓄品だけで不足する場合は、地域防災計画に

基づき、被災していない、その他の県内市町か

らの備蓄物資を融通しあうこととしており、県

はその調整等を行います。 

 さらに、災害の規模が拡大し、県内の市町の

備蓄物資だけで不足する場合は、県は、災害時

応援協定に基づき、関係団体や九州・山口の各

県に対し、物資の提供を求めることとしており、

今後とも、被災市町の支援体制の構築に万全を

尽くしてまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 中村泰輔議員―4番。 

〇４番(中村泰輔君） 一県民として、非常に安

心をいたしました。 

 災害時は、市町の連携が極めて重要です。昨

年、甚大な被害を受けた千葉県では、首長間の

グループラインが存在するそうです。トップ同

士の意思決定が即座になされ、絶大な効果を発

揮されたそうです。本県で首長グループライン

があるかどうかは存じあげませんが、存在しな

い場合は、災害が多発する前に整備していただ

きたいと要望し、次の質問に移ります。 

 （2）避難時の必要電力強靭化へ向けた電力

確保・分散化の現状。 

 災害時の電力供給は、非常に重要な課題です。

今年は、特に、感染症対策として、避難所の換

気を要し、開放した中で強力に冷房を稼働させ

なければなりません。 

 地球温暖化の影響で、近年の自然災害は激甚

化しており、昨年は、台風15号等で千葉県にお

いて長期停電が発生したことから、災害時の電

源確保が叫ばれています。 

 県内の必要電力強靭化のためには、様々なエ

ネルギー源による電源確保が重要です。 

 災害時の電力確保と分散化の取組に対する現

状と今後の考え方について、お聞かせください。 

〇議長(瀬川光之君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 昨年の台風第15号

のような長期停電は、本県においても十分想定

され、避難所における電源確保は大変重要とな

ることから、市町に対し、非常用電源の確保を

働きかけるとともに、県でも5月専決補正予算

による避難所用の非常用発電機50台を整備する

こととしております。 

 また、県は、県石油商業組合や県空調衛生設

備業協会と災害時の応援協定を締結しており、

協定に基づく発電機や、発電機用の燃料の提供

により、避難所における電源を確保することと

しております。 

〇議長(瀬川光之君） 中村泰輔議員―4番。 

〇４番(中村泰輔君） ありがとうございます。 

 先ほど、災害協定についてご答弁がございま

した。企業、団体との災害協定を県内外に公表

することで、さらなる協定締結につながると期

待がされます。 

 県のホームページから、現在の災害協定の現

状について確認をいたしました。しかしながら、

該当部分を探すのに非常に時間を要しました。

改善すべきと考えますが、いかがでしょうか。 

〇議長(瀬川光之君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 議員ご指摘のとお

り、災害協定については、長崎県総合防災ポー

タルの地域防災計画に掲載をしておりますが、

検索では探しにくい状況でありました。 
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 つきましては、総合防災ポータルに新たな災

害協定に関する項目を追加することとし、県民

の方が利用しやすいホームページとなるよう努

めてまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 中村泰輔議員―4番。 

〇４番(中村泰輔君） ありがとうございます。 

 災害協定にとどまらず、県のホームページは

改良すべき点があるように見受けられます。 

 先日の一般質問でも、この件は取り上げられ

ておりますが、支援策を探せないというお声を、

私も県民の皆様から多くいただきました。 

 コロナ対策を調査するため、私は、他県の

ホームページで他県の状況を確認しましたが、

ホームページの見せ方について、我が県ももっ

と改善できるのではと感じております。 

 過去、これほどまでに県のホームページが必

要とされる時はなかったと思いますので、早急

なご対応をお願いいたします。 

 次の質問に移ります。 

 災害時の対策とともに、今後、季節、気候の

変化を踏まえ、事前に対策を要するのがマスク

着用時における熱中症の対策です。 

 現在のコロナ禍での熱中症対策の現状につい

て、お伺いをいたします。 

 また、注意の喚起などの情報を、アカウント

数の多いＬＩＮＥの長崎県新型コロナ対策パー

ソナルサポートで積極的に情報発信することを

提案いたしますが、いかがでしょうか。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 新型コロナウイ

ルス感染症の拡大を防ぐための「新しい生活様

式」では、外出時にはマスクの着用が推奨され

ますが、運動中や負荷の強い作業の場合には、

熱中症のリスクがあるとされております。 

 そのため、国は、マスクの着用については、

屋外で人と十分な距離を確保している場合には

適宜外し、マスク着用時は、負荷のかかる作業

は避けるよう周知しております。 

 県といたしましても、広報誌や市町、関係機

関を通じた周知啓発のほか、マスコミの皆様に

もご協力をお願いして情報発信を行っておりま

す。 

 また、新型コロナウイルス感染症対策にかか

る県のＬＩＮＥには4万人、Twitterには1万人

を超える登録者がおり、個人への情報発信も可

能であることから、ＳＮＳも有効に活用しなが

ら、熱中症の予防啓発に努めてまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 中村泰輔議員―4番。 

〇４番(中村泰輔君） 前向きなご答弁ありがと

うございます。 

 ＬＩＮＥ、そして、Twitterでの注意喚起に

ついて、検討したいという前向きなご答弁をい

ただきました。 

 また、私は、こちらの研究も、ぜひとも進め

ていただきたいと思い、ご紹介をいたします。 

 県内各地域の特性を踏まえた注意喚起情報発

信のため、我が県におきましては、長崎県にお

ける熱中症発生の地域特性と気象の関連性に関

する研究が現在進められております。 

 学校での熱中症対策も重要です。ある地域で

は、登下校時に日傘を差すことでソーシャル

ディスタンスを確保できるため、熱中症対策と

感染症対策が同時に実現をされています。知恵

を絞ることが重要だと考えています。 

 コロナ禍の中で熱中症対策は以前より重要と

なっており、来年の夏に、先ほど申し上げまし

た、長崎県における熱中症発生の地域特性と気

象の関連性に関する研究につきましては、進め

ていただきますよう要望し、次の質問に移りま

す。 
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 5、新型コロナウイルス感染症の世界的蔓延

下での本県のクルーズ船受入れの考え方。 

 （1）コスタ・アトランチカでのクルーズ船

内感染の検証における、県・市（保健所含

む）・ＣＩＱの連携協議会の立ち上げ。 

 クルーズ船に対する県の対応、医療関係者の

皆様のご尽力に心から感謝を申し上げます。 

 私は、クルーズ船受入れ、2バース化、メン

テナンス事業について、県経済のため、必要な

事業だという考えは変わっておりません。だか

らこそ、強く求めたいことがございます。それ

が、今後のクルーズ船受入れに関する明確な判

断基準の設定と、受入れ時点に感染拡大等の事

態が起きた場合のルール設定です。 

 これらは、市民・県民が安心してクルーズ船

を迎えるために必要なことです。 

 そこで、3つのことを提案いたします。 

 一つは、市、保健所を含めた港湾関係団体と

の連絡協議会の早急な立ち上げです。構成メン

バーとスケジュール、そして、現在の検証状況

も含めて、県のご見解を伺います。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 今回の「コス

タ・アトランチカ号」の対応につきましては、

新型コロナウイルス感染症対策本部の中に、

「クルーズ船対策チーム」を設け、船内の感染

状況の把握や、必要な医療支援などに努めてき

たところでございます。 

 この間、厚生労働省など、国の関係省庁や陸

上自衛隊、長崎大学、医療機関、保健所等の関

係機関、港湾関係の各機関、そのほか多くの方

にご支援いただき、一体となって対策を行って

まいりました。 

 まずは、これまで取り組んできた一連の対策

について、ご支援いただいた方々から早急に聞

き取りを行い、課題として認識される事項等に

ついて取りまとめ、検証作業を行いたいと考え

ております。 

 その検証結果も踏まえて、今後のクルーズ船

の受け入れに際して、県・市をはじめ、検疫、

入管、税関などの国の機関も含めて、関係機関

が適切に情報共有できる体制を構築していく必

要があると考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 中村泰輔議員―4番。 

〇４番(中村泰輔君） 連携協議会の早急な立ち

上げ、また、そこでの闊達な議論を要望いたし

ます。 

 本件は、専門性が極めて高く、連携協議会な

しには議論が深まらないと考えます。改めて、

連携協議会の設置を要望し、次の質問に移りま

す。 

 （2）今後のクルーズ船受入れ判断における

県の考え方。 

 現在、外務省を中心に、クルーズ船受入れの

指針について議論がなされております。 

 一方で、松が枝岸壁など、県が管理する施設

では、「長崎県港湾管理条例」において、本県

に入港するクルーズ船の係留許可責任は長崎県

となっており、今後、クルーズ船を受け入れる

に当たり、これで大丈夫と判断するのは県とな

ります。 

 2つ目の提案です。 

 国内を代表するクルーズ船受入れ港として、

長崎モデルの提唱ができないでしょうか。 

 我が県は、今回のクルーズ船対応を通して、

何ものにも代えられない知見を得ました。県民

とクルーズ船のお客様の視点に立った、クルー

ズ船受入れの判断について、県の見解を伺いま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 
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〇土木部長(奥田秀樹君） 港湾管理者である県

では、管理する岸壁等の使用について、「長崎

県港湾管理条例」に基づき許可を行うこととし

ておりますが、その許可基準においては、今回

のような感染症発生時の取り扱いは想定されて

いませんでした。 

 今後、感染状況に注意を要する場合における

クルーズ船の受入れに当たっては、船内の健康

状況など、必要な情報を収集、共有し、受け入

れの可否、または受け入れる際の条件の付し方

について、総合的に判断する仕組みを構築して

まいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 中村泰輔議員―4番。 

〇４番(中村泰輔君） ご答弁ありがとうござい

ます。私も、まずは情報収集が一番大事であろ

うと思います。複雑かつ専門性が高い分野でご

ざいます。本当に総合的なご判断が必要となろ

うと思いますが、どうか早急なご対応をお願い

いたします。 

 以降は、要望でございます。 

 先日の長崎市議会で、陽性者の入院費用と乗

員全員の初回ＰＣＲ等の検査費用について、国

と長崎市が負担するとの答弁がなされました。

以前の県の会見では、医療費負担に関する答弁

がなされておりますが、一部の県民・市民の皆

様から、困惑の声が挙がっております。改めて、

県として説明いただくことを要望いたします。 

 また、このような費用負担の問題は、クルー

ズ船内で感染症が発生した場合の責任の所在に

ついて、国際的なルールが存在していないこと

が原因であると、菅官房長官や中村知事も言及

なされておられます。 

 責任の所在については、外務省で取りまとめ

られる指針の中に盛り込むべき内容であると考

えます。やはり責任の所在や、費用負担等の法

的根拠を明確にしなければ、安心して受け入れ

ることはできない。これは県民、そして県も同

じ思いではないでしょうか。法律の改正等によ

り、今後、本国側に多額の費用負担が生じるこ

とのないよう、国に求めていただきたい。これ

を3つ目の提案とさせていただき、次の質問に

移ります。 

 6、新型コロナウイルス感染症継続下での都

市部からの移住推進。 

 （1）都市部企業のテレワーク推進に伴う県

内出身者のＵターン移住の創出。 

 （パネル掲示）スライドに示すように、新型

コロナウイルス感染症が蔓延した都心部では、

感染拡大防止の観点から、テレワークが推進さ

れ、特に、関東、東京において顕著な傾向が見

られます。首都圏の人口規模を考えれば、この

中に本県の出身者も多くおられるはずです。 

 コロナ禍において、働き場所を問わないテレ

ワークにより、今の仕事を辞めずに故郷に戻っ

て仕事をするという、今までにない、新たなＵ

ターンのあり方が生まれようとしていると私は

考えております。 

 一方、本県の人口ビジョンでは、2060年の人

口を100万人に設定されております。そのため

には、2019年からの5年間で1万1,000人の流出

超過の改善を達成しなければならず、その対策

として最も期待されているのが移住政策です。

しかし、今後の頭打ちを考慮すると、手法を変

えなければ達成できないと考えます。 

 移住の課題の一つは、職の提供ですが、仕事

を辞めないテレワーク移住は、仕事を悩む必要

がございません。そこで、県内出身者を対象に

した、コロナ禍でのテレワーク移住の創出につ

いて、新たな取組を期待しますが、県のご見解

をお願いいたします。 
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〇議長(瀬川光之君） 地域振興部長。 

〇地域振興部長(浦 真樹君） 新型コロナウイ

ルス感染症を背景といたしまして、都市部企業

におけるリモートワークの拡大により、都市部

での仕事を継続しながら地方への移住、特に、

ふるさとへのＵターンを選択するケースも、一

定増えてくるものと考えております。 

 そのため、県といたしましては、Ｕターン強

化策の一環といたしまして、今年度、帰省時期

を捉えて、全世帯広報誌や新聞広告などの多様

な媒体を活用した「Ｕターン促進プロモーショ

ン」を展開することとしておりまして、県内で

の暮らしの魅力や、都市部と比べた優位性等に

つきましても、積極的に発信してまいりたいと

考えております。 

 また、本県でのリモートワークや、ワーケー

ション等の魅力を具体的に実感できる動画を新

たに制作することを予定しておりまして、東京

や福岡など、本県出身者が多い地域をターゲッ

トに、Ｗｅｂ広告を行うほか、県人会や同窓会

などの場においても、ＰＲツールとして活用し

てまいりたいというふうに考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 中村泰輔議員―4番。 

〇４番(中村泰輔君） ご答弁ありがとうござい

ます。私も、動画は非常に有効なものであると

考えております。 

 しかしながら、やはりターゲットをイメージ

しながら動画を作成しないと、なかなか本県の

出身者の方に刺さらないと思いますので、そこ

は多くのご意見、また専門家の意見を踏まえな

がら、また、他県の様子も捉えながら取り組ん

でいただきたいと考えています。 

 また、ご答弁に加えて、首都圏企業のインセ

ンティブを具体的に提供しなければならないと

考えます。やはり、雇用している企業の考え方

が変わらないと、根本的には難しい。企業側の

マインドを変える視点も極めて重要ですので、

今後とも議論をさせていただきたいと思います。 

 7、新型コロナウイルス感染症に屈しない県

経済を強くする新産業創造。 

 日銀短観では、九州各県のうち、本県経済が

新型コロナウイルスの影響を最も受けているこ

とが示されました。これは、我が県が既存の基

幹産業への依存度が高いこと、そもそも基幹産

業が踏ん張れない状態であることが原因だと私

は痛感をいたしております。つまり、こうした

事態に屈しない、新産業の創造が急務です。 

 そこで、提案をいたします。 

 （1）大学発ベンチャー支援。 

 大学の研究は、事業化の基になるシーズ、つ

まり種を多く有しています。 

 長崎大学は、大学発ベンチャーを支援するた

め、ＦＦＧグループと一緒になって、「ＦＦＧ

アントレプレナーシップセンター」を事業家育

成の機関として設けました。私自身もその一期

生で学びを得ています。 

 このアントレプレナーシップセンターで注目

されているのが、こちらの研究でございます。

（パネル掲示）長崎の海洋資源を使った抗がん

剤の研究です。いきなり、ちょっとＤＮＡとい

うか、すごく難しいものを出しております。 

 これは、実は人の抗体とサメの抗体がＹ型と

いって形が似ているということで、このサメの

抗体が非常に抗がん剤の製造において活用がで

きるということで、この研究が進められており

ます。 

 そして、左下ですが、今、長崎大学が地域密

着型創薬に取り組まれておりまして、大学でい

ろんな臨床研究ができると、そこで、大学にい

ろいろなニーズがございますので、それを創薬
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と連携をしながら、長崎大学が薬の会社になる

というようなイメージで長崎大学が取り組んで

おられます。 

 そして、右ですけれども、長崎は非常に海洋

資源が豊富でございまして、サメを養殖するシ

ステム、また、右下、こちらにつきましては、

微生物でございますが、実は海岸線の長さに微

生物の数は比例すると言われています。これと

上のトラザメの抗体を用いて、抗がん剤の開発

が、アカデミア創薬の部門から、長崎大学にお

いて、ベンチャー創業に向けて取り組まれてい

ます。このように、大学には可能性のある研究

シーズがあふれています。 

 そこで、大学発ベンチャー支援について、県

のご見解をお聞かせください。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 大学発ベンチャー

支援につきましては、国が、県や長崎市、県内

大学と連携して創設した「Ｄ-ＦＬＡＧ」にお

いて、大学の知見を活かしながら、新分野に

チャレンジする起業家に対する支援を行ってお

ります。 

 また、「ＣＯ-ＤＥＪＩＭＡ」におきましても、

ベンチャーキャピタルや大学教授など、外部専

門家の助言を受けながら研究を進める仕組みを

設けております。 

 すぐれた大学発の技術シーズを活用して、新

たな事業を創出することは重要であると考えて

おりますので、今後とも、「ＦＦＧアントレプ

レナーシップセンター」などの関係機関と連携

を図りながら、支援をしてまいりたいと考えて

おります。 

〇議長(瀬川光之君） 中村泰輔議員―4番。 

〇４番(中村泰輔君） ありがとうございます。

大学への直接的な支援は困難ですが、「ＣＯ-Ｄ

ＥＪＩＭＡ」など、斬新的な取組を進める、県

の資源を活かしていただきたい。 

 先ほどご紹介が漏れておりましたが、こちら

の研究につきまして、（パネル掲示）これは実

は先ほどコロナウイルスのワクチン開発につい

て触れましたが、コロナウイルスのワクチン開

発をされております田中教授、こちらがこの研

究もなさっておられます。非常に海洋資源を活

かした、まさに長崎でしかできない研究だと考

えております。 

 この研究を踏まえて、次の質問に移ります。 

 （2）長崎海洋産業都市の実現。 

 本県は、海洋県として豊かな資源に恵まれて

おり、他県と差別化した産業を生み出すには、

海を活かした産業で突き抜けるべきと強く考え

ます。 

 （パネル掲示）スライドの左上は、ながさき

海洋環境拠点特区、右上は、長崎マリン都市構

想、左下は、長崎大学の海洋未来イノベーショ

ン機構の取組、右下は、長崎大学の創薬イノ

ベーション機構の取組です。 

 これら造船産業、海洋エネルギー産業、水産

業、養殖産業、そして、創薬産業に加え、ほか

にも多くの分野で海洋資源を活かした研究と産

業化が、この長崎で行われています。 

 工学、水産、医学の多様な分野において、海

のポテンシャルを活かし、「海洋産業都市なが

さき」の名のもと、海に関わる様々な企業や研

究が集まれば、人材の流動化が進み、観光だけ

でなく、移住やワーケーションといった取組と

も連動すると考えられます。 

 私は、工学、水産、医学が連携した海洋産業

都市の実現を提案いたします。 

 過去、「長崎サミット」でも議論された海洋

都市構想を踏まえ、本提案に対する知事のご見
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解をお聞かせ願います。 

 また、本県の産業の方向性は、海洋エネル

ギー、航空機関連産業、ロボット・ＩоＴの3

本柱となっていますが、長崎サミットの海洋都

市構想の県内外への発信について、どのように

考えておられるかも含めて、ご答弁をお願いい

たします。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） 海洋資源を活かしながら

地域の活性化を目指していくということは、海

洋県である長崎県にとって、大変意義深いこと

ではないかと考えております。 

 この海洋関係の構想については、これまでも

様々な形で検討がなされ、そしてまた、一昨年

の「長崎サミット」においても、海洋を活用し

た海洋都市についてのご提案等もなされたとこ

ろであります。 

 海洋関連産業、これは先ほど議員がお触れに

なられたように、造船業や水産業にとどまらず、

海洋再生可能エネルギー、離島振興、あるいは

水中ロボット、あるいは沖合養殖、実に幅広い

分野にわたってまいりますので、これを具体的

に進めてまいりますためには、継続して関係団

体の皆様方と議論を深めていく必要があるもの

と考えているところであります。 

 いずれにいたしましても、県といたしまして

も、この海洋に着目した、新たな産業拠点形成

を目指しているところであり、引き続き、努力

してまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 中村泰輔議員―4番。 

〇４番(中村泰輔君） ご答弁ありがとうござい

ます。中村知事の海洋産業におけるお考え、そ

して、思いを共有させていただきました。非常

に心強い思いでおります。 

 大変ダイナミックな話をさせていただきまし

た。これまで、多くの方々が海のポテンシャル

に注目をしてきたことは存じあげております。

「長崎サミット」において、知事のリーダー

シップで、体力のある長崎を取り戻すべく、

「海洋都市ながさき」を宣言できるよう、今後

とも、ご尽力いただきますよう、よろしくお願

いいたします。 

 現在、人類が経験したことのない未曽有の事

態に直面しております。県と県議会が一体とな

り、まずは県民の生活に寄り添うこと、そして、

進むべき方向性を示しながら、新たな価値観の

もとに長崎県の未来を描いていくことが、この

困難を乗り越えていくことにほかならないと考

えます。 

 私も、この場にお集まりの皆様とともに、予

防を担い、力を尽くしてまいりますことをお誓

い申し上げ、一般質問を終わります。 

 本日は、まことにありがとうございました。

（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） これより、しばらく休憩

いたします。 

 会議は、11時15分から再開いたします。 

― 午前１１時 ２分 休憩 ― 

― 午前１１時１５分 再開 ― 

〇議長(瀬川光之君） 会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 山下議員―8番。 

〇８番(山下博史君）（拍手）〔登壇〕 皆さん、

こんにちは。 

 佐世保市・北松浦郡選出、自由民主党の山下

博史でございます。 

 まず、質問に入らせていただく前に、今回の

新型コロナウイルスで佐世保市在住の方を含め、

残念ながらお亡くなりになられました方々に心
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からのご冥福をお祈りいたしますとともに、全

国各地でいまだ療養中の皆様に心からお見舞い

を申し上げる次第でございます。 

 また、この未曽有のウイルス蔓延によりまし

て多くの県民の皆様が影響を受けておられる、

この現状に心からおねぎらいを申し上げますと

ともに、県庁職員の皆さんはじめ、21市町の職

員、最前線で対応してくださっております医療

従事者の皆様、福祉事業者の皆様、エッセン

シャルワーカーの皆様など、連日のリスクを伴

いながらのご対応に心から敬意と感謝を表する

次第でございます。 

 日本では、感染拡大が少し落ち着いたものの、

先週、都道府県をまたぐ移動自粛要請が解除さ

れ、コロナ以前のような光景が各地で戻りつつ

あるところでございますが、反面、人が動けば

感染起こり得ると言われておりまして、感染防

止に気を配る新しい日常とどのように両立させ

ていくか試行錯誤の状況でもあります。 

 一方、世界中では、一日の新規感染者が10万

人を超える規模で増加しており、まだまだ収束

する気配はありません。 

 我が県も第2波、第3波の襲来に向けて、万全

の体制を取るべく、準備をしてくださっている

ことと存じます。引き続き、県民の皆様の安

全・安心のために議会ともども頑張っていこう

ではありませんか。 

 今回、議員先輩方のご高配をいただきまして、

当選以来2度目の一般質問の機会を頂戴いたし

ましたことを心より感謝を申し上げますととも

に、本日は、コロナ禍の中、地元佐世保市や

佐々町より、傍聴席に傍聴に来てくださった皆

様に重ねて感謝を申し上げます。 

 猛威を振るっております新型コロナウイルス

の影響から長崎県と長崎県民が見事に立ち上

がって、「ピンチをチャンスに」を合い言葉に、

しっかりと復興・復活に向けて歩んでいけます

ことを祈念いたしまして、質問に入らせていた

だきます。 

 1、統合型リゾート施設（ＩＲ）誘致につい

て。 

 今般、新型コロナウイルス蔓延の影響で長崎

県内の経済は、未曽有の大打撃を受けたわけで

ございます。今後、アフターコロナ、ウィズコ

ロナの中、県内経済をＶ字回復させ、経済活性

化を図るためには、長崎県における重要施策と

しては、整備新幹線西九州ルートの全線フル規

格での早期開業と並んで、統合型リゾート施設

（ＩＲ）の佐世保ハウステンボスへの誘致が極

めて重要であると考えるわけでございます。 

 佐世保市のみならず、県北地域、長崎県全体、

そして九州全体にも及ぶ経済波及効果を考える

時、この国難とも言えるコロナ禍である時だか

らこそ、起爆剤と言えるＩＲの誘致実現のため、

長崎県はさらにギアを上げて加速していくべき

だと考えます。 

 しかしながら、世界のＩＲ事業者も、このコ

ロナの影響で、非常に厳しい状況になっており、

大阪府、大阪市に至っては、全面開業の時期が

1年ないし2年遅れる方針との報道もあり、横浜

や和歌山など、国内誘致自治体も、スケジュー

ルの見直しを迫られている状況であります。長

崎県においては、予定どおり誘致活動が行える

のか、佐世保市民の心配の声も聞こえておりま

す。 

 そこで、知事にお尋ねをいたします。 

 着実なＩＲ誘致のため、このコロナ禍の中、

どのような方向性で誘致活動を進めていかれる

のか、ご見解をお尋ねいたします。 

 2、病院船の誘致について。 
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 長崎市に1月に入港した「コスタ・アトラン

チカ号」で感染クラスター事例が発生し、新型

コロナウイルスの感染力の強さを目の当たりに

したわけでございます。 

 長崎県は、中村知事を先頭に、福祉保健部長

はじめ担当部局の職員、長崎市、長崎大学、そ

して国のクラスター対策班、ＮＰＯ、ＮＧＯの

関係者の皆さん、ＤＭＡＴ、自衛隊、そしてあ

らゆる関係者の皆様がワンチームとなってのご

尽力で、先日無事に出航を見送ったわけでござ

います。 

 「ありがとう長崎、ありがとう長崎」の言葉

は、関係者の皆さんの心に深く刻まれ、長崎こ

こにありを、世界中にとどろかせたと言っても

過言ではありません。国・政府の中でも非常に

高い評価をしていただいたというふうに伺って

おります。 

 今回の「コスタ・アトランチカ号」での対応

では、船が停泊する岸壁に、移動ＣＴ車の配備

やプレハブ型の簡易病床の設置など、いわゆる

モバイルホスピタルの機能を持たせた臨時の医

療施設が機能を発揮したとお聞きしております。 

 一方、今回のコロナ危機で、アメリカでは軍

所属の病院船が出動し、一定の役割を担った事

例などが報道されております。 

 我が国でも、今回の新型コロナウイルス感染

拡大を受けて、厚生労働省が病院船の活用に関

する検討のための調査費を補正予算で計上され

ているとお聞きしております。 

 病院船保有の議論は、政府が一度、東日本大

震災の後に調査費を計上し、報告書をまとめて

おり、建造費の増大や医療スタッフの確保の課

題等で建造が見送りになった経緯もございます。

しかしながら、新型コロナ禍で再び必要性の議

論が再燃し、病院船の活用が注目されつつあり

ます。 

 我が長崎県は、長崎港や佐世保港などの天然

の良港を持ち、造船業も盛んで技術力もござい

ます。また、今回の「コスタ・アトランチカ号」

のクラスター発生に対応できた貴重な経験もご

ざいます。そして、長崎大学には感染症の専門

家が一定いらっしゃるわけでございます。造船

の事業者で船のメンテナンスもできる。母港化

の可能性もある。また、仮に海上自衛隊による

運用を想定した場合、県内に海上自衛隊も配備

されております。そして、何といっても長崎県

は離島県であります。医療が整っていない地域

への派遣も考えられます。 

 長崎県は、これ以上ない条件が整っていると

考えておりますが、この機会に、国や関係各所

への情報収集と病院船誘致について真剣に検討

をなすべきだというふうに考えますが、ご当局

のご見解をお尋ねいたします。 

 3、新型コロナ感染症収束後を見据えた長崎

県の姿について。 

 （1）都市から県内への移住戦略について。 

 先ほど、中村泰輔議員の議論でもございまし

たが、我が県の大きな課題の一つが人口減少問

題であります。どのように取り組めば、長崎県

に移住していただけるのか、長年の懸案事項で

もございます。 

 このたびの新型コロナウイルス蔓延時に、東

京をはじめとする人口集中地域では特定警戒都

道府県として、大規模感染のリスクが高まった

実態があるわけでございます。資本を最優先し

た考え方や効率性の追求を至上とした価値観は、

反省とともに見直しの機運が高まりつつあり、

個人のライフスタイルは変化しつつあります。 

 そこで、リモートワークなど、会社に出勤す

ることなく効率よく仕事ができる場合などが再
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評価され、都会離れが進むと予測をされており

ます。今後は、地方移住が進み、働きながら休

暇も楽しめるワーケーションの進展なども考え

られます。 

 このコロナ危機を境に、都市と農山漁村の共

生・対流型の人と物の流れをつくり、都市の若

者を長期的に受け入れる取組やＩターン、Ｕ

ターン、Ｊターン者の地域活性化事業への積極

的な参画など、長崎県としては、「ピンチを

チャンスに」の考え方で人口減少対策として、

長崎県に移住していただくための受け皿づくり

をさらに充実すべきだと考えます。ご見解をお

願いいたします。 

 （2）建設業における新しい働き方について。 

 5月25日に国内の「緊急事態宣言」が解除さ

れ、新型コロナウイルス感染拡大は、全国的に

少し落ち着きを取り戻したようにも見られます

が、北九州や福岡、東京などでクラスターが発

生するなど、依然として予断を許さない状況が

続いております。来るべき第2波、第3波に向け、

しっかりと準備をしておく必要があると考えて

おります。 

 建設業が担う公共事業は、景気の下支え役と

して、そして県民の雇用対策として、重要な役

割を果たしており、社会の安定維持のためにも

必要不可欠であり、事業継続が非常に重要とい

う認識を持っております。今回のコロナ禍が長

期化することにより、建設業に影響していくこ

とを想定しておく必要がございます。 

 このような状況の下、経済活動と感染予防の

両立に向けて、新しい生活様式を踏まえた仕事

様式への変化が社会全体に求められており、建

設業においても、工事の進捗を図ることはもち

ろんのこと、現場において従業員が安心して作

業を行うことができる環境づくりを行いながら、

生産性を向上させていくような仕組みづくりが

必要だと考えております。 

 このようなことから、長崎県の建設業でも、

早い段階で新しい生活様式を踏まえた、新しい

働き方を積極的に取り入れて公共事業を着実に

遂行できるよう、県が先頭に立って、テレワー

クなどの接触の機会を極力減らした仕事のあり

方を検討していくべきだと考えておりますが、

ご見解をお尋ねいたします。 

 4、離島振興について。 

 （1）新型コロナウイルス感染症の影響と支

援策について。 

 今回の新型コロナウイルス感染拡大の影響は、

本県の離島地域においても、観光産業の停滞や

農産物、水産物等への生産活動など、幅広い分

野に及んでいる状況であります。 

 県では、4月16日に「緊急事態宣言」の対象

区域が本県など全国に拡大されたことを受け、

県民の皆さんを含む全ての方に、離島地域への

訪問を控えていただくよう要請をいたしました。

その後、5月14日に本県など39県が解除されて

から、5月25日の全面解除までの間は、特に、

県外の方の離島訪問を控えていただくよう自粛

要請がなされたわけでございます。 

 離島の医療体制など、離島住民の大きな不安

感を十分に組み込んでいただき、県内外にその

ようなメッセージを発出されたことを大変評価

しているところでございます。 

 そのような中、国、県、市町において、それ

ぞれの分野で支援策が打ち出され、給付金や制

度融資等を活用していただきながら、離島の事

業者は何とか踏ん張ってくださっているところ

でありますが、来島自粛要請が1カ月半程度続

いたことを踏まえますと、離島地域については、

全県的な経済回復の取組に加えて、特別な対策
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も講じる必要があると考えますが、ウィズコロ

ナ、アフターコロナの現状の中、長崎県として、

どのように取り組んでいかれるのか、お尋ねを

いたします。 

 また、観光とともに離島地域の基幹産業であ

ります農林水産業の回復に向けては、全県的な

取組の効果が離島地域にも十分に行き渡ること

が重要であります。 

 例えば、離島経済に大きな比重を占めており

ます水産業に関連して、お尋ねいたします。 

 さきに述べましたとおり、国内での移動自粛、

イベントの自粛、国、県の営業自粛要請等によ

り、観光業、飲食業の売上が激減いたしました。

それに伴って、魚介類の需要も減退し、アカム

ツやアマダイ、イセエビといった高級魚を中心

とした魚価が下落し、漁業者の収入も減少する

等、水産業にも大きな影響が出ているとお聞き

しております。 

 水産業に対しても、コロナ影響後の国による

持続化給付金、各種補助制度、融資制度に加え、

県、市町からも各種支援制度が打ち出されたこ

とは、漁業者にとっても非常にありがたいとこ

ろだと思いますが、これらの数々の支援制度を

個々の漁業者がきちんと活用し、復活につなげ

られるかがポイントであり、活用できる制度を

離島地域などに漏れなく隅々まで行き渡るよう

に対策が必要であると考えます。せっかく用意

していただいた支援制度が活用していただけな

いということになると残念極まりないわけでご

ざいます。 

 そこで、各種支援制度の中でも、とりわけ申

請が多いと思われます国の持続化給付金等につ

いて、離島地域の漁業者等への周知や申請等の

支援はどのような状況なのか、そして今後、県

として、支援について、どのように考えている

のかをお尋ねいたします。 

 5、福祉・教育行政について。 

 （1）コロナ禍における障害者就労継続支援

事業所への支援について。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、

障害者就労継続支援Ａ型、Ｂ型事業所では、作

業委託の依頼がストップし、生産活動の縮小に

追い込まれるなど、障害者の働く場や利用者の

賃金、工賃の確保が厳しくなり、大きな影響を

受けている実態がございます。 

 県内の社会福祉法人やＮＰＯ法人、株式会社

などの事業者団体の方々からも、窮状の訴えと

ともに、障害者の働く場の確保を求めるご要望

をお聞きしているところでもあります。 

 また、京都府では、Ｂ型事業所に独自に工賃

を補助する仕組みをつくっているとの報道もご

ざいました。 

 そこで、長崎県として、今後、障害者就労継

続支援事業所の支援にどのように取り組んでい

かれるのかをお尋ねいたします。 

 （2）障害のある人もない人も共に生きる平

和な長崎県づくり条例の周知について。 

 この条例は、共生社会の実現を目指して、平

成25年5月に議員発議により制定され、翌年4月

に全面施行された条例であります。 

 条例前文には、こう書いてあります。「私た

ちは、障害のある人が、合理的配慮により自ら

の力を十分に発揮することができ、障害のある

人と障害のない人とが互いに優しく接し合うこ

とができる社会環境を整えることによって、障

害のある人と障害のない人が対等な関係となり、

誰もが排除されることなく安心して共に生きて

いくことのできる平和な社会を作り上げていく

ことができる。」 

 この条例制定後、障害者に対する差別をなく
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すために、議会も行政と一緒になり、条例の周

知に取り組んできたところでありますが、平成

30年度に行われた県政世論調査の結果を見ます

と、条例の認知度は、約4割にとどまっており、

十分ではない状況であります。 

 例えば、マスコミの皆さんにもっとご協力を

いただいて周知していくなどが考えられますが、

障害や障害者について県民の理解を深めるため、

長崎県として、どのようなことを今後取り組ん

でいかれるのかをお尋ねいたします。 

 （3）教育現場における障害者理解の取り組

みについて。 

 共生社会の実現に当たっては、まず障害や障

害者理解が重要であり、特に、次世代を担う小

中学生といった若い世代への早い段階からの障

害のある子どもとない子どもが直接触れ合う機

会をつくっていくことが重要であると考えます。 

 現在、教職員の先生方が総合的な学習の時間

やホームルームの時間を利用して話をしてくだ

さったり、理解を深める努力をしていただいて

いるとお聞きしております。 

 また、長崎県社会福祉協議会でも、新しい福

祉教育のあり方について検討を重ねていただい

ているとお聞きしております。 

 さらに直接、障害者施設の方と触れ合うこと

などで教職員の先生方や生徒の皆さんが理解を

深めていただくことが重要だと考えますが、教

育現場における具体的な取組について、お尋ね

をいたします。 

 （4）介護・障害福祉施設等における外国人

材の確保について。 

 今回の新型コロナウイルス感染症の影響でや

や動きが鈍化しているものの、近年、県内の多

くの介護・障害福祉施設等では人材確保策の一

つとして、積極的に外国人を受け入れようと努

めており、年々、受入数も増えてきている状況

にあると聞いております。 

 一方では、外国人はどうしても東京など最低

賃金が高い都道府県に集中する傾向があり、そ

の点で、本県は不利な状況にあるわけでござい

ます。 

 そのため、解決に向けては、例えば、外国人

に対する家賃補助や職場近郊の公営住宅への優

先入居の適用、現地での日本語を学ぶ費用の助

成など、県が率先して数多くの支援を行えば、

本県へお越しいただくための強力なインセン

ティブになり、都会だけでなく本県にも多くの

外国人材が集まっていただけると考えます。し

かしながら、本県の厳しい財政状況を考えます

と、今後、増加する外国人お一人おひとりに直

接公費で支援をしていくのはなかなか困難な状

況が考えられます。 

 そこで、本県では、ベトナム・クァンナム省

との友好交流関係を活かした外国人材の受入れ

を進めており、介護分野においては、大学と覚

書を締結し、優先的に受け入れる仕組みづくり

を進めていると、前回の私の一般質問の時にお

答えをいただきました。その後、新型コロナウ

イルス感染症の影響により、昨年度中に実施予

定であった覚書の締結やベトナム現地での説明

会がやむなく中止になったとお聞きしておりま

す。 

 現在、日本と諸外国の人の往来の動きは徐々

にはじまってきております。そのような中、新

型コロナウイルスの収束状況を見ながらではあ

りますが、こうした介護や障害施設等における

本県の外国人材の受入れの現状と今後予定をさ

れている外国人の確保や定着に向けての取組に

ついて、ご見解をお尋ねいたします。 

 以上、壇上からの質問をこれにてとどめ、ご
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答弁後、対面演壇席より再質問をさせていただ

きます。 

ご清聴ありがとうございました。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 山下議員のご質

問にお答えいたします。 

 新型コロナウイルス感染症の影響で極めて厳

しい県内経済を回復させるためには、ＩＲの誘

致が効果的であり、どのような方向性を持って

誘致活動を進めていくのかとのお尋ねでござい

ます。 

 ＩＲは、地域経済に大きなインパクトをもた

らすものであり、新たな雇用や多様なビジネス

を地域に生み出すことで、若者の地元定着が拡

大するとともに、進学や就職で県外へ転出した

若者が地元へ戻ってくる受け皿となることが期

待されるなど、県勢浮揚の好機であると考えて

おり、新型コロナウイルス感染症収束後の観光

活性化を図るうえでも、大変重要なプロジェク

トであると受け止めております。 

 こうした中、ＩＲ事業者の多くは、新型コロ

ナウイルス感染症の拡大の影響により大変厳し

い経営環境にありましたことから、日本のＩＲ

事業への参画に向けた準備、検討が十分に進ん

でいない状況にあったものと伺っているところ

であります。 

 こうしたことから、去る5月22日に開催され

ました「九州地方知事会議」並びに「九州地域

戦略会議」において、ＩＲ事業者に対するお見

舞いとともに、私ども九州がＩＲに寄せている

期待等について、メッセージを決議していただ

き、九州地域戦略会議の議長名でお送りしたと

ころであります。 

 さらに、本県としても、事業者の状況を十分

把握する必要がありますことから、今月1日か

ら19日まで開催した「実施方針案」の説明会の

場を活用し、事業者の現状について聞き取りを

行ったところ、事業の具体的な検討に向けた環

境が徐々に整いつつあるものと受け止めており

ます。 

 県といたしましては、国の動向や事業者の検

討状況等をしっかり見極めながら、事業者の公

募・選定に向けた準備を着実に進めてまいりた

いと考えているところであり、高い経済効果と

雇用創出効果が期待される「九州・長崎ＩＲ」

を実現し、九州の地方創生、ひいては我が国の

発展に貢献できるよう、引き続き、全力を注い

でまいりたいと考えております。 

 そのほかのお尋ねにつきましては、関係部局

長からお答えをさせていただきます。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 私から、4点お

答えさせていただきます。 

 まず、病院船の誘致につきまして、病院船の

誘致について検討すべきではないかとのお尋ね

でございます。 

 病院船につきましては、平成25年に国におい

て、災害時の活用を想定した検討が行われてお

り、報告書が取りまとめられておりますが、今

般の新型コロナウイルス感染症の流行を受けて、

国は本年度から、感染症を想定した病院船の活

用について、検討を進めているものと承知して

おります。 

 本県は、離島を多く抱えており、医療資源の

少ない地域の支援として、病院船の活用も考え

られます。 

 今後、病院船を拠点港として誘致するに当た

りましては、病院船の運営主体や費用負担など、

今後の運用体制を見極める必要があることから、

県といたしましても、国の検討状況を注視しな
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がら検討してまいりたいと考えております。 

 次に、コロナ禍における障害者就労継続支援

事業所への支援につきまして、障害者の働く場

の確保のために、県としてどのように支援を行

うのかとのお尋ねでございます。 

 本県の障害者就労継続支援事業所におきまし

ては、生産活動の縮小により収入が減少してい

る事業所もあり、利用者の雇用等を維持するこ

とが重要であると考えております。 

 県といたしましては、受注機会の確保のため

に、本年3月より、長崎県障害者共同受注セン

ターを通じまして、高齢者や障害者施設向けの

布マスク1万枚の発注を行っております。 

 また、事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用

の維持を図るための休業手当に要した費用を助

成する雇用調整助成金の対象となる事業所もあ

ることから、周知のうえ、活用を促しておりま

す。 

 さらに、国の補正予算を活用して、事業所の

生産活動の再起に向けて、事業所の生産活動を

維持するための固定経費や通信販売など販路拡

大に要する費用等の補助を検討しております。 

 今後とも、関係団体からのご意見等を伺いな

がら、障害者の働く場の確保に努めてまいりま

す。 

 次に、「障害のある人もない人も共に生きる

平和な長崎県づくり条例」の周知につきまして、

条例及び障害や障害者への県民の理解を深める

ため、長崎県としてどのようなことを今後取り

組んでいくのかとのお尋ねでございます。 

 平成30年度の県政世論調査におきまして、条

例に対する県民全体の認知度は43.3％であり、

前回調査の平成27年度の46.1％から若干低下し

ております。一方、年代別では、高齢者の認知

度が高く、若い世代が低い傾向にありますが、

20歳未満で認知度が21.2％から40.9％となるな

ど、40歳未満の若年層で増加が見られておりま

す。 

 引き続き、学校での障害者差別禁止に関する

人権教育やリーフレットの配布、県の広報媒体

の活用等により、全世代に対する普及啓発に取

り組んでまいります。 

 また、障害者差別の解消には、条例の認知度

向上だけでなく、「差別の禁止」や過度な負担

にならない範囲で障害特性に応じた配慮を行う

「合理的配慮」といった条例の内容について、

県民の皆様に理解を深めていただくことが重要

であると考えております。 

 なお、障害者や関係団体からなる「障害のあ

る人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり

推進会議」におきましても、「子どもたちへの

周知に力を入れてほしい」等のご意見もいただ

いております。今年度は、高校1年生を対象と

して条例リーフレットを配布するなど、次世代

を担う若者に向けた重点的な周知を計画してお

ります。 

 今後とも、障害者差別の解消に向けて、条例

の普及啓発と理解促進に努めてまいります。 

 最後に、介護・障害福祉施設等における外国

人材の確保につきまして、介護や障害福祉施設

等における本県の外国人の受入れの現状と今後

予定している外国人の確保や定着に向けて、ど

のように取り組んでいくのかとのお尋ねでござ

います。 

 県内の介護施設で勤務する外国人は、本年5

月末時点で、技能実習生37名、養成施設に在学

する留学生97名と、昨年同日と比べて、それぞ

れ33名、19名増加しております。 

 県では、平成30年度から、修学資金貸付制度

を外国人も対象として貸付けを行い、本年度か
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らは、新たに介護施設が留学生に支給する奨学

金に対する助成を行っております。 

 また、本県と友好交流にあるベトナム国クァ

ンナム省等からの技能実習生等の受入れにつき

ましては、ベトナムとの往来が再開された後に、

介護人材の派遣に関する覚書を締結したいと考

えております。その後、現地関係者への説明会

を通じまして、長崎県の魅力や支援策をアピー

ルして、優先的かつ安定的な人材確保につなげ

られるよう取り組む予定でございます。 

 なお、障害福祉施設における外国人の受入れ

につきましては、高齢者の支援とは安全管理上

で異なる配慮が必要な場合も想定されることか

ら、今後、先行する介護事業所における取組を

参考に、関係団体と協議しながら、受入れに当

たっての課題等について検討してまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 地域振興部長。 

〇地域振興部長(浦 真樹君） 人口減少対策の

一環として、本県に移住していただくための受

け皿づくりをさらに充実すべきではないかとの

お尋ねでありますが、新型コロナウイルス感染

症の拡大を背景として、都市部の若い世代を中

心に、地方回帰の流れが加速していくことが見

込まれております。 

 県といたしましては、この流れを着実に取り

込み、移住者の拡大につなげていく必要がある

と考えておりまして、相談支援、あるいは情報

発信の強化を図るほか、関係人口施策として、

都市部の企業や人材との関係づくりにも取り組

むなど、さまざまな機会を捉えて、本県に呼び

込む施策を展開してまいりたいと考えておりま

す。 

 一方、移住者の皆さんの中には、新たな移住

者の呼び込みや地域活性化に貢献いただく方々

も増えてきておりまして、こうした活動も含め

て、地域全体で移住、定住を支える環境づくり

が重要になってくるものと考えております。 

 県におきましては、平成30年度に「移住コン

シェルジュ制度」を設けまして、先輩移住者な

ど、これまで約70名の方々に登録をいただき、

移住希望者へのきめ細かなフォローや移住後の

相談対応など、地域への移住、定住の促進にご

協力をいただいているところであります。 

 今後、こうした取組も含めまして、移住者同

士、あるいは移住者と地域住民とのネットワー

クの構築、交流機会の創出に市町とも連携して

取り組みながら、移住希望者の皆様に安心して

本県を選んでいただけるような受入れ環境づく

りにしっかりと努めてまいりたいというふうに

考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） 県が先頭に立って、

テレワークなど接触の機会を極力減らした仕事

のあり方を検討すべきではとのお尋ねですが、

土木部では、コロナ禍における3密対策への対

応方針の一つとして、4月17日に、建設業界に

対し、打合せや検査等をテレビ会議などで可能

とすることを通知しています。 

 これに対応するため、土木部では、外部との

テレビ会議用として、4月補正予算で新たに10

回線確保し、これまで以上にリモート化に取り

組んでいるところです。 

 また、コロナ禍の長丁場に備えるためには、

さらなるリモート化の推進を図っていく必要が

あると考えております。 

 例えば、従来、工事現場の監督職員は、事務

所に戻り、打合せや資料整理をしていたものを、

現場と事務所を専用カメラ等でリモート化する

ことで、監督職員は、現場に専念しつつ、現場

の状況を事務所と共有し、現場で記録したデー
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タを事務所の職員がリアルタイムに整理できる

ようになることから、接触の機会を減らすとと

もに、分業による仕事の効率化につながるもの

と考えております。 

 ここで専用カメラについて少し補足をします。 

 専用のカメラとは、眼鏡タイプなど、体に装

着し、ハンズフリーで撮影することを目的とし

た小型カメラで、ウェアラブルカメラと呼ばれ、

眼鏡はスマートグラスなどと呼ばれています。

ウェアラブルカメラは、作業を行いながら撮影

ができるハンズフリー機能が特徴で、現場作業

者の視野をリアルタイムで遠隔の事務所で共有

でき、クラウドを活用した写真の自動保存はも

とより、事務所のリモート職員から現場作業者

へ資料を送信し、現場作業者は、スマートグラ

ス越しにそれを見ることができ、現場と事務所

との間でオンラインによる打合せが可能です。 

 このような取組は、コロナ禍における3密対

策だけではなく、女性や若者が活躍できる機会

を広げ、ひいては建設業の人材確保や生産性向

上に寄与することが期待されます。 

 土木部としましては、コロナ禍における新し

い働き方の仕組みづくりについて、引き続き、

積極的に検討し、推進してまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 地域振興部政策監。 

〇地域振興部政策監(村山弘司君） 離島地域に

ついては全県的な経済回復の取組に加えて、特

別な対策も講じる必要があると考えるが、県と

して、どのように取り組んでいくのかとのお尋

ねでございます。 

 観光産業を中心に、各分野で甚大な影響が生

じている離島地域の経済活動の回復に当たって

は、県内全域での対策に加えまして、離島振興

法や有人国境離島法に基づきます国の交付金を

引き続き有効に活用しながら、島外からの需要

のさらなる取り込みなど、促進していくことが

大変重要であると考えております。 

 そのため、国の補正予算で創設されました施

策を最大限活用し、雇用の継続を支援しますと

ともに、観光誘客の取組をさらに強化すること

といたしております。 

 具体的には、昨年度までに雇用機会拡充事業

により取り組まれた事業者が雇用を継続するた

めに必要な人件費や家賃などの経費を支援して

まいります。 

 また、観光面におきましては、しまの魅力を

活かした体験プランを取り込んだ旅行商品など

を利用される観光客に対して、現地での飲食や

レンタカーなどで使える5,000円分のクーポン

券を宿泊日数に応じて付与することで、しまへ

の旅行需要を強力に喚起することといたしてお

ります。 

 こうした対策を関係市町と一体となって講じ

ながら、離島地域の経済活動の回復に向けて、

全力で取り組んでまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 水産部長。 

〇水産部長(斎藤 晃君） 新型コロナウイルス

感染症に関連する国等の各種支援制度、特に、

持続化給付金について、漁業者への周知や申請

等の支援状況と、今後の県としての支援につい

てのお尋ねでございますが、県は、国のコロナ

ウイルス感染症関連の対策事業等について、継

続的に情報収集を行い、漁協や市町に情報提供

を行うとともに、漁協や市町からの照会等にも

積極的に対応している状況でございます。 

 特に、持続化給付金については、国が電子申

請の手続をサポートするための「申請サポート

会場」を全国各地に設置し、本県でも、離島で

あります五島市を含む8市に窓口が開設されて

おりますが、最寄りの漁協に相談する漁業者も
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多いとお聞きしております。地域によっては、

相談窓口を設置した漁協や専門の相談員の配置

を検討している漁協もあるとのことでございま

す。 

 県といたしましては、これらの状況を踏まえ

まして、漁協の相談体制の充実に向けた支援策

を講じてまいりたいと考えているところでござ

います。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 教育現場に

おける障害者理解の取組についてのお尋ねです

が、県教育委員会では、特別支援学校と小学校、

中学校、高等学校等が行う「学校間交流」や特

別支援学校に在籍する児童生徒が居住地の小中

学校等において学習する「居住地校交流」など、

障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が共

に学ぶ「交流及び共同学習」を積極的に推進し

ております。 

 また、特別支援学校の分校や分教室を地域の

小中高等学校内に設置することにより、日常の

学校生活や行事等への参加を通じて、理解促進

が図られているところです。 

 さらに、特別支援学級を設置している全ての

小中学校において、「交流及び共同学習」を実

施しており、身近な障害のある児童生徒ととも

に学ぶことで、早期からの共生社会の基盤づく

りに努めております。 

 今後も、障害のある子どもと障害のない子ど

もの交流を推進するとともに、人権教育や道徳

教育等を通じて、障害者への理解、啓発に努め

てまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 山下議員―8番。 

〇８番(山下博史君） ご丁寧なご答弁をいただ

きまして、誠にありがとうございました。 

 許された時間を使わせていただいて、再質問

をさせていただきたいと思います。 

 まず、ＩＲ関係で、2点質問をさせていただ

きたいと思います。 

 先ほど、知事より、ＩＲ推進への熱意ととも

に、このコロナ禍でもぶれずに前進していくと

いう姿勢が感じられたところでございますが、

私たち県民にとって気になるところは、誘致が

成功した暁に、経済波及効果がどの程度あるの

かであります。県民、市民からすると、経済波

及効果が実際のところ、どのぐらいあるのか、

想像がしにくいところでございます。 

 去る4月に公表されました「九州・長崎ＩＲ

基本構想」においては、ＩＲの運営による九州

圏内の経済波及効果として毎年3,200億円から

4,200億円、雇用創出効果として2万8,000人か

ら3万6,000人という試算を出されておりますが、

特に、県民の皆さんの関心は、そのうち長崎県

分として、どのぐらい経済波及効果を見込んで

いらっしゃるのかというところだと思います。

ご答弁をお願いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 企画部長。 

〇企画部長(柿本敏晶君） 九州・長崎ＩＲの運

営によります効果は、今、ご説明ございました

とおり、経済波及効果3,200億円から4,200億円、

雇用創出効果2万8,000人から3万6,000人でござ

いますけれども、これらには観光客等の広域周

遊による波及効果が含まれておりませんことか

ら、実際の効果は、さらに大きくなると想定を

しております。 

 このうち、県内への経済効果といたしまして

は、経済波及効果が毎年2,900億円から3,800億

円、雇用創出効果が2万4,000人から3万1,000人

ということで見込んでいるところでございます。 

〇議長(瀬川光之君） 山下議員―8番。 

〇８番(山下博史君） ありがとうございました。 
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 ぜひとも、この経済波及効果が地元活性化に

つながるように今後とも進めていただきたいと

思っております。 

 ＩＲについて、2点目でありますが、ＩＲに

ついては、やはり大きな視点で捉えることが重

要であるかと私も考えております。我が国は、

本格的な少子・高齢化、人口減少を迎える中で、

このＩＲ導入が、国においては、成長戦略と地

方創生の大きな柱と位置づけられているわけで

あります。特に、政府の観光戦略の中で、2030

年に訪日外国人旅行者を6,000万人、また訪日

外国人旅行消費額を15兆円とすること等が観光

先進国の実現に向けた目標として掲げられてい

るわけであります。まさに国策でございます。

オールジャパンの観光振興策であるとも言える

わけであります。 

 私は、冒頭で質問しましたように、この新型

コロナウイルス感染拡大で、県内の経済は未曽

有の大打撃を受けたわけであります。これは本

県に限らず、我が国全体が大きなダメージを受

けたわけであります。今回、全国で3カ所とい

うことでＩＲが整備されますが、国全体に及ぼ

す経済効果が期待されるところであります。 

 この国・政府の目標に大きく寄与ができると

いうふうに期待もされるわけでありますが、九

州・長崎ＩＲ誘致を実現されることで、国策へ

の貢献が期待されるわけでありますが、このあ

たりの県のご見解をお尋ねいたしたいと思いま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 企画部長。 

〇企画部長(柿本敏晶君） ＩＲにつきましては、

まさに国家的なプロジェクトということで導入

が進められているところでございます。 

 まず、何よりも、ＩＲによる効果といたしま

して、海外からの観光客の誘致を促進するとい

うことが極めて大きな効果だということで考え

ております。そういう意味で、ご指摘のありま

した国が進めております2030年の海外からの観

光客6,000万人、15兆円という目標を達成して

いくためには、このＩＲの実現というのが極め

て重要なものになってくると考えております。 

 それに加えまして、地域の活性化、さらには

地方創生、そういった効果がこのＩＲには期待

できるということで考えておりまして、これを

地方において実現をしていくということで、さ

らに地方創生の効果が大きくなっていくものと

いうふうに考えているところでございます。 

〇議長(瀬川光之君） 山下議員―8番。 

〇８番(山下博史君） ご答弁ありがとうござい

ました。 

 次に、病院船の誘致についてでございますが、

先ほど、国の動向を見ながら検討を進めていき

たいということで、ご答弁いただきました。 

 長崎県にとっては、造船業の振興、医療体制

の強化、県民の安全・安心にもつながる、そし

て長崎県から国内各地への支援、そして海外へ

の派遣支援につながっていく大プロジェクトだ

と私は考えます。 

 また、県内では、先週の佐世保市議会の中で、

病院船の誘致について、佐世保市としても前向

きに検討をはじめるというふうに表明をされて

おります。 

 長崎県としても、各自治体と連携をしていた

だきながら、前向きな検討をしていただきます

ように、要望にかえさせていただきます。 

 次に、移住戦略についてでございます。 

 私の知人で、私が知り得る中でもＩターン、

Ｕターンで長崎県に実際に移住してくださった

方が数名いらっしゃいます。好事例を紹介させ

ていただきます。 
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 仮に、Ａさん、Ｂさん、Ｃさん、Ｄさんとし

ます。 

 Ａさんは、男性です。函館出身。政府系金融

機関や政府系研究所に勤務をして、全国津々

浦々を仕事やプライベートで回ってきました。

そして、その各地の土地のグルメや人柄、土地

柄、環境、自然、文化、歴史などを全て点数化

して、独自で総合評価をなされたそうでありま

す。何と、このＡさんの中で、佐世保市が全国

で1位に輝いていただきまして、早速、本年の4

月に移住をして、現在、佐世保市民として、地

域活性化のためのアドバイザーや全国の地域を

対象とした地域振興プロジェクトをサポートす

る仕事をされています。 

 次に、Ｂさんは、女性でありますが、埼玉在

住の大手上場照明メーカーに勤務。ふらりと一

人旅をした長崎市内で携帯電話を紛失。長崎の

方々が何人も優しくサポートをしてくださり、

人の温かさを感じて、埼玉に帰られました。そ

して、どうしても長崎の人の温かさと、おいし

い魚介類とお酒が忘れられず、東京・有楽町の

「ふるさと回帰支援センター」にご相談をされ

ました。そこで、長崎市内の電気工事会社と

マッチングをし、1年前に移住され、現在も、

現場の最前線でご活躍をされています。 

 次に、Ｃさん。佐世保市生まれ、男性です。

アメリカへ留学後、上場大手飲食検索サイト会

社の上海支社や台湾支社に勤務後、佐世保へＵ

ターン。現在、家業を手伝いながら、佐世保の

魚介類を海外へ展開する事業を精力的にやられ

ており、ご活躍中であります。 

 Ｄさんは、以前も一般質問で触れましたが、

福岡から五島・福江に移住をしてくださった女

性の産婦人科医であります。 

 このような好事例が私の周りだけでもたくさ

んございます。特に、Ｉターンで移住してくだ

さった方というのは、長崎の魅力を本当に感じ

取って、選んでくださった方々です。ぜひとも、

長崎県はもっもっと自信を持って取り組んでい

ただきたいというふうに思います。 

 この4名の方をご紹介しますので、話を聞い

ていただきたい。なぜ長崎を選んでいただいた

のか、その話を聞くことでヒントが出てくると

思います。 

 先ほど、地域振興部長の答弁にありました移

住コンシェルジュ制度の方でもリンクしてでも

結構ですので、ぜひとも参考にしていただけれ

ばと思っております。 

 次に、建設業の新しい働き方についてですが、

先ほど、土木部長答弁でありましたとおり、私

も、建設現場は古くから男性の職場というイ

メージが固定されておりまして、なかなか女性

の活躍する場面が少のうございます。女性の活

躍できる職場になると、遠隔でオンラインで事

務所での作業等々は女性でもできる作業だと思

いますので、ぜひとも進めていただきたいとい

うふうに思っております。 

 ここから再質問に入ります。 

 離島振興に関して、今、村山地域振興部政策

監より、ご答弁をいただいたところであります

が、定例会冒頭の知事説明の中にもありました。

国境離島地域においても、滞在型観光の振興に

向けて、施策をさらに強化するというご説明を

いただいたわけであります。 

 私は、以前より、フィッシング、いわゆる釣

りを活用した滞在型観光の推進を持論といたし

ております。海洋県長崎は、周りを豊かな資源

の海に囲まれ、釣りを楽しみに県内、県外から

釣り人が多く来てくださっていることは、周知

の事実であります。しかしながら、ほとんどの
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釣り人が、早朝から夕方ぐらいまで釣りを楽し

んで、日帰りをしてしまいます。 

 そこで、離島等で、宿泊までをパッケージに

した滞在型の釣りツーリズムを推進していくべ

きだと私は考えます。離島から好漁場まで釣り

に出かけ、釣った魚を持ち帰っていただいて、

宿で調理して、おいしく召し上がっていただく。

釣りに行かない家族は、しまで観光やグルメを

楽しんでいただく。まさに、長崎版釣りツーリ

ズム、略して長崎釣りツリ、これをキャッチコ

ピーにしてはいかがでしょうか。 

 このように、釣りをメインにした滞在型観光

について、ご見解を伺いと思います。長崎釣り

ツリ、中﨑文化観光国際部長、いかがでしょう

か。 

〇議長(瀬川光之君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君） 私自身は、

残念ながら釣りは不得手でございますけれども、

対馬に勤務していた時に、韓国のお金持ちの方

が、高級なマイ釣りざおを民宿に預けたままに

して、何度もしまにおいでいただいたというよ

うなお話をお聞きしておりますので、釣りとい

うのは非常に魅力的なコンテンツだと思ってお

ります。 

 国境離島交付金を活用した長崎しま旅には、

それぞれのしまが、釣りを楽しみにした体験メ

ニューを数多くそろえていますので、こういっ

たことを積極的に情報発信して、今年の夏は、

ぜひ多くの方がしまにおいでいただくよう、

しっかり取り組んでまいりたいと思っておりま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 山下議員―8番。 

〇８番(山下博史君） ご答弁ありがとうござい

ました。 

 わくわく乗船券などで多くの方々に来島して

いただけるように、また夏休みも近くなってき

ていますので、ぜひ夏休みに間に合うように取

り組んでいただければと思いますし、全ての離

島に釣りのメニューがあるということですので、

多くの釣り愛好家の方に離島に来ていただいて、

泊まっていただくということをぜひとも頑張っ

ていただきたいと思っております。 

 次に、就労支援事業所の支援の件であります

が、長崎県障害者共同受注センターを通じて、

いわゆる優先発注というんでしょうか、さらに

発注枠を広げていただきたいというふうに思っ

ておりますので、ご協力をお願いしたいと思い

ます。 

 また、「障害者優先調達法」という法律もご

ざいますし、私の方で優先発注を少し調べさせ

ていただいたのですが、九州各県の一般会計支

出に占める障害者就労施設等からの調達額です

が、発注金額が平成30年度、九州地区で、我が

県はワースト2位だったという数字もあります。

なぜこの順位なのか、程度なのか、他県に比べ

て比率がなぜ低いのか、原因は必ずあると思い

ますので、そういうところを研究していただい

て、原因がわかれば、そこを改善していけば、

調達率も上がっていくんじゃないかと思います。

ちなみに、ナンバーワンは宮崎県で、優先発注

の割合は長崎県の4倍の比率であります。 

 ぜひとも、本県も本気を出して取り組んでい

ただくことを要望させていただきたいと思いま

す。 

 障害者への支援ということで、先ほどもご答

弁いただいたのですが、私が感じるに、介護も

障害の分野も、国も県も同じ福祉なんです。し

かし、なぜか非常に縦割り感がありまして、介

護ではあるけれども、障害ではないとかですね。

同じ福祉のステージなので、もっと同じ目線で
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取り組んでいただきたい、こういうことが多々

あります。 

 そういうことで、ぜひとも、まずは県庁内か

らそういった取組を、同じ部なんですから、そ

ういうところで障害の分野にもっと理解を深め

ていただきたいというのが、私の特に今回、要

望させていただきたいことであります。 

 そして、本当の意味で共生社会をつくるため

には、障害がある人もない人も日常的に同じ空

間をつくらなきゃいけないのですが、なかなか

実現ができておりません。インクルーシブ教育

のように共に学べる仕組みづくりというのに努

力しなきゃいけないのですが、そこで提案なん

ですけれども、今までの取組ももちろん頑張っ

ていただいているのですが、もう一歩進んで、

日々の生活の中で、障害のある方とない方が触

れ合う機会というのが、なかなか県民の皆さん

にもないものですから、多くの県民の皆さんに

参加していただけるような大規模な福祉イベン

トみたいなものを県の主催で開催していただき

たいと思います。例えば、共同で演奏会があっ

たり、共同で販売会があったり、共同で、著名

な歌手が見えて、そこで楽しんだり、いろんな

イベントの中で障害のある方もない方も一緒に

楽しめると、一緒に盛り上がれると。想像して

みてください、すばらしいことじゃないでしょ

うか。ぜひともご検討をいただければと思いま

す。 

 最後に、今般のコロナウイルスの影響で、私

たちは、この国、この県のあり方を見直さなけ

ればならない転換期を迎えました。行政のあり

方、議会のあり方も、これまでの概念を柔軟に

変化させ、ウィズコロナ、アフターコロナに合

わせた新しい概念の下に、県民とともに一歩一

歩進んでまいりましょう。コロナを正しく恐れ、

正しく理解し、感染予防に努めながら、県内経

済を動かしていきましょう。そして、新型コロ

ナウイルスを克服し、子どもや孫の世代に安心

して暮らせる社会を残そうではありませんか。 

 まだまだ我慢の日は続きますが、まさに災い

を転じて福となす、その気持ちで県民の皆さん

にエールを送らせていただいて、質問を終わら

せていただきます。 

 ありがとうございました。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） 午前中の会議はこれにて

とどめ、しばらく休憩いたします。 

 午後は、1時30分から再開いたします。 

― 午後 零時１５分 休憩 ― 

― 午後 １時３０分 再開 ― 

〇副議長(西川克己君） 会議を再開いたします。 

 午前中に引き続き、一般質問を行います。 

 麻生議員―16番。 

〇１６番(麻生 隆君）（拍手）〔登壇〕 皆さん、

こんにちは。 

 公明党、長崎市選出の麻生 隆でございます。 

 今回の一般質問、2期目になりまして2回目で

ありますので、しっかり取り組んでいきたいと

思います。 

 今回の新型コロナウイルス感染症で亡くなら

れた方々に哀悼の意を申し上げ、また、いまだ

入院中の皆様にお見舞いを申し上げます。 

 一日も早い新型コロナウイルス感染症の収束

を願うものであります。 

 それでは、通告に従い順次質問してまいりま

すけれども、今日は3日目でございまして、同

じような質問があっております。私の視点で取

り組んでまいりたいと思いますので、よろしく

お願い申し上げます。 

 また、昼からになりましたので、皆様の子守
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歌にならないように頑張ってまいりたいと思い

ますので、よろしくお願い申し上げます。 

 知事並びに教育委員会教育長、理事者の皆様

の簡潔で明快な答弁をお願いいたします。 

 1、コロナ感染症対策に関して。 

 （1）コロナ感染症での医療崩壊防止と強化

策について。 

 新型コロナウイルス感染症は、未曽有のパン

デミックへと拡大し、100年に一度とも言われ

ます不況に陥っております。 

 県内の感染者は17名と大きな拡大には至って

おりませんが、医療従事者の皆様には、日夜、

医療全般にわたり県民、市民のために献身的に

取り組まれていますことに感謝を申し上げます。 

 今回の感染症を教訓に、今後進められます医

療体制の見直しについて、感染症対策を新たに

追加して、公的病院の再編整備や統合に関して

も検討する必要はないでしょうか。 

 厚生労働省は、「2025年問題」を見据え、病

床数の削減を検討しています。今回の新型コロ

ナウイルス感染症への対応として、どのように

効果的、戦略的に医療の充実と崩壊防止を図ら

れるのか、お尋ねをいたします。 

 また、予想されます第2波、第3波の感染拡大

が懸念されます。その対策はどのように取り組

まれるのか。 

 また、感染軽症者の受入施設は、長崎、佐世

保、壱岐の3地域が確保できましたが、残り5医

療圏の確保はいかがでしょうか、お伺いをいた

します。 

 （2）クルーズ船「コスタ・アトランチカ」

への危機管理対応を通じて成果と課題。 

 三菱重工香焼メンテナンスに入港していまし

たクルーズ船乗組員の620名のうち149名にも上

る感染者が発生したことに、近隣の住民の皆さ

んからは驚きと心配の声が寄せられ、多くの

方々からもご意見をいただきました。 

 7名から8名の死亡者が出ても不思議ではない

数字と言われましたが、国の関係省庁や自衛隊、

県、長崎大学感染症対策班やＤＭＡＴの皆さん、

医療ボランティアの数多くの関係者の努力によ

り、1人の命も失うことなく、5月31日には長崎

港を無事出港。改めて、関係者の皆様の努力に

心から敬意と感謝を申し上げる次第であります。 

 横浜港の「ダイヤモンド・プリンセス号」は、

長崎市で建造されたクルーズ船であり、今回の

「コスタ社」のクルーズ船感染症対策が長崎で

無事に措置できたことは、クルーズ船関係者の

思いに安心感を与える大きな意味があったと

思っております。 

 今後、松が枝埠頭の2バース化が決定した中

で、クルーズ船のメンテナンス事業への取組を、

県として本格的に後押しをするためにも、県民、

市民に安心できる情報開示が必要と考えます。 

 今回のクルーズ船の対応に関して、危機管理

の成果と見えてきた課題は何だったのか、お尋

ねをいたします。 

 2、コロナ禍後の県内産業振興について。 

 （1）中小・零細企業の雇用維持対策と失業

対策について。 

 6月11日、長崎財務事務所は、県内の企業景

気予測調査の結果を発表しており、「景気判断

指数が、新型コロナウイルスの影響が本格化し、

リーマンショックに次ぐ低い水準に落ち込み、

特に、中堅・中小企業の指数が過去最低」との

報告を発表いたしました。 

 また、日銀長崎支店も、特に、観光関連の事

業者の落ち込みを指摘しております。 

 私の地元、東長崎商工会の調査によりますと、

企業500社のアンケート調査から、約44％の事
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業者は何らかの支援を活用している実態がわか

りました。 

 今後の景気動向で雇用の落込みが予測されま

すが、県として、雇用の対策に関してどのよう

に把握をされ、対策を打たれているのか。 

 また、リーマンショックの時には、失業対策

のために臨時の雇用対策が準備されておりまし

たが、同様の取組を行う予定があるのか、お尋

ねをいたします。 

 （2）航空機クラスターの現状と対応につい

て。 

 コロナ禍の影響は全世界中に及び、特に、航

空機産業を直撃しております。 

 アメリカのボーイング社は、大幅な人員整理

と納期延長策を打ち出し、全世界の航空会社も、

航空機の購入を先延ばしや見直しに着手してお

り、産業全体が大きな減産体制となっておりま

す。 

 このような中、本県は2年前より航空機産業

クラスターを立ち上げ、県内での中堅企業を中

心とした設備投資や育成を後押ししてきました。 

 今後、厳しい環境下に置かれる各企業へ、事

業支援をどのように考え、取り組まれるのか。

アフターコロナの県内産業の大きな節目と考え

ます。県の取組をお尋ねいたします。 

 （3）洋上風力発電の進捗状況について。 

 昨年、五島市沖での洋上風力発電のエリアが

決定、発表されました。日本で最初の本格的事

業がスタートいたしました。 

 今後、洋上風力の新たなエリア指定に向けた

準備が進んでおりますが、洋上風力は、海域指

定と漁業権、しま住民への説明責任が求められ

ます。 

 事業者には、住民への配慮と、今後の運営に

当たっては、地元住民、漁民の皆さんとの協調

体制が一番重要と考えます。 

 本県の後押しをするこの事業に対して、県は

どのように地域住民の理解を得る努力と地域の

安定化に取り組まれようとしているのか、お尋

ねをいたします。 

 （4）テレワークの拡大と移住者Ｉ・Ｕター

ン者の取込みについて。 

 アフターコロナの一番の変革は、働き方の選

択です。会社への通勤から、遠隔地でも情報環

境が整っていれば、仕事ができる。また、企業

も、ジョブ型契約での新たな人材発掘や地方の

価値を見出し、テレワークが一気に拡大する様

相です。まさに、各地域間の競争が水面下で始

まっております。 

 仕事ができて余暇の時間に自然が満喫できる、

安心して子育てができる、その地域の住民が受

け入れてくれる、そのような環境が整えば、地

方に目を向けてくれますし、企業も働き方改革

の名のもとに地方分散テレワーク型雇用を検討

しております。 

 本県のアフターコロナの環境下で、どのよう

な戦略でテレワークの拡大と移住者の取込みを

図ろうとされているのか、お尋ねをいたします。 

 3、コロナ禍後のＩＲ誘致に関して。 

 （1）コロナ禍後の世界的変化と長崎県の目

指すＩＲ誘致への基本的方針は如何か。 

 世界のＩＲ事業地は、ダイナミズムな世界経

済の発展で活気を呈しておりましたが、コロナ

禍の影響で全世界的にＩＲ拠点は大幅な赤字に

陥り、地域経済も大幅なダウンとなり、これま

でにない失業者の高止まりとなっております。

特に、アメリカ、ラスベガスのネバタ州の失業

率は28％にも拡大をしております。 

 グローバル化時代の社会の中で、一大産業と

して謳歌してきたＩＲ事業者も、今回のパンデ
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ミックに立ち往生している実態が浮かびあがっ

てきました。 

 コロナ禍後の人の往来が元に戻るには4年ほ

どかかるとのこと、ＩＲ事業者の日本への投資

規模が縮小するのではないかとの有識者の意見

もあります。 

 このような環境のもとで、アフターコロナの

事業展開として、国内3カ所に入るため、ＩＲ

区域認定獲得に向け、どのように臨まれるのか、

基本的な考え方をお尋ねいたします。 

 （2）ＩＲ事業者選定のポイントについて。 

 世界の覇権をどの国が握るかを争うような激

動の今日です。 

 今回の新型コロナ禍は、政治経済の基盤を大

きく揺り動かしています。 

 このような中で、国は、平成30年に「ＩＲ整

備法」を制定して、投資を見込む事業者と日本

型ＩＲの展開ができる地域を求めています。 

 今回の事業者選定に関して、重要な視点は、

激動の社会に耐え得る事業者選択と投資マネー

のみで判断ではなく、事業者の実績はもちろん、

文化や教育、歴史、それに芸術性や企画力、発

信力が求められるのではないかと考えておりま

す。 

 長崎の強みは、ハウステンボスの敷地のもと、

既存の施設にプラスして展開しようとしている

点であります。テーマパークとして設備も充実

しております。 

 今回のＩＲ事業者選定に対するポイントはど

のように定めておられるのか、お尋ねをいたし

ます。 

 4、教育行政に関して。 

 （1）「ＧＩＧＡスクール構想」本県の目指す

考え方について。 

 一昨年から、国は、「ＧＩＧＡスクール構想」

を打ち出し、小学生から中学生まで一人一台の

タブレット、パソコンの配布をすることを決定

し、早急なＩＣＴ化を図ろうとしております。 

 今まで、パソコンをはじめとしたＩＣＴ機器

の物の配備をされておりましたが、使いづらく、

活用がうまく機能していませんでした。 

 今回は、高速回線とクラウドを活用し、多く

のデータ処理と多様な教材を活用でき、ネット

回線機能を強化し活用範囲を広げ、世界的にも

遅れております教育環境の情報化を一気に世界

レベルに押し上げようとしております。 

 Society5.0の時代を迎える今日、次世代を担

う子どもたちが、激動する社会の中で生き抜く

力を育まなくてはなりません。 

 県教育庁は、「ＧＩＧＡスクール構想」の中

で、どのような取組を目指されるのか、お尋ね

をいたします。 

 （2）ＩＣＴ教育の充実のために必要となる

教職員の意識改革について。 

 教育分野のＩＣＴ化は、2010年から本格的に

取り組まれ、電子黒板の普及や、3人に一台の

パソコンが使えるよう各校に配置をされてきま

した。 

 長崎市の教育委員会では、現場教員の抵抗感

と混乱を避けるために、独自のＩＣＴ教育推進

の狙いを、学力向上よりも情報処理・活用能力

の育成に絞った活用方法で効果を上げるとの報

告があっております。 

 一方、教育関係の有識者からは、次のような

ことが語られております。 

 課題は、「教員間でＩＴスキルに差ができて

しまったこと」、「タブレットを導入したら、教

師の授業設計力や覚悟が問われるようになっ

た」、「今までの日本では、ＩＣＴを使う一歩手

前の段階で止まっている。教育現場におけるテ
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クノロジーの活用は、生徒たちの未来をどう生

きるかにも関わっており、現場の教員らの意識

改革が急がれる」と。 

 今回のＩＣＴ化の環境整備は、手段であり、

目的ではありません。教える側の変革も必要と

なります。オンライン学習や、さらなるＩＣＴ

化の活用が進む中、教職員の意識改革が求めら

れると考えますが、県教育委員会教育長の見解

を求めます。 

 5、地域交通行政。 

 （1）県内公共交通事業者の大幅収益減への

支援策について。 

 県内公共交通機関は、コロナショックで大幅

な収益減で大変ご苦労されております。 

 特に、2月末の時点で学校一斉休校に伴うバ

ス定期券払い戻しの資金の支出や、4月の全国

一斉緊急事態宣言に伴い人の移動が県内外で止

まりました。また、5月の連休での一番の稼ぎ

時期を直撃しており、急激に財務内容が悪化し

ております。 

 今回の臨時交付金では損失補填はできません

が、何らかの支援ができないでしょうか。今後

の県内経済活動の活性化に直結すると考えます。 

 また、県タクシー協会の報告によりますと、

タクシー事業者の4月から5月の業績は、前年対

比50％を割り込み、体力的に踏ん張りの効かな

い企業も散見されるとのこと。 

 タクシー業者を含めた公共交通事業者への支

援についてのご意見をお伺いいたします。 

 また、アフターコロナの公共交通機関のあり

方に関しても、お尋ねいたします。 

 「地域公共交通の活性化及び再生に関する法

律等の一部を改正する法律」が制定されました。 

 今後の人口減少や、今までのような人の動き

が見直される時に、いつまでも赤字路線を放置

できません。 

 また、バスの運転手不足の状況では、さらな

る経営の見直しが必要であります。待ったなし

の状況と考えます。 

 今後の県としての対応についての見解を求め

ます。 

 6、災害時の避難所について。 

 今日、災害は年々大型化、複雑化してきてお

り、災害に対する備え、危機意識の県民との共

有や、災害時を想定して、さらなる準備が求め

られます。 

 今回はコロナ対策で、以前にも増して感染症

対策を考慮に入れた対策が必要です。 

 そこで、2点について質問いたします。 

 （1）コロナ禍における災害時の避難所のあ

り方について。 

 先日、時津町で、県と県下市町の皆さんで、

避難所の課題や手順に関して訓練がありました

が、そこから見えてきた課題や留意点など、県

民の安心と安全を守るために、どのように周知

徹底と各市町との連携を図ろうとされるのか、

お尋ねをいたします。 

 （2）3密回避の運営と備品設置等について。 

 感染症対策では、「3密」の回避が一番です。

避難所等の広さや空間には限度があり、また、

今まで経験したことのない運営が求められます。 

 各市町が直接の運営を展開されますが、本県

として、運営のサポートや各種備品の供給が必

要と思われます。 

 本県の災害時対応に関して、感染症対策での

新たな視点での取組に、どのような備品等の準

備を実施されるのか、お尋ねいたします。 

 以上、本壇からの質問とし、ご回答によりま

しては、再質問を対面演壇席より行わせていた

だきます。 
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 ご清聴ありがとうございました。 

〇副議長(西川克己君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 麻生議員のご質

問にお答えをいたします。 

 アフターコロナの事業展開として、ＩＲの誘

致をどのような考え方で進めていくのかとのお

尋ねでございます。 

 「ＩＲ整備法等」において、ＩＲ区域に整備

すべき施設の種類や規模が定められております

が、特に、ＩＲの中核施設とされておりますＭ

ＩＣＥ施設や宿泊施設については、これまでに

ないスケールとクオリティが求められており、

本県といたしましては、国の要件を満たすこと

が必須要件になってくるものと考えております。 

 一方、ＩＲ事業者は、新型コロナウイルス感

染拡大の影響を受け、長期間にわたる休業要請

を余儀なくされるなど、非常に厳しい状況に

あったとお聞きしているところであります。 

 本県のＩＲ候補地は、ハウステンボスという

既存のテーマパークに隣接し、既に道路や上下

水道などの都市インフラは整備済みであります

ことから、ほかの地域のような大規模な投資ま

では必要ないものと考えているところでありま

す。 

 また、本県並びに九州は、成長著しいアジア

の大都市に近く、豊かな自然や上質な温泉など

質の高い数多くの観光資源を有しており、こう

した優位性を活かして九州・長崎ＩＲという新

たな玄関口を設けることで、これまでにない人

の流れを生み出してまいりたいと考えておりま

す。 

 今後とも、アフターコロナを見据え、ＩＲ事

業者の状況把握に努めてまいりますとともに、

区域整備計画作成の期間確保も考慮しながら、

事業者の公募・選定作業に注力してまいりたい

と考えております。 

 そのほかのご質問につきましては、関係部局

長からお答えをさせていただきます。 

〇副議長(西川克己君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 私から、2点お

答えさせていただきたいと思います。 

 新型コロナウイルス感染症での医療の充実と

崩壊防止及び第2波に備えた医療体制、宿泊療

養施設の整備状況はどうかとのお尋ねでござい

ます。 

 地域医療構想は、団塊の世代が全て75歳以上

となる2025年に向け、地域に必要な医療機能等

の検討を行い、効率的かつ効果的な医療提供体

制の構築を目指すものでございます。 

 本構想におきましては、今般の新型コロナウ

イルス感染症の世界的な流行といった非常時は

想定しておらず、今後、地域医療体制の検討を

行う際には、このような視点も必要になると考

えております。 

 なお、第2波に備えた医療提供体制につきま

しては、現在の受入医療機関として23病院で

307床、宿泊療養施設として3か所で163室を確

保しておりますが、国の補正予算も活用して、

受入れのための確保病床や休止病床に対する費

用の補填や、人工呼吸器等の医療機器の購入等

の支援を行い、さらなる病床の確保を目指すと

ともに、宿泊療養施設につきましても、引き続

き確保に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 今後も、第2波に備えた医療体制の整備、充

実に積極的に取り組んでまいります。 

 次に、今回のクルーズ船感染症対策に当たっ

ての危機管理の成果と見えてきた課題は何かと

のお尋ねでございます。 

 今回のクルーズ船における新型コロナウイル
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ス感染症への対応につきましては、発生早期か

ら、国の関係省庁や陸上自衛隊、長崎大学、災

害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等、数多くの関

係者の応援をいただき、専門的なアドバイスを

もとに危機管理に当たることができました。 

 特に、長崎大学のご支援により、船内の感染

管理が適切に行われ、市中への感染拡大を防止

し、船員の健康を維持することができたことが、

県内の医療体制への影響を最小限に抑えて、安

全な「コスタ・アトランチカ号」の出港につな

がったものと考えております。 

 今回の事案から見えてきた課題といたしまし

ては、まず、感染の拡大を防ぐためには、船内

の健康状況をいち早く把握することが重要であ

り、関係機関との連絡体制や、今回長崎大学が

民間と共同で開発したアプリなどのＩＴの活用

について検証を進める必要があります。 

 また、船内は感染症の蔓延防止を図る構造で

はなく、一旦発症すると大規模なクラスターと

なることから、重症者が多数発生した場合に備

えて、国に対して、受入れの際のルールづくり

等をお願いしたいと考えております。 

 引き続き、県民への正確な情報提供のあり方

や、今回の事案の課題を整理いたしまして、今

後の感染症対策に反映したいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 私から、4点に

ついて、お答えいたします。 

 まず、国の雇用対策をどのように把握し、県

としての対策を打たれるのかとのお尋ねでござ

います。 

 国においては、新型コロナウイルス感染症の

影響で従業員を休業させた事業主の負担を軽減

し、雇用の維持を図るため、雇用調整助成金の

制度を設けられておりますけれども、この制度

について、補助率や日額上限の引き上げなどの

特例措置を講じているところでございます。 

 この助成金の6月12現在での申請件数は1,289

件、支給決定された件数は623件、金額で約4億

1,000万円となっております。 

 事業者の円滑な申請を図るため、長崎労働局

においては、臨時の窓口の開設や県内ハロー

ワークでの出張相談を行うなど取組を強化され

ております。 

 また、県といたしましても、20人の社会保険

労務士を県のアドバイザーを委嘱し、県庁及び

各地域での相談窓口、企業への派遣など、事業

者の円滑な申請手続を支援しているところでご

ざいます。 

 今後とも、長崎労働局と連携し、事業者の雇

用維持に向けた取組を支援してまいりたいと考

えております。 

 次に、リーマンショック時と同様な緊急雇用

対策を実施するのかとのお尋ねでございます。 

 リーマンショック時には、国が定めた交付金

要綱により基金を造成し、これを財源として雇

用創出事業を実施いたしましたが、今回の新型

コロナウイルス対策に当たっては、同様のス

キームによる財源措置はなされておりません。 

 しかしながら、県といたしましては、新型コ

ロナウイルスの影響による解雇の動きが拡大傾

向にあることから、国の地方創生臨時交付金を

活用して、離職を余儀なくされた失業者を対象

とした緊急雇用創出事業を実施しているところ

でございます。 

 今後の雇用情勢を注視しながら、この事業の

拡充を検討するとともに、国、市町に対しても

雇用創出に向けた対応を働きかけるなど、関係

機関とも連携しながら、離職者の雇用の場の確

保に努めてまいりたいと考えております。 
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 次に、航空機クラスターにおける県内企業へ

の支援についてのお尋ねでございます。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、航

空需要の回復には一定の期間を要すると見込ま

れるなど、世界の航空機産業は非常に厳しい状

況にございます。 

 県では、これまで「長崎県航空機産業クラス

ター協議会」を中心に、ビジネスマッチングや

展示会出展など、実際のビジネスにつながる活

動を積極的に支援してまいりましたが、感染症

の影響に伴う経済活動の後退により、県内企業

の受注が減少するなど影響が出はじめておりま

す。 

 このような中、県においては、大手重工メー

カーから県内企業への発注を促すほか、各企業

へ今後の見通しを伝えるため、業界の動向に詳

しい専門家を派遣するなど、支援を強化いたし

ております。 

 国内の自由な往来が回復した段階においては、

県産業振興財団による県内企業と県外企業との

ビジネスマッチングを活用し、航空機分野以外

の需要獲得を図るなど、受注拡大に結びつく具

体的な支援を講じてまいります。 

 過去において、何度か世界的な危機に見舞わ

れた航空機産業は、回復期に入ると一転して、

その需要を大きく拡大させてきたことから、今

後の成長期に向けて、引き続き、県内企業の支

援に努めてまいります。 

 最後に、洋上風力発電に関し、新たな促進区

域の指定に向け、どのように地域住民の理解を

得るよう取り組むのかとのお尋ねでございます。 

 昨年12月に、五島市沖が、再エネ海域利用法

に基づく全国第1号の促進区域に指定され、国

内初の本格的な洋上風力発電の商用事業の実施

に向け準備が進んでおります。 

 また、県では、五島市沖に続く、促進区域の

候補地域として、西海市沖の情報を国に提供す

るなど、海洋エネルギー関連産業の拠点地域形

成に向けた環境整備に取り組んでいるところで

ございます。 

 事業を推進するに当たりましては、地元住民

や漁業関係者の皆様の理解を得ることが不可欠

であり、日ごろから丁寧な説明を行うとともに、

国、県、地元市、漁業者などの利害関係者で構

成される、法に基づく協議の場で、十分に意思

の疎通を図りながら合意形成を図ってまいりた

いと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 地域振興部長。 

〇地域振興部長(浦 真樹君） 私から、2点お

答えをいたします。 

 まず、アフターコロナの環境下で、どのよう

な戦略でテレワークの拡大と移住者の取込みを

図っていくのかとのお尋ねでございます。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、リ

モートワーク等への注目が高まってきているこ

とから、県としても、そのようなニーズをしっ

かりと捉え、スピード感をもって対応策を講じ

ていく必要があると考えております。 

 県内では、既に壱岐市や五島市などの一部地

域におきまして、リモートワーク等の誘致・推

進に取り組まれておりますが、地域間競争が厳

しくなる中、いかに地域の強みを活かした魅力

的な受入環境を整えることができるかという点

が大変重要となってまいります。 

 そのため、リモートワークやワーケーション

等を積極的に推進する市町に対しまして、ハー

ド・ソフト両面から支援する新たな制度を予定

しており、支援策を通じて県内に魅力的な受入

環境を創出するとともに、具体の事例を活かし

ながら、県内他地域への横展開も図ってまいり
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たいと考えております。 

 また、こうしたリモートワークの推進に関し

ましては、先般の緊急スクラムミーティングに

おきましても、必要とされる情報基盤の整備、

推進と併せまして、議題に挙げさせていただき、

県内市町と、その方向性について認識を共有し

たところでありますので、今後、市町とも連携

を深めながら、受入環境の整備を進め、移住者

の拡大にもつなげてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、公共交通事業者に対する支援とアフ

ターコロナの公共交通機関のあり方に関しての

お尋ねでございます。 

 公共交通事業者は、地域住民に身近な移動手

段として、また、交流人口の拡大におきまして

も重要な役割を担っていただいておりますけれ

ども、新型コロナウイルス感染症の影響により

まして、本年3月以降、大変厳しい状況である

というふうに認識をしております。 

 そのため県といたしましては、事業者が感染

防止対策を講じながら、住民の移動手段となる

交通事業をこれからも継続できるよう、路線バ

スやタクシー、鉄軌道、航路事業者に対しまし

て、それぞれ保有する車両や船舶の台数に応じ

た奨励金の交付を予定いたしますとともに、離

島航空路線を運航する航空会社に対しましても、

経営安定化のための緊急支援策を講じる予定と

しております。 

 また、地域公共交通の今後のあり方につきま

しては、先に改正されました「地域公共交通活

性化再生法」におきまして、各市町での計画策

定が努力義務化されますとともに、地域の移動

手段の確保、充実に向けて、さまざまな輸送資

源を活用する取組事例などが国において示され

ております。 

 今後は、これらを踏まえ、例えば乗合バスと

予約制タクシーを組み合わせるなど、各市町の

実情に応じた持続可能な公共交通ネットワーク

の構築に向けて、県としても、市町や交通事業

者による取組をしっかり支援してまいりたいと

考えております。 

〇副議長(西川克己君） 企画部長。 

〇企画部長(柿本敏晶君） ＩＲにつきまして、

事業者選定のポイントをどのように考えている

のかというお尋ねでございます。 

 ＩＲは、世界各国から多くの人々を呼び込み、

民間ならではの自由な発想で、我が国の伝統や

文化、芸術などを活かした魅力的なコンテンツ

を提供し、非日常的な空間を創出することで、

多くの観光客を引きつけることができるものと

考えております。 

 加えて、本県や九州は、古くから海外との交

流の歴史があり、豊かな自然や豊富で新鮮な食

材など、都市部のＩＲにはない、九州・長崎な

らではの特徴ある観光素材を数多く有しており、

県としては、こうした強みを強力にアピールす

る必要があると認識しております。 

 こうしたことから、事業者の公募・選定に当

たっては、ＩＲ事業者の実績、能力や財務面の

安定性、廉潔性といわれるクリーンさなどと併

せて、国際的にも最高水準のエンターテイメン

ト性を有する公演、展示、イベントなどを企画

提供することで、我が国の伝統文化、芸術など

を強力に発信する魅力ある提案を求めていくこ

ととしており、事業者を選定する際の重要なポ

イントになるものと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） ＧＩＧＡス

クール構想についての本県の考え方についての

お尋ねですが、ＧＩＧＡスクール構想により、
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教育現場におけるＩＣＴ環境の整備が飛躍的に

進めば、児童生徒の学び方には大きな広がりが

生まれてまいります。全ての子どもたちのＩＣ

Ｔを活用した学びを保障し、個々の興味、関心

や学習進度に応じた学びを具現化するものとな

ります。また、非常時における学習支援にも有

効であると考えております。 

 県教育委員会では、これまでに本県の教育現

場で蓄積された教育実践とＩＣＴ教育とを融合

させながら、主体的・対話的で深い学びの実現

に向けた授業改善を図り、学習活動が一層充実

することを目指してまいります。 

 次に、ＩＣＴ教育のための教職員の意識改革

についてのお尋ねですが、ＩＣＴ教育の充実に

は、教職員の意識改革が不可欠であると考えて

おります。そのための県教育委員会の役割は、

ＩＣＴ教育に対する教職員の抵抗感を軽減させ

るとともに、可能性や必要性を実感させること

だと考えます。 

 県教育委員会では、今年度から、教職員を対

象とした研修会を計画的に開催することとして

おります。先進的な取組により他の模範となる

学校の実践を紹介するとともに、教職員のＩＣ

Ｔ活用力に応じた研修会やオンライン研修会な

どの工夫により、全ての教職員がＩＣＴ教育に

対して、積極的に取り組もうとする学校の風土

づくりを目指してまいりたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 私から、2点お答

えさせていただきます。 

 まず、時津町での避難所開設訓練から見えて

きた課題や留意点及び各市町との連携について

のお尋ねですが、去る6月12日、時津町内の指

定避難所において、県と時津町の合同による新

型コロナウイルス感染症に対応した避難所開設

訓練を、各市町の担当者及び時津町各地区の自

主防災組織のリーダーを集めて実施をいたしま

した。 

 訓練では、避難所内の「3密」を踏まえたス

ペースの確保、段ボールベッドやパーテーショ

ン等の感染症対策資機材の設置、そして避難者

の受付や避難者の症状に応じた振り分けの手順

等を確認するとともに、課題等の洗い出しを行

いました。 

 訓練を通じて、受付時に想定以上に時間を要

し、多くの人が避難所に来た場合、受付が混乱

するといった意見や、感染症対策のためには、

これまで以上に多くの人員を要するといった意

見が報告されました。 

 県としましては、訓練で得られた課題を市町

と共有するとともに、他の市町に対しても訓練

の実施を働きかけ、災害時に円滑な対応ができ

るよう支援してまいります。 

 次に、本県の災害時対応に関して、感染症対

策での新たな視点での取組に、どのような備品

等を準備されるのかとのお尋ねですが、限られ

たスペースに住民が集まる避難所では、これま

でもインフルエンザやノロウイルスの集団感染

等が報告されており、コロナ禍においては、こ

れまでの対策に加え、「3密」対策などの新たな

対応が必要となると認識をしております。 

 避難所における「3密」対策を支援するため、

市町への聞き取りの結果、不足している感染症

防止のためのパーテーションや段ボールベッド、

熱中症や換気対策のためのスポットクーラーや

大型扇風機など、市町が備蓄する資機材の一部

を県が補完して備蓄するため、5月専決補正予

算として4,071万1,000円を計上したところであ

ります。 

 そのほか、避難所開設、運営における新型コ
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ロナウイルス感染症対策チェックリストの作

成・配布、さらには、この手順確認のための避

難所開設訓練を行ったところであり、県としま

しては、引き続き、市町が実施する避難所の環

境整備について支援してまいります。 

〇副議長(西川克己君） 麻生議員―16番。 

〇１６番(麻生 隆君） 6項目にわたりまして、

それぞれご回答いただきまして、ありがとうご

ざいました。 

 また、知事におかれましては、ＩＲに関して

基本的な考え方を述べていただきましたけれど

も、今日、私で5人目、各議員がＩＲについて

質問いたしました。 

 今回、ＩＲを改めて取り上げましたのは、コ

ロナ禍後の状況で、世界的に厳しい投資状況で

はないかという観点で、いかにしたら長崎のＩ

Ｒを、国が求めます3つの中に、本当に入るの

かどうかと、そのために明確な戦略をもって臨

まないと、都市型の大阪とか横浜がありますけ

れども、その中で本当に長崎を選んでもらえる

のかどうか。ただ単に東アジアで中国とか香港

を含めて近いというだけでは、なかなかできな

いんじゃないかと。 

 今回、九州ＩＲとして、一体化して取り組ま

れるという話がございました。こういう動きは

本当に大事な視点だと思っております。いかに

したら、和歌山とか北海道とか、そういったと

ころと競合できるのかということの闘いが大事

かなと思っているところでございます。 

 今回、選定が夏以降に、公募を改めて出され

るということでございますけれども、今後、予

想される来年1月から7月までの状況として、改

めて長崎が優位に立てるような提案力が求めら

れていくのではないかと思っております。 

 先ほど申し上げましたように、コロナ禍の中

で求められるのは、大きく世界が今、変革をし

ております。コロナ禍前と後では状況が違うの

ではないかと。 

 そういった中で、歴史は幾度となく繰り返さ

れ、大きな波を乗り越えてきていると思ってお

りますので、そういった流れを見誤ることなく、

粛々と、透明性のある事業者の公募と選定に向

けて取り組んでいただくことを強く要望したい

と思います。 

 ぜひ、3つ目に入るために全力を尽くしてい

きたいと。入らなければ、今までの努力は無に

帰すわけでありますので、どうか関係者の理事

者の皆さん、知事はじめトップで取り組まれる

と思いますので、私どももしっかりと、この長

崎の応援団として、取組をさらに進めていきた

いと思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 次に、公共交通について、ご回答がございま

した。 

 まだ議案が挙がっていないので、細かな話が

できないということもわかっておりますけれど

も、改めて、今回、交通事業者、大変苦労され

ております。 

 昨日も私たち公明党として、バス事業者の

方々からご意見を伺いました。 

 本当に財務内容が厳しいんですと、雇用調整

基金と言っておりますけれども、まだ手元にき

ていない、キャッシュフローとして手元資金が

大事なんですということを盛んに言われており

ました。そういった中で、今回の公共交通機関

に対して支給してもらう。 

 また、先ほど申しましたようにタクシー業界

の方々も大変厳しい状況でございます。売上状

況も見せていただきました。4月、5月、急速に

悪化をしておりまして、50％を割り込む。 
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 基本的に経営者の方々、賃金の最低賃金をな

かなか払えない厳しい状況でもあると。また、

もちろん経営者として、この状況は厳しいんで

すという話も伺っております。 

 どうか、そういった意味で、早急な手当てを

していただいておりますので、今回の2次補正、

しっかりと皆さんに、全て損失補填になるとは

思いませんけれども、意欲を失わせずにしっか

りと取り組んでいこうと、そしてまた、しっか

りと県も応援しますよと、そういった取組で後

押しをしていただきたいと思いますので、この

点はよろしくお願いしたいと思います。 

 各交通機関の皆さんには、大変朗報だと思い

ます。損失補填、なかなかできていないという

ことでありましたので。 

 通告していませんでしたけれども、県内で今

回は公共交通機関でありますけれども、全国の

中で、交通機関について支援をするというのは

長崎が初めてなんでしょうか。その点をお尋ね

したいと思います。 

〇副議長(西川克己君） 地域振興部長。 

〇地域振興部長(浦 真樹君） 交通機関に対す

る支援につきましては、他県でも幾つかの県に

おきまして、売上の減収部分等を踏まえた、直

接的な損失補填は議員ご指摘のようにできませ

んけれども、一定そういったところも見据えな

がら、何らかの支援をバス事業者、あるいはタ

クシー事業者に支援をされている事例はお聞き

しております。 

〇副議長(西川克己君） 麻生議員―16番。 

〇１６番(麻生 隆君） わかりました。本当に

皆さん大変だと思っておりますので、ぜひ、心

が折れない状況の中で、ご支援を賜りたいと思

います。 

 そして、先ほど、今後の地域公共交通の活性

化についてもお話をいただきました。今後の推

移を見守りたいと思います。 

 人口減少、高齢化の中で公共交通機関の役割

は大事であります。地方に住んで、しっかりと

安心・安全、ないしは高齢化した時にも自分た

ちの足を守れる、だから、そこに住み続けられ

る、そういった状況であります。 

 また、長崎県下の各自治体、長崎市と佐世保

市もしっかり巻き込んで、早急に今回の法整備

に基づいて関係者の積極的な議論をお願いした

いと思いますので、この点についても要望にと

どめたいと思いますが、よろしくお願い申し上

げます。 

 今回、クルーズ船についての対応を福祉保健

部長から話をいただきました。 

 今回の「コスタ・アトランチカ号」での集団

発生で、感染に対する恐怖感、認識が深まった

のではないかと思っております。 

 今回の長崎大学との連携は、まさに長崎大学

は感染症という部を持たれておりますがゆえに、

早急な手当てができたのではないかと思ってお

ります。 

 こういった中で、長崎大学ではＢＳＬ－４と

いう、4段階の中で一番厳しい状況。 

 今回の新型コロナウイルスはＢＳＬ－３と聞

いておりますけれども、今、長崎大学で、感染

症の一番厳しいＢＳＬ－４の設備を検討されて

います。改めて、長崎大学の感染症に対する大

切さを、長崎市民も共有できたのかなと思って

おります。 

 こういったことで、今後、先ほどは連携と言

われましたけれども、私は、感染症を含めた創

薬だとか新しい流れができると思っております

ので、いろいろな面で長崎大学との連携がある

と思っておりますけれども、感染症対策の分野、
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また創薬の分野もあるかと思いますけれども、

どのように取組を進めていかれるのか、お尋ね

したいと思います。 

〇副議長(西川克己君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 長崎大学は、海

外にも拠点を持ち、ＷＨＯ（世界保健機関）が

熱帯病の研究施設として指定している熱帯医学

研究所や、専門医の育成及び高度医療を担う大

学病院を有しております。 

 また、長崎県は、人口当たりの感染症専門医

数も全国一となっており、長崎大学は、全国

トップクラスの感染症の研究や医療の拠点であ

ると認識しております。 

 今回のクルーズ船の対応に当たりましては、

長崎大学が開発した「蛍光ＬＡＭＰ法」を活用

して約620名の船員に対する検査を実施したほ

か、感染症の専門家の知見を活かして船内での

感染拡大を防止し、さらに、同大学が開発した

アプリの活用により多数の船員の健康管理を行

うことで、地域への感染拡大を防止することが

できました。 

 このような成果は、感染症に強い長崎大学が

あったからこそであり、地域の安全や安心に重

要な役割を果たしていただいているものと考え

ております。 

 長崎大学が存在することは、県にとって大き

な財産であり、今後、国際的な交流も徐々に回

復し、クルーズ船の受入れも見据える中で、引

き続き連携しながら、感染症対策のさらなる充

実に努めてまいりたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 麻生議員―16番。 

〇１６番(麻生 隆君） 長崎大学があることと、

今回クルーズ船で、このように対応してきたこ

とは、午前中に話がございましたけれども、長

崎の誇れる大きな決定打かと思っております。 

 また、本壇から述べましたけれども、「ダイ

ヤモンド・プリンセス号」、長崎で建造されて、

もう20年近いですけれども、横浜で感染症で毎

日「ダイヤモンド・プリンセス号」の名前を聞

くたびに心を痛めておりましたけれども、今回、

長崎でこういうことができて、本当に解決でき

たことについて、私自身喜んでいるところでご

ざいます。改めて感謝したいと思います。 

 そんな中で、クルーズ船のそばに自衛隊が静

岡県富士市から持ってきましたＣＴスキャン、

この検査について、お尋ねしたいと思います。 

 これは、長崎大学、併せて県医療政策課、そ

して我が議員団の川崎議員を含めて、秋野公造

参議院議員と連携して、ＣＴスキャンの設備を

提案されたと思います。 

 今回、自衛隊の中でも2台の設備を、国はＣ

Ｔスキャンを新たに設備するということが発表

されております。こういうふうに、まさにいち

早く現地の課題を見据えながら適切な処置をさ

れた。 

 そういった中で、今回は県も、新たにまたＣ

Ｔ検診車を導入されると聞いておりますけれど

も、ここに至るまでのプロセス、そして今後の

展開について、お尋ねしたいと思います。 

〇副議長(西川克己君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） クルーズ船対応

におきましては、現地における診療体制の強化

を図る目的で、自衛隊富士病院からＣＴ診断車

を配備いただき、5月2日から14日まで活動いた

だきました。 

 この間、6名の乗組員のＣＴ撮影を行い、こ

のうち3名の方に肺炎の所見を認め、市内の感

染症指定医療機関へ救急搬送したところでござ

います。 

 ＣＴ診断車の配備によりまして、現地での正
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確な診断が可能となり、その後の迅速な入院調

整や治療につながったものと認識しております。 

 また、機動的な対応が可能となるＣＴ診断車

を活用することによりまして、万が一、離島や

高齢者施設などにおきましてクラスターが発生

した場合にも迅速な現地診断が可能となること

から、効果的に感染症対策を講じることが可能

になるものと考えております。 

 平時には長崎県健康事業団が健康診断に活用

し、精度の高い健康診断を実施できることから、

ぜひこの機会に導入を進めていきたいと考えて

おります。 

〇副議長(西川克己君） 麻生議員―16番。 

〇１６番(麻生 隆君） 今回、ＣＴスキャンに

ついては、改めて医療従事者の、特に、秋野公

造参議院議員の知見といいますか、そういった

連携と、自衛隊を説得されたと聞いております

けれども、そういう動きが本当に功を奏したの

だなと思っておりますので、今後とも、ＣＴス

キャンの検診車の展開をしっかりと見守ってい

きたいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、産業労働部関係について、お尋ね

をしたいと思います。 

 今回、県内の事業者が大変苦労されていると

いうことを、私自身も心を痛めております。 

 そして、金融支援については持続化給付金、

また雇用調整助成金、そういったものがござい

ますけれども、今回2次補正で改めてまた大き

な資金が手当てされる中で、一点お尋ねしたい

のは、いろいろお尋ねする中で、雇用調整助成

金、また持続化給付金についても、パソコンで

入力しなくちゃいけないので、なかなかできな

いという方もおられまして、広報関係について

しっかりお願いしたいと思っております。 

 今回新たな支援策の中で、借入れをすると、

返さなくちゃいけないといいますか、バランス

シート的には借入側、借金、借財の負債の部が

増えるわけですね。ですので、基礎的な資産の

部に組込みができる劣後ローンという状況がご

ざいます。全てどこでも活用はできませんけれ

ども、こういった制度について、もっと県は紹

介をして、劣後ローンの取組を進めるべきだと

思いますけれども、これについてのお考えをお

尋ねしたいと思います。 

〇副議長(西川克己君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 資本制劣後ロー

ンにつきましては、借入期間中は利息の支払い

のみで、長期間、元本返済がなく、民間金融機

関等が資本と見なすことができる融資制度であ

りまして、新型コロナウイルス感染症の影響で

一時的に財務状況が悪化した中小企業等の資金

繰り対策の一つとして、国の第2次補正予算で

予算措置がなされたものでございます。 

 県といたしましても、非常に資金繰りに悩む

中小企業者を支援するという制度でありますの

で、これをできるだけ多くの中小企業に周知を

したいと考えております。 

 県、市町、商工団体の相談窓口、あるいは各

団体の会報誌やホームページ等を活用するほか、

事業者の助言支援をするために県が委託をして

おります税理士会、中小企業診断士協会の専門

家を通じて、中小・小規模事業者に対し広く周

知し、事業者の再建と事業継続につなげてまい

りたいと考えております。 

〇副議長(西川克己君） 麻生議員―16番。 

〇１６番(麻生 隆君） 劣後ローンも資本金に

入りますけれども、返還は10年後、金利も

3.2％程度と聞いておりますので、しっかり活

用に向けて取組をお願いしたいと。 

 東日本大震災で企業が厳しかった時に、活用
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した企業もございました。こういった例もしっ

かり紹介しながら、ぜひ対応をお願いしたいと

思います。 

 次に、航空機クラスターについて、お尋ねを

したいと思います。 

 2年前から、造船関係が基幹産業でありまし

たけれども、なかなか厳しい状況の中、新たな

産業構造として航空機クラスターを取り組まれ

ておりますけれども、私も本壇で述べましたよ

うに、大変厳しい状況に置かれている。 

 三菱航空エンジンは、工場を継続されて建て

ると言われておりますけれども、今後、復帰す

るまで1年半とか2年ぐらいかかるんじゃないか

と。 

 その間に、先ほど言われていましたけれども、

マッチングを紹介したいという話がありました

けれども、事業者の心が折れないように支援し、

また、投資された資金手当てについて、設備資

金の返還と併せて、そういったことについても

しっかりとアドバイスをすべきだと思います。 

 そこでお尋ねしたいのは、航空機産業の分野

で今、何社ぐらいあって、そして今後、具体的

なアドバイスをすると言われていましたけれど

も、どういう観点からアドバイザーを入れて、

皆さんに的確な話をされるのか、その2点につ

いて、お尋ねしたいと思います。 

〇副議長(西川克己君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 現在、「長崎県

航空機産業クラスター協議会」を設置いたして

おりますけれども、これは本年6月現在でオブ

ザーバーも含め78の企業・団体が加入していま

す。 

 もう一つのお尋ねの、どういう支援を行って

いくのかということでございますが、本県のこ

れまでの造船業で培った高い技術、その中で

タービン等の金属加工技術については、特に秀

でたものがございます。 

 そういった特徴を活かして航空関連産業を本

県の成長産業として位置づけて、県内の中小企

業の参入に向け積極的な取組を行っていきたい

と思っております。 

 これは先ほどもご説明しましたけれども、専

門家等を招聘いたしまして、参入に向けてのア

ドバイス等を今、行っているところでございま

す。 

 その強みを活かした具体的な成果が、これま

で幾つか出ております。ここでご紹介いたしま

す。 

 先ほど麻生議員からありました三菱航空エン

ジンは、昨年、長崎市進出を決定いただき、年

内の操業開始に向け、現在、工場を建設されて

おります。 

 このほか、県内中小企業においても大手重工

と直接取引ができる企業が多数出てくるなど、

少しずつではありますけれども、成果が出てお

りますので、これを継続していくように、県内

中小企業に支援を行ってまいりたいと考えてお

ります。 

〇副議長(西川克己君） 麻生議員―16番。 

〇１６番(麻生 隆君） ありがとうございまし

た。しっかりとまた応援していきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

 テレワークについて、ご意見だけ述べたいと

思います。 

 実は、テレワークに関して、今日の報道で

載っておりましたけれども、改めて今回、経済

産業省の運営の方針に、骨太の方針の中にテレ

ワーク関係について載ると言われていました。 

 結果として、今、関東、東京圏については大

変、テレワークを含めて地方に向ける意識が高
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いということでございますので、ぜひ、戦略を

もって取組をお願いしたいと思います。 

 最後に、時間がありませんので、「ＧＩＧＡ

スクール構想」について、一点お願いをしたい

と思います。 

 先ほど教育委員会教育長から話がございまし

たけれども、先週ありましたように、ぜひ、地

域戦略として、大学、企業含めて、しっかりと

地元をサポートできるような体制で、みんなが

取り組んでいけるような体制をとっていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 いろいろな観点がございましたけれども、

しっかりとまた、今回の新型コロナウイルスに

対して対策をともどもにとっていきたいと思い

ますので、よろしくお願い申し上げまして、私

の一般質問を終わります。 

 ありがとうございました。（拍手） 

〇副議長(西川克己君） これより、しばらく休

憩いたします。 

 会議は、2時45分から再開いたします。 

― 午後 ２時３１分 休憩 ― 

─ 午後 ２時４５分 再開 ─ 

〇議長(瀬川光之君） 会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 山田博司議員─32番。 

〇３２番(山田博司君）（拍手）〔登壇〕 皆様、

お疲れさまでございます。 

 県民・島民の会、五島市選出の山田博司でご

ざいます。 

 このたびの新型コロナウイルス感染症により

亡くなられました方々に、謹んでお悔やみ申し

上げます。 

 長崎県におきましても、感染症対策に従事さ

れている医療関係者の方々には、敬意と感謝を

申し上げる次第でございます。 

 また、このたび亡くなられた吉村庄二元県議

会議員、野本三雄元県議会議員のお二人には、

心からご冥福をお祈り申し上げます。 

 また、本日は、五島市の後援会長をはじめ、

多くの皆様方にお越しいただき、感謝と御礼を

申し上げます。 

 これから、私は、多くの県民、島民の心と声

をもとにして質問させていただきますので、知

事をはじめ、理事者の方々におかれましては、

明快な答弁をよろしくお願いいたします。 

 それでは、通告に従いまして、質問させてい

ただきます。 

 1、新型コロナウイルス等の感染症に対する

医療体制等及び対策後の経済対策について。 

 （1）新型コロナウイルス感染症に対する医

療体制等について。 

 ①日米地位協定等における米軍関係者等の検

疫について。 

 長崎県も加盟しております主要都道府県知事

連絡協議会が、2013年7月に、国に対して提出

した要望書にも、「ＢＳＥやＳＡＲＳ、新型コ

ロナウイルス等の新たな感染症の脅威や外来生

物の侵入による生態系の影響を考えると、基地

周辺住民の不安を払拭するために、日本国内法

令を適用し、米軍に対しても日本側当局による

検疫を実施する必要があると考えます」と書か

れております。 

 そこで、中村知事は、米軍佐世保基地へ、さ

きの要望書の趣旨を訴え、届けるべきであると

考えますが、中村知事の見解をお尋ねいたしま

す。 

 残りの質問は、対面演壇席にて質問させてい

ただきますので、よろしくお願いします。 
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〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 山田博司議員の

ご質問にお答えいたします。 

 日米地位協定等における米軍関係者等の検疫

について、知事が直接、佐世保基地を訪問し、

国内法に沿った検疫を受け入れるよう、要望す

べきではないかとのお尋ねでございます。 

 佐世保基地においては、日米合同委員会合意

に基づき、米軍の責任において検疫が行われて

おり、今回の新型コロナウイルス感染症に関し

ては、入国後に基地内で14日間の隔離措置が行

われておりますとともに、感染者が発生した際

には、佐世保市保健所長に対し、通報が行われ

ているところであります。 

 県といたしましては、住民の不安を払拭する

ために、しっかりとした情報提供が重要である

ことから、3月26日に危機管理監名で、基地内

における感染予防対策と情報提供について適切

に対応していただくよう、要請を行ったところ

であります。 

 一方、渉外知事会においては、検疫を含む保

健衛生等に関する法令についても、国内法を適

用するよう要望しているところでありますが、

これは一基地の個別運用の問題ではなく、米軍

全体の運用に関する国家間の条約等に関わる事

項でありますため、基地に対してではなく、国

等へ要望しているところであります。 

 以後のお尋ねにつきましては、自席からお答

えをさせていただきます。 

〇議長(瀬川光之君） 山田博司議員─32番。 

〇３２番(山田博司君） 知事が今おっしゃった

件でございますが、私も、それは理解している

わけでございます。 

 しかし、県民感情からいたしますと、2013年

から国に対して要望書のことを、やはり知事自

らが足を運んで、確かに、国家間のことでござ

います。しかし、身近なところにアメリカ軍の

基地があるんです。そこを中村知事、県民の心

と声を代弁して私は言っているわけでございま

す。確かに、そういったことがあるんです。そ

こを一歩も二歩も踏み込んで、それを長崎県の

知事として、このアメリカの佐世保基地に足を

運んで訴えていただきたいと私は思うわけでご

ざいます。 

 知事、その思いは、私は、こう訴えているわ

けでございますが、ご理解いただけませんか。

もう一度、答弁をお願いします。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） 先ほどもお答え申し上げ

ましたように、一連の手続については、両国間

の双方合意に基づき運用が行われているところ

であり、米軍佐世保基地においては、これは運

用上の問題として一旦定められた方向性に基づ

いて、その詳細について要請を行うということ

は、これは十分、私どもも考えないといけない

ことであろうと思います。 

 ところが、両国間の合意が全く異なる形でな

されているわけでありますので、その合意の変

更がなければ、一つの基地の問題としてではな

く、国家間の問題として取り組んでいく必要が

あるものと考えているところであります。 

〇議長(瀬川光之君） 山田博司議員─32番。 

〇３２番(山田博司君） 知事が言っていること

は、一定理解もできますので、私は、この思い

を引き続きしっかりと持って、別の場でまたこ

の問題に取り組んでいきたいと思っております。 

 ②バス・船舶等における衛生対策等について。 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法の第4

条には、「事業者は、新型インフルエンザ等の

まん延により生ずる影響を考慮し、その事業の
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実施に関し、適切な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない」とありますが、令和2年6月15日

現在、交通政策課の調査によりますと、バス、

船舶事業者におきまして、インフルエンザ等の

感染が判明した従業員に対し、特別休暇を取得

できるように、全ての事業者がなっておりませ

ん。 

 今後、新型コロナウイルス等の感染症を想定

しますと、全ての県内バス、船舶事業者等にお

きましても、特別休暇取得が望ましいと思いま

すので、県から各事業者に対し、支援策等を講

ずるべきと考えますが、県当局の見解をお尋ね

いたします。 

〇議長(瀬川光之君） 地域振興部長。 

〇地域振興部長(浦 真樹君） 県では、これま

でも交通事業者に対しましては、新型コロナウ

イルスの感染防止対策の徹底をお願いするとと

もに、今後も防止に努めながら事業を継続いた

だけるように、新たな支援策も講じる予定とし

ているところでございます。 

 仮に乗務員が感染した場合の特別休暇制度に

つきましては、これは法定外の休暇でもありま

すので、各事業者において、労使協議によって

就業規則等で定められるものというふうに認識

しております。 

 県といたしましては、労働者の方々が安心し

て働ける環境づくりにつきましては、大切であ

るものと認識しておりますけれども、既に特別

休暇制度を導入している交通事業者もあります

こと、それからまた、ほかの業種におきまして

も、社会生活を支えるに当たりまして努力され

ている事業者も多々おられるという中では、特

別休暇の導入に関しまして、議員ご提案のバス、

船舶等、交通事業者を対象に支援制度を設ける

ということは、難しいのではないかと考えてお

ります。 

〇議長(瀬川光之君） 山田博司議員─32番。 

〇３２番(山田博司君） 確かに、難しいのは難

しいんです。難しいからこそ、私は言っている

んですよ。今回の実情というのは十分理解して、

引き続き、このバス、船舶等の事業者の支援を

しっかりやっていただきたいと要望して、次の

質問に移りたいと思います。 

 ③外国船の入港手続き等について。 

 令和2年5月28日、国際観光振興室において、

新型コロナウイルス感染拡大に伴うクルーズの

影響をまとめた資料によりますと、今後、長崎

港、佐世保港等に入港予定のクルーズ船が261

隻とされております。 

 外国船の入港等において、今後の新型コロナ

ウイルス等の感染対策の面から、現在の長崎県

港湾管理条例、特に第9条の許可の条例を、安

全のための必要な条件を加え強化し、速やかに

改正すべきと考えますが、県当局の見解をお尋

ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） 港湾管理者である県

では、管理する岸壁等の使用について、長崎県

港湾管理条例に基づき、許可を行うこととして

おりますが、その許可基準においては、今回の

ような感染症発生時の取扱いは想定されており

ませんでした。 

 今後、受入れの可否等について判断する仕組

みを構築してまいりたいと考えており、条例改

正の必要性についても検討してまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 山田博司議員─32番。 

〇３２番(山田博司君） 土木部長、そんな悠長

なことを言っておれますか。先ほど言ったで

しょうが、これからどんどん、どんどん入って

くるんですよ。 
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 平田副知事、国からも、国土交通省から二人

来てるんですよ。九州の各県で副知事と土木部

長が国土交通省から来ているのは長崎県だけな

んだ。そんな答弁があるか。もうちょっと真剣

に危機感を持って答弁してくださいよ。何回も

言ってたんだよ、私は。平田副知事、よろしく

お願いします。 

〇議長(瀬川光之君） 平田副知事。 

〇副知事(平田 研君） お答えいたします。 

 今後、クルーズ船の入港に関して、どのよう

に対応していくかということでございますけれ

ども、長崎県港湾管理条例の現在の規定におい

て、そうした規定がないということは、今、土

木部長が答弁したとおりでございます。 

 いずれにしても、これについては、今後、受

入れをどういう基準でやっていくのか、どうい

うふうな情報共有体制を組みながらやっていく

のかということとも密接に関係しますし、関係

法令との関係もあるということでございますが、

港湾の観点からクルーズ船の入港に関してどの

ような対応が適当であるのか、議員のご指摘の

条例改正ということも一案だと思いますけれど

も、しっかり検討してまいりたいと思います。 

〇議長(瀬川光之君） 山田博司議員─32番。 

〇３２番(山田博司君） 平田副知事、この問題

は、問題が発生してから速やかに取り組まない

といけなかったんです。そういった答弁で県民

の皆さん方の心配が払拭できますか。速やかに

9月定例会までに提出できるようにしっかり取

り組んでいただきたいと思います。要望しまし

て、次に移りたいと思います。 

 ④応援医師及び応援看護師等の準住民の対象

拡大について。 

 このたびの新型コロナウイルス感染症に対す

る離島地区における離島医療体制が十分に取れ

ていないのは、ご承知のとおりでございます。 

 そこで、離島地区においての新型コロナウイ

ルス等感染症の緊急医療体制に取り組む応援医

師及び応援看護師等を準住民として、バス、船

舶、航空路等における交通費負担軽減を行い、

離島地区における緊急時の医療体制の確立に取

り組むべきと考えますが、県当局の見解をお尋

ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 地域振興部政策監。 

〇地域振興部政策監(村山弘司君） 有人国境離

島法に基づきます国境離島交付金につきまして

は、毎年の政府施策要望において、対象事業の

拡充などを要望しますとともに、機会あるごと

に交付金制度のあり方などについても、国と意

見交換を行っているところであります。 

 国境離島住民に準じて、航路、航空路運賃の

割引対象として取扱う準住民につきましては、

制度創設時から、国の要領で、移住定住促進や

交流拡大に効果が期待できるものに限定をされ

ております。 

 離島の民間病院等への応援医師等に対する支

援のあり方については、医療政策の面から検討

されるべきというふうな国の考え方もございま

す。 

 一方で、本年3月の「離島・半島地域の振興

対策に関します意見書」において、航路・航空

路の運賃低廉化に関しましては、準住民の適用

の範囲の拡大に加え、島民以外にも運賃の割り

引きがなされるよう、必要な支援制度の充実等

を国へ要望することとのご意見をいただいてい

るところでございまして、引き続き、庁内関係

部局をはじめ、国や関係市町と意見交換を行い

ながら、国への新たな提案などにつなげてまい

りたいというふうに考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 山田博司議員─32番。 
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〇３２番(山田博司君） 私がこの問題を言った

のはなぜかと言いますと、実は、病院企業団の

離島地区における外来の応援医師が、これは平

成30年ですけれど、病院企業団からいただいた

資料で3,000人いたんです。いいですか、今度

は壱岐が平成29年だけで応援医師が480人余り、

平成30年は360人ですよ。こういった現状を私

は訴えているわけでございまして、今後も引き

続き取り組んでいただきたいと思っております

ので、よろしくお願いします。 

 実際、私も内閣府の担当者に連絡しました。

全く、全くですね、この実情がわかっておりま

せん。誠に残念だったわけでございます。 

 これもまた新しいステージにおきまして、こ

の件はしっかり取り組んでいきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いします。 

 ⑤リフレッシュ割引（高度医療）における緊

急時の対応について。 

 現在、リフレッシュ割引事業の中において、 

高度先進医療割引制度につきましては、各離島

において、地域で完結できない医療に関しては、

担当医からの紹介状をもって、本土にて治療を

受ける際の運賃割引ができるようになっており

ます。 

 離島での新型コロナウイルス等の感染症対策

は、医療体制等も十分でない観点から、高度医

療を要する島民の患者の方々が、診察後、早い

段階で担当医からの紹介状をもって本土に通院

できるよう、緊急時においては、紹介状の発行

機関に診療所も加えることができないのか、県

当局にお尋ねいたしたいと思います。 

〇議長(瀬川光之君） 地域振興部長。 

〇地域振興部長(浦 真樹君） リフレッシュ割

引制度のうち、高度・先進医療割引は、中核的

病院を中心として離島の医療を確保していくと

いう観点から、ご指摘のように、離島地域で完

結できない高度な医療が必要な場合に限り、離

島地域の病院が発行する紹介状をもって、本土

の医療機関を受診する際の運賃を割引の対象と

する制度であります。 

 また、緊急時に本土の医療機関に救急搬送さ

れた場合におきましても、その後に本土に通院

する必要性を離島地域の病院が証明すれば、割

り引きの対象としております。 

 この割引制度につきましては、最終的に「県

離島基幹航路運賃対策協議会」で決定すること

になりますけれども、議員ご提案の紹介状の発

行機関に診療所を加えることにつきましては、

現行制度の趣旨を踏まえたうえで、まずは離島

の地域医療を担う関係団体、それと市町等にお

きまして十分に議論していただく必要があるも

のと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 山田博司議員─32番。 

〇３２番(山田博司君） 議論するのはいいんで

すけれど、いつ決定するんですか。そこを明確

にお答えいただけますか。 

〇議長(瀬川光之君） 地域振興部長。 

〇地域振興部長(浦 真樹君） まずは離島の地

域医療機関、あるいは市町等を含めて議論をい

ただいて、やはり議員ご提案のような、発行機

関に診療所を加えることが適当ということであ

れば、そういった総意が示されれば、県の「離

島基幹航路運賃対策協議会」で諮ることになる

と思いますので、まずは地元の協議がどうなる

かということによって時期も決まってまいろう

かと思います。 

〇議長(瀬川光之君） 山田博司議員─32番。 

〇３２番(山田博司君） ぜひ速やかにお願いし

たいと思います。 

 ⑥新型コロナウイルス感染拡大に伴うＤＶ相
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談の状況について。 

 現在、新型コロナウイルス等の感染拡大等に

おいて、県の配偶者暴力相談支援センターでの

相談件数及びその相談内容をお尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君） 県の配偶者暴

力相談支援センターにおけるＤＶ被害者からの

相談状況につきましては、昨年度と比較して、

3月から5月は、約30件から50件、率にして約

20％から30％の増となっております。 

 このうち新型コロナウイルス感染症拡大に伴

う外出自粛等を背景としたＤＶ相談は2件であ

りますが、原則として、世帯主に支給される特

別定額給付金を、ＤＶ避難者に個別に支給する

特例手続等に係る相談が、4月は33件、5月は12

件あっており、相談が増加した一つの要因と

なっております。 

 緊急事態宣言解除後も、様々な生活不安やス

トレスなどが継続し、ＤＶの発生リスクは高い

状況が続いていると考えておりまして、ＤＶ相

談窓口の周知や相談に対する迅速な対応など、

関係機関と連携しながら、引き続き、しっかり

と取り組んでまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 山田博司議員─32番。 

〇３２番(山田博司君） このＤＶ相談でござい

ますが、この相談にこれからも引き続きしっか

りと対応して、痛ましい事件に発展しないよう

に取り組んでいただきたいと思います。 

 ⑦県立高校における空調設備の設置状況につ

いて。 

 新型コロナウイルス感染拡大防止を目的とし

た県立高校の一斉休校により、県立高校では、

夏期休業の期間中に授業が予定されているとお

聞きしております。 

 そこで、その期間中において、熱中症対策が

必要であるため、全ての県立高校における空調

設備の設置を早急に行うべきと考えますが、教

育委員会教育長の見解をお尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 普通教室に

空調設備が設置されてない県立高校につきまし

ては、これまでも熱中症対策として、空調設備

が設置されている特別教室等を利用しながら対

応してまいりました。 

 今回、新型コロナウイルス感染症対策のため、 

生徒の学習環境の充実を図ることを目的として、

7校の17特別教室に空調設備を拡充設置するこ

ととし、できるだけ早期に完了するよう作業を

進めているところであります。 

〇議長(瀬川光之君） 山田博司議員─32番。 

〇３２番(山田博司君） 教育委員会教育長ね、

今回、国におきまして一斉休校になったわけで

すね。聞くところによると、学校の事務費でや

るということをお聞きしておりますからね、学

校の運営に支障を来さないように、しっかりと

財源確保に取り組んで、今後も子どもたちの学

習の意欲を損なわないように取り組んでいただ

きたいと思っております。よろしくお願いしま

す。 

 （2）新型コロナウイルス感染症対策後の経

済対策について。 

 ①新型コロナウイルス対策における補正予算

による経済波及効果について。 

 新型コロナウイルス感染拡大により、国の緊

急経済対策を伴う補正予算が執行されました。 

 長崎県においても、感染拡大の影響を受けて

いる地域経済や県民生活支援のため、補正予算

が執行されましたが、長崎県においては、経済

波及効果額をどのように捉えているのか、お尋

ねいたします。 
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〇議長(瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長(大田 圭君） お答えいたします。 

 これまで新型コロナウイルス感染症対策とい

たしまして、令和元年度及び令和2年度の5月専

決補正までの金額を合わせますと、総額約407

億円の補正予算ということで編成をさせていた

だいておる状況でございます。 

 これらが執行されたという前提でございます

けれども、産業連関表に基づきまして経済効果

を試算いたしましたところ、事業費の約1.3倍

が経済波及効果という形になりますので、計算

しますと、約539億円程度の経済波及効果をも

たらすものと算出しております。（発言する者

あり） 

〇議長(瀬川光之君） 山田博司議員─32番。 

〇３２番(山田博司君） 今、あっちの方から

「少ないぞ」という声があっております。 

 これは総務部長ね、407億円、補正予算を組

まれて、経済波及効果が539億円ですか。総務

部長ですね、頑張ってもらわんといけませんよ。

1.3倍になるんですよと。国がこれだけ出した

からといって、もっともっと経済波及効果が出

るように頑張っていただきたいと思っておりま

す。 

 これは、知事、決意を聞かせていただきたい。

最近、明るいニュースがないもんだから、ここ

で知事の方から、この経済波及効果について、

決意と思いを語っていただきたいと思います。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） 一連の新型コロナウイル

ス感染症対策といたしましては、いわゆる感染

症の拡大防止対策、様々な医療、福祉分野に対

する支援措置等を講じているところであります

が、そうした一方で、また経済活動の活性化に

向けた支援策も講じているところであります。 

 そういった経済活動分野においては、できる

だけ将来につながるような形で産業構造の強化

に向けて、ご活用いただけるように努力してい

るところでありまして、中長期的には、今回の

コロナウイルスの課題を踏まえて、より強靱な

経済構造になるよう、努力していく必要がある

ものと考えているところであります。 

〇議長(瀬川光之君） 山田博司議員─32番。 

〇３２番(山田博司君） ぜひお願いしたいと思

います。 

 ②（仮称）子どもふるさと元気事業の実施に

ついて。 

 このたびの新型コロナウイルス感染拡大は、

県内の経済に大きな打撃を与えております。特

に、観光関連産業は厳しい状況が続いているた

め、県民への県内観光を促し、地域経済の活性

化に向けたキャンペーン等を実施しているわけ

でございます。 

 そこで、さらに県民の方々が、より多く県内

観光へ出かけていただくために、目的地までの

バス、船舶、航空機等の運賃を、子ども運賃に

関しては、人数により無料もしくは半額と思い

切った施策を講ずることで、家族旅行等、幅広

い世代の方々が利用されると思いますが、県当

局の見解をお尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君） ご提案の子

どもの交通費割引につきましては、家族旅行の

負担軽減につながるものと考えておりますが、

県におきましては、コロナ対策としての宿泊割

引助成、あるいは国境離島交付金の活用により、

需要喚起策を講じているところでございますの

で、まずは交通事業者、あるいは旅行業者にご

提案の内容をしっかりとお伝えして、割引商品

の造成を働きかけてまいりたいと考えておりま



令和２年長崎県議会・６月定例会（６月２２日） 

 ― 193 ―

す。 

 また、今後展開される国の「ＧｏＴｏキャン

ペーン」につきましては、宿泊と交通がセット

になったパッケージ商品も割り引き対象となっ

ておりますので、この制度の活用と併せて民間

事業者独自の割り引きをセットで講じることが

できないか、さらに魅力ある商品づくりができ

ないか、事業者の方には、このような具体的な

お話もしてまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 山田博司議員─32番。 

〇３２番(山田博司君） ぜひそのようにやって

いただきたいと思います。今日の答弁の中で、

今のところ、一番いい答弁だったですね。あり

がとうございました。 

 2、日本の教科書における太平洋戦争による

原爆投下に関する記載について。 

 （1）高校教育における教科書においての原

爆投下に関する記載について。 

 平成30年6月定例会一般質問において、私が、

被爆者の高齢化により被爆の実相の継承が難し

くなっていくことから、次世代への継承、理解

を進めるためにも、教科書に原爆に関する記載

の記述を、国や教科書出版会社に対して働きか

けをすべきではないかと質問いたしました。 

 私の質問に対するその後の県当局及び教科書

出版会社の取組状況をお尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 文化観光国際部政策監。 

〇文化観光国際部政策監(前川謙介君） 被爆県

として、若い世代へ被爆の実相を確実に継承し

ていくことは、非常に重要であると認識いたし

ております。 

 そのため、県といたしましても、主要な教科

書出版社に対しまして、高校の歴史教科書にお

ける原爆に関する記述内容の充実について検討

いただくよう、要望を行ってきたところであり

ます。 

 教科書出版社においては、令和4年度から使

用される新たな学習指導要領に基づく教科書に

つきまして、現在、国による検定を受けている

ところでございます。 

 検定後の教科書につきましては、来年度中に

採択されていく予定とお聞きしております。 

 県としましては、引き続き、長崎市や関係団

体等と連携しながら、地域や世代を超えて被爆

の実相の継承に努めてまいりたいと考えており

ます。 

〇議長(瀬川光之君） 山田博司議員─32番。 

〇３２番(山田博司君） ぜひ今後も引き続き、

しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 

 3、福江港等の重要港湾のあり方及び県内港

湾の管理について。 

 （1）福江港等の重要港湾の整備状況につい

て。 

 福江港、厳原港、郷ノ浦港は、国において重

要港湾と指定されており、「長崎県地方港湾審

議会条例」に基づいて審議会が開かれ、議論さ

れ、整備がなされております。 

 そこで、最近の審議会は、いつ開催され、ど

のような審議がなされたのか、お尋ねいたしま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） 最近の審議状況です

けれども、福江港につきましては、港湾計画の

見直しを平成10年3月に改定し、その後、平成

25年に軽微な変更。郷ノ浦港につきましては、

平成5年に計画を見直し、平成24年に軽微な変

更。厳原港におきましては、平成9年に計画を

改定し、平成30年に軽微な変更を行っておりま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 山田博司議員─32番。 
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〇３２番(山田博司君） 土木部長、私は事前通

告しております。そういった答弁がありますか。

私は、今回、この質問をなぜしたかといいます

と、いいですか、郷ノ浦港と厳原港には、いま

だにジェットフォイルの浮き桟橋がないんです

よ。これを私は言っているんです。重要港湾と

して指定しておきながら、今の答弁のとおり、

そういった整備がされてなかった。 

 しっかりと整備していただきたいことを要望

して、次の質問にいきたいと思います。 

 （2）重要港湾等に関する港湾管理について。 

 重要港湾である福江港においては、県外の企

業に対して使用許可について目的使用、目的外

使用といった区分の使用許可にて使用料を徴収

しております。 

 その一方で、県内企業が県発注の公共事業を

施工し、使用する場合には、今日まで、先ほど

の使用区分の実施はされておりません。 

 つまり、県有地の使用許可において、県外企

業と県内企業との間に使用料の徴収について差

別的と思われる使用許可を実施している理由を

お尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） 港湾用地の使用にお

いて、荷捌地や野積場などとして、港湾施設の

目的に従い、使用する場合は、「長崎県港湾管

理条例第4条」で通常使用としております。 

 また、仮設構築物を設置したり、物干し場と

して利用する場合等は、「同条例第8条」で目的

外使用として許可を行っているところでありま

す。 

 福江港の公共工事のブロック製作ヤードとし

ての使用については、申請に基づき、目的外使

用として許可しています。 

 一方、福江港における洋上風力発電施設の製

作ヤードとしての使用は、機体製作部分を目的

外として、また、船舶からの資材搬入や製品の

積み込みを行う部分を通常使用として申請がな

されております。 

 なお、通常使用の用途として明確に区分でき

るものについては、通常使用の対象として取扱

います。 

〇議長(瀬川光之君） 山田博司議員─32番。 

〇３２番(山田博司君） 土木部長、私は、あな

たが答弁するようなことを聞くために、わざわ

ざこの質問通告をしていないんですよ。私とし

ては、いいですか、差別的な使用の許可のあり

方を私は問うてるんです。具体的な中身なんか

言ってないんですよ、私は。 

 いいですか、地元の公共事業で回っている時

に、そういった区分の仕方があったんですよ。

しかし、今までそれをしなかった。しかし、大

手ゼネコンのためになんでするんですか、そん

なことを。地元企業にはそんなことをせずに、

大手ゼネコンには、なぜそんなことをするんで

すか。だから、私は言ってるんですよ。そう

いった答弁は、担当課長からいつも聞いてます

よ。 

 私は、今回、なぜこの質問をしたかというと、

こういった事実を県内の公共事業をやっている

県内の地元企業者に教えたかったんです。だか

ら、私は言っているんですよ。 

 こういったことをやっている土木部ですから、

中村知事ね、しっかりやっていただきたいと

思っております。 

 4、公共事業における入札制度について。 

 （1）公共事業における入札制度について。 

 このたび、私が県発注の公共事業の入札制度

において、幾つかの指摘をさせていただきまし

た中で、特に、重要な項目を質問いたします。 
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 用地補償に関する入札などについては、仕様

書に記載されている項目を実施されることが当

然であると思われますが、実際はされてない中

で施行されている現状が見られます。 

 改善すべき点が幾つかあると思いますが、こ

ういった指摘を踏まえ、県当局の見解をお尋ね

いたします。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） ご指摘は、恐らく事

業損失調査に関するものかと思われますが、本

県における事業損失調査は、長崎県工損調査等

共通仕様書にのっとり行っております。 

 調査の同意は、口頭でなされており、文書で

取ることは規定しておりません。 

 調査報告書も適正に納品され、その結果に基

づき補償契約を行っており、仕様書違反はなく、

問題はないものと考えております。 

 なお、国や九州各県では、調査結果に権利者

等の署名押印を求めていることを確認しました

ので、同様の取扱いとするよう、速やかに仕様

書の改正を実施いたします。 

〇議長(瀬川光之君） 山田博司議員─32番。 

〇３２番(山田博司君） 土木部長は、「問題が

ない」とおっしゃいましたけれど、これは九州

各県は、この事業損失にトラブルがあったらい

かんということで、所有者の方から立入りとか

事前調査で確認するために署名と押印をしても

らってるんです。これは平成26年からやってい

るんです。が、しかし、長崎県は、それをやっ

てなかった、今まで。いいですか。他県は、国

土交通省の基準に準じてやっているんですよ。 

 土木部長、あなた、どこから来たんですか、

国土交通省から来たんですよ。国土交通省から

来たのにかかわらず、こんなていたらくなんで

すよ。もうちょっとしっかりしてもらいたいん

ですよ、私は。だから指摘しているんです。 

 平田副知事、あなたにも当たっているんです、

あなたにも。しっかりと中村県政を支えていた

だきたいですよ。 

 5、二人の副知事のあり方について。 

 （1）水産行政における副知事の認識度につ

いて。 

 昭和46年6月30日施行の「卸売市場法第66条」

に定められている県内の主な魚市場の検査が、

長崎県水産部においては、平成29年度まで実施

されてなかった事実、また、長崎県水産部は、

漁業者に対し、漁業許可を発行する際、昭和39

年より実施されている長崎県漁業調整規則にも

うたわれていない漁業許可申請時に漁業者の所

属する漁業組合長の意見書を求めることを行っ

ていた事実、このような水産部において大きな

項目を、上田副知事は、いつ、水産部より報告

を受けたのか、お尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 上田副知事。 

〇副知事(上田裕司君） 魚市場の検査の件につ

きましては、令和元年9月25日に農水経済委員

会分科会の審査結果の報告事項として、水産部

より報告を受けております。 

 今後は、卸売業者に対する検査を実施してい

く旨の報告を受けたところでございます。 

 それから、漁業許可の件につきましては、昨

年9月に一度報告を受け、議員ご指摘の意見書

の添付の件につきましては、令和2年6月5日に

報告を受けたところであります。 

 担当副知事の方へ報告すべき内容、そのタイ

ミングにつきましては、政策上の大きな課題に

関することや、その方向性を決定する際に必要

に応じて水産部が判断して報告を挙げてくるよ

うになっております。 

 それ以外にも、私の方から必要に応じて特殊
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な事項、あるいは重要な事項については、報告

を求めているところでありまして、引き続き、

緊密な意思疎通を図っていきたいと思っており

ます。 

〇議長(瀬川光之君） 山田博司議員─32番。 

〇３２番(山田博司君） 上田副知事ですね、こ

の質問をしたのは、こういった大きな問題が

あったということをこの議場でお知らせして、

ご理解いただきたいと思って質問させていただ

きました。 

 上田副知事ね、今、中村知事を支えている助

さん、格さんのお一人でございますので、重要

なポジションでございます。ぜひ引き続き頑

張っていただきたいと思っております。 

 あるマスコミの役員が県内の水産会社に、い

ろいろと私的流用したという報道もありますか

ら、引き続き、水産行政については、上田副知

事はしっかりと舵を取っていただきたいと思っ

ております。 

 6、介護サービス事業のあり方について。 

 （1）介護サービス事業者の評価について。 

 平成30年3月に推計されました「国立社会保

障人口問題研究所」の資料によりますと、令和

2年度において、長崎県の高齢者人口率は約

33％、20年後の長崎県においては、人口減少が

進む中、高齢者人口率は約39％になると推測さ

れます。 

 そのような中において、今後は介護サービス

事業者の需要がますます高まり、質の高い事業

者の取組と人材育成等が必要であると思います。

一定の基準を定め、認証に取り組む事業者に対

しては、県もサポートを行うことで良好な職場

環境、利用者の方々の信頼のおける事業者の増

加を図ることができるのではないかと思うわけ

でございます。 

 我が長崎県におきましても、速やかに介護事

業所認定評価制度の導入をすべきと考えますが、

県当局の見解をお尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 介護事業者の認

証評価制度につきましては、介護事業所の働き

やすい環境の整備や業界全体の取組のレベル

アップが期待され、介護業界のイメージアップ

につながるとして、国や都道府県に対して導入

を促しております。 

 全国では、18府県で評価制度が導入されてお

り、例えば、埼玉県や高知県は、良好な職場環

境の整備、人材の育成、利用者サービスの向上、

社会貢献などの項目を評価しております。 

 事業所からも、評価制度の導入には前向きな

意見もあることから、県といたしましては、今

後、関係団体からも意見を伺いながら、認証評

価制度の導入について検討を行ってまいります。 

 また、具体的な導入スケジュールの目安につ

きましては、来年度に試行を行い、問題がなけ

れば令和4年度からの実施を目標としたいと考

えております。 

〇議長(瀬川光之君） 山田博司議員─32番。 

〇３２番(山田博司君） 福祉保健部長、ぜひ取

り組んでいただきたいと思っております。 

 私は、あなたを大変評価しておりますよ。県

の関係者の方にお聞きしますと、今回の新型コ

ロナウイルス感染対策では、中村知事をよく支

え、取り組んでいただいたということを関係者

の皆さんが口をそろえて言っております。本当

にありがとうございました。これからも引き続

き頑張っていただきたいと思っております。 

 7、監査事務局のあり方について。 

 （1）県議会議員の費用弁償について。 

 先般、監査事務局は、県議会議員の政務活動
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費を調査し、報告されましたが、県議会議員の

費用弁償については、いまだ、調査報告がなさ

れておりません。 

 県議員議員の政務活動費の使用内容の問題も

さることながら、費用弁償の使用についての問

題も、一部マスコミ等で報道されておりますこ

とを踏まえますと、適切な調査報告をすべきと

考えますが、代表監査委員の見解をお尋ねいた

します。 

〇議長(瀬川光之君） 監査事務局長。 

〇監査事務局長(下田芳之君） 今、議員からご

指摘がございました県議会議員に対する費用弁

償については、ご承知のとおり、2年前に一度、

不適切な受給について問題になりまして、その

当時に県議会におかれましては、再発の防止策

として、旅費計算の起点となる住所地の考え方

を条例でもって新たに規定するとともに、手続

上も、賃貸している宿舎の場合には、賃貸借契

約書の写しや通帳等の写しを提出させるといっ

た見直しを行っておられます。 

 こうした経過を踏まえまして、費用弁償を対

象とした特別な監査は、これまで実施しており

ません。 

 そもそも、政務活動費や議員への費用弁償に

ついては、議会・議員の自主性、自律性が一定

尊重される一方で、その適正な運用や県民への

説明責任も求められております。 

 このため、基本的には、まず、業務の所管課

において、この場合は議会事務局の総務課にな

ろうかと思いますけれども、適正な運用と説明

に係る取組を求めるものでございます。 

 そもそも、監査事務局におきましては、毎年

度、ご指摘がありました県議会議員への費用弁

償を含む財務会計事務全般を対象といたしまし

て、定期監査等を実施しております。 

 その際、対象事務が非常に多岐にわたります

ので、監査に際しましては、特に、留意すべき

分野を設定したり、案件を抽出するなどして監

査を行っているところでございます。 

〇議長(瀬川光之君） 山田博司議員─32番。 

〇３２番(山田博司君） 簡単に言うと、この費

用弁償というのは、いいですか、議会でいろい

ろ調査して決まったから、もうしませんという

ことですね、簡単に言うと、平たく言えば。 

 これは代表監査委員に聞いているんです。そ

の点、イエスかノーかだけお答えください。  

〇議長(瀬川光之君） 代表監査委員。 

〇代表監査委員(濵本磨毅穂君） 今、局長が答

弁しましたように、基本的には議会の自主性と

自立性が尊重されるという一方で、その説明責

任、適正運用についても議会・議員に一定の責

任が求められているという状況です。 

 ですから、そういう中で、まず議会における

取組というものをしっかりやっていただきたい

ということを私どもとしては考えているという

ことです。 

 決して全くやらないとはなりませんけれども、

それは全般の中で、何を監査としてやっていく

かということは全体として考えることですので、

まずは議会における自浄作用というか、そうい

うものを果たすことをお願いをしたいと思いま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 山田博司議員─32番。 

〇３２番(山田博司君） 自浄作用と言うけれど

ね、できないから私は言っているんですよ。今

回、政務調査費に関しては、政治団体から指摘

されて、監査事務局が指摘したんですよ。それ

で、あの結果になったんですよ。 

 これは、代表監査委員、長崎県監査基準の第

2章の一般基準、「監査委員は、公正不偏の態度
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を保持しながら県民と同じ視点に立ち、正当な

注意を払ってその職務を遂行する」、こう書い

てあります。 

 平成29年9月定例会において、離島航路のリ

フレッシュ事業の問題についても調査報告をさ

れたじゃないですか。これはして、これはしな

い。これは確かに議員の自浄努力というのは必

要です。しかし、それをあえて私は言っている

んです。私も含めて、やっぱりせんといかんこ

とを言っているんです。そういったことを要望

して、次の質問に移りたいと思います。 

 8、長崎県選挙管理委員会について。 

 （1）選挙管理委員会のあり方について。 

 公職選挙法第136条には、選挙管理委員会の

委員及び職員は、在職中に選挙することはでき

ないとされております。 

 そこで、現在の選挙管理委員会の中で、特定

の政党職員として勤務し、給与または報酬を受

け取っている委員がいるのか、選挙管理委員長

にお尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 選挙管理委員会委員長。 

〇選挙管理委員会委員長(葺本昭晴君） 県選挙

管理委員会の委員には、選挙管理委員以外の職

を有する方もおられ、その中には政党に勤務し、

当該政党から報酬を受けておられる方もいらっ

しゃると承知しております。 

〇議長(瀬川光之君） 山田博司議員─32番。 

〇３２番(山田博司君） これは議員の皆さん方

にお話をさせていただきたいと思います。 

 この選挙管理委員の選挙運動の禁止というの

は、公職選挙法の第136条にあるんです。「次に

掲げる者は、在職中、選挙運動をすることがで

きない」。つまり選挙管理委員も入っているわ

けですが、この選挙運動というのは、公職選挙

法の解釈では、どういうことをいうかというと、

これは選挙管理委員会の資料ですよ、もちろん

ですね。特定の選挙については、「特定の候補

者の当選を目的として投票へ、またはえさしめ

るために直接または間接的に必要かつ有利な行

為」と言っている。 

 だから、特定の政党におって報酬をもらって

いたら、それをするのは当たり前じゃないか、

これを私は言っているんですよ。 

 それで、これはまた皆さん方に聞いてもらい

たいことがあって、この選挙管理委員というの

は、もちろん、私たち議会で承認しているんで

す。 

 それで、地方自治法にこのようにうたわれて

いるんです。この第184条の2に、「普通地方公

共団体の議会は、選挙管理委員が心身の故障の

ため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は

選挙管理委員に職務上の義務違反その他選挙管

理委員たるに適しない非行があると認めるとき

には、議決によりこれを罷免することができる」

と。 

 つまり、これは県議会で承認したけれども、

特定の政党におって所得があって、公職選挙法

の解釈によると、これは全く大丈夫かというふ

うになるわけですよ、これは。 

 今、私が言った事実ですけれど、事実か、事

実じゃないか。法の解釈、地方自治法、それは

正解か、正解じゃないか、そこだけお答えくだ

さい。 

〇議長(瀬川光之君） 選挙管理委員会委員長。 

〇選挙管理委員会委員長(葺本昭晴君） 議員

おっしゃったとおりで、その第136条の関係で

あるとか、第184条の2については、そのとおり

でございます。 

〇議長(瀬川光之君） 山田博司議員─32番。 

〇３２番(山田博司君） 私は、なんでこれを言
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うかというと、立憲民主党の県連代表のパンフ

レットに、「長崎県第3部総支部長就任」と書い

てある、「次期衆議院選挙立候補予定者」と書

いてある。 

 これは選管に確認したんです、これはね。公

職選挙法の第129条に「事前運動の禁止に係る

こと」ということで、これは抵触するんじゃな

いかと言ったんです。これは文書でありますけ

ど、これはどんなに言ったかというと、「公職

選挙法の第129条の規定に抵触する場合もある

とされますので、差し控えた方がいいと考えて

います」と。 

 つまり、特定の政党におって報酬があって、

公正中立な選挙管理委員ができないんじゃない

かと、私はそれで危惧して言っているんですよ。 

 これは、先ほど選挙管理委員長が言った特定

の政党を支持する党員の方が私に言ってきたん

だから。「これは、自分たちは、この政党を支

持するけれども、その政党職員が、そういった

ところから報酬をもらって働いて、選挙管理委

員として働くのは言語道断だと、自分たちが支

持する政党の職員がそんなやったら冗談じゃな

い」という声だったから、私は質問しているわ

けでございます。 

 私は、こういったことで、いわゆる結論から

言うと、この解釈というのは、地方自治法では、

いずれにしても、こういったことがまかり通る

ような世の中であってはならないから、私は

言っているんですよ、これ。 

 選挙管理委員長も、私が言っている趣旨を踏

まえていただいて、よく選挙管理委員会の中で

議論していただきたい。もちろん、これは県議

会の問題でもありますから、県議会の中で今後

はいろんな議論をされていくと私は信じており

ます。こういったことがまかり通る世の中だっ

たら言語道断です。 

 そういうことで、次の質問に移りたいと思い

ます。 

 9、県立大学における講義について。 

 （1）講義の状況について。 

 質問に入る前に、「教育基本法第14条」を提

示させていただきます。 

 教育の中立性、政治教育、「良識ある公民と

して必要な政治的教養は、教育上尊重されなけ

ればならない。法律に定める学校は、特定の政

党を支持し、又はこれに反対するための政治教

育その他政治的活動をしてはならない」とあり

ます。 

 2018年8月に、立憲民主党長崎県連代表に就

任されたＹ氏は、聞くところによりますと、県

内私立大学において、単位制のある地方自治に

関しての非常勤講師を2016年から2019年までの

期間、されております。 

 こういった状況の大学の講義が県立大学にお

いても同様になされているのか、お尋ねいたし

ます。 

〇議長(瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長(大田 圭君） お答えいたします。 

 県立大学におきまして、地方自治に関する授

業を実施しておりますけれども、ご指摘のよう

な方が講義したという実績はないと聞いており

ます。 

〇議長(瀬川光之君） 山田博司議員─32番。 

〇３２番(山田博司君） 私が、この質問をした

のはなぜかと言いますと、やはり地域の皆さん

から、「なぜ、こういったことをするのか」と。

教育基本法というのを知らないのかと。まして

や、よくよく聞いてみたら、その方から苦情と

いうか、相談があったのは、就任してからも講

義している。 
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私は、確認したんです。「職業選択の自由もあ

るから、いいじゃないですか」と言った。そし

たら何と言ったかというと、「山田先生、これ

は大学の単位でしょう。普通の、1時間、2時間、

週に一回来てするような講師じゃない。大学生

の単位ですよ。この教育基本法に抵触するん

じゃないですか」と、こういう声があったんで

す、総務部長。 

 私は、こういったことをよくよく考えてみま

すと、こういったことがあっていいのかと。私

は、別に特定の政党を批判しているんじゃない

んです。やっぱり政党は、こうあるべきだとか、

政府・与党に対して指摘しているんです。して

いるにもかかわらず、そしたら自分たちがきち

んとしないといけない。こういった、こんなこ

とをやってどうなるのかと。 

 これは、子どもたちに見本を示さないといけ

ないんです。こういったことがあってはならな

いから。私は、そういった教育者、県民、島民

の声を聞いているわけです。 

 教育委員会教育長、わかりますか、私のこの

つらい立場をね、教育委員会教育長、あなたに

答弁を求めたいんだけれども、あなたも答弁は

しにくいでしょうから、私は、こう言っている

わけでございます。これはね、こんなことが

あったらいけない。 

 それで、総務部長、私は、長崎県の「私立学

校教育振興費補助金交付要領」をいただきまし

た。その中に、県は、要するに補助金の算定を

する時には、その他の管理運営が著しく適正を

欠いている場合には補助金の減額を算定できる

となっているんですね、これ。 

 あなた方も、こういった事実に目をつむらず

に、目をしっかりと開いて取り組んでいただき

たいと思っております。これは答弁は要りませ

ん。 

 それで、時間があと4分ぐらいあるので、土

木部長と平田副知事にお尋ねしたいことがあり

ます。 

 今、私は、県議会議員を5期させていただい

ておりますけれども、上田副知事、平田副知事、

この二人の体制で中村知事を支えていただいて

いるわけでございます。上田副知事は、昔から、

私が県議会議員になった時からずっと農林部で、

本当に農政の活動に取り組んで頑張ってきてい

ただきました。 

 私は、土木部においては、さっきの使用許可

の差別的な扱い、こういったことをなぜ大手の

ゼネコンにはして、地元企業にしないのかと。

先ほどの答弁みたいなことは、私も地元だから、

よく知っているんです。「それをやめなさい」

と言ったんですよ。そしたら、「これは事務移

管で、地元の市とか町に任せてますから、こう

なったんです」と、こういう答弁なんですよ。 

 平田副知事、いいですか、あなたは間もなく

国に帰るのかもしれませんけれども、もう

ちょっと県内企業をしっかりと大切にしていた

だきたいと思っております。地元企業に、ああ

いった差別的な使用があっていいのかどうかと

思っているんです。平田副知事、その見解を聞

かせていただきたいと思います。 

〇議長(瀬川光之君） 平田副知事。 

〇副知事(平田 研君） ご指摘の件でございま

すけれども、港湾の土地の使用に関しまして、

基本的にはその用途、つまり、どのような対応

でなされる事業のために供される土地なのかど

うかということによって、目的外使用か、通常

使用かということが決まっておるというふうに

理解しておりまして、その申請主体が誰である

から、どういう使用許可を認めるという形では



令和２年長崎県議会・６月定例会（６月２２日） 

 ― 201 ―

なくて、どのような使用をするから、どのよう

な使用許可を与えるかというのが、基本的な考

え方だと理解しております。 

 いずれにしましても、港湾の土地の使用につ

いては、適切なものとなるよう、しっかり努力

してまいりたいと思います。 

〇議長(瀬川光之君） 山田博司議員─32番。 

〇３２番(山田博司君） 平田副知事、五島市選

出の県議会議員は誰ですか。私、山田博司でご

ざいます。私、山田博司は、この地域の2万世

帯の方の地域をずっと、しっかりと目を開いて

見ているわけでございます。私は、あなたより

詳しい。 

 今、使用許可に準じてやっていると言ってま

すけれど、地元の建設会社が、いいですか、公

共事業で同じように使用されても、そういうこ

とはしていないんですよ。私は、大手ゼネコン

だから言っているんじゃないんですよ。地元企

業、地元を愛する気持ちが土木部では薄れてい

るんじゃないかと私はあえて言っているんです

よ。 

 私は、この土木行政について大変不信感を

持ってるんですよ。一方で、しっかりと土木行

政に取り組んでいる職員の皆さん方は、私も理

解しているわけです。この使用のあり方には大

変不信感を持ってるんです。 

 引き続き、こういったことがないように、誤

解がないように取り組んでいただきたいと思っ

ております。 

 上田副知事、先ほど、水産行政の話をしまし

たけれども、今、水産行政において、水産庁か

ら来られておりますけれども、私は、県議会議

員の5期を振り返ってみますと、水産行政にお

いて、まだまだ整備せんといかんところがある

んです。水産庁から来ているからといって、全

く任せていいかといったら、そうじゃない。先

ほどの2つの点についても、ずっと言ってきた

んですよ。法律に基づいてしてないことがあっ

たんですよ。 

 だから、上田副知事、しっかりとこれからも

中村県政を支えていって、よりよい長崎県づく

りに取り組んでいただきたいと要望しておきた

いと思っております。 

 最後に、中村知事、これからもすばらしい長

崎県政に向けて、4期目を目指して頑張ってい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 以上をもちまして、終わります。 

 どうもありがとうございました。 

〇議長(瀬川光之君） 以上で、県政一般に対す

る質問を終了いたします。 

 次に、知事より、第108号議案の送付があり

ましたので、これを上程いたします。 

 ただいま上程いたしました議案について、知

事の説明を求めます─知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 本日、提出いた

しました追加議案について、ご説明いたします。 

 第108号議案「令和2年度長崎県一般会計補正

予算（第5号）」は、6月12日に成立した国の第2

次補正予算を踏まえ、新型コロナウイルス感染

症の予防拡大防止、医療従事者等への支援、事

業継続、雇用の確保及び生活支援等の対策の推

進に要する経費について、計上いたしました。 

 補正予算の総額は、一般会計410億249万円の

増額補正をしております。 

 これを現計予算及び既に提案いたしておりま

す6月補正予算と合算いたしますと、一般会計

8,080億7,655万9,000円となります。 

 以上をもちまして、本日、提出いたしました

議案の説明を終わります。 

 何とぞ、慎重にご審議のうえ、適正なるご決
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定を賜りますよう、お願い申し上げます。 

〇議長(瀬川光之君） さきに上程いたしました

第96号議案乃至第105号議案及び第107号議案、

第108号議案、並びに報告第3号乃至報告第20号

につきましては、お手元の議案付託表のとおり、

それぞれの委員会に付託いたします。 

 次に、各委員会は、お手元の日程表のとおり、

それぞれ開催されますようお願いいたします。 

 以上で、本日の会議を終了いたします。 

 明日より7月2日までは、委員会開催等のため、

本会議は休会、7月3日からは、定刻より本会議

を開きます。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

― 午後 ３時４９分 散会 ― 
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― 午前１０時 ０分 開議 ― 

〇議長(瀬川光之君） ただいまから、本日の会

議を開きます。 

 この際、知事より、第109号議案の送付があ

りましたので、これを上程いたします。 

 ただいま上程いたしました議案について、知

事の説明を求めます―知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 本日、提出いた

しました追加議案について、ご説明いたします。 

 第109号議案「令和2年度長崎県一般会計補正

予算（第6号）」は、国の第2次補正予算に基づ

く介護・障害福祉サービス施設・事業所及び児

童福祉施設等における新型コロナウイルス感染

症対策に要する経費について計上し、一般会計

36億3,695万1,000円の増額補正をしております。 

これを現計予算及び既に提案いたしておりま

す6月補正予算と合算いたしますと、一般会計

8,117億1,351万円となります。 

以上をもちまして、本日提出いたしました議

案の説明を終わります。 

何とぞ、慎重にご審議のうえ、適正なるご決

定を賜りますよう、お願い申し上げます。 

〇議長(瀬川光之君） ただいま上程いたしまし

た第109号議案につきましては、お手元の議案

付託表のとおり、予算決算委員会に付託いたし

ます。 

予算決算委員会での審査が終了するまでの間、

休憩することにいたします。 

― 午前１０時 ２分 休憩 ― 

― 午後 ３時 ０分 再開 ― 

〇議長(瀬川光之君） 会議を再開いたします。 

 これより、さきに各委員会に付託して審査を

お願いいたしておりました案件について、審議

することにいたします。 

まず、総務委員長の報告を求めます。 

 山口経正委員長―15番。 

〇総務委員長(山口経正君）（拍手）〔登壇〕 皆

さん、こんにちは。 

総務委員会の審査の結果並びに経過の概要に

ついて、ご報告いたします。 
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 本委員会に付託されました議案は、第100号

議案「一般職員の特殊勤務手当に関する条例及

び警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部

を改正する条例」ほか4件であります。 

 慎重に審査いたしました結果、議案につきま

しては、いずれも異議なく、原案のとおり可決、

承認すべきものと決定されました。 

 以下、本委員会で論議がありました主な事項

について、ご報告いたします。 

 まず、第100号議案「一般職員の特殊勤務手

当に関する条例及び警察職員の特殊勤務手当に

関する条例の一部を改正する条例」に関し、警

察本部関係について、新型コロナウイルス感染

症により生じた事態に対処するための手当とは

具体的にどういう業務に従事した際に支給され

るのかとの質問に対し、国の危険業務に従事す

る際に支給される手当を準用したもので、感染

症患者や、その疑いのある者に直接接触する業

務、または対象者に長時間接触しなければなら

ない場合に支給するものであるとの答弁があり

ました。 

 次に、第103号議案「長崎県税条例及び長崎

県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例」に

関し、コロナ禍において、各種イベント等が中

止になり、チケット購入費の払い戻しを放棄し

たことが寄付行為となり、個人県民税の寄付金

税額控除の対象になるとのことだが、どのくら

い県税収入の減額が見込まれるのかとの質問に

対し、チケット購入費が寄付になると2,000円

分は控除できないため、例えば、チケット代金

が1万円とする場合、2,000円を差し引いた額に

所得税が40％、住民税が10％の控除となるため

4,000円の減税になる。 

 なお、県税については、その4,000円のうち

県民税相当の320円が減収となるが、その減収

分については、国からの交付税により補填され

ることとなっているとの答弁がありました。 

 これに対し、寄付者に対する減税の措置、さ

らに開催を予定した事業への経済的支援になる

非常に良い制度であり、県民への広報にも力を

入れるべきであるとの意見がありました。 

 次に、議案のほか審議しました案件について、

ご報告いたします。 

 企画部関係の、九州・長崎ＩＲ区域整備計画

骨子（行政部分）」について、国の基本方針案

は示されているものの、正式な決定・公表がな

されていない状況であるが、案のままでＩＲ事

業者の公募を開始することも考えているのかと

の質問に対し、区域整備計画の認定申請が令和

3年1月4日から同年7月30日までとされているこ

とを踏まえ、基本方針案の状態で事業者の公募

を開始することも選択肢の一つとして検討して

まいりたいとの答弁がありました。 

 また、これに関連し、「九州・長崎ＩＲ設置

運営事業予定者審査委員会」が開催されている

が、委員氏名は、現時点で非公表とされている。 

 透明性を確保することが事業者による審査委

員への接触の抑止力になると考えられ、しかる

べき時期には委員氏名を公表すべきと考えるが、

県の見解はどうかとの質問に対し、区域整備計

画の認定申請期間を考慮し、本年7月から8月に

は事業者の公募・選定について重要な判断を行

う必要がある。公募開始時の募集要項公表に併

せて、委員氏名についても公表したいとの答弁

がありました。 

 最後に、別途、本委員会から、「地方財政の

充実・強化について」の意見書提出方の動議を

提出いたしておりますので、併せてよろしくお

願いいたします。 

 以上のほか、総務行政全般にわたり活発な論
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議が交わされましたが、その詳細については、

この際、省略させていただきます。 

以上で、総務委員会の報告といたします。 

 議員各位のご賛同をいただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） お諮りいたします。 

各議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 まず、第103号議案「長崎県税条例及び長崎

県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例」に

ついて、採決いたします。 

 本議案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、第103号議案は、原案のとおり可決

されました。 

 次に、その他の議案について、一括して採決

いたします。 

各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は、それぞれ原案のとおり可決、

承認されました。 

 次に、文教厚生委員長の報告を求めます。 

 深堀委員長―19番。 

〇文教厚生委員長(深堀ひろし君）（拍手）〔登

壇〕 文教厚生委員会の審査の結果並びに経過

の概要について、ご報告いたします。 

 本委員会に付託されました案件は、第104号

議案「長崎県児童福祉施設の設備及び運営の基

準に関する条例の一部を改正する条例」であり

ます。 

 慎重に審査いたしました結果、異議なく、原

案のとおり、可決すべきものと決定されました。 

 以下、本委員会で論議のありました主な事項

について、ご報告申し上げます。 

 第104号議案「長崎県児童福祉施設の設備及

び運営の基準に関する条例の一部を改正する条

例」について、条例改正により、児童自立支援

施設長の養成施設の名称を「児童自立支援専門

員養成所」から「人材育成センター」に改める

とのことであるが、児童自立支援施設長の養成

施設は、全国に幾つあり、どこにあるのかとの

質問に対し、児童自立支援施設長の養成施設は、

国立の児童自立支援施設である埼玉県の武蔵野

学院に併設されており、全国で、この1施設の

みであるとの答弁がありました。 

 次に、議案のほか審議しました案件について、

ご報告いたします。 

 新型コロナウイルス感染症対策関係について、

教育委員会関係で、臨時休業後の児童生徒の心

のケアについて、6月11日現在で、学校に寄せ

られた相談件数が265件あったとのこと、具体

的な相談内容として、どのようなものがあるか

との質問に対し、学校に寄せられた相談内容は、

「学校での感染リスクについて」が一番多く、

次に、「学習面に関する不安」、「生活習慣の乱

れ等に関する相談」が主なものである。 

 また、学校だけでは解決できない社会的な問

題に関しては、スクールソーシャルワーカーが

対応しており、同ワーカーの指導を行うスー

パーバイザーの各地区での活動についても報告

があっているとの答弁がありました。 

 これに対し、今後もスクールカウンセラー等

の必要性がさらに高まり、需要が増えてくると



令和２年長崎県議会・６月定例会（７月３日） 

 ― 208 ―

思われるので、対応できる体制をしっかりと

作っていただき、予算措置についても、国に要

望できるように努めていただきたいとの意見が

ありました。 

 次に、福祉保健部関係で、今回のクルーズ船

「コスタ・アトランチカ号」に係る事案につい

ては、県当局はもとより、国、長崎市、自衛隊、

そして何よりも医療現場の最前線で、危険と向

きあいながら尽力をいただいた関係者の全ての

皆様に対し、心から敬意と深い感謝を申し上げ

たい。 

 今後、再びクルーズ船等による観光客が戻っ

てくると考えられるが、県民の不安は、いまだ

払拭されておらず、新型コロナウイルス感染症

についても、第2波、第3波が心配される。 

 同じことを二度と繰り返さないために、ク

ルーズ船の入港時や長崎空港での入国管理体制

など、水際対策の強化も含め、国、県、市、三

菱造船、船舶代理店等の関係機関等と、しっか

りと課題を検証し、対策を構築していく必要が

あると考えるがどうかとの質問に対し、これま

で取り組んできた一連の対策についてＤＭＡＴ

等を含め、ご支援いただいた方々から早急に聞

き取りを行い、専門家の評価もいただきながら、

検証作業を行いたいと考えているとの答弁があ

りました。 

 さらに、今回の一連の経過と今後の対策の取

りまとめが終わった暁には、県民が安心できる

よう、また、観光県長崎としての本県の信頼、

安全性をアピールできるよう、県のトップによ

る記者会見等、公表が必要と考えるがどうかと

の質問に対し、県全体としての課題と認識して

おり、今後、県民の皆様に安心していただける

よう正確な情報の伝達に努めてまいりたいとの

答弁がありました。 

 以上のほか、一、県学力調査、全国学力・学

習状況調査について、一、ふるさと教育、キャ

リア教育について、一、高等学校入学者選抜に

ついて、一、臨時休校による学力の遅れについ

て、一、遠隔授業実施の課題について、一、学

校行事の状況について、一、就職活動への支援

と影響について、一、保健所職員の時間外につ

いて、一、保育所、幼稚園、放課後児童クラブ

等への支援についてなど、教育及び福祉・保健

行政全般にわたり熱心な論議が交わされました

が、その詳細については、この際、省略させて

いただきます。 

 以上で、文教厚生委員会の報告といたします。 

 議員各位のご賛同をいただきますよう、お願

いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） お諮りいたします。 

 第104号議案は、質疑・討論を省略し、直ち

に採決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

本議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、第104号議案は、原案のとおり可決

されました。 

次に、環境生活建設委員長の報告を求めます。 

山本由夫委員長―27番。 

〇環境生活建設委員長(山本由夫君）（拍手）

〔登壇〕 環境生活建設委員会の審査の結果並

びに経過の概要について、ご報告いたします。 

 今回、本委員会に付託されました案件はござ

いませんが、陳情審査や新型コロナウイルス感

染症に係る対策とその進捗状況等について、各
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部局に質問を行いました。 

 以下、本委員会で論議のありました主な事項

について、ご報告申し上げます。 

 まず、土木部関係について、新型コロナウイ

ルス感染防止対策に伴う離島往来の自粛や観光

客の激減により、打撃を受けている長崎港ター

ミナルビル入居8事業者からの使用料（家賃）

の減免に係る陳情に関し、国の2次補正におい

て、特別家賃支援給付金の創設が決まっている

が、長崎港ターミナルビルのような公共施設の

使用料については対象になるのかとの質問に対

し、現在、把握している情報では、対象となる

家賃等は、民間と公共施設で区別はされておら

ず、売り上げが前年同月比50％減少している場

合など、一定の要件に合致する中小企業者等が

対象になるとの答弁がありました。 

 これに関連し、県有施設の使用料等について

は、減免をしない方針なのかとの質問に対し、

県有施設の使用料等については、特定事業者へ

の減免は難しく、現在、来年3月まで納入を猶

予することにしているとの答弁がありました。 

 これに対し、指定管理者に対しては減収分を

県が負担するのに対し、県の施設を直接借りて

いる事業者については、補助、減免のどちらも

受けられない場合の支援について検討願いたい

との意見がありました。 

 次に、新型コロナウイルス感染症に係る対策

とその進捗状況等に関し、まず、文化観光国際

部関係について、コロナ対策の一環として進め

られている、ネット販売により県産品事業者を

応援する「よかもんキャンペーン」と、飲食店

を応援する「よかみせキャンペーン」について、

売上げの目標額に対する現在の実績はどれくら

いかとの質問に対し、6月21日現在で、「よかも

んキャンペーン」については、目標額2億3,000

万円に対して6,100万円、「よかみせキャンペー

ン」については、目標額3億円に対して約670万

円の売上げとなっているとの答弁がありました。 

 これに対し、いい施策であるため、ウェブサ

イトを見やすくする、送料の負担を軽減するな

ど、もっと工夫していただきたいとの意見があ

りました。 

 次に、県民生活環境部関係について、人権教

育啓発センターにおいて、これまでに感染者等

から相談を3件受けたとのことだが、どのよう

にフォローアップをしたのかとの質問に対し、

相談者から救済措置を求められた場合、人権侵

犯事件に関する調査、被害の救済及び予防に関

する業務を所管している法務局の相談窓口を紹

介し、支援につなげているとの答弁がありまし

た。 

 さらに、感染者が出た事業所においては、事

業所名を公表することにより、関係者が差別的

な対応を受けるなどの被害に遭われている。今

後、第2波、第3波に備え、県としても積極的に

対応していくべきではないかとの意見に対し、

新型コロナウイルス感染症については、医療専

門家等からの周知によって正しく理解してもら

うとともに、誤った情報に惑わされずに冷静な

行動を取っていただくよう、ホームページやＳ

ＮＳ等で県民の皆様に呼びかけている。 

 また、今後実施する各種人権研修会等におい

ても、人権侵害防止等に向けた教育・啓発を

行っていきたいとの答弁がありました。 

 次に、交通局関係について、貸切バスにおけ

る「コスタ・アトランチカ号」の帰国者輸送に

係る安全対策について、使用車両は専門の業者

に消毒を依頼し、その後2週間は使用せず、乗

務員は、運行終了後、交通局が手配したホテル

で2週間の自主待機を行ったとのことであるが、
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その理由は何かとの質問に対し、車両について

は、コロナ禍により受注がほとんどない状況の

中、安全対策に万全を期すということで、2週

間使用しないこととした。 

 また、乗務員については、専門家の意見を聞

いたところ、医療的見地からは2週間の待機は

必要ないとのことであったが、乗務員やその家

族の要望等を踏まえたうえで、県内4事業者と

協議をし、事業者側の判断で2週間の自主待機

を実施したものであるとの答弁がありました。 

 これに対し、念には念をという対応は理解す

るが、一方で、やり過ぎという考えもあり、そ

れが経済的活動にも影響を与えかねないことか

ら、バス以外のことも含め、県として統一的な

対応を取っていただきたいとの意見がありまし

た。 

 以上のほか、一、石木ダムの建設推進につい

て、一、新型コロナウイルス感染症による修学

旅行への影響、Ｖ・ファーレン長崎への影響に

ついて、一、レジ袋の有料化と削減に向けた取

組について、一、長崎ニモカのポイント付与に

ついてなど、環境生活建設行政全般にわたり熱

心な論議が交わされましたが、その詳細につい

ては、この際、省略させていただきます。 

 以上で、環境生活建設委員会の報告といたし

ます。 

〇議長(瀬川光之君） 次に、農水経済委員長の

報告を求めます。 

 近藤委員長―21番。 

〇農水経済委員長(近藤智昭君）（拍手）〔登

壇〕 農水経済委員会の審査の結果について、

ご報告いたします。 

本委員会に付託されました案件は、第105号

議案「長崎県畜産関係手数料条例の一部を改正

する条例」のほか1件であります。 

 慎重に審査いたしました結果、議案につきま

しては、いずれも異議なく、原案のとおり、可

決すべきものと決定されました。 

 以下、本委員会で論議がありました主な事項

について、ご報告いたします。 

 第107号議案「和解及び損害賠償の額の決定

について」に関し、新型コロナウイルス感染症

の影響のため、県が主催するイベントを中止し

たことに伴う損害賠償の額の決定であるが、働

く人の立場や企業を守るという観点からいくと、

損害賠償として、契約金額の全額を支払うべき

だと考えるが、ここに至った経緯はどのような

ことなのかとの質問に対し、本事業は、新型コ

ロナウイルス感染防止のために中止した事業で

あり、不可抗力のものと考えている。そのため、

この事業にかかった経費を一つずつ事業者と確

認したうえで、県の顧問弁護士とも相談しなが

ら、実費弁償という考え方で決定したものであ

るとの答弁がありました。 

 以上のほか、農水経済行政全般にわたり熱心

な論議が交わされましたが、その詳細について

は、この際、省略させていただきます。 

 以上で、農水経済委員会の報告といたします。 

 議員各位のご賛同をいただきますよう、お願

いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） お諮りいたします。 

 各議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 
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 よって、議案は、それぞれ原案のとおり可決

されました。 

次に、予算決算委員長の報告を求めます。 

 大久保委員長―29番。 

〇予算決算委員長(大久保潔重君）（拍手）〔登

壇〕 予算決算委員会の審査の結果並びに経過

の概要について、ご報告いたします。 

 本委員会で審査いたしました案件は、第96号

議案「令和2年度長崎県一般会補正予算（第4

号）」ほか22件でございます。 

 慎重に審査いたしました結果、第98号議案に

つきましては、起立採決の結果、原案のとおり、

可決すべきものと決定されました。 

その他の議案につきましては、いずれも異議

なく、原案のとおり、可決、承認すべきものと

決定されました。 

 以下、本委員会で論議のありました主な事項

について、ご報告いたします。 

 まず、総務分科会では、新型コロナウイルス

感染症対策に係る国の補正予算に対処するため

に、多額の予算が計上されており、今回までの

補正予算で約819億円の予算が措置されている

が、どのくらい本県への経済波及効果があるの

かとの質問に対し、現時点で、経済波及効果を

算出するには至っていないが、まずは、どんな

事業を講じていくのか、個々の政策について県

民や事業者の方々に説明していくことに重きを

置いていきたいとの答弁がありました。 

 これに対し、県民はコロナ禍において、相当

な経済的打撃を受けている。多額の予算を講じ

ている以上は、経済的な効果を実感できるよう

にしていくのが県の役割であり、県民が前向き

になれるよう、知事が先頭に立って発表すべき

であるとの意見がありました。 

 次に、文教厚生分科会では、医療機関等に従

事する職員等への慰労金給付について、今回の

補正予算で計上されている対象の医療機関や介

護施設・事業所の数及び医療従事者等の数はど

のようになっているか。また、対象者へはいつ

支給されるのかとの質問に対し、医療機関等に

ついては、新型コロナウイルス感染症患者の入

院を受け入れる医療機関及び帰国者接触者外来

の設置医療機関、ＰＣＲ検査センター等に勤務

し、患者と接する医療従事者で、県内で1例目

が発生した3月14日から6月30日までの間に10日

間以上勤務した職員、合計4万8,530人が対象と

なっている。 

 また、介護施設・事業所等については、県内

介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者

と接する職員を対象とし、入所、通所、訪問す

べての介護サービス事業所の約3,300事業所に

従事している職員、合計5万6,000人を対象とし

ている。 

 支給時期については、国の枠組みが固まり次

第、あらゆる媒体を使い、事業者に周知し、速

やかに対応するとの答弁がありました。 

 次に、環境生活建設分科会では、ふるさと再

発見誘客対策事業費に関し、全国向け10万人泊

「“ながさき癒し旅”ウェルカムキャンペーン」

の販売状況はどうかとの質問に対し、現在の販

売状況は6万1,000人泊となっている。 

 今回のコロナ禍で観光産業の損失は､1月から

4月までの速報値による推計で280億円という数

字だが、この事業全体の24万人泊全てが使われ

れば、推計で約60億円の消費がなされるとの答

弁がありました。 

 次に、農水経済分科会では、緊急雇用創出事

業費に関し、新型コロナウイルス感染症の影響

による県内企業の解雇、または解雇予定の労働

者数はどれくらいなのか。また、4月補正予算
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で実施している事業の雇用実績はどうなってい

るのか。さらに、解雇の増加が見込まれる中、

今後どのように取り組んでいくのかとの質問に

対し、6月19日現在、65の事業所で600人が解雇、

または解雇予定であり、また、4月補正に係る

事業の雇用者数は、250人の計画に対し、現時

点では158人となっている。 

 今後の雇用情勢を注視するとともに、長崎労

働局や市町との連携を図りながら、必要な対策

を講じていきたいとの答弁がありました。 

 以上のほか、補正予算に関し、熱心な論議が

交わされましたが、その詳細については、この

際、省略させていただきます。 

 以上で、予算決算委員会の報告といたします。 

 議員各位のご賛同をいただきますよう、お願

いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） お諮りいたします。 

各議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 まず、第98号議案「令和2年度長崎県国民健

康保険特別会計補正予算（第1号）」について、

採決いたします。 

本議案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、第98号議案は、原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、その他の議案について、一括して採決

いたします。 

各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は、それぞれ原案のとおり可決、

承認されました。 

 次に、お手元に配付いたしております「動議

件名一覧表」のとおり、総務委員会から、政

府・国会あて、意見書提出の動議が提出されて

おりますので、これを議題といたします。 

〇議長(瀬川光之君） お諮りいたします。 

本動議は、直ちに採決することにご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

本動議は、可決することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本動議は、可決されました。 

この際、ご報告いたします。 

副議長 西川克己議員から、本日付で、一身

上の都合により、副議長の職を辞職したい旨の

辞職願が提出されましたので、ご報告いたしま

す。 

ただいま、ご報告いたしました辞職願を直ち

に議題といたします。 

本件につきましては、長崎県議会会議規則第

88条第2項の規定により、許可を与えるかどう

かについて、お諮りいたします。 

西川克己議員の副議長の辞職を許可すること

について、賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

よって、西川克己議員の副議長の辞職は、許

可することに決定されました。 
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この際、西川克己議員より、退任のご挨拶が

あります－西川議員。 

〇３５番(西川克己君）（拍手）〔登壇〕 ただい

ま議会のご承認をいただき、副議長を退任させ

ていただくこととなりましたので、一言、ご挨

拶を申し上げます。 

 昨年5月、議員皆様方のご推挙をいただき、

副議長に就任以来、瀬川議長を補佐し、議会の

円滑な運営のため、誠心誠意務めてまいりまし

た。 

 この間、特に、新型コロナウイルス感染症の

感染拡大は、今までに経験のない事態であり、

その対策に理事者と議会が一体となって取り組

んでおり、その中で、私も微力ではありますが、

副議長としての役割を果たすことができたので

はないかと考えております。 

こうして一年間、副議長の職を遂行できまし

たのも、瀬川議長並びに議員の皆様の温かいご

支援、ご指導はもとより、中村知事をはじめ、

理事者の皆様のご協力と報道関係各位のご理解

の賜物と、ここに深く感謝申し上げる次第でご

ざいます。 

今後は、この1年間の貴重な経験を糧に、議

員として決意も新たにし、長崎県の発展と県民

の幸せを第一に、県政の推進に努力する所存で

ありますので、これまで以上のご指導、ご鞭撻

をお願い申し上げ、甚だ簡単ではございますが、

退任のご挨拶とさせていただきます。 

 ありがとうございました。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） これより、副議長の選挙

を行います。 

議場を閉鎖いたします。 

〔議場閉鎖〕 

〇議長(瀬川光之君） ただいまの出席議員は、

44名であります。 

お諮りいたします。 

選挙立会人2名を議長において指名いたした

いと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、中村一三議員及び山下博史議員を指

名いたします。 

投票用紙を配付いたさせます。 

〔投票用紙配付〕 

〇議長(瀬川光之君） 投票用紙の配付漏れはあ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） 配付漏れなしと認めます。 

中村一三議員及び山下博史議員の立ち会いを

お願いいたします。 

〔選挙立会人・立ち会い〕 

〇議長(瀬川光之君） 投票箱を改めます。 

〔投票箱点検〕 

〇議長(瀬川光之君） 異状なしと認めます。 

本選挙につきましては、地方自治法第118条

第1項の規定に基づき、公職選挙法を準用いた

します。 

この際、念のため申し上げます。 

投票は、単記無記名でありますので、投票用

紙に、被選挙人の氏名のみを記載のうえ、点呼

に応じて、順次、ご投票を願います。 

氏名を点呼いたさせます。 

〔局長点呼・投票〕 

〇議会事務局長(松尾誠司君） 宮島議員、宮本

議員、赤木議員、中村泰輔議員、饗庭議員、

堤議員、下条議員、山下議員、北村議員、浦

川議員、久保田議員、石本議員、中村一三議

員、大場議員、山口経正議員、麻生議員、川

崎議員、深堀議員、山口初實議員、近藤議員、

宅島議員、松本議員、ごう議員、山本啓介議
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員、前田議員、山本由夫議員、吉村議員、大

久保議員、中島浩介議員、山田博司議員、堀

江議員、山田朋子議員、西川議員、外間議員、

瀬川議員、坂本智徳議員、浅田議員、徳永議

員、中島●義議員、溝口議員、中山議員、小

林議員、田中議員、八江議員。 

〇議長(瀬川光之君） 投票漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了いたします。 

 これより、開票いたします。 

〔開  票〕 

〇議長(瀬川光之君） 選挙の結果を報告いたし

ます。 

 投票総数44票。うち有効投票44票、無効投票

なしであります。 

 有効投票中、松本洋介議員42票。山田朋子議

員1票。堀江ひとみ議員1票。 

 以上のとおりであります。 

 本選挙の法定得票数は、11票であります。 

この結果、松本洋介議員が副議長に当選され

ました。（拍手） 

 議場の閉鎖を解きます。 

〔議場閉鎖解除〕 

〇議長(瀬川光之君） この際、副議長に当選さ

れました松本洋介議員をご紹介いたします。 

〇副議長(松本洋介君）〔登壇〕 ただいまの副

議長選挙におきまして、議員各位のご推挙を賜

り、副議長にご選任をいただきました松本洋介

でございます。 

若輩で、浅学非才の身でありながら、ご選任

いただきました議員の皆様に、心より感謝申し

上げます。 

コロナウイルスにより、県内は大きな影響が

出ており、支援を必要とする方々のために議会

の果たすべき役割は大きく、責任を感じており

ます。 

もとより、微力ではございますが、瀬川議長

を支え、議会の円滑な運営に取り組む所存であ

りますので、議員の皆様のご指導、ご協力を賜

りますようお願い申し上げまして、簡単ではご

ざいますが、副議長就任のご挨拶とさせていた

だきます。 

 ありがとうございました。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） これより、しばらく休憩

いたします。 

― 午後 ３時５２分 休憩 ― 

― 午後 ４時１５分 再開 ― 

〇議長(瀬川光之君） 会議を再開いたします。 

 まず、予算決算委員会副委員長の辞任許可及

び補充選任の件を日程に追加し、議題といたし

ます。 

 お諮りいたします。 

 先ほど、松本洋介議員から、一身上の都合に

より、予算決算委員会副委員長を辞任したい旨

の申し出がありましたので、これを許可するこ

とにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、そのとおり許可することに決定され

ました。 

 この際、予算決算委員会副委員長の補充選任

を行います。 

 松本洋介議員の予算決算委員会副委員長の辞

任が許可されましたので、前田哲也議員を、そ

の後任副委員長に選任することにいたしたいと

思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 
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 よって、そのとおり選任することに決定され

ました。 

 次に、各委員会から議会閉会中の付託事件と

して、お手元の一覧表のとおり申し出があって

おりますので、これを許可することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、そのとおり決定されました。 

 以上をもちまして、本定例会に付議されまし

た案件の審議は、終了いたしました。 

 この際、知事より、ご挨拶があります―知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 6月定例県議会の

閉会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

 まず、初めに、松本洋介新副議長のご就任に

対しまして、心からお慶びを申し上げますとと

もに、県勢発展のため、格段のご指導、ご協力

を賜りますよう、お願いを申し上げます。 

 今回、ご退任になられました西川克己前副議

長におかれましては、就任以来、九州新幹線西

九州ルートをはじめとした社会資本整備の促進

や特定複合観光施設（ＩＲ）区域整備の推進、

海外との友好交流の拡大等の県政の重要施策の

ほか、今般の新型コロナウイルス感染症対策等

について、多大なるご貢献を賜りましたことに

厚くお礼申し上げます。今後とも、ご健勝のう

ちに、引き続き、お力添えを賜りますよう、お

願い申し上げます。 

 さて、このたびの議会は、去る6月12日から

本日までの22日間にわたり開かれましたが、議

員の皆様方には、本会議及び委員会を通して、

終始熱心にご審議いただくとともに、それぞれ

適正なご決定を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 また、新型コロナウイルス感染症への対応に

際し、県議会におかれましては、議会運営等に

ついて格別の御高配を賜り、重ねて感謝申し上

げます。 

 この際、議会中の主な動きについて、ご報告

申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症対策。 

 県では、新型コロナウイルス感染拡大に備え、

軽傷者等への宿泊療養施設の確保を進めており

ましたが、去る6月15日までに、長崎、佐世保

両市内のホテル2カ所において157床を確保いた

しました。引き続き、県内8つの2次医療圏ごと

に宿泊療養施設の確保を図ってまいります。 

 また、ＰＣＲ等検査については、医療機関な

どにおける検査機器の導入を促進することによ

り、一日当たりの検査可能件数を1,634件から

2,040件まで拡大してまいりたいと考えており

ます。 

 今後とも、県議会のご支援とご協力を賜りな

がら、新型コロナウイルス感染症対策の強化に

力を注いでまいります。 

 国土交通大臣の来県。 

 去る6月25日、赤羽国土交通大臣が本県を訪

問され、新幹線長崎駅や長崎港松が枝地区を視

察されるとともに、国の「緊急事態宣言」解除

後の観光振興に向けて、関係事業者との意見交

換を行われました。 

 私も、赤羽国土交通大臣と会談し、クルーズ

船「コスタ・アトランチカ号」で発生した新型

コロナウイルス感染症クラスターに対する一連

のご支援や、九州新幹線西九州ルートの整備促

進に係るご尽力、長崎港松が枝岸壁2バース化

の新規事業化等について、お礼を申し上げたと

ころであります。 

 赤羽国土交通大臣からは、新型コロナウイル

ス感染症対策に係るねぎらいの言葉をいただく

とともに、観光振興に向けた国の施策のほか、
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九州新幹線西九州ルートの整備について、防災、

減災の観点からの必要性や、地元のご苦労と期

待をしっかりと受け止めて取り組んでいく旨の

お話がありました。 

 今後とも、国との連携を緊密に図りながら、

地域の活性化や、県民生活の基盤となる交通

ネットワークの整備推進に努めてまいります。 

 九州新幹線西九州ルートの整備促進。 

 九州新幹線西九州ルートの整備については、

去る6月16日、国土交通省から佐賀県に対し、

幅広い協議の対象となる5つの整備方式の全て

に対応できる環境影響評価の手続について提案

がなされました。 

国土交通省の提案においては、複数年を要す

る環境影響評価の手続実施期間にわたり、腰を

据えて、幅広い協議を行うことが可能となり、

佐賀県の意向にも最大限配慮したものとされて

おります。 

県としては、こうした提案も含めて、今後、

協議が積み重ねられ、議論が進展していくこと

を期待するとともに、九州地域、ひいては西日

本地域の発展に資するフル規格による整備の実

現を目指してまいります。 

 スポーツの振興。 

 今年10月に、鹿児島県において開催が予定さ

れておりました「第75回国民体育大会」及び

「第20回全国障害者スポーツ大会」については、

去る6月19日、主催する日本スポーツ協会等か

ら、新型コロナウイルス感染症の影響により延

期することとし、両大会の具体的な開催時期は、

関係機関で検討を継続していくことが発表され

ました。 

 県としては、本県選手の皆様が新たな目標に

向かって練習に励み、「ふるさと長崎」の代表

として活躍できるよう、引き続き、競技団体等

と連携しながら、競技力の向上に取り組んでま

いります。 

 このほか、会期中、皆様からお寄せいただき

ました数々の貴重なご意見、ご提言などについ

ては、今後の県政に積極的に反映させてまいり

たいと存じます。 

 県としては、新型コロナウイルス感染症対策

について、引き続き、国の交付金等を活用しな

がら対処してまいりますとともに、コロナ社会

ともしっかりと向きあいながら、人口減少や地

域経済の活性化など、県政の諸課題に対し、地

域の総力を結集して取り組んでまいりたいと考

えております。 

 さて、日ごとに暑さが増すこの頃、皆様方に

は何かとご多様のことと存じます。どうかご健

康には一段とご留意いただき、ますますご活躍

されますよう心からお祈り申し上げます。 

 終わりに、報道関係の方々には、会期中、終

始、県議会の広報について、ご協力を賜り、あ

りがとうございました。 

 この機会に、お礼を申し上げまして、閉会の

ご挨拶といたします。 

〇議長(瀬川光之君） 令和2年6月定例会の閉会

に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 本日、副議長を辞任されました西川克己議員

には、この一年間、副議長として、私をお支え

いただき、円滑な議会運営のため、多くのご指

導、ご支援を賜りました。心から感謝を申し上

げます。誠にありがとうございました。 

 また、副議長にご就任されました松本洋介議

員には、課題も多いこれからの議会運営等につ

いて、多くのお力添えを賜りますよう、よろし

くお願い申し上げます。 

 去る6月12日に開会いたしました本定例会も、

全ての案件の審議を終了し、本日、閉会の運び
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となりました。 

 この定例会中は、新型コロナウイルス感染症

の本県への影響と対策をはじめ、特定複合観光

施設（ＩＲ）誘致、人口減少対策、災害時の避

難所対策、土木行政、教育行政、医療福祉行政、

農林業・水産業の振興等、当面する県政の重要

課題について、終始熱心にご論議いただきまし

た。 

この間の議員各位のご努力と、知事はじめ、

理事者の皆様並びに報道関係の皆様のご協力に

対しまして、心から厚くお礼を申し上げます。 

 さて、先ほども申し上げましたとおり、新型

コロナウイルス感染拡大により、我が国の景気

は急速に悪化しており、とりわけ、本県におき

ましては、観光関連産業をはじめ、農林水産品

の価格低迷、中小・小規模事業者の資金繰りや

雇用不安など、各分野で大きな影響が生じてい

るところであります。 

このような中、県民の皆様には「新しい生活

様式」を、事業者の皆様には、業種ごとのガイ

ドラインへの対応を実践していただきながら、

徐々に経済活動を回復させる段階に入ったもの

と考えております。 

この件については、本定例会において、関連

の補正予算が可決されたところであり、その効

果をできるだけ早く発現させ、本県経済の一日

も早い回復・拡大につながるよう取組を後押し

するとともに、引き続き、事態の推移を見極め

ながら、理事者や関係団体と連携し、必要な対

策に取り組んでまいりたいと存じます。 

また、本年4月、「緊急事態宣言」の対象地域

が全国に拡大されたことなどに伴い、本県の議

会においても、活動の制限等の対応を余儀なく

されてきましたが、その後、宣言の解除や移動

の制限が緩和されたことで、今後は感染症の蔓

延防止に努めながら、地域の声をお聴きするた

め、現地調査、意見交換などを積極的に実施し、

県や国に対し提案等を行ってまいりたいと存じ

ます。 

これから厳しい暑さを迎えますが、皆様方に

は、くれぐれも健康にご留意のうえ、県勢発展

のために一層のご尽力を賜りますようお願い申

し上げ、閉会に当たってのご挨拶といたします。 

これをもちまして、令和2年6月定例会を閉会

いたします。 

― 午後 ４時２８分 閉会 ― 
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議
 
案

 
番

 
号

件
名

第
9
6

号
令

和
２

年
度

長
崎

県
一

般
会

計
補

正
予

算
（

第
4
号

）

第
9
7

号
令

和
２

年
度

長
崎

県
港

湾
施

設
整

備
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
1
号

）

第
9
8

号
令

和
2
年

度
長

崎
県

国
民

健
康

保
険

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

1
号

）

第
9
9

号
令

和
2
年

度
長

崎
県

交
通

事
業

会
計

補
正

予
算

（
第

1
号

）

第
1
0
0

号
一

般
職

員
の

特
殊

勤
務

手
当

に
関

す
る

条
例

及
び

警
察

職
員

の
特

殊
勤

務
手

当
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例

第
1
0
1

号
知

事
等

の
損

害
賠

償
責

任
の

一
部

免
責

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

第
1
0
2

号
長

崎
県

固
定

資
産

評
価

審
議

会
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例

第
1
0
3

号
長

崎
県

税
条

例
及

び
長

崎
県

産
業

廃
棄

物
税

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

第
1
0
4

号
長

崎
県

児
童

福
祉

施
設

の
設

備
及

び
運

営
の

基
準

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

第
1
0
5

号
長

崎
県

畜
産

関
係

手
数

料
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例

第
1
0
6

号
長

崎
県

病
院

企
業

団
の

共
同

処
理

す
る

事
務

の
変

更
及

び
規

約
の

変
更

に
関

す
る

協
議

に
つ

い
て

第
1
0
7

号
和

解
及

び
損

害
賠

償
の

額
の

決
定

に
つ

い
て

第
1
0
8

号
令

和
2
年

度
長

崎
県

一
般

会
計

補
正

予
算

（
第

5
号

）

第
1
0
9

号
令

和
2
年

度
長

崎
県

一
般

会
計

補
正

予
算

（
第

6
号

）

報
告

第
3
号

令
和

元
年

度
長

崎
県

一
般

会
計

補
正

予
算

（
第

1
0
号

）

報
告

第
4
号

令
和

元
年

度
長

崎
県

母
子

父
子

寡
婦

福
祉

資
金

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

1
号

）

報
告

第
5
号

令
和

元
年

度
長

崎
県

農
業

改
良

資
金

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

2
号

）

報
告

第
6
号

令
和

元
年

度
長

崎
県

林
業

改
善

資
金

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

2
号

）

報
告

第
7
号

令
和

元
年

度
長

崎
県

県
営

林
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
3
号

）

報
告

第
8
号

令
和

元
年

度
長

崎
県

沿
岸

漁
業

改
善

資
金

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

2
号

）

報
告

第
9
号

令
和

元
年

度
長

崎
県

小
規

模
企

業
者

等
設

備
導

入
資

金
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
2
号

）

報
告

第
1
0
号

令
和

元
年

度
長

崎
県

用
地

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

2
号

）

報
告

第
1
1
号

令
和

元
年

度
長

崎
県

庁
用

管
理

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

2
号

）

報
告

第
1
2
号

令
和

元
年

度
長

崎
県

長
崎

魚
市

場
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
1
号

）

令
和

２
年

６
月

定
例

会

上
　

程
　

議
　

案
　

件
　

名
　

表

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

28 29 30 3122 23 24 25 26 2716 17 18 19 20 21

浅

田

44 45 4638 39 40 41 42 4332 33 34 35 36 37

議　　　席　　　表



 ― 2 ―

令
和

２
年

６
月

定
例

会

月
日

曜
日

開
会

時
刻

総
務

委
員

会
委

員
会

室
１

文
教

厚
生

委
員

会
委

員
会

室
２

環
境

生
活

建
設

委
員

会
委

員
会

室
３

農
水

経
済

委
員

会
委

員
会

室
４

総
務

委
員

会
委

員
会

室
１

文
教

厚
生

委
員

会
委

員
会

室
２

環
境

生
活

建
設

委
員

会
委

員
会

室
３

農
水

経
済

委
員

会
委

員
会

室
４

総
務

委
員

会
委

員
会

室
１

文
教

厚
生

委
員

会
委

員
会

室
２

環
境

生
活

建
設

委
員

会
委

員
会

室
３

農
水

経
済

委
員

会
委

員
会

室
４

7
月

1
日

水
１

１
：

０
０

予
算

決
算

委
員

会
（

分
科

会
長

報
告

、
採

決
）

議
場

委
員

会
名

場
所

委
員

会
開

催
日

程
表

１
０

：
０

０

6
月

2
9
日

月
１

０
：

０
０

6
月

2
5
日

木
１

０
：

０
０

6
月

2
6
日

金

議
 
案

 
番

 
号

件
名

報
告

第
1
3
号

令
和

元
年

度
長

崎
県

港
湾

施
設

整
備

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

5
号

）

報
告

第
1
4
号

令
和

元
年

度
長

崎
県

流
域

下
水

道
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
4
号

）

報
告

第
1
5
号

令
和

元
年

度
長

崎
県

公
債

管
理

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

2
号

）

報
告

第
1
6
号

令
和

元
年

度
長

崎
県

国
民

健
康

保
険

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

2
号

）

報
告

第
1
7
号

令
和

元
年

度
長

崎
県

港
湾

整
備

事
業

会
計

補
正

予
算

（
第

4
号

）

報
告

第
1
8
号

令
和

元
年

度
長

崎
県

交
通

事
業

会
計

補
正

予
算

（
第

2
号

）

報
告

第
1
9
号

令
和

2年
度

長
崎

県
一

般
会

計
補

正
予

算
（

第
3
号

）

報
告

第
2
0
号

長
崎

県
税

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例
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文
教

厚
生

委
員

会
委

員
長

　
　

深
堀

　
ひ

ろ
し

１
　

議
　

　
案

件
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
名

審
査

結
果

長
崎

県
児

童
福

祉
施

設
の

設
備

及
び

運
営

の
基

準
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
原

案
可

決

計
　

１
件

（
原

案
可

決
　

１
件

）

番
　

　
号

 

記

文
教

厚
生

委
員

会
審

査
結

果
報

告
書

　
本

委
員

会
に

付
託

さ
れ

た
事

件
に

つ
い

て
審

査
の

結
果

、
下

記
の

と
お

り
決

定
し

た
の

で
報

告
す

る
。

令
和

2
年

6
月

2
6
日

　
　

　
　

議
長

　
　

瀬
川

　
光

之
　

　
様

第
1
0
4
号

議
案

令
和

２
年

６
月

定
例

会

審
　

　
  

査
　

　
  

報
　

　
  

告
　

　
  

書

総
務

委
員

会
委

員
長

　
　

山
口

　
経

正

１
　

議
　

　
案

件
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
名

審
査

結
果

一
般

職
員

の
特

殊
勤

務
手

当
に

関
す

る
条

例
及

び
警

察
職

員
の

特
殊

勤
務

手
当

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

原
案

可
決

知
事

等
の

損
害

賠
償

責
任

の
一

部
免

責
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
原

案
可

決

長
崎

県
固

定
資

産
評

価
審

議
会

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

原
案

可
決

長
崎

県
税

条
例

及
び

長
崎

県
産

業
廃

棄
物

税
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
原

案
可

決

長
崎

県
税

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

承
　

　
認

計
　

　
５

件
（

原
案

可
決

　
４

件
・

承
認

　
１

件
）

番
　

　
　

号
 

記

総
務

委
員

会
審

査
結

果
報

告
書

　
本

委
員

会
に

付
託

さ
れ

た
事

件
に

つ
い

て
審

査
の

結
果

、
下

記
の

と
お

り
決

定
し

た
の

で
報

告
す

る
。

令
和

2
年

6
月

2
9
日

　
　

　
　

議
長

　
　

瀬
川

　
光

之
　

　
様

第
1
0
0
号

議
案

第
1
0
1
号

議
案

第
1
0
2
号

議
案

第
1
0
3
号

議
案

報
告

第
2
0
号
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予
算
決
算
委
員
会
委
員
長
　
　
大
久
保
　
潔
重

１
　
議
　
　
案

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

審
査
結
果

令
和
２
年
度
長
崎
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）

原
案
可
決

令
和
２
年
度
長
崎
県
港
湾
施
設
整
備
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１

号
）

原
案
可
決

令
和
２
年
度
長
崎
県
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１

号
）

原
案
可
決

令
和
２
年
度
長
崎
県
交
通
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

原
案
可
決

令
和
２
年
度
長
崎
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
５
号
）

原
案
可
決

令
和
２
年
度
長
崎
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
）

原
案
可
決

令
和
元
年
度
長
崎
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
０
号
）

承
　
　
認

令
和
元
年
度
長
崎
県
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
１
号
）

承
　
　
認

令
和
元
年
度
長
崎
県
農
業
改
良
資
金
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２

号
）

承
　
　
認

令
和
元
年
度
長
崎
県
林
業
改
善
資
金
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２

号
）

承
　
　
認

令
和
元
年
度
長
崎
県
県
営
林
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

承
　
　
認

令
和
元
年
度
長
崎
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）

承
　
　
認

令
和
元
年
度
長
崎
県
小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
２
号
）

承
　
　
認

令
和
元
年
度
長
崎
県
用
地
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

承
　
　
認

令
和
元
年
度
長
崎
県
庁
用
管
理
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

承
　
　
認

番
　
　
号

記

予
算

決
算

委
員

会
審

査
結

果
報

告
書

　
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
審
査
の
結
果
、
下
記
の
と
お
り
決
定
し
た
の
で
報
告
す
る
。

令
和
2
年
7
月
3
日

　
　
　
　
議
長
　
　
瀬
川
　
光
之
　
　
様

第
9
6
号

議
案

報
告

第
5

号

報
告

第
6

号

報
告

第
7

号

報
告

第
1
1
号

第
9
7
号

議
案

第
9
8
号

議
案

第
9
9
号

議
案

報
告

第
1
0
号

第
1
0
8
号

議
案

報
告

第
3

号

報
告

第
4

号

報
告

第
8

号

報
告

第
9

号

第
1
0
9
号

議
案

農
水
経
済
委
員
会
委
員
長
　
　
近
藤
　
智
昭

１
　
議
　
　
案

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

審
査
結
果

長
崎
県
畜
産
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

原
案
可
決

和
解
及
び
損
害
賠
償
の
額
の
決
定
に
つ
い
て

原
案
可
決

計
　
　
２
件
（
原
案
可
決
　
２
件
）

番
　
　
号
 

記

農
水

経
済

委
員

会
審

査
結

果
報

告
書

　
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
審
査
の
結
果
、
下
記
の
と
お
り
決
定
し
た
の
で
報
告
す
る
。

令
和
2
年
6
月
2
6
日

　
　
　
　
議
長
　
　
瀬
川
　
光
之
　
　
様

第
1
0
5
号

議
案

第
1
0
7
号

議
案
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件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

審
査
結
果

番
　
　
号

令
和
元
年
度
長
崎
県
長
崎
魚
市
場
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１

号
）

承
　
　
認

令
和
元
年
度
長
崎
県
港
湾
施
設
整
備
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
５

号
）

承
　
　
認

令
和
元
年
度
長
崎
県
流
域
下
水
道
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
４

号
）

承
　
　
認

令
和
元
年
度
長
崎
県
公
債
管
理
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

承
　
　
認

令
和
元
年
度
長
崎
県
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２

号
）

承
　
　
認

令
和
元
年
度
長
崎
県
港
湾
整
備
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）

承
　
　
認

令
和
元
年
度
長
崎
県
交
通
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

承
　
　
認

令
和
２
年
度
長
崎
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

承
　
　
認

計
　
　
２
３
件
（
原
案
可
決
　
６
件
・
承
認
　
１
７
件
）

報
告

第
1
9
号

報
告

第
1
4
号

報
告

第
1
5
号

報
告

第
1
6
号

報
告

第
1
7
号

報
告

第
1
2
号

報
告

第
1
3
号

報
告

第
1
8
号

令
和
２
年
６
月
定
例
会

１
　
委
員
会
等
提
出

区
　
分

提
出
先

件
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

可
　

否
掲

載
ペ

ー
ジ

意
見

書
政

　
府

国
　

会
地

方
財

政
の

充
実

・
強

化
に

つ
い

て
総

務
委

員
会

可
決

付
録

　
　

 
6
ペ

ー
ジ

委
 
員

 
会

 
提

 
出

 
意

 
見

 
書

 
等

 
一

 
覧

 
表

（
結

果
）
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の
維

持
・

確
保

を
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

算
定

に
つ

い
て

は
条

件
不

利
地

域
を

有
す

る

団
体

や
財

政
力

の
弱

い
団

体
に

配
慮

す
る

こ
と

。
ま

た
、

地
方

創
生

推
進

交
付

金
に

つ

い
て
は
、
継
続
的
か
つ
安
定
的
な
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
。
 

 ６
．

地
方

交
付

税
に

つ
い

て
は

、
２

０
２

０
年

国
勢

調
査

に
基

づ
く

人
口

に
基

礎
数

値
を

切
り
替
え
る
こ
と
に
よ
る
影
響
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。
 

 ７
．

地
方

が
引

き
続

き
防

災
・

減
災

対
策

に
取

り
組

ん
で

い
け

る
よ

う
、

２
０

２
０

年
度

ま
で

の
事

業
期

間
と

な
っ

て
い

る
「

防
災

・
減

災
・

国
土

強
靭

化
緊

急
対

策
事

業
費

」
、

「
緊

急
自

然
災

害
防

止
対

策
事

業
費

」
、
「

緊
急

防
災

・
減

災
事

業
費

」
を

２
０

２
１

年

度
以
降
も
継
続
す
る
こ
と
。
 

 ８
．

会
計

年
度

任
用

職
員

制
度

に
伴

う
２

０
２

１
年

度
以

降
の

更
な

る
財

政
需

要
の

増
加

に
つ
い
て
は
、
地
方
財
政
計
画
に
確
実
に
計
上
す
る
こ
と
。
 

 ９
．

地
方

団
体

は
、

国
を

上
回

る
行

財
政

改
革

や
歳

出
抑

制
の

努
力

を
行

う
な

か
で

基
金

の
確

保
な

ど
財

政
運

営
の

年
度

間
調

整
に

取
組

ん
で

い
る

こ
と

か
ら

、
地

方
の

基
金

残

高
の

増
加

を
理

由
に

地
方

財
政

計
画

の
圧

縮
や

、
地

方
交

付
税

の
削

減
を

お
こ

な
わ

な

い
こ
と
。
 

  
な
お
、
文
案
の
作
成
及
び
提
出
の
諸
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
議
長
に
一
任
す
る
。
 

 

提
 
出
 
先
 

 
政
 
府
 
・
 
国
 
会
 

 

動
 

 
 

 
 

 
 

議
 

 
 
 
 
 
 
提
 
 
 
出
 
 
 
者
 
 
 
 
 
総

務
委

員
会
 

 
 
 
 
 
 
提
 
出
 
年
 
月
 
日
 
 
 
 
 
令
和
 
２
年
 
６
月
２
９
日
 

種
 
 
類
 

 
意

見
書

 

件
 
 
名
 

 
地
方
財
政
の
充
実
・
強
化
に
つ
い
て
 

要
 
 
旨
 

 地
方

自
治

体
は

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
を

は
じ

め
、

地
方

創
生

・
人

口

減
少

対
策

や
、

地
域

経
済

活
性

化
・

雇
用

対
策

、
人

づ
く

り
、

大
規

模
災

害
に

対
応

す
る

た
め
の
防
災
・
減
災
対
策
な
ど
、
様
々
な
政
策
課
題
に
直
面
し
て
い
る
。
 

政
府
に
お
い
て
は
、「

経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
２
０
１
８
」
で
定
め
ら
れ
た

新
経
済
・
財
政
再
生
計
画
に
お
い
て
、
２
０
２
１
年
度
ま
で
、
地
方
一
般
財
源
総
額
を
 

２
０

１
８

年
度

地
方

財
政

計
画

の
水

準
を

下
回

ら
な

い
よ

う
実

質
的

に
同

水
準

を
確

保
す

る
と

し
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る

が
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
影

響
に

よ
る

景
気

の
下

振
れ

や
税

収
の

大
幅

な
減

少
が

懸
念

さ
れ

る
中

で
、

地
域

経
済

の
再

生
を

実
現

さ
せ

る
た
め
に
は
、
さ
ら
な
る
地
方
財
源
の
確
保
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
 

よ
っ

て
、

国
に

対
し

て
、

２
０

２
１

年
度

の
地

方
財

政
予

算
全

体
の

安
定

確
保

に
向

け

て
、
次
の
と
お
り
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
よ
う
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
 

  

１
．

地
方

財
政

計
画

、
地

方
税

の
あ

り
方

、
地

方
交

付
税

総
額

の
決

定
に

あ
た

っ
て

は
、

国
の

政
策

方
針

に
基

づ
き

一
方

的
に

決
す

る
も

の
で

は
な

く
、

国
と

地
方

の
協

議
の

場

で
十
分
な
協
議
の
も
と
に
決
定
す
る
こ
と
。
 

 ２
．

地
方

創
生

・
人

口
減

少
対

策
を

は
じ

め
、

社
会

保
障

関
係

費
の

増
嵩

へ
の

対
応

、
地

域
経

済
活

性
化

・
雇

用
対

策
、

人
づ

く
り

、
防

災
・

減
災

対
策

な
ど

、
地

方
の

実
情

に

沿
っ

た
き

め
細

か
な

行
政

サ
ー

ビ
ス

を
十

分
担

え
る

よ
う

、
安

定
的

な
財

政
運

営
に

必

要
な
一
般
財
源
総
額
の
確
保
・
充
実
を
図
る
こ
と
。
 

 ３
．

地
方

交
付

税
に

つ
い

て
は

、
本

来
の

役
割

で
あ

る
財

源
調

整
機

能
と

財
源

保
障

機
能

が
適

切
に

発
揮

さ
れ

る
よ

う
総

額
を

確
保

す
る

と
と

も
に

、
財

源
不

足
へ

の
補

填
に

つ

い
て

は
、

臨
時

財
政

対
策

債
の

発
行

等
に

よ
る

こ
と

な
く

、
更

な
る

法
定

税
率

の
引

上

げ
に
よ
り
対
応
す
る
こ
と
。
 

 ４
．

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

対
策

に
関

す
る

地
方

向
け

交
付

金
に

つ
い

て
は

、
感

染
状

況
や

地
方

に
お

け
る

財
政

需
要

を
把

握
し

つ
つ

、
２

０
２

１
年

度
予

算
に

お
い

て

も
、

国
の

責
任

に
お

い
て

十
分

な
財

源
を

確
保

す
る

こ
と

。
ま

た
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ

ル
ス

感
染

症
の

影
響

に
よ

り
、

地
方

税
収

の
大

幅
な

減
少

が
懸

念
さ

れ
る

こ
と

か
ら

、

地
方
税
の
減
収
補
填
債
の
対
象
税
目
を
拡
大
す
る
こ
と
。
 

 ５
．

地
方

創
生

を
確

実
に

推
進

す
る

た
め

、
地

方
財

政
計

画
に

お
け

る
「

ま
ち

・
ひ

と
・

し
ご
と
創
生
事
業
費
（
1
.
0
兆
円
）
の
拡
充
及
び
「
地
方
社
会
再
生
事
業
費
（
0
.
4
兆
円
）
」
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令
和
２
年
６
月
定
例
会
議
会
閉
会
中

 委
員
会
付
託
申
出
一
覧
表

 
№
１
 

委
員

会
名

 
付

託
事

件
 

総
務

 
○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
 
 
・
危
機
管
理
、
防
災
、
消
防
、
危
険

物
の
規
制
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
重
要
施
策
の
企
画
及
び
総
合
調
整

に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
特
定
複
合
観
光
施
設
（
Ｉ
Ｒ
）
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
 
 
 
・
職
員
の
人
事
、
勤
務
条
件
、
給
与

、
福
利
厚
生
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
行
政
改
革
、
情
報
公
開
等
県
の
行

政
一
般
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
県
の
予
算
、
財
政
、
県
税
そ
の
他

の
財
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
 
 
 
・
政
策
評
価
に
関
す
る
事
項
に
つ
い

て
 

 
 
 
・
公
有
財
産
に
関
す
る
事
項
に
つ
い

て
 

 
 
 
・
秘
書
、
広
報
及
び
広
聴
に
関
す
る

事
項
に
つ
い
て

 
 
・
地
域
・
行
政
情
報
化
そ
の
他
他
部
の
主
管
に
属
し
な
い
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
離
島
・
半
島
及
び
地
域
の
振
興
に

関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
県
内
市
町
の
行
政
、
財
政
、
選
挙
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
土
地
対
策
に
関
す
る
事
項
に
つ
い

て
 

・
交
通
運
輸
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
県
庁
舎
の
跡
地
活
用
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
出
納
及
び
物
品
調
達
に
関
す
る
事

項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
議
会
事
務
局
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て
 

 
 
 
・
監
査
事
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い

て
 

 
 
 
・
人
事
委
員
会
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て
 

 
 
 
・
労
働
委
員
会
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て
 

 
 
 
・
警
察
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る

事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
交
通
安
全
、
防
犯
対
策
の
推
進
に

関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
公
安
委
員
会
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て

 

文
教

厚
生

 
○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  

  
  

・
私
立
学
校
及
び
県
立
大
学
（
公
立
大
学
法
人
）
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
福
祉
保
健
行
政
の
企
画
及
び
総
合

調
整
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
社
会
福
祉
法
人
及
び
社
会
福
祉
施

設
等
の
指
導
監
査
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
医
療
政
策
に
関
す
る
事
項
に
つ
い

て
 

  
 
 
・
医
療
人
材
の
確
保
等
に
関
す
る
事

項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
薬
務
行
政
に
関
す
る
事
項
に
つ
い

て
 

  
 
 
・
国
民
健
康
保
険
等
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
 

  
 
 
・
高
齢
者
施
策
の
推
進
に
関
す
る
事

項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
障
害
者
施
策
の
推
進
に
関
す
る
事

項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
原
爆
被
爆
者
対
策
等
の
推
進
に
関

す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
子
ど
も
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策

及
び
調
整
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

・
教
育
委
員
会
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
教
職
員
の
定
数
、
勤
務
条
件
及
び
福
利
厚
生
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
県
立
学
校
の
施
設
及
び
設
備
に
関

す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
義
務
教
育
及
び
高
校
教
育
に
関
す

る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
事
項
に

つ
い
て
 

・
生
涯
学
習
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
  

 
・
学
芸
文
化
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
保
健
体
育
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
競
技
力
の
向
上
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 

№
２
 

委
員

会
名

 
付

託
事

件
 

 環
境

生
活

建
設

  
 

○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
 

  
 
・
文
化
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
世
界
遺
産
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
観
光
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
 
 
 
・
物
産
流
通
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
 
 
 
・
国
際
関
連
施
策
の
推
進
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
県
民
生
活
及
び
環
境
に
関
す
る
施
策
の
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
事
項
に

 
つ
い
て

 
・
県
民
と
の
協
働
推
進
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
人
権
・
同
和
問
題
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
交
通
安
全
の
企
画
、
交
通
安
全
運
動
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
統
計
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
生
活
衛
生
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
食
の
安
全
・
安
心
及
び
消
費
者
行
政
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
環
境
保
全
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
生
活
排
水
対
策
及
び
水
資
源
政
策
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
廃
棄
物
対
策
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
自
然
環
境
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
道
路
及
び
河
川
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
土
砂
災
害
対
策
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
住
宅
及
び
建
築
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
  

  
・
県
土
地
開
発
公
社
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
県
住
宅
供
給
公
社
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
県
道
路
公
社
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
港
湾
、
空
港
そ
の
他
土
木
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
 
 
 
 
 
 
・
県
営
交
通
事
業
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

農
水

経
済

 
○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  

  
 ・

産
業
の
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
労
働
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
産
業
技
術
の
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

・
水
産
業
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
漁
港
漁
場
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 

  
・
農
業
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
 
 
 
 
 
 
・
林
業
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

予
算

決
算

 
○
委
員
会
、
要
望
活
動

 
・
一
般
会
計
、
特
別
会
計
及
び
企
業
会
計
予
算
等
に
つ
い
て

 
議

会
運

営
 

○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  

  
 ・

議
会
の
運
営
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
議
会
の
会
議
規
則
、
委
員
会
に
関
す
る
条
例
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
議
長
の
諮
問
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

離
島
・
半
島
地
域
振
興

特
別

 
○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  

  
・
離
島
・
半
島
地
域
振
興
対
策
 

 
 
 
・
有
人
国
境
離
島
法
対
策
 

・
離
島
地
域
航
路
・
航
空
路
対
策
 

観
光
振
興
・
交
通
対
策

特
別

 
○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  

  
 ・

Ｉ
Ｒ
対
策

 
 
 
・
新
幹
線
対
策

・
観
光
振
興
対
策

・
国
際
戦
略

・
交
通
対
策
 

人
口
減
少
・
雇
用
対
策

特
別

 
○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  
 
 
・
社
会
減
対
策

・
人
材
確
保
対
策

・
若
者
・
女
性
対
策
 

 


